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１．概要

本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第６条 地震による損傷の

防止」及び「第３３条 地震による損傷の防止」に関して、基本設計方針に

記載する事項、添付書類に記載すべき事項、補足説明すべき事項について

整理した結果を示すものである。 

整理にあたっては、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：添付

書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施した。 

２．本資料の構成

「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、

添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：添付書類等を踏まえた補足

説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を別紙とし

て示し、別紙を以下の通り構成する。 

別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計方

針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図る。 

別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展

開 

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への展

開事項の分類、第 1 回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの対象

設備を展開する。 

別紙３：基本設計方針の添付書類への展開 

別紙２で示した基本設計方針の展開事項の分類ごとに添付書類の項

目、記載事項を並べ替えることで添付書類の全体構成と各項目ごと

の記載事項を整理する。 

別紙４：添付書類の発電炉との比較 

第 1 回申請範囲となる添付書類の記載内容を項目単位でその記載程

度を発電炉と比較し、記載すべき事項の抜け等がないかを確認する。

なお、規則の名称、添付書類の名称など差があることが明らかな項

目は比較対象としない（概要などは比較対象外）。 

別紙５：補足説明すべき項目の抽出 

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足が

必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較を行

い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべきもの

を抽出する。 

別紙６：変更前記載事項の既工認等との紐づけ（追而） 

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを示

す。 

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。 

別紙７：基本設計方針の要求種別を踏まえた類型化（追而）

評価要求となる基本設計方針の項目をもとに、対象設備の分割申請

での申請回次、分割申請での添付書類の展開を整理する。
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別紙 
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商業機密の観点から公開できない箇所



再処理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和３年７月15日　R２

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 7/14 1

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 6/24 0 今後精査し、提出予定

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 6/24 0 今後精査し、提出予定

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 7/15 0

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 6/24 0 今後精査し、提出予定

別紙６ 変更前記載事項の既工認等との紐づけ - - 本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。

別紙７ 基本設計方針の要求種別を踏まえた類型化 - - 今後提出予定

地震00-01　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（地震）】

別紙
備考
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第６条、第３３条（地震による損傷の防止）（1 / 62） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（地震による損傷の防止） 

第六条 

 安全機能を有する施設は、

これに作用する地震力 (事業

指定基準規則第七条第二項の

規定により算定する地震力を

いう。) による損壊により公

衆に放射線障害を及ぼすこと

がないものでなければならな

い。耐②④⑤⑥ 

 

 

２  耐震重要施設 (事業指定

基準規則第六条第一項に規定

する耐震重要施設をいう。以

下同じ。) は、基準地震動に

よる地震力 (事業指定基準規

則第七条第三項に規定する基

準地震動による地震力をい

う。以下同じ。) に対してそ

の安全性が損なわれるおそれ

がないものでなければならな

い。耐③④⑤⑥⑦ 

 

（地震による損傷の防止） 

第三十三条 

 重大事故等対処施設は、次

の各号に掲げる施設の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定

めるところにより設置された

ものでなければならない。 

 

 

 

一 常設耐震重要重大事故等

対処設備が設置される重大事

故等対処施設 基準地震動に

よる地震力に対して重大事故

に至るおそれがある事故 (運

転時の異常な過渡変化及び設

計基準事故を除く。) 又は重

大事故 (以下「重大事故等」

と総称する。) に対処するた

めに必要な機能が損なわれる

おそれがないものであるこ

と。耐⑩⑫⑬⑭⑮⑯ 

 

 

 

 

 

 

 

3. 自然現象 

3.1 地震による損傷の防止 

3.1.1 安全機能を有する施設及び重大事故

等対処施設の耐震設計 

再処理施設の耐震設計がは，「再処理

施設の技術基準に関する規則」第 6 条及

び第 33 条（地震による損傷の防止）に適

合するように，以下の項目に基づき設計

することとし，構造強度評価，波及的影

響評価，水平 2 方向影響評価，機能維持

評価を行う。耐②⑧⑩⑪⑯ 

 

(1) 耐震設計の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a. 安全機能を有する施設は，地震力に

十分耐えることができる設計とし，具

体的には，地震により発生するおそれ

がある安全機能の喪失及びそれに続く

放射線による公衆への影響を防止する

観点から，施設の安全機能が喪失した

場合の影響の相対的な程度（以下「耐

震重要度」という。）に応じた地震力

に十分耐えることができるようにられ

る設計とする。耐②④ 

 

 

 

 

 

 

重大事故に至るおそれがある事故

（運転時の異常な過渡変化及び設計基

準事故を除く。）又は重大事故（以下

(５) 耐震構造 

再処理施設は，次の方針に基づき耐震

設計を行い，事業指定基準規則に適合す

るように設計する。耐□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ⅰ)  安全機能を有する施設の耐震設計 

 

 

 

  (ａ) 安全機能を有する施設は，地震

力に十分耐えることができる構造

とする。耐□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31 条】 

(ⅱ) 重大事故等対処施設の耐震設計 

 

重大事故等対処施設について，安

全機能を有する施設の耐震設計にお

ける動的地震力又は静的地震力に対

1.6 耐震設計 

再処理施設の耐震設計は，事業指定

基準規則に適合するように，「1.6.1 

安全機能を有する施設の耐震設計」に

基づき設計する。耐◇1  

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1 安全機能を有する施設の耐震設計 

1.6.1.1 安全機能を有する施設の耐震設

計の基本方針 

 

(１) 安全機能を有する施設は，地震力

に十分耐えることができるように設

計する。耐② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 安全機能を有する施設は，地震に

より発生するおそれがある安全機能

の喪失及びそれに続く放射線による

公衆への影響を防止する観点から，

耐震重要度に応じてＳクラス，Ｂク

ラス及びＣクラスに分類し，それぞ

れの耐震重要度に応じた地震力に十

分耐えることができるように設計す

る。耐②④ 

 

 

 

 

【31条】 

1.6.2.1 重大事故等対処施設の耐震設計

の基本方針 

重大事故等対処施設については，安全

機能を有する施設の耐震設計における動

的地震力又は静的地震力に対する設計方

2. 自然現象 

2.1 地震による損傷の防止 

2.1.1 耐震設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 耐震設計の基本方針 

耐震設計は，以下の項目に従って行う。 

 

 

2.1.1(1) a. 耐震重要施設は，その供用中

に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼ

すおそれがある地震（設置（変更）許可

を受けた基準地震動Ｓｓ（以下「基準地

震動Ｓｓ」という。））による加速度に

よって作用する地震力に対して，その安

全機能が損なわれるおそれがない設計と

する。 

 

 重大事故等対処施設のうち，常設耐震

重要重大事故防止設備又は常設重大事故

緩和設備が設置される重大事故等対処施

設（特定重大事故等対処施設を除く。）

は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て，重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれがない設計とす

る。 

 

2.1.1(1) b. 設計基準対象施設は，地震に

より発生するおそれがある安全機能の喪

失（地震に伴って発生するおそれがある

津波及び周辺斜面の崩壊等による安全機

能の喪失を含む。）及びそれに続く放射

線による公衆への影響を防止する観点か

ら，各施設の安全機能が喪失した場合の

影響の相対的な程度（以下「耐震重要

度」という。）に応じて，Ｓクラス，Ｂ

クラス又はＣクラスに分類（以下「耐震

重要度分類」という。）し，それぞれに

応じた地震力に十分耐えられる設計とす

る。 

 

 

 

重大事故等対処施設については，施設

の各設備が有する重大事故等に対処する

ために必要な機能及び設置状態を踏まえ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

規則適合させるための設計方針を記載。 

（当社の記載） 

安全機能を有する施設の記載に合わせ

て、重大事故等対処施設全般に対しての

設計方針を記載する。 

事業変更許可申請書に合わせた記載に修正 

文末表現を設計のあり方を示す表現

として「～設計とする」との記載に

修正 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

赤字、取り消し線：追記・修正箇所 

 

  ：発電炉との差異の理由 

  ：追記・修正箇所の内容 

【凡例】 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第６条、第３３条（地震による損傷の防止）（2 / 62） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

二 常設耐震重要重大事故等

対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大

事故等対処施設 事業指定基

準規則第七条第二項の規定に

より算定する地震力に十分に

耐えるものであること。耐⑪

⑬⑭⑯ 

 

 

 

「重大事故等」という。）重大事故等

対処施設については，安全機能を有す

る施設の耐震設計における動的地震力

又は静的地震力に対する設計方針を踏

襲し，重大事故等対処施設の構造上の

特徴，重大事故等時における運転状態

及び重大事故等の状態で施設に作用す

る荷重等を考慮し，適用する地震力に

対して重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがないこ

とを目的として，重大事故等対処施設

の各設備における設備分類に応じた地

震力に十分耐えることができるように

耐震設計するを行う。耐⑩⑪⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b. Ｓクラスの安全機能を有する施設

は，その供用中に大きな影響を及ぼす

おそれがある地震動（以下「基準地震

する設計方針を踏襲し，重大事故等

対処施設の構造上の特徴，重大事故

等時における運転状態及び重大事故

等の状態で施設に作用する荷重等を

考慮し，適用する地震力に対して重

大事故等に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがないことを

目的として，以下の項目に従って耐

震設計を行う。耐□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ｄ) Ｓクラスの施設は，基準地震動

による地震力に対してその安全機

能が損なわれるおそれがないよう

針を踏襲し，重大事故等対処施設の構造

上の特徴，重大事故等時における運転状

態及び重大事故等の状態で施設に作用す

る荷重等を考慮し，適用する地震力に対

して重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれがないことを目

的として，以下のとおり耐震設計を行

う。耐⑩⑪⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) Ｓクラスの安全機能を有する施設

は，その供用中に大きな影響を及ぼ

すおそれがある地震動（以下「基準

て，常設耐震重要重大事故防止設備が設

置される重大事故等対処施設，常設耐震

重要重大事故防止設備以外の常設重大事

故防止設備が設置される重大事故等対処

施設（特定重大事故等対処施設を除

く。），常設重大事故緩和設備が設置さ

れる重大事故等対処施設（特定重大事故

等対処施設を除く。）及び可搬型重大事

故等対処設備に分類する。 

 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震

重要重大事故防止設備以外の常設重大事

故防止設備が設置される重大事故等対処

施設（特定重大事故等対処施設を除

く。）は，代替する機能を有する設計基

準事故対処設備が属する耐震重要度分類

のクラスに適用される地震力に十分に耐

えることができる設計とする。 

 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の

常設重大事故防止設備が設置される重大

事故等対処施設と常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の両方

に属する重大事故等対処施設について

は，基準地震動Ｓｓによる地震力を適用

するものとする。 

なお，特定重大事故等対処施設に該当

する施設は本申請の対象外である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(1) c. 建物・構築物とは，建物，構

築物及び土木構造物（屋外重要土木構造

物及びその他の土木構造物）の総称とす

る。 

また，屋外重要土木構造物とは，耐震

安全上重要な機器・配管系の間接支持機

能，若しくは非常用における海水の通水

機能を求められる土木構造物をいう。 

 

 

2.1.1(1) d. Ｓクラスの施設（f.に記載の

ものを除く。）は，基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対してその安全機能が保持で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

再処理施設では、技術基準規則において

常設耐震重大事故防止設備、常設重大事

故緩和設備、各々が設置される重大事故

等対処施設の両方に属する重大事故等対

処施設及び特定重大事故等対処施設の分

類がなく該当しないため記載しない。 

事業変更許可申請書に合わせた記載に修正 

（発電炉の記載） 

再処理施設では、屋外重要土木

構造物のみのため記載しない。 
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別紙１

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第６条、第３３条（地震による損傷の防止）（3 / 62） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
動」という。）による地震力に対して

その安全機能が損なわれるおそれがな

いように設計とする。また，Ｓクラス

の安全機能を有する施設は，弾性設計

用地震動による地震力又は静的地震力

のいずれか大きい方の地震力に対して

おおむね弾性状態に留まる範囲で耐え

るようにられる設計とする。耐②③ 

に設計する。耐□4  地震動」という。）による地震力に

対してその安全機能が損なわれるお

それがないように設計する。また，

Ｓクラスの安全機能を有する施設

は，弾性設計用地震動による地震力

又は静的地震力のいずれか大きい方

の地震力に対しておおむね弾性状態

に留まる範囲で耐えるように設計す

る。耐②③ 

きる設計とする。 

建物・構築物については，構造物全体

としての変形能力（終局耐力時の変形）

に対して十分な余裕を有し，建物・構築

物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有

する設計とする。 

機器・配管系については，その施設に

要求される機能を保持する設計とし，塑

性ひずみが生じる場合であっても，その

量が小さなレベルに留まって破断延性限

界に十分な余裕を有し，その施設に要求

される機能に影響を及ぼさない，また，

動的機器等については，基準地震動Ｓｓ

による応答に対してその設備に要求され

る機能を保持する設計とする。なお，動

的機能が要求される機器については，当

該機器の構造，動作原理等を考慮した評

価を行い，既往の研究等で機能維持の確

認がなされた機能確認済加速度等を超え

ていないことを確認する。 

また，設置（変更）許可を受けた弾性

設計用地震動Ｓｄ（以下「弾性設計用地

震動Ｓｄ」という。）による地震力又は

静的地震力のいずれか大きい方の地震力

に対して，おおむね弾性状態に留まる範

囲で耐えられる設計とする。 

建物・構築物については，発生する応

力に対して，建築基準法等の安全上適切

と認められる規格及び基準による許容応

力度を許容限界とする。 

機器・配管系については，応答が全体

的におおむね弾性状態に留まる設計とす

る。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事

故等対処施設（特定重大事故等対処施設

を除く。）は，基準地震動Ｓｓによる地

震力に対して，重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれがな

い設計とする。 

建物・構築物については，構造物全体

としての変形能力（終局耐力時の変形）

について十分な余裕を有し，建物・構築

物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有

する設計とする。 

文末表現を設計のあり方を示す表現

として「～設計とする」との記載に

修正 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第６条、第３３条（地震による損傷の防止）（4 / 62） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c. Ｂクラス及びＣクラスの安全機能を

有する施設は，静的地震力に対してお

おむね弾性状態に留まる範囲で耐える

ようにられる設計とする。また，Ｂク

ラスの安全機能を有する施設のうち，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (４) Ｂクラス及びＣクラスの安全機能

を有する施設は，静的地震力に対し

ておおむね弾性状態に留まる範囲で

耐えるように設計する。また，Ｂク

ラスの安全機能を有する施設のう

機器・配管系については，その施設に

要求される機能を保持する設計とし，塑

性ひずみが生じる場合であっても，その

量が小さなレベルに留まって破断延性限

界に十分な余裕を有し，その施設に要求

される機能に影響を及ぼさない，また，

動的機器等については，基準地震動Ｓｓ

による応答に対して，その設備に要求さ

れる機能を保持する設計とする。なお，

動的機能が要求される機器については，

当該機器の構造，動作原理等を考慮した

評価を行い，既往の研究等で機能維持の

確認がなされた機能確認済加速度等を超

えていないことを確認する。 

 

2.1.1(1) e. Ｓクラスの施設（f.に記載の

ものを除く。）について，静的地震力

は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不

利な方向の組合せで作用するものとす

る。 

 

また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用

地震動Ｓｄによる地震力は，水平 2 方向

及び鉛直方向について適切に組み合わせ

て算定するものとする。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置される重大事故

等対処施設については，基準地震動Ｓｓ

及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

は水平 2 方向及び鉛直方向について適切

に組み合わせて算定するものとする。 

 

2.1.1(1) f. 屋外重要土木構造物，津波防

護施設，浸水防止設備及び津波監視設備

並びに浸水防止設備又は津波監視設備が

設置された建物・構築物は，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対して，構造物全体

として変形能力（終局耐力時の変形）に

ついて十分な余裕を有するとともに，そ

れぞれの施設及び設備に要求される機能

が保持できる設計とする。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事

故等対処施設の土木構造物は，基準地震

動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故

等に対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがない設計とする。 

 

2.1.1(1) g. Ｂクラスの施設は，静的地震

力に対しておおむね弾性状態に留まる範

囲で耐えられる設計とする。 

また，共振のおそれのある施設につい

ては，その影響についての検討を行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

再処理施設では、屋外重要土木構造物の

洞道については、耐震クラスに応じた地

震力を適用するため、a.等の記載に包含

されるため記載しない。また、津波防護

施設等については、再処理施設では、津

波の影響がないことから、設計上考慮す

る必要がないため記載しない。 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第６条、第３３条（地震による損傷の防止）（5 / 62） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
共振のおそれのある施設については，

その影響についての検討を行う。その

場合，検討に用いる地震動は，弾性設

計用地震動に２分の１を乗じたものと

する。耐② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 常設耐震重要重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設は，基

準地震動による地震力に対して重大事

故等に対処するために必要な機能が損

なわれるおそれがないように設計とす

る。耐⑩ 

 

 

 

 

 

e. 常設耐震重要重大事故等対処設備以

外の常設重大事故等対処設備が設置さ

れる重大事故等対処施設は，代替する

機能を有する安全機能を有する施設が

属する耐震重要度に適用される地震力

に十分耐えることができるように設計

とする。 

  また，代替する安全機能を有する施

設がない常設重大事故等対処設備は，

安全機能を有する施設の耐震設計にお

ける耐震重要度の分類の方針に基づ

き，重大事故等対処時の使用条件を踏

まえて，当該設備の機能喪失により放

射線による公衆への影響の程度に応じ

て分類し，その地震力に対し十分に耐

えることができるように設計とする。

耐⑪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31 条】 

(ｃ) 常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設

は，基準地震動による地震力に対し

て，重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがない

ように設計する。耐□4  

 

 

 

 

 

(ⅾ) 常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備が設置

される重大故等対処施設は，代替する

機能を有する安全機能を有する施設が

属する耐震重要度分類のクラスに適用

される地震力に十分に耐えることがで

きるように設計する。 

なお，Ｂクラス施設の機能を代替

する常設耐震重要重大事故等対処設

備以外の常設重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設のう

ち，共振のおそれのある施設につい

ては，弾性設計用地震動に２分の１

を乗じた地震動によりその影響につ

いての検討を行う。 

   ～中略～ また，代替する安全機

能を有する施設がない常設重大事故

等対処設備は，安全機能を有する施

設の耐震設計における耐震重要度の

分類方針に基づき，重大事故等対処

時の使用条件を踏まえて，当該設備

の機能喪失により放射線による公衆

への影響の程度に応じて分類し，そ

の地震力に対し十分に耐えることが

できるように設計する。耐□4  

ち，共振のおそれのある施設につい

ては，その影響についての検討を行

う。その場合，検討に用いる地震動

は，弾性設計用地震動に２分の１を

乗じたものとする。耐② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31 条】 

(２) 常設耐震重要重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設は，基

準地震動による地震力に対して重大事

故等に対処するために必要な機能が損

なわれるおそれがないように設計す

る。耐⑩ 

 

 

 

 

 

(３) 常設耐震重要重大事故等対処設備以

外の常設重大事故等対処設備が設置さ

れる重大事故等対処施設は，代替する

機能を有する安全機能を有する施設が

属する耐震重要度分類のクラスに適用

される地震力に対し十分に耐えること

ができるように設計する。 

また，代替する安全機能を有する施

設がない常設重大事故等対処設備は，

安全機能を有する施設の耐震設計にお

ける耐震重要度の分類方針に基づき，

重大事故等対処時の使用条件を踏まえ

て，当該設備の機能喪失により放射線

による公衆への影響の程度に応じて分

類し，その地震力に対し十分に耐える

ことができるように設計する。耐⑪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その場合，検討に用いる地震動は，弾性

設計用地震動Ｓｄに 2 分の 1 を乗じたも

のとする。当該地震動による地震力は，

水平 2 方向及び鉛直方向について適切に

組み合わせて算定するものとする。 

Ｃクラスの施設は，静的地震力に対し

ておおむね弾性状態に留まる範囲で耐え

られる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の

常設重大事故防止設備が設置される重大

事故等対処施設は，上記に示す，代替す

る機能を有する設計基準事故対処設備が

属する耐震重要度分類のクラスに適用さ

れる地震力に対して，おおむね弾性状態

に留まる範囲で耐えられる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(1) h. 耐震重要施設及び常設耐震重

要重大事故防止設備又は常設重大事故緩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)b.動的地震力にて記載 
文末表現を設計のあり方を示す表現

として「～設計とする」との記載に

修正 

文末表現を設計のあり方を示す表現

として「～設計とする」との記載に

修正 

（当社の記載） 

再処理施設特有の設計上の考慮とし

て、代替する安全機能を有する施設

がない常設重大事故等対処設備につ

いて記載する。 

文末表現を設計のあり方を示す表現

として「～設計とする」との記載に

修正 

「分類方針」という方針を指してい

るものではないため、表現を適正化 

文末表現を設計のあり方を示す表現

として「～設計とする」との記載に

修正 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第６条、第３３条（地震による損傷の防止）（6 / 62） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 建物・構築物とは，建屋，屋外機械

基礎，屋外重要土木構造物（洞道），

竜巻防護対策設備，排気筒及び換気筒

の総称とする。耐②③ 

 

 和設備が設置される重大事故等対処施設

が，それ以外の発電所内にある施設（資

機材等含む。）の波及的影響によって，

その安全機能及び重大事故等に対処する

ために必要な機能を損なわない設計とす

る。 

 

2.1.1(1) i. 可搬型重大事故等対処設備に

ついては，地震による周辺斜面の崩壊等

の影響を受けないように「5.1.5 環境条

件等」に基づく設計とする。 

2.1.1(1) j. 緊急時対策所建屋の耐震設計

の基本方針については，「(6) 緊急時対

策所建屋」に示す。 

2.1.1(1) k. 耐震重要施設については，地

盤変状が生じた場合においても，その安

全機能が損なわれないよう，適切な対策

を講ずる設計とする。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事

故等対処施設については，地盤変状が生

じた場合においても，重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な対策を講ずる設計

とする。 

また，耐震重要施設及び常設耐震重要

重大事故防止設備又は常設重大事故緩和

設備が設置される重大事故等対処施設

は，その周辺地盤を強制的に液状化させ

ることを仮定した場合においても，支持

機能及び構造健全性が確保される設計と

する。 

（当社の記載） 

再処理施設における施設区分に合わせて

記載する。 

再処理施設における施設区分に合わせた

記載を追記 

「36条（重大事故等対処設備）」

にて記載 

周辺地盤の液状化のおそれがある施

設については，液状化の影響を考慮

するものとし，液状化特性は敷地地

盤の試験結果に基づき，ばらつき及

び不確実性を考慮した上で設定す

る。そのため，周辺地盤を強制的に

液状化させることを仮定した設計は

行わない。 
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別紙１

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第６条、第３３条（地震による損傷の防止）（7 / 62） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
(2) 耐震設計上の重要度分類及び重大事故

等対処設備の設備分類

a. 耐震設計上の重要度分類

安全機能を有する施設は，地震の発生

によって生ずるおそれがある安全機能を

有する施設の安全機能の喪失及びそれに

続く放射線による公衆への影響の観点か

ら，耐震重要度に応じて，耐震設計上の

重要度を以下のとおりＳクラス，Ｂクラ

ス及びＣクラスに分類する方針とする。

耐④

(ｂ) 安全機能を有する施設は，地震 

の発生によって生ずるおそれがあ

る安全機能を有する施設の安全機

能の喪失及びそれに続く放射線に

よる公衆への影響の観点から，耐

震設計上の重要度をＳクラス，Ｂ

クラス及びＣクラスに分類し，そ

れぞれの重要度に応じた地震力に

十分耐えることができるように設

計する。耐□4 ④ 

1.6.1.2 耐震設計上の重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震設計上

の重要度を，事業指定基準規則に基づ

き，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラス

に分類する方針とする。耐④ 

具体的には，平成４年 12 月 24 日付

け４安（核規）第 844 号をもって事業

の指定を受け，その後，平成９年７月

29 日付け９安（核規）第 468 号，平成

14 年４月 18 日付け平成 14･04･03 原第

13 号，平成 17 年９月 29 日付け平成

17･09･13 原第５号及び平成 23 年２月

14 日付け平成 22･02･19 原第 11 号で変

更の許可を受けた再処理事業指定申請

書の本文及び添付書類（以下「旧申請

書」という。）における再処理施設安

全審査指針（昭和 61 年２月 20 日原子

力安全委員会決定。）に基づく耐震重

要度の分類であるＡクラス及びＡｓク

ラスをＳクラス，Ｂクラス及びＣクラ

スをそれぞれＢクラス及びＣクラスに

置き換えるが，以下の施設について

は，事業指定基準規則の要求事項に照

らし，当該設備に求められる安全機能

の重要度に応じたクラスに分類するも

のとして，耐震重要度分類を見直す。

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の定量ポット，中間ポット又は脱硝装

置を収納するグローブボックスは，収

納した設備の点検，保守及び修理作業

を行う際に核燃料物質を閉じ込める設

備である。点検，保守及び修理作業の

際，グローブボックス内には少量の核

燃料物質が存在するが，当該グローブ

ボックスの閉じ込め機能が喪失したと

しても環境への影響がＳクラス施設と

比べ小さいことから，旧申請書でＡク

ラスとしていたものをＢクラスとす

る。また，当該グローブボックスに付

随する排気系統等も同様にＢクラスに

見直す。

なお，Ｓクラスの施設を内包するグ

ローブボックスについては，当該Ｓク

ラス施設への波及的影響を及ぼさない

設計とする。

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及

び高レベル廃液ガラス固化建屋の換気

設備排気系は，汚染のおそれのある区

域からの排気を閉じ込める機能を有す

る設備であることから，換気設備の排

(2) 耐震重要度分類及び重大事故等対処

施設の設備分類

2.1.1(2)a. 耐震重要度分類

設計基準対象施設の耐震重要度を以下

のとおり分類する。 

事業変更許可申請書及び発電炉の記載に合

わせて修正 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第６条、第３３条（地震による損傷の防止）（8 / 62） 
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(a) Ｓクラスの施設

自ら放射性物質を内蔵している施

設，当該施設に直接関係しておりそ

の機能喪失により放射性物質を外部

に拡散する可能性のある施設，放射

性物質を外部に放出する可能性のあ

る事態を防止するために必要な施設

及び事故発生の際に，外部に放出さ

れる放射性物質による影響を低減さ

せるために必要な施設であって，環

境への影響が大きいものであり，次

の施設を含む。耐④ 

① その破損又は機能喪失により臨

界事故を起こすおそれのある施

設

② 使用済燃料を貯蔵するための施

設

③ 高レベル放射性液体廃棄物を内

蔵する系統及び機器並びにその

冷却系統

④ プルトニウムを含む溶液を内蔵

する系統及び機器

⑤ 上記③及び④の系統及び機器か

ら放射性物質が漏えいした場合

に、その影響の拡大を防止する

ための施設

⑥ 上記③、④及び⑤に関連する施

設で放射性物質の外部への放出

Ｓクラスの施設：自ら放射性物質を

内蔵している施設，当該施設に直接関

係しておりその機能喪失により放射性

物質を外部に拡散する可能性のある施

設，放射性物質を外部に放出する可能

性のある事態を防止するために必要な

施設及び事故発生の際に，外部に放出

される放射性物質による影響を低減さ

せるために必要な施設であって，環境

への影響が大きいもの。耐□4 

気経路において，建屋排気フィルタユ

ニットより下流の設備の信頼性を向上

させるため，旧申請書ではＣクラスと

していたものをＳクラスとする。

分離設備の臨界に係る計測制御系及

び遮断弁並びにプルトニウム精製設備

の注水槽及び注水槽の液位低警報に関

しては，安全上重要な施設の区分見直

しのとおり，当該設備は地震時におい

ても機能を期待するものではないこと

から，Ａクラス又はＡｓクラスとして

いたものをＣクラスとする。 

安全保護回路及び遮蔽設備等，旧申

請書において主要設備としての具体的

な記載がなく，その後の設計及び工事

の方法の認可申請書において耐震重要

度分類を示した設備について記載を明

確にする。耐◇3  

(１) 耐震重要度による分類

ａ．Ｓクラスの施設

自ら放射性物質を内蔵している施

設，当該施設に直接関係しておりそ

の機能喪失により放射性物質を外部

に拡散する可能性のある施設，放射

性物質を外部に放出する可能性のあ

る事態を防止するために必要な施設

及び事故発生の際に，外部に放出さ

れる放射性物質による影響を低減さ

せるために必要な施設であって，環

境への影響が大きいもの。耐④ 

2.1.1(2)a.(a) Ｓクラスの施設 

地震により発生するおそれがある事象

に対して，原子炉を停止し，炉心を冷却

するために必要な機能を持つ施設，自ら

放射性物質を内蔵している施設，当該施

設に直接関係しておりその機能喪失によ

り放射性物質を外部に拡散する可能性の

ある施設，これらの施設の機能喪失によ

り事故に至った場合の影響を緩和し，放

射線による公衆への影響を軽減するため

に必要な機能を持つ施設及びこれらの重

要な安全機能を支援するために必要とな

る施設，並びに地震に伴って発生するお

それがある津波による安全機能の喪失を

防止するために必要となる施設であっ

て，その影響が大きいものであり，次の

施設を含む。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成す

る機器・配管系

・使用済燃料を貯蔵するための施設

・原子炉の緊急停止のために急激に負の

反応度を付加するための施設，及び原子

炉の停止状態を維持するための施設

・原子炉停止後，炉心から崩壊熱を除去

するための施設

・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故

後，炉心から崩壊熱を除去するための施

設

・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故

の際に，圧力障壁となり放射性物質の放

散を直接防ぐための施設

・放射性物質の放出を伴うような事故の

際に，その外部放散を抑制するための施

耐④（P9、P10 から） 

（当社の記載） 

再処理では、該当す

る施設がないため記

載しない。 

（発電炉の記載） 

再処理施設では、津波

の影響がないことか

ら、設計上考慮する必

要がないため記載しな

い。 

事業変更許可申請書及び発電炉の記載に

合わせて、対象となる施設を追記 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
を抑制するための施設 

⑦ 上記①から⑥の施設の機能を確

保するために必要な施設 耐④

(b) Ｂクラスの施設

安全機能を有する施設のうち，機

能喪失した場合の影響がＳクラスに

属する施設と比べ小さい施設であ

り，次の施設を含む。耐④ 

① 放射性物質を内蔵している施設

であって、Ｓクラスに属さない

施設（ただし内蔵量が少ないか

又は貯蔵方式により、その破損

により公衆に与える放射線の影

響が十分小さいものは除く。）

② 放射性物質の放出を伴うような

場合に、その外部放散を抑制す

るための施設で、Ｓクラスに属

さない施設 耐④

(c) Ｃクラスの施設

Ｓクラスに属する施設及びＢクラ

スに属する施設以外の一般産業施設

又は公共施設と同等の安全性が要求

される施設。耐④

Ｂクラスの施設：安全機能を有する

施設のうち，機能喪失した場合の影響

がＳクラスに属する施設と比べ小さい

施設。耐□4 

Ｃクラスの施設：Ｓクラスに属する

施設及びＢクラスに属する施設以外の

一般産業施設又は公共施設と同等の安

全性が要求される施設。耐□4 

ｂ．Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機

能喪失した場合の影響がＳクラスに

属する施設と比べ小さい施設。耐④ 

ｃ．Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラ

スに属する施設以外の一般産業施設

又は公共施設と同等の安全性が要求

される施設。耐④ 

(２) クラス別施設

上記耐震設計上の重要度分類によ

るクラス別施設を以下に示す。耐◇3  

ａ．Ｓクラスの施設 

(ａ) その破損又は機能喪失により臨界

事故を起こすおそれのある施設 

耐④ 

ⅰ．形状寸法管理を行う設備のう

ち，平常運転時その破損又は機能

喪失により臨界を起こすおそれの

ある設備。耐◇3  

(ｂ) 使用済燃料を貯蔵するための施設 

耐④ 

ⅰ．使用済燃料受入れ設備の燃料取

出し設備,使用済燃料貯蔵設備の燃

料貯蔵設備，燃料移送設備，燃料

設であり，上記の「放射性物質の放散を

直接防ぐための施設」以外の施設 

・津波防護施設及び浸水防止設備

・津波監視設備

2.1.1(2)a.(b) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪

失した場合の影響がＳクラス施設と比べ

小さい施設であり，次の施設を含む。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接

続されていて，1 次冷却材を内蔵してい

るか又は内蔵し得る施設

・放射性廃棄物を内蔵している施設（た

だし，内蔵量が少ない又は貯蔵方式によ

り，その破損により公衆に与える放射線

の影響が「実用発電用原子炉の設置，運

転等に関する規則（昭和 53 年通商産業省

令第 77 号）」第 2 条第 2 項第 6 号に規

定する「周辺監視区域」外における年間

の線量限度に比べ十分小さいものは除

く。）

・放射性廃棄物以外の放射性物質に関連

した施設で，その破損により，公衆及び

従事者に過大な放射線被ばくを与える可

能性のある施設

・使用済燃料を冷却するための施設

・放射性物質の放出を伴うような場合

に，その外部放散を抑制するための施設

で，Ｓクラスに属さない施設

2.1.1(2)a.(c) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに

属する施設以外の一般産業施設又は公共

施設と同等の安全性が要求される施設で

ある。 

上記に基づくクラス別施設を第 2.1.1 

表に示す。 

なお，同表には当該施設を支持する構

造物の支持機能が維持されることを確認

する地震動及び波及的影響を考慮すべき

施設に適用する地震動についても併記す

る。 

耐④（P11、P12 から） 

耐④（P8、P9 へ） 

 

 

 

クラス別施設については添付書類「Ⅳ－１－

１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備

の設備分類の基本方針」にて記載。 

事業変更許可申請書及び発電炉の記載に

合わせて、対象となる施設を追記 
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送出し設備のプール，ピット，移

送水路，ラック，架台。耐◇3  

 (ｃ) 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵

する系統及び機器 耐④ 

ⅰ．高レベル廃液を内蔵する系統及

び機器のうち安全上重要な施設。

耐◇3  

 (ｄ) プルトニウムを含む溶液を内蔵す

る系統及び機器 耐④ 

ⅰ．プルトニウムを含む溶液を内蔵

する系統及び機器のうち安全上重

要な施設。耐◇3  

 (ｅ) 上記(ｃ)及び(ｄ)の系統及び機器から

放射性物質が漏えいした場合に，そ

の影響の拡大を防止するための施設 

耐④ 

ⅰ．上記(ｃ)及び(ｄ)のＳクラスの設備

を収納するセル等及びせん断セ

ル。耐◇3  

 (ｆ) 上記(ｃ)，(ｄ)及び(ｅ)に関連する施設

で放射性物質の外部への放出を抑制

するための施設 耐④ 

ⅰ．上記(ｃ)及び(ｄ)のＳクラスの機器

の廃ガス処理設備のうち安全上重

要な施設。 

ⅱ．上記(ｅ)のＳクラスのセル等の換

気設備のうち安全上重要な施設。 

ⅲ．上記(ｅ)のＳクラスのセル等を収

納する構築物の換気設備のうち安

全上重要な施設。耐◇3  

 (ｇ) 上記(ａ)～(ｆ)の施設の機能を確保す

るために必要な施設 耐④ 

ⅰ．非常用所内電源系統，安全圧縮

空気系及び安全蒸気系。 

ⅱ．安全冷却水系及び使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の使用済

燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵

設備のプール水浄化・冷却設備の

プール水冷却系（以下「プール水

冷却系」という。）。 

ⅲ．安全保護回路及び保護動作を行

う機器。 

ⅳ．安全上重要な施設の漏えい液を

受ける漏えい液受皿の集液溝の液

位警報及び漏えい液受皿から漏え

い液を回収するための系統のうち

安全上重要な施設。 

ⅴ．計測制御系統施設等に係る安全

上重要な施設のうち，地震後にお

いても，その機能が継続して必要

な施設。耐◇3  

 (ｈ) その他の施設 

ⅰ．固化セル移送台車。 
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ⅱ．ガラス固化体貯蔵設備の収納

管，通風管。 

ⅲ．ウラン・プルトニウム混合酸化

物貯蔵建屋換気設備のうち貯蔵室

から排風機までの範囲。 

ⅳ．使用済燃料貯蔵設備の補給水設

備。 

ⅴ．その機能喪失により臨界に至る

可能性のある計測制御系統施設に

係る安全上重要な施設は，Ｓクラス

とするか又は検出器の故障を検知

し警報を発する故障警報及び工程

停止のための系統をＳクラスとす

る。 

ⅵ．制御建屋中央制御室換気設備。 

ⅶ．水素掃気用の安全圧縮空気系は

Ｓクラスとする。 

また,Ｓクラスの水素掃気用の安

全圧縮空気系が接続されている機器

は，溶液の放射線分解により発生

する水素の爆発を適切に防止する

ため，Ｓクラスとする。 

ⅷ．遮蔽設備のうち安全上重要な施

設。耐◇3  

 ｂ．Ｂクラスの施設 

 (ａ) 放射性物質を内蔵している施設で

あって，Ｓクラスに属さない施設

（ただし，内蔵量が少ないか又は貯

蔵方式により，その破損により公衆

に与える放射線の影響が十分小さい

ものは除く。） 耐④ 

ⅰ．使用済燃料貯蔵設備のプール水

浄化系。 

ⅱ．高レベル廃液を内蔵する設備の

うち，溶解施設，分離施設，高レ

ベル廃液処理設備，高レベル廃液

ガラス固化設備の系統及び機器。 

ⅲ．プルトニウムを含む溶液を内蔵

する設備のうち，溶解施設，分離

施設，精製施設，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝設備の系統及び機

器。 

ⅳ．ウランを内蔵する系統及び機

器。 

ⅴ．プルトニウムを含む粉体を内蔵

する系統及び機器。 

ⅵ．酸回収設備及び溶媒回収設備。 

ⅶ．低レベル廃液処理設備，ただ

し，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設等からの洗濯廃液等（以

下「洗濯廃液」という。），床ド

レンの一部，試薬ドレン，手洗い

ドレン，空調ドレンに係る設備及

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐④（P9 へ） 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第６条、第３３条（地震による損傷の防止）（12 / 62） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 重大事故等対処設備の設備分類 

重大事故等対処設備について，各設備

が有する重大事故等に対処するために必

要な機能及び設置状態を踏まえて，重大

事故に至るおそれがある事故及び重大事

故が発生した場合において対処するため

に必要な機能を有する設備であって常設

のもの（以下「常設重大事故等対処設

備」という。）を以下の設備分類に応じ

て設計するとおりに分類する。耐⑫ 

 

(a) 常設重大事故等対処設備 

重大事故に至るおそれがある事故及

び重大事故が発生した場合において，

対処するために必要な機能を有する設

備であって常設のもの。 

 

 

 

 

 

 

 

イ．常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であっ

て，安全機能を有する施設のうち，

地震の発生によって生ずるおそれが

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

 (ａ) 重大事故等対処施設について，施

設の各設備が有する重大事故等に対

処するために必要な機能及び設置状

態を踏まえて，以下の設備分類に応

じて設計する。耐□4  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備 

   常設重大事故等対処設備であっ

て，耐震重要施設に属する設計基準

事故に対処するための設備が有する

び海洋放出管の一部を除く。 

ⅷ．低レベル固体廃棄物処理設備。 

ⅸ．分析設備。耐◇3  

 (ｂ) 放射性物質の放出を伴うような場

合に，その外部放散を抑制するため

の施設でＳクラスに属さない施設 

耐④ 

ⅰ．Ｂクラスの設備を収納するセル

等。 

ⅱ．Ｂクラスの機器の廃ガス処理設

備のうち，塔槽類から排風機を経

て弁までの範囲。 

ⅲ．Ｂクラスのセル等の換気設備の

うち，セル等から排風機を経てダ

ンパまでの範囲。耐◇3  

 (ｃ) その他の施設 

ⅰ．放射性物質を取り扱う移送機器

及び装置類。ただし，以下の設備

を除く。 

(ⅰ) 放射性物質の環境への放出のお

それがない移送機器及び装置類。 

(ⅱ) 放射性物質の濃度が非常に低い

か，又は内蔵量が非常に小さいもの

を取り扱う移送機器及び装置類。 

ⅱ．主要な遮蔽設備。耐◇3  

ｃ．Ｃクラスの施設 

 上記Ｓ，Ｂクラスに属さない施

設。耐◇3  

 

 

【31条】 

(１) 重大事故等対処施設について，施設

の各設備が有する重大事故等に対処す

るために必要な機能及び設置状態を踏

まえて，以下の設備分類に応じて設計

する。耐⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，

耐震重要施設に属する設計基準事故に

対処するための設備が有する機能を代

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(2)b. 重大事故等対処施設の設備分

類 

重大事故等対処施設について，施設の

各設備が有する重大事故等に対処するた

めに必要な機能及び設置状態を踏まえ

て，以下の設備分類に応じて設計する。 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(2)b.(a) 常設重大事故防止設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故

に至るおそれがある事故が発生した場合

であって，設計基準事故対処設備の安全

機能又は使用済燃料プールの冷却機能若

しくは注水機能が喪失した場合におい

て，その喪失した機能（重大事故に至る

おそれがある事故に対処するために必要

な機能に限る。）を代替することにより

重大事故の発生を防止する機能を有する

設備であって常設のもの 

 

イ. 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震

重要施設に属する設計基準事故対処設備

が有する機能を代替するもの 

 

 

 

耐④（P9 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐⑫（P13 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書及び発電炉の記載に

合わせて修正及び項目を追記 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第６条、第３３条（地震による損傷の防止）（13 / 62） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
あるその安全機能の喪失に起因する

放射線による公衆への影響の程度が

特に大きい施設（以下「耐震重要施

設」という。）に属する安全機能を

有する施設が有する機能を代替する

もの。耐⑫ 

 

ロ．常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であっ

て，上記イ．以外のもの。耐⑫ 

 

 

 

 

 

 

 
 

機能を代替するもの。耐□4  

  

 

 

 

 

 

(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備 

   常設重大事故等対処設備であっ

て，上記(イ)以外のもの。耐□4  

 

替するもの。耐⑫ 

 

 

 

 

 

 

ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備以

外の常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，

上記ａ．以外のもの。耐⑫ 

 

1.6.2.2 重大事故等対処施設の設備分類 

  重大事故等対処施設について，施設

の各設備が有する重大事故等に対処す

るために必要な機能及び設置状態を踏

まえて，以下の区分に分類する。 

(１) 常設重大事故等対処設備 

   重大事故に至るおそれがある事故

及び重大事故が発生した場合におい

て，対処するために必要な機能を有

する設備であって常設のもの。 

 ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備 

   常設重大事故等対処設備であっ

て，耐震重要施設（Ｓクラスに属す

る施設）に属する安全機能を有する

施設が有する機能を代替するもの。 

 ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備 

   常設重大事故等対処設備であっ

て，上記ａ．以外のもの。 

  上記に基づく重大事故等対処施設の

設備分類について第 1.6－５表に示す。 

なお，第1.6－５表には，重大事故等

対処設備を支持する建物・構築物の支

持機能が損なわれないことを確認する

地震力についても併記する。耐◇8  

 

 

(３) 耐震重要度分類上の留意事項 

 ａ．再処理施設の安全機能は，その機

能に直接的に関連するもののほか，

補助的な役割をもつもの及び支持構

造物等の間接的な施設を含めて健全

性を保持する観点で，これらを主要

設備等，補助設備，直接支持構造

物，間接支持構造物及び波及的影響

を検討すべき設備に区分する。耐④ 

   安全上要求される同一の機能上の

分類に属する主要設備等，補助設備

及び直接支持構造物については同一

の耐震重要度とするが，間接支持構

造物の支持機能及び波及的影響の評

 

 

 

 

 

 

 

ロ. 常設耐震重要重大事故防止設備以外

の常設重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，イ.以

外のもの 

 

2.1.1(2)b.(b) 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故

が発生した場合において，当該重大事故

の拡大を防止し，又はその影響を緩和す

るための機能を有する設備であって常設

のもの 

 

2.1.1(2)b.(c) 可搬型重大事故等対処設

備 

重大事故等対処設備であって可搬型の

もの 

 

重大事故等対処設備のうち，耐震評価

を行う主要設備の設備分類について，第

2.1.2 表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐⑫（P12 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

再処理施設では、技術

基準規則において常設

重大事故緩和設備の分

類がなく該当しないた

め記載しない。 

「36条（重大事故等対

処設備）」にて記載 

添付書類「Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及

び重大事故等対処設備の設備分類の基本方

針」にて記載。 
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別紙１

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第６条、第３３条（地震による損傷の防止）（14 / 62） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
価については，それぞれ関連する設

備の耐震設計に適用される地震動に

対して安全上支障がないことを確認

する。耐②④ 

ｂ．ウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵設備の貯蔵ホールは，基準地震動

にて臨界安全が確保されていることの

確認を行う。耐◇1 ◇3  

ｃ．上位の分類に属する設備と下位の

分類に属する設備間で液体状の放射

性物質を移送するための配管及びサ

ンプリング配管のうち，明らかに取

扱い量が少ない配管は，設備のバウ

ンダリを構成している範囲を除き，

下位の分類とする。耐◇3

ｄ．ウラン・プルトニウム混合脱硝設

備の定量ポット，中間ポット及び脱

硝装置のグローブボックスは，収納

するＳクラスの機器へ波及的影響を

及ぼさない設計とする。耐◇1◇3  

ｅ．分離施設の補助抽出器中性子検出

器の計数率高による工程停止回路及

び遮断弁，抽出塔供給溶解液流量高

による送液停止回路及び遮断弁，抽

出塔供給有機溶媒液流量低による工

程停止回路及び遮断弁，第１洗浄塔

洗浄廃液密度高による工程停止回路

及び遮断弁，精製施設のプルトニウ

ム濃縮缶に係る注水槽の液位低によ

る警報及び注水槽は，上位の分類に

属するものへ波及的影響を及ぼさな

い設計とする。耐◇1 ◇3

ｆ．竜巻防護対策設備は，竜巻防護施

設に波及的影響を及ぼさない設計と

する。耐◇6  

ｇ．溢水防護設備は，地震及び地震を

起因として発生する溢水によって安

全機能を有する施設のうち，再処理

施設内部で想定される溢水に対し

て，冷却，水素掃気，火災及び爆発

の防止，臨界防止等の安全機能を維

持するために必要な設備（以下「溢

水防護対象設備」という。）の安全

機能が損なわれない設計とする。耐

◇6  

ｈ．化学薬品防護設備は，地震及び地

震を起因として発生する化学薬品の

漏えいによって安全機能を有する施

設のうち，再処理施設内部で想定さ

れる化学薬品の漏えいに対して，冷

却，水素掃気，火災及び爆発の防

止，臨界防止等の安全機能を維持す

るために必要な設備（以下「化学薬
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別紙１

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第６条、第３３条（地震による損傷の防止）（15 / 62） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
品防護対象設備」という。）の安全

機能が損なわれない設計とする。耐

◇6  

ｉ．主排気筒及びその排気筒モニタの

ＳクラスとＢクラス以下の配管又は

ダクトの取合いは，Ｂクラス以下の

廃ガス処理設備又は換気設備の機能

が喪失したとしても，Ｓクラスの廃

ガス処理設備又は換気設備に影響を

与えないようにする。耐◇1 ◇3  

上記に基づく耐震設計上の重要度

分類を第1.6－１表に示す。耐◇3  
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第６条、第３３条（地震による損傷の防止）（16 / 62） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   

(ｃ) 安全機能を有する施設は，耐震

設計上の重要度に応じた地震力が

作用した場合においても当該安全

機能を有する施設を十分に支持す

ることができる地盤に設置する。

耐□2  

 

1.6.1.3 基礎地盤の支持性能 

(１) 安全機能を有する施設は，耐震設

計上の重要度に応じた地震力が作用し

た場合においても，当該安全機能を有

する施設を十分に支持することができ

る地盤に設置する。耐◇2  

 

(２) 建物・構築物を設置する地盤の支

持性能については，基準地震動又は静

的地震力により生じる施設の基礎地盤

の接地圧が，安全上適切と認められる

規格及び基準に基づく許容限界に対し

て，妥当な余裕を有するよう設計す

る。耐◇2  

 

【31条】 

(５) 常設耐震重要重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設につい

ては，基準地震動による地震力が作用

した場合においても，接地圧に対する

十分な支持力を有する地盤に設置す

る。 

また，常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設につい

ては，代替する機能を有する安全機能

を有する施設が属する耐震重要度のク

ラスに適用される地震力が作用した場

合においても，接地圧に対する十分な

支持力を有する地盤に設置する。耐◇9  

 

1.6.2.4.4 許容限界 

 (３) 基礎地盤の支持性能 

  建物・構築物が設置する地盤の支持

性能については，基準地震動又は静的

地震力により生じる施設の基礎地盤の

接地圧が，安全上適切と認められる規

格及び基準に基づく許容限界に対し

て，妥当な余裕を有するよう設計す

る。 
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 (3) 地震力の算定方法 

安全機能を有する施設及び常設重大事

故等対処設備の耐震設計に用いる設計用

地震力は，以下の方法で算定される静的

地震力及び動的地震力とする。耐⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

a. 静的地震力 

静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス

及びＣクラスの施設に適用することと

し，それぞれの耐震重要度に応じて以

下の地震層せん断力係数及び震度に基

づき算定する。 

耐震重要度に応じて定める静的地震

力を第 3.1.1－1表に示す。耐⑤ 

 

 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備以

外の常設重大事故等対処設備が設置さ

れる重大事故等対処施設については，

設計基準事故に対処するための設備が

有する機能を代替する施設の属する耐

震重要度に応じた地震力を適用する。

耐⑬ 

 

(a) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係

数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要

度に応じた係数を乗じ，さらに当該

層以上の重量を乗じて算定するもの

とする。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉ

は，標準せん断力係数Ｃ０を0.2以上

とし，建物・構築物の振動特性及び

地盤の種類等，地震層せん断力の係

数の高さ方向の分布係数，地震地域

係数を考慮して求められる値とす

る。 

また，必要保有水平耐力の算定に

おいては，地震層せん断力係数Ｃｉ

に乗じる施設の耐震重要度に応じた

係数は，耐震重要度の各クラスとも

に1.0とし，その際に用いる標準せん

断力係数Ｃ０は1.0以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 静的地震力 

以下のとおり，静的地震力を

算定する方針とする。耐□4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１) 建物・構築物の水平地震力 

水平地震力は，地震層せん断

力係数に，再処理施設の耐震重

要度に応じた係数（Ｓクラスは

3.0，Ｂクラスは1.5及びＣクラ

スは1.0）を乗じ，さらに当該層

以上の重量を乗じて算定する。 

 

 

ここで，地震層せん断力係数

は，標準せん断力係数を0.2以上

とし，建物・構築物の振動特

性，地盤の種類等を考慮して求

められる値とする。耐□4 

 

２) 建物・構築物の保有水平耐力 

保有水平耐力は，必要保有水

平耐力を上回るものとし，必要

保有水平耐力は，地震層せん断

力係数に乗じる係数を1.0，標準

せん断力係数を1.0以上として算

定する。耐□4 

1.6.1.4 地震力の算定方法 

安全機能を有する施設の耐震設計に

用いる設計用地震力は，以下の方法で

算定される静的地震力及び動的地震力

とする。耐⑤ 

 

【31条】 

1.6.2.3 地震力の算定方法 

  重大事故等対処施設の耐震設計に用

いる地震力の算定方法は，以下のとお

り適用する。 

 

1.6.1.4.1 静的地震力 

静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス

及びＣクラスの施設に適用することと

し，それぞれ耐震重要度分類に応じて

以下の地震層せん断力係数及び震度に

基づき算定する。 

耐震重要度分類に応じて定める静的

地震力を第1.6－２表に示す。耐⑤ 

 

【31条】 

1.6.2.3.1 静的地震力 

  常設耐震重要重大事故等対処設備以

外の常設重大事故等対処設備が設置さ

れる重大事故等対処施設について，

「1.6.1.4.1 静的地震力」に示すＢク

ラス又はＣクラスの施設に適用する地

震力を適用する。耐⑬ 

 

 

(１) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係

数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要度

分類に応じた係数を乗じ，さらに当

該層以上の重量を乗じて算定するも

のとする。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉ

は，標準せん断力係数Ｃ０を0.2以上

とし，建物・構築物の振動特性及び

地盤の種類，地震層せん断力の係数

の高さ方向の分布係数，地震地域係

数を考慮して求められる値とする。 

 

また，必要保有水平耐力の算定に

おいては，地震層せん断力係数Ｃｉに

乗じる施設の耐震重要度分類に応じ

た係数は，耐震重要度分類の各クラ

スともに1.0とし，その際に用いる標

準せん断力係数Ｃ０は1.0以上とす

(3) 地震力の算定方法 

耐震設計に用いる地震力の算定は以下

の方法による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(3)a. 静的地震力 

設計基準対象施設に適用する静的地震

力は，Ｓクラスの施設（津波防護施設，

浸水防止設備及び津波監視設備を除

く。），Ｂクラス及びＣクラスの施設に

適用することとし，それぞれ耐震重要度

分類に応じて次の地震層せん断力係数Ｃ

ｉ及び震度に基づき算定する。 

 

 

 

重大事故等対処施設については，常設

耐震重要重大事故防止設備以外の常設重

大事故防止設備が設置される重大事故等

対処施設に，代替する機能を有する設計

基準事故対処設備が属する耐震重要度分

類のクラスに適用される静的地震力を適

用する。 

 

2.1.1(3)a.(a) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃ

ｉに，次に示す施設の耐震重要度分類に

応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の

重量を乗じて算定するものとする。 

 

Ｓクラス 3.0 

Ｂクラス 1.5 

Ｃクラス 1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，

標準せん断力係数Ｃｏを 0.2 以上とし，

建物・構築物の振動特性，地盤の種類等

を考慮して求められる値とする。 

 

 

 

また，必要保有水平耐力の算定におい

ては，地震層せん断力係数Ｃｉに乗じる

施設の耐震重要度分類に応じた係数は，

Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスともに

1.0 とし，その際に用いる標準せん断力

係数Ｃｏは 1.0 以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書本文及び発

電炉に合わせた構成に記載を修

正 
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Ｓクラスの建物・構築物について

は，水平地震力と鉛直地震力は同時

に不利な方向の組合せで作用するも

のとする。鉛直地震力は，震度0.3以

上を基準とし，建物・構築物の振動

特性及び地盤の種類を考慮して求め

た鉛直震度より算定するものとす

る。ただし，鉛直震度は高さ方向に

一定とする。耐⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 機器・配管系 

耐震重要度の各クラスの地震力

は，上記(a)に示す地震層せん断力係

数Ｃｉに施設の耐震重要度に応じた

係数を乗じたものを水平震度とし，

当該水平震度及び上記(a)の鉛直震度

をそれぞれ20％増しとした震度より

求めるものとする。 

 

 

 

Ｓクラスの施設については，水平

地震力と鉛直地震力は同時に不利な

方向の組合せで作用するものとす

る。ただし，鉛直震度は高さ方向に

一定とする。耐⑤ 

 

 

 

 

 

 

上記(a)及び(b)の標準せん断力係数Ｃ０等

の割増し係数については，耐震性向上の観

点から，一般産業施設及び公共施設の耐震

基準との関係を考慮して設定する。耐⑤ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３) 機器・配管系の地震力 

機器・配管系の地震力は，建

物・構築物で算定した地震層せ

ん断力係数に再処理施設の耐震

重要度に応じた係数を乗じたも

のを水平震度と見なし，その水

平震度と建物・構築物の鉛直震

度をそれぞれ20％増しとして算

定する。耐□4 

 

４) 鉛直地震力 

Ｓクラスの施設については，

水平地震力と鉛直地震力が同時

に不利な方向の組合せで作用す

るものとする。鉛直地震力は，

震度0.3以上を基準とし，建物・

構築物の振動特性及び地盤の種

類等を考慮し，高さ方向に一定

として求めた鉛直震度より算定

する。耐□4 

 

５) 標準せん断力係数の割増し係数 

標準せん断力係数の割増し係

数については，耐震性向上の観

点から，一般産業施設及び公共

施設の耐震基準との関係を考慮

して設定する。耐□4  

る。 

Ｓクラスの建物・構築物について

は，水平地震力と鉛直地震力は同時

に不利な方向の組合せで作用するも

のとする。鉛直地震力は，震度0.3以

上を基準とし，建物・構築物の振動

特性及び地盤の種類を考慮して求め

た鉛直震度より算定するものとす

る。ただし，鉛直震度は高さ方向に

一定とする。耐⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 機器・配管系 

耐震重要度分類の各クラスの地震

力は，上記(１)に示す地震層せん断力

係数Ｃｉに施設の耐震重要度分類に応

じた係数を乗じたものを水平震度と

し，当該水平震度及び上記(１)の鉛直

震度をそれぞれ20％増しとした震度

より求めるものとする。 

 

 

 

Ｓクラスの施設については，水平

地震力と鉛直地震力は同時に不利な

方向の組合せで作用するものとす

る。ただし，鉛直震度は高さ方向に

一定とする。耐⑤ 

 

 

 

 

 

 

上記(１)及び(２)の標準せん断力係数

Ｃ０等の割増し係数については，耐震

性向上の観点から，一般産業施設及

び公共施設の耐震基準との関係を考

慮して設定する。耐⑤ 

 

 

 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震

力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組

合せで作用するものとする。鉛直地震力

は，震度 0.3 以上を基準とし，建物・構

築物の振動特性，地盤の種類等を考慮

し，高さ方向に一定として求めた鉛直震

度より算定するものとする。 

ただし，土木構造物の静的地震力は，

安全上適切と認められる規格及び基準を

参考に，Ｃクラスに適用される静的地震

力を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(3)a.(b) 機器・配管系 

静的地震力は，上記(a)に示す地震層せ

ん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度分類

に応じた係数を乗じたものを水平震度と

して，当該水平震度及び上記(a)の鉛直震

度をそれぞれ 20 ％増しとした震度より求

めるものとする。 

 

 

 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震

力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組

合せで作用するものとする。ただし，鉛

直震度は高さ方向に一定とする。 

 

 

 

 

 

 

 

上記(a)及び(b)の標準せん断力係数Ｃ

ｏ等の割増し係数の適用については，耐

震性向上の観点から，一般産業施設，公

共施設等の耐震基準との関係を考慮して

設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

再処理施設では、屋外重要土木構

造物の洞道については、耐震クラ

スに応じた地震力を適用するた

め、(a)の記載に包含されるため記

載しない。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 b. 動的地震力 

Ｓクラスの施設の設計に適用する動

的地震力は，基準地震動及び弾性設計

用地震動から定める入力地震動を入力

として，建物・構築物の三次元応答性

状及びそれによる機器・配管系への影

響を考慮し，水平２方向及び鉛直方向

について適切に組み合わせて算定す

る。 

 

 

Ｂクラスの施設のうち支持構造物の

振動と共振のおそれのある施設につい

ては，上記Ｓクラスの施設に適用する

弾性設計用地震動に２分の１を乗じた

ものから定める入力地震動を入力とし

て，建物・構築物の三次元応答性状及

びそれによる機器・配管系への影響を

考慮し，水平２方向及び鉛直方向につ

いて適切に組み合わせて算定する。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せによる影響確認に当たっては，水

平２方向及び鉛直方向の地震力の影響

が考えられる施設，設備に対して，許

容限界の範囲内に留まることを確認す

る。 

耐震重要度に応じて定める動的地震

力を第3.1.1－2表に示す。耐⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設に適用する動的

地震力は，水平２方向及び鉛直方向に

ついて適切に組み合わせて算定するも

のとする。耐⑬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｅ ) 基準地震動は，最新の科学

的・技術的知見を踏まえ，敷地

及び敷地周辺の地質・地質構

造，地盤構造並びに地震活動性

等の地震学及び地震工学的見地

から想定することが適切なもの

を選定することとし，敷地ごと

に震源を特定して策定する地震

動及び震源を特定せず策定する

地震動について，敷地の解放基

盤表面における水平方向及び鉛

直方向の地震動としてそれぞれ

策定する。策定した基準地震動

の応答スペクトルを第５図（１）及

び第５図（２）に，加速度時刻歴波

形を第６図（１）～第６図（10）に示

す。解放基盤表面は，敷地地下

で著しい高低差がなく，ほぼ水

平で相当な拡がりを有し，著し

い風化を受けていない岩盤でＳ

波速度がおおむね0.7ｋｍ／ｓ以

上となる標高－70ｍとする。 

また，弾性設計用地震動を以

下のとおり設定する方針とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31 条】 

(ｅ) 重大事故等対処施設に適用する動

的地震力は，水平２方向及び鉛直方

向について適切に組み合わせて算定

するものとする。耐□4  

 

 

(イ) 地震動設定の条件 

基準地震動との応答スペクト

ルの比率は，工学的判断として

以下を考慮し，Ｓｓ－Ｂ１～Ｂ

５，Ｓｓ－Ｃ１～Ｃ４に対して

0.5，Ｓｓ－Ａに対して0.52と設

定する。 

１) 基準地震動との応答スペクトル

の比率は，再処理施設の安全機

能限界と弾性限界に対する入力

荷重の比率に対応し，その値は

1.6.1.4.2 動的地震力 

Ｓクラスの施設の設計に適用する動

的地震力は，基準地震動及び弾性設計

用地震動から定める入力地震動を入力

として，建物・構築物の三次元応答性

状及びそれによる機器・配管系への影

響を考慮し，水平２方向及び鉛直方向

について適切に組み合わせて算定す

る。 

 

 

Ｂクラスの施設のうち支持構造物の

振動と共振のおそれのあるものについ

ては，上記Ｓクラスの施設に適用する

弾性設計用地震動に２分の１を乗じた

ものから定める入力地震動を入力とし

て，建物・構築物の三次元応答性状及

びそれによる機器・配管系への影響を

考慮し，水平２方向及び鉛直方向につ

いて適切に組み合わせて算定する。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せによる影響確認に当たっては，水

平２方向及び鉛直方向の地震力の影響

が考えられる施設，設備に対して，許

容限界の範囲内にとどまることを確認

する。 

耐震重要度分類に応じて定める動的

地震力を第1.6－３表に示す。耐⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

(４) 重大事故等対処施設に適用する動的

地震力は，水平２方向及び鉛直方向につ

いて適切に組み合わせて算定するものと

する。耐◇10⑬ 

 

 

弾性設計用地震動は，基準地震動と

の応答スペクトルの比率の値が目安と

して0.5を下回らないよう基準地震動に

係数を乗じて設定する。 

ここで，基準地震動に乗じる係数

は，工学的判断として，再処理施設の

安全機能限界と弾性限界に対する入力

荷重の比率に対応する値とする。さら

に，「基準地震動及び耐震設計方針に

係る審査ガイド」を踏まえ，弾性設計

用地震動については，「発電用原子炉

2.1.1(3)b. 動的地震力 

設計基準対象施設については，動的地

震力は，Ｓクラスの施設，屋外重要土木

構造物及びＢクラスの施設のうち共振の

おそれのあるものに適用する。 

Ｓクラスの施設（津波防護施設，浸水

防止設備及び津波監視設備を除く。）に

ついては，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計

用地震動Ｓｄから定める入力地震動を適

用する。 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれの

あるものについては，弾性設計用地震動

Ｓｄから定める入力地震動の振幅を 2 分

の 1 にしたものによる地震力を適用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外重要土木構造物，津波防護施設，

浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸

水防止設備又は津波監視設備が設置され

た建物・構築物については，基準地震動

Ｓｓによる地震力を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

事業変更許可申請書と同様に

水平２方向及び鉛直方向地震

力の組合せによる影響確認の

内容について記載した。 

事業変更許可申請書及び発電炉

に合わせた構成に記載を修正 

（発電炉の記載） 

再処理施設では、屋外重要土木構造物の洞

道については、耐震クラスに応じた地震力

を適用するため、b.の記載に包含されるた

め記載しない。また、津波防護施設等につ

いては、再処理施設では、津波の影響がな

いことから、設計上考慮する必要がないた

め記載しない。 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第６条、第３３条（地震による損傷の防止）（20 / 62） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

常設耐震重要重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設につい

て，及び常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設のう

0.5程度である。 

２) 弾性設計用地震動は，「発電用

原子炉施設に関する耐震設計審

査指針」に基づく平成４年12月

24日付け４安（核規）第844号を

もって事業の指定を受け，その

後，平成９年７月29日付け９安

（核規）第468号，平成14年４月

18日付け平成14･04･03原第13

号，平成17年９月29日付け平成

17･09･13原第５号及び平成23年

２月14日付け平成22･02･19原第

11号で変更の許可を受けた再処

理事業指定申請書の本文及び添

付書類（以下「旧申請書」とい

う。）における基準地震動Ｓ１

の応答スペクトルをおおむね下

回らないようにする｡耐□3

(ｆ) 地震応答解析による地震力及

び静的地震力の算定方針 

(イ) 地震応答解析による地震力

以下のとおり，地震応答解析

による地震力を算定する方針と

する。 

１) Ｓクラスの施設の地震力の算定

方針

基準地震動及び弾性設計用地

震動から定まる入力地震動を用

いて，水平２方向及び鉛直方向

について適切に組み合わせて算

定する。なお，建物・構築物と

地盤との相互作用，埋込み効果

及び周辺地盤の非線形性につい

て必要に応じて考慮する。 

２) Ｂクラスの施設の地震力の算定

方針

Ｂクラスの施設のうち共振の

おそれのある施設の影響検討に

当たって，弾性設計用地震動に

２分の１を乗じたものから定ま

る入力地震動を用いることと

し，加えてＳクラスと同様に，

水平２方向及び鉛直方向につい

て適切に組み合わせ，地震力を

算定する。 

施設に関する耐震設計審査指針（昭和

56年７月20日原子力安全委員会決定，

平成13年３月29日一部改訂）」に基づ

く基準地震動Ｓ１が設計上果たしてき

た役割を一部担うものであることとさ

れていることから，応答スペクトルに

基づく地震動評価による基準地震動Ｓ

ｓ－Ａに乗ずる係数は，旧申請書にお

ける再処理施設の基準地震動Ｓ１の応

答スペクトルを下回らないよう配慮し

た値とする。 

具体的には，工学的判断により，敷

地ごとに震源を特定して策定する地震

動のうち基準地震動Ｓｓ－Ｂ１～Ｂ５

及び震源を特定せず策定する地震動の

うち基準地震動Ｓｓ－Ｃ１～Ｃ４に対

して係数0.5を乗じた地震動，敷地ごと

に震源を特定して策定する地震動のう

ち基準地震動Ｓｓ－Ａに対しては，基

準地震動Ｓ１を上回るよう係数0.52を

乗じた地震動を弾性設計用地震動とし

て設定する。 

また，建物・構築物及び機器・配管

系ともに同じ値を採用することで，弾

性設計用地震動に対する設計に一貫性

をとる。 

弾性設計用地震動の最大加速度を第

1.6－４表に，応答スペクトルを第1.6

－１図（１）～第1.6－１図（５）に，弾性設

計用地震動の加速度時刻歴波形を第1.6

－２図（１）～第1.6－２図（10）に，弾性設

計用地震動と基準地震動Ｓ１の応答ス

ペクトルの比較を第1.6－３図に，弾性

設計用地震動と解放基盤表面における

地震動の一様ハザードスペクトルの比

較を第1.6－４図（１）～第1.6－４図（4）に

示す。 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ及びＳｄ

－Ｂ１～Ｂ５の年超過確率はおおむね

10-3～10-4程度，Ｓｄ－Ｃ１～Ｃ４の年

超過確率はおおむね10-3～10-5程度であ

る。耐◇4

【31 条】 

1.6.2.3.2 動的地震力 

  常設耐震重要重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設につい

て，「1.6.1.4.2 動的地震力」に示す

基準地震動による地震力を適用する。 

重大事故等対処施設については，常設

耐震重要重大事故防止設備又は常設重大

事故緩和設備が設置される重大事故等対

処施設に基準地震動Ｓｓによる地震力を

適用する。 

事業変更許可申請書及び発電炉

に合わせた構成に記載を修正 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ち，代替する安全機能を有さない常設

重大事故等対処設備のうちＳクラスの

施設については，基準地震動による地

震力を適用する。 

また，常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設のう

ち，Ｂクラスに属する施設の安全機能

を代替する施設については，代替する

施設の属する耐震重要度に応じた地震

力を適用する。 

 

また，常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設のう

ち，代替する安全機能を有する施設が

ない常設重大事故等対処設備のうちＳ

クラスの施設については，基準地震動

による地震力を適用する。耐⑬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，重大事故等対処施設のうち，

安全機能を有する施設の基本構造と異

なる施設については，適用する地震力

に対して，要求される機能及び構造健

全性が維持されることを確認するた

め，当該施設の構造を適切にモデル化

した上での地震応答解析，加振試験等

を実施する。耐⑬ 

 

動的解析においては，地盤の諸定数

も含めて材料のばらつきによる変動幅

を適切に考慮する。耐⑤⑬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  常設耐震重要重大事故等対処設備以

外の常設重大事故等対処設備が設置さ

れる重大事故等対処施設のうち，Ｂク

ラス施設の機能を代替する施設であっ

て共振のおそれのある施設について

は，「1.6.1.4.2 動的地震力」に示す

共振のおそれのあるＢクラス施設に適

用する地震力を適用する。 

  また，常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対処設備

で，代替する安全機能を有する施設が

ない常設重大事故等対処設備のうち，

Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大事

故等対処設備に適用する地震力を適用

する。耐◇10⑬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，重大事故等対処施設のうち，

安全機能を有する施設の基本構造と異

なる施設については，適用する地震力

に対して，要求される機能及び構造健

全性が維持されることを確認するた

め，当該施設の構造を適切にモデル化

した上での地震応答解析，加振試験等

を実施する。耐⑬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の

常設重大事故防止設備が設置される重大

事故等対処施設のうち，Ｂクラスの施設

の機能を代替する共振のおそれのある施

設については，共振のおそれのあるＢク

ラスの施設に適用する地震力を適用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事

故等対処施設の土木構造物については，

基準地震動Ｓｓによる地震力を適用す

る。 

重大事故等対処施設のうち，設計基準

対象施設の既往評価を適用できる基本構

造と異なる施設については，適用する地

震力に対して，要求される機能及び構造

健全性が維持されることを確認するた

め，当該施設の構造を適切にモデル化し

た上での地震応答解析，加振試験等を実

施する。 

 

動的解析においては，地盤の諸定数も

含めて材料のばらつきによる変動幅を適

切に考慮する。 

 

動的地震力は水平 2方向及び鉛直方向

について適切に組み合わせて算定する。

動的地震力の水平 2方向及び鉛直方向の

組合せについては，水平 1方向及び鉛直

方向地震力を組み合わせた既往の耐震計

算への影響の可能性がある施設・設備を

抽出し，3次元応答性状の可能性も考慮し

た上で既往の方法を用いた耐震性に及ぼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

再処理施設では、屋外重要土木

構造物の洞道については、耐震

クラスに応じた地震力を適用す

るため、(イ)等の記載に包含さ

れるため記載しない 

事業変更許可申請書及び発電炉

に合わせた構成に記載を修正 

事業変更許可申請書及び発電炉

に合わせた構成に記載を修正 

（当社の記載） 

再処理施設特有の設計上の考慮として、常

設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設

重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設のうち，代替する安全機能を有

する施設がない常設重大事故等対処設備の

うちＳクラスの施設について記載する。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

(a) 入力地震動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建物・構築物の地震応答解析モデ

ルに対する入力地震動は，解放基盤

表面からの地震波の伝播特性を適切

に考慮して作成したものとするとと

もに，必要に応じて地盤の非線形応

答を考慮することとし，地盤のひず

みに応じた地盤物性値を用いて作成

する。地盤条件を考慮する場合に

は，地震動評価で考慮した敷地全体

の地下構造との関係や対象建物・構

築物位置での地質・速度構造の違い

にも留意する。耐⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 動的解析法 

イ. 建物・構築物 

動的解析に当たっては，対象施

設の形状，構造特性，振動特性等

を踏まえ，地震応答解析手法の適

用性及び適用限界等を考慮のう

え，適切な解析法を選定するとと

もに，建物・構築物に応じて十分

な調査に基づく適切な解析条件を

設定する。動的解析は，原則とし

て，時刻歴応答解析法を用いて求

 

 

   ３) 入力地震動の設定方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物・構築物の地震応答解析

における入力地震動について，

解放基盤表面からの地震波の伝

播特性を考慮し，必要に応じ

て，地盤の非線形応答に関する

動的変形特性を考慮する。耐□4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ４) 地震応答解析方法 

 

 

     地震応答解析方法について

は，対象施設の形状，構造特性

及び振動特性等を踏まえ，解析

手法の適用性及び適用限界を考

慮のうえ，解析方法を選定する

とともに，調査に基づく解析条

件を設定する。また，対象施設

の形状及び構造特性等を踏まえ

たモデル化を行う。耐□4 

 

 

 (１) 入力地震動 

地質調査の結果によれば，重要な

再処理施設の設置位置周辺は，新第

三紀の鷹架層が十分な広がりをもっ

て存在することが確認されている。 

解放基盤表面は，この新第三紀の

鷹架層のＳ波速度が0.7ｋｍ／ｓ以上

を有する標高約－70ｍの位置に想定

することとする。 

基準地震動は，解放基盤表面で定

義する。耐◇4  

建物・構築物の地震応答解析モデ

ルに対する入力地震動は，解放基盤

表面からの地震波の伝播特性を適切

に考慮して作成したものとするとと

もに，必要に応じて地盤の非線形応

答を考慮することとし，地盤のひず

みに応じた地盤物性値を用いて作成

する。耐⑤ 

また，必要に応じ敷地における観

測記録による検証や最新の科学的・

技術的知見を踏まえ設定する。耐◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 動的解析法 

ａ．建物・構築物 

動的解析に当たっては，対象施設

の形状，構造特性，振動特性等を踏

まえ，地震応答解析手法の適用性及

び適用限界等を考慮のうえ，適切な

解析法を選定するとともに，建物・

構築物に応じて十分な調査に基づく

適切な解析条件を設定する。動的解

析は，原則として，時刻歴応答解析

法を用いて求めるものとする。 

す影響を評価する。 

 

2.1.1(3)b.(a) 入力地震動 

原子炉建屋設置位置付近は，地盤調査

の結果，新第三系鮮新統～第四系下部更

新統の久米層が分布し，EL.-370 m 以深

ではＳ波速度が 0.7 km/s 以上で著しい高

低差がなく拡がりをもって分布している

ことが確認されている。したがって，

EL.-370 m の位置を解放基盤表面として

設定する。 

 

 

建物・構築物の地震応答解析における入

力地震動は，解放基盤表面で定義される

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓ

ｄを基に，対象建物・構築物の地盤条件

を適切に考慮した上で，必要に応じ 2 次

元ＦＥＭ解析又は 1 次元波動論により，

地震応答解析モデルの入力位置で評価し

た入力地震動を設定する。 

地盤条件を考慮する場合には，地震動

評価で考慮した敷地全体の地下構造との

関係や対象建物・構築物位置と炉心位置

での地質・速度構造の違いにも留意する

とともに，地盤の非線形応答に関する動

的変形特性を考慮する。また，必要に応

じ敷地における観測記録による検証や最

新の科学的・技術的知見を踏まえ，地

質・速度構造等の地盤条件を設定する。 

 

また，設計基準対象施設における耐震

Ｂクラスの建物・構築物及び重大事故等

対処施設における耐震Ｂクラス施設の機

能を代替する常設重大事故防止設備が設

置される重大事故等対処施設の建物・構

築物のうち共振のおそれがあり，動的解

析が必要なものに対しては，弾性設計用

地震動Ｓｄに 2 分の 1 を乗じたものを用

いる。 

 

2.1.1(3)b.(b) 地震応答解析 

イ. 動的解析法 

(イ) 建物・構築物 

動的解析による地震力の算定に当たっ

ては，地震応答解析手法の適用性，適用

限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選

定するとともに，建物・構築物に応じた

適切な解析条件を設定する。 

動的解析は，原則として，建物・構築

物の地震応答解析及び床応答曲線の策定

は，線形解析及び非線形解析に適用可能

な時刻歴応答解析法による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類「Ⅳ－１－１ 

耐震設計の基本方

針」，「Ⅳ－１－１－

５ 地震応答解析の基

本方針」にて記載。 

発電炉に合わせた構成に記載

を修正 

添付書類「Ⅳ－１－１ 耐

震設計の基本方針」，「Ⅳ

－１－１－５ 地震応答解

析の基本方針」にて記載。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
めるものとする。 

 

 

建物・構築物の動的解析に当た

っては，建物・構築物の剛性はそ

れらの形状，構造特性，振動特

性，減衰特性を十分考慮して評価

し，集中質点系に置換した解析モ

デルを設定する。 

動的解析には，建物・構築物と

地盤の相互作用及び埋込み効果を

考慮するものとし，解析モデルの

地盤のばね定数は，基礎版の平面

形状，地盤の剛性等を考慮して定

める。地盤の剛性等については，

必要に応じて地盤の非線形応答を

考慮することとし，地盤のひずみ

に応じた地盤物性値に基づくもの

とする。設計用地盤定数は，原則

として，弾性波試験によるものを

用いる。 

地盤－建物・構築物連成系の減

衰定数は，振動エネルギの地下逸

散及び地震応答における各部のひ

ずみレベルを考慮して定める。 

基準地震動及び弾性設計用地震

動に対する応答解析において，主

要構造要素がある程度以上弾性範

囲を超える場合には，実験等の結

果に基づき，該当する建物部分の

構造特性に応じて，その弾塑性挙

動を適切に模擬した復元力特性を

考慮した応答解析を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

建物・構築物の動的解析に当たっ

ては，建物・構築物の剛性はそれら

の形状，構造特性，振動特性，減衰

特性を十分考慮して評価し，集中質

点系に置換した解析モデルを設定す

る。 

動的解析には，建物・構築物と地

盤の相互作用及び埋込み効果を考慮

するものとし，解析モデルの地盤の

ばね定数は，基礎版の平面形状，地

盤の剛性等を考慮して定める。地盤

の剛性等については，必要に応じて

地盤の非線形応答を考慮することと

し，地盤のひずみに応じた地盤物性

値に基づくものとする。設計用地盤

定数は，原則として，弾性波試験に

よるものを用いる。 

 

地盤－建物・構築物連成系の減衰

定数は，振動エネルギの地下逸散及

び地震応答における各部のひずみレ

ベルを考慮して定める。 

基準地震動及び弾性設計用地震動

に対する応答解析において，主要構

造要素がある程度以上弾性範囲を超

える場合には，実験等の結果に基づ

き，該当する建物部分の構造特性に

応じて，その弾塑性挙動を適切に模

擬した復元力特性を考慮した応答解

析を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，3 次元応答性状等の評価は，線

形解析に適用可能な周波数応答解析法に

よる。 

建物・構築物の動的解析に当たって

は，建物・構築物の剛性はそれらの形

状，構造特性等を十分考慮して評価し，

集中質点系等に置換した解析モデルを設

定する。 

 

動的解析には，建物・構築物と地盤と

の相互作用を考慮するものとし，解析モ

デルの地盤のばね定数は，基礎版の平面

形状，基礎側面と地盤の接触状況，地盤

の剛性等を考慮して定める。設計用地盤

定数は，原則として，弾性波試験による

ものを用いる。 

 

 

 

 

 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数

は，振動エネルギの地下逸散及び地震応

答における各部のひずみレベルを考慮し

て定める。 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動

Ｓｄに対する応答解析において，主要構

造要素がある程度以上弾性範囲を超える

場合には，実験等の結果に基づき，該当

する建物部分の構造特性に応じて，その

弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性

を考慮した地震応答解析を行う。 

また，Ｓクラスの施設を支持する建

物・構築物及び常設耐震重要重大事故防

止設備又は常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設を支持する建

物・構築物の支持機能を検討するための

動的解析において，施設を支持する建

物・構築物の主要構造要素がある程度以

上弾性範囲を超える場合には，その弾塑

性挙動を適切に模擬した復元力特性を考

慮した地震応答解析を行う。 

地震応答解析に用いる材料定数につい

ては，地盤の諸定数も含めて材料のばら

つきによる変動幅を適切に考慮する。ま

た，材料のばらつきによる変動が建物・

構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影

響として考慮すべき要因を選定した上

で，選定された要因を考慮した動的解析

により設計用地震力を設定する。 

建物・構築物の動的解析にて，地震時

の地盤の有効応力の変化に応じた影響を

考慮する場合は，有効応力解析を実施す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類「Ⅳ－１－１－

５ 地震応答解析の基本

方針」にて記載。 

液状化の考慮の考え方等の詳細

は、添付書類「Ⅳ-1-1 耐震設計

の基本方針」にて記載。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物・構築物のうち屋外重要土

木構造物(洞道)の動的解析に当た

っては，洞道と地盤の相互作用を

考慮できる連成系の地震応答解析

手法を用いる。地震応答解析手法

は，地盤及び洞道の地震時におけ

る非線形挙動の有無や程度に応じ

て，線形，等価線形又は非線形解

析のいずれかによる。地盤の地震

応答解析モデルは，洞道と地盤の

動的相互作用を考慮できる有限要

素法を用いる。洞道の地震応答解

析に用いる減衰定数については，

地盤と洞道の非線形性を考慮して

適切に設定する。耐⑤ 

 

ロ. 機器・配管系 

動的解析による地震力の算定に

あたっては，地震応答解析手法の

適用性，適用限界等を考慮のう

え，適切な解析法を選定するとと

もに，解析条件として考慮すべき

減衰定数，剛性等の各種物性値

は，適切な規格及び基準又は試験

等の結果に基づき設定する。 

機器については，その形状を考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構築物のうち洞道の動的解析に当

たっては，洞道と地盤の相互作用を

考慮できる連成系の地震応答解析手

法を用いる。地震応答解析手法は，

地盤及び洞道の地震時における非線

形挙動の有無や程度に応じて，線

形，等価線形又は非線形解析のいず

れかによる。地盤の地震応答解析モ

デルは，洞道と地盤の動的相互作用

を考慮できる有限要素法を用いる。

洞道の地震応答解析に用いる減衰定

数については，地盤と洞道の非線形

性を考慮して適切に設定する。耐⑤ 

 

 

 

ｂ．機器・配管系 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器については，その形状を考慮

る。有効応力解析に用いる液状化強度特

性は，敷地の原地盤における代表性及び

網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して

設定することを基本とする。 

建物・構築物への地盤変位に対する保

守的な配慮として，地盤を強制的に液状

化させることを仮定した影響を考慮する

場合は，原地盤よりも十分に小さい液状

化強度特性（敷地に存在しない豊浦標準

砂に基づく液状化強度特性）を設定す

る。 

建物・構築物及び機器・配管系への加

速度応答に対する保守的な配慮として，

地盤の非液状化の影響を考慮する場合

は，原地盤において非液状化の条件（最

も液状化強度が大きい場合に相当）を仮

定した解析を実施する。 

 

原子炉建屋については，3 次元ＦＥＭ

解析等から，建物・構築物の 3 次元応答

性状及びそれによる機器・配管系への影

響を評価する。 

 

動的解析に用いる解析モデルは，地震

観測網により得られた観測記録により振

動性状の把握を行い，解析モデルの妥当

性の確認を行う。 

屋外重要土木構造物及び常設耐震重要

重大事故防止設備又は常設重大事故緩和

設備が設置される重大事故等対処施設の

土木構造物の動的解析は，構造物と地盤

の相互作用を考慮できる連成系の地震応

答解析手法とし，地盤及び構造物の地震

時における非線形挙動の有無や程度に応

じて，線形，等価線形又は非線形解析の

いずれかにて行う。 

地震力については，水平 2 方向及び鉛

直方向について適切に組み合わせて算定

する。 

 

 

 

 

(ロ) 機器・配管系 

動的解析による地震力の算定にあたっ

ては，地震応答解析手法の適用性，適用

限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選

定するとともに，解析条件として考慮す

べき減衰定数，剛性等の各種物性値は，

適切な規格及び基準又は試験等の結果に

基づき設定する。 

 

機器の解析に当たっては，形状，構造

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)b.動的地震力にて記載 

添付書類「Ⅳ－１－１－５ 

地震応答解析の基本方針」に

て記載。 

液状化の考慮の考え方等の詳

細は、添付書類「Ⅳ-1-1 耐

震設計の基本方針」にて記

載。 

動的解析における考慮事項を追記 

再処理施設における洞道の設工認

申請上の取り扱いを反映 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
慮して，１質点系又は多質点系モ

デルに置換し，設計用床応答曲線

を用いた応答スペクトル・モーダ

ル解析法又は時刻歴応答解析法に

より応答を求める。 

 

また，時刻歴応答解析法及びス

ペクトル・モーダル解析法を用い

る場合は地盤物性等のばらつきを

適切に考慮する。スペクトル・モ

ーダル解析法には地盤物性等のば

らつきを考慮した床応答曲線を用

いる。 

配管系については，適切なモデ

ルを作成し，設計用床応答曲線を

用いた応答スペクトル・モーダル

解析法により応答を求める。 

 

スペクトル・モーダル解析法及

び時刻歴応答解析法の選択に当た

っては，衝突・すべり等の非線形

現象を模擬する観点又は既往研究

の知見を取り入れ実機の挙動を模

擬する観点で，建物・構築物の剛

性及び地盤物性のばらつきへの配

慮をしつつ時刻歴応答解析法を用

いる等，解析対象とする現象，対

象設備の振動特性・構造特性等を

考慮し適切に選定する。 

また，設備の３次元的な広がり

を踏まえ，適切に応答を評価でき

るモデルを用い，水平２方向及び

鉛直方向の応答成分について適切

に組み合わせるものとする。 

なお，剛性の高い機器・配管系

は，その設置床面の最大床応答加

速度の1.2倍の加速度を静的に作用

させて地震力を算定する。 

 

 

動的解析に用いる減衰定数は，

既往の振動実験，地震観測の調査

結果等を考慮して適切な値を定め

る。耐⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

して，１質点系又は多質点系モデル

に置換し，設計用床応答曲線を用い

た応答スペクトル・モーダル解析法

又は時刻歴応答解析法により応答を

求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管系については，適切なモデル

を作成し，設計用床応答曲線を用い

た応答スペクトル・モーダル解析法

により応答を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，剛性の高い機器・配管系

は，その設置床面の最大床応答加速

度の1.2倍の加速度を静的に作用させ

て地震力を算定する。 

 

 

動的解析に用いる減衰定数は，既

往の振動実験，地震観測の調査結果

等を考慮して適切な値を定める。耐

⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特性等を考慮して，代表的な振動モード

を適切に表現できるよう質点系モデル，

有限要素モデル等に置換し，設計用床応

答曲線を用いたスペクトルモーダル解析

法又は時刻歴応答解析法により応答を求

める。 

また，時刻歴応答解析法及びスペクト

ルモーダル解析法を用いる場合は地盤物

性等のばらつきを適切に考慮する。スペ

クトルモーダル解析法には地盤物性等の

ばらつきを考慮した床応答曲線を用い

る。 

 

配管系については，その仕様に応じて

適切なモデルに置換し，設計用床応答曲

線を用いたスペクトルモーダル解析法又

は時刻歴応答解析法により応答を求め

る。 

スペクトルモーダル解析法及び時刻歴

応答解析法の選択に当たっては，衝突・

すべり等の非線形現象を模擬する観点又

は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動

を模擬する観点で，建物・構築物の剛性

及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつ

つ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対

象とする現象，対象設備の振動特性・構

造特性等を考慮し適切に選定する。 

 

 

また，設備の 3 次元的な広がりを踏ま

え，適切に応答を評価できるモデルを用

い，水平 2方向及び鉛直方向の応答成分

について適切に組み合わせるものとす

る。 

剛性の高い機器は，その機器の設置床

面の最大応答加速度の 1.2 倍の加速度を

震度として作用させて構造強度評価に用

いる地震力を算定する。 

 

c. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，安

全上適切と認められる規格及び基準に基

づき，設備の種類，構造等により適切に

選定するとともに，試験等で妥当性を確

認した値も用いる。 

なお，建物・構築物の地震応答解析に

用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設

定については，既往の知見に加え，既設

施設の地震観測記録等により，その妥当

性を検討する。 

また，地盤と屋外重要土木構造物の連

成系地震応答解析モデルの減衰定数につ

いては，地中構造物としての特徴，同モ

添付書類「Ⅳ－１－１－５ 

地震応答解析の基本方針」

にて記載。 

時刻歴応答解析法及びスペクト

ル・モーダル解析法を用いる場

合の考慮事項を追記 

スペクトル・モーダル解析法及

び時刻歴応答解析法を用いる場

合の考慮事項を追記 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

ハ. 重大事故等対処施設 

適用する地震力による動的解析

等にあたっては，要求される機能

及び構造健全性が維持されること

を確認するために，当該施設の構

造，形状，振動特性等を適切に考

慮してモデルを設定した上で，上

記イ.及びロ.に基づき動的解析等

を行う。耐⑬ 

 

 

 

 

 

 

デルの振動特性を考慮して適切に設定す

る。 

 

 

 

動的地震力に記載している内

容であるため削除 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 (4) 荷重の組合せと許容限界 

安全機能を有する施設に適用する荷重

の組合せと許容限界は，以下によるもの

とする。耐⑥ 

 

 

a. 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下

に示す。 

 

(a) 建物・構築物 

 

 

 

 

イ. 運転時の状態 

再処理施設が運転している状

態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければ

ならない自然条件（積雪，風）。

耐⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 機器・配管系 

 

 

 

 

イ. 運転時の状態 

(ｇ) 荷重の組合せと許容限界の設定方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 建物・構築物 

     以下のとおり，建物・構築物

の荷重の組合せ及び許容限界を

設定する。 

１) 荷重の組合せ 

     常時作用している荷重，運転

時の状態で施設に作用する荷

重，積雪荷重及び風荷重と地震

力を組み合わせる。 

２) 許容限界 

     Ｓクラスの建物・構築物につ

いて，基準地震動による地震力

との組合せにおいては，建物・

構築物全体としての変形能力

（耐震壁のせん断ひずみ等）が

終局耐力時の変形に対して十分

な余裕を有し，部材・部位ごと

のせん断ひずみ・応力等が終局

耐力時のせん断ひずみ・応力等

に対し妥当な安全余裕を有する

こととする。なお，終局耐力

は，建物・構築物に対する荷重

又は応力が漸次増大し，その変

形又はひずみが著しく増加する

に至る限界の最大荷重負荷とす

る。Ｓクラス，Ｂクラス及びＣ

クラスの施設を有する建物・構

築物について，基準地震動以外

の地震動による地震力又は静的

地震力との組合せにおいては，

地震力に対しておおむね弾性状

態に留まるように，発生する応

力に対して，建築基準法等の安

全上適切と認められる規格及び

基準による許容応力度を許容限

界とする。耐⑥ ４⃣ 

 

(ロ) 機器・配管系 

     以下のとおり，機器・配管系

の荷重の組合せ及び許容限界を

設定する。 

１) 荷重の組合せ 

     運転時の状態で施設に作用す

1.6.1.5 荷重の組合せと許容限界 

安全機能を有する施設に適用する荷

重の組合せと許容限界は，以下による

ものとする。耐⑥ 

 

 

1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以

下に示す。 

 

(１) 建物・構築物 

 

 

 

 

ａ．運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければな

らない自然条件（積雪，風）。耐⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 機器・配管系 

 

 

 

 

ａ．運転時の状態 

(4) 荷重の組合せと許容限界 

耐震設計における荷重の組合せと許容

限界は以下による。 

 

 

 

2.1.1(4)a. 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下

に示す。 

 

2.1.1(4)a.(a) 建物・構築物 

設計基準対象施設については以下のイ.

～ハ.の状態，重大事故等対処施設につい

ては以下のイ.～ニ.の状態を考慮する。 

 

イ. 運転時の状態 

発電用原子炉施設が運転状態にあり，

通常の自然条件下におかれている状態 

ただし，運転状態には通常運転時，運

転時の異常な過渡変化時を含むものとす

る。 

 

ロ. 設計基準事故時の状態 

発電用原子炉施設が設計基準事故時にあ

る状態 

 

ハ. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならな

い自然条件（風，積雪） 

 

ニ. 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至る

おそれのある事故又は重大事故時の状態

で，重大事故等対処施設の機能を必要と

する状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(4)a.(b) 機器・配管系 

設計基準対象施設については以下のイ.

～ニ.の状態，重大事故等対処施設につい

ては以下のイ.～ホ.の状態を考慮する。 

 

イ. 通常運転時の状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

再処理施設では、運転時の異常な過渡変

化時に建物に影響する荷重は発生しない

ことから、設計上考慮する必要がないた

め記載しない。 

（発電炉の記載） 

再処理施設では、設計基

準事故時に建物に影響す

る荷重は発生しないこと

から、設計上考慮する必

要がないため記載しな

い。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
再処理施設が運転している状

態。 

 

 

 

ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状

態 

運転時に予想される機械又は器

具の単一の故障若しくはその誤作

動又は運転員の単一の誤操作及び

これらと類似の頻度で発生すると

予想される外乱によって発生する

異常な状態であって，当該状態が

継続した場合には温度，圧力，流

量その他の再処理施設の状態を示

す事項が安全設計上許容される範

囲を超えるおそれがあるものとし

て安全設計上想定すべき事象が発

生した状態。 

 

 

 

 

 

ハ. 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡

変化より低い異常な状態であっ

て，当該状態が発生した場合には

再処理施設から多量の放射性物質

が放出するおそれがあるものとし

て安全設計上想定すべき事象が発

生した状態。耐⑥ 

 

 

 

 

 

 

(c) 重大事故等対処施設 

上記(a)，(b)及び以下の状態を考慮

する。 

イ. 重大事故等時の状態 

再処理施設が重大事故に至るお

それがある事故又は重大事故の状

態で，重大事故等対処施設の機能

を必要とする状態。耐⑭ 

 

 

 

 

 

 

 

る荷重，運転時の異常な過渡変

化時に生じる荷重，設計基準事

故時に生じる荷重と地震力を組

み合わせる。 

２) 許容限界 

Ｓクラスの機器・配管系につ

いて，基準地震動による地震力

との組合せにおいては，破断延

性限界に十分な余裕を有し，そ

の施設に要求される機能に影響

を及ぼすことがないものとす

る。なお，地震時又は地震後の

機器・配管系の動的機能要求に

ついては，実証試験等により確

認されている機能維持加速度等

を許容限界とする。Ｓクラス，

Ｂクラス及びＣクラスの機器・

配管系について，基準地震動以

外の地震動による地震力又は静

的地震力との組合せによる影響

評価においては，応答が全体的

におおむね弾性状態に留まるこ

とを許容限界とする。耐□4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設が運転している状態。 

 

 

 

 

ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状態 

 

運転時に予想される機械又は器具

の単一の故障若しくはその誤作動又

は運転員の単一の誤操作及びこれら

と類似の頻度で発生すると予想され

る外乱によって発生する異常な状態

であって，当該状態が継続した場合

には温度，圧力，流量その他の再処

理施設の状態を示す事項が安全設計

上許容される範囲を超えるおそれが

あるものとして安全設計上想定すべ

き事象が発生した状態。 

 

 

 

 

 

 

ｃ．設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変

化より低い異常な状態であって，当

該状態が発生した場合には再処理施

設から多量の放射性物質が放出する

おそれがあるものとして安全設計上

想定すべき事象が発生した状態。耐

⑥ 

 

 

 

 

 

【31条】 

1.6.2.4.1 耐震設計上考慮する状態 

  地震以外に設計上考慮する状態を以

下に示す。 

 (１) 建物・構築物 

 ａ．運転時の状態 

   「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する

状態」の「(１) 建物・構築物」に示

す「ａ．運転時の状態」を適用す

る。 

 ｂ．重大事故等時の状態 

   再処理施設が，重大事故に至るお

それがある事故又は重大事故の状態

で，重大事故等対処施設の機能を必

要とする状態。 

 ｃ．設計用自然条件 

発電用原子炉の起動，停止，出力運

転，高温待機，燃料取替え等が計画的又

は頻繁に行われた場合であって運転条件

が所定の制限値以内にある運転状態 

 

ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態 

 

通常運転時に予想される機械又は器具

の単一の故障若しくはその誤作動又は運

転員の単一の誤操作及びこれらと類似の

頻度で発生すると予想される外乱によっ

て発生する異常な状態であって，当該状

態が継続した場合には炉心又は原子炉冷

却材圧力バウンダリの著しい損傷が生じ

るおそれがあるものとして安全設計上想

定すべき事象が発生した状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ. 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化よ

り低い異常な状態であって，当該状態が

発生した場合には発電用原子炉施設から

多量の放射性物質が放出するおそれがあ

るものとして安全設計上想定すべき事象

が発生した状態 

 

 

ニ. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならな

い自然条件（風，積雪） 

 

 

 

 

 

ホ. 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至る

おそれのある事故又は重大事故時の状態

で，重大事故等対処施設の機能を必要と

する状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に設置される施設

の荷重の組合せとして

は建物・構築物と同様

に積雪，風荷重を考慮

することを「3.1.1(4) 

c.(b)機器・配管系」に

て記載。 
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b. 荷重の種類 

(a) 建物・構築物 

 

 

 

 

イ. 再処理施設のおかれている状

態にかかわらず常時作用している

荷重，すなわち固定荷重，積載荷

重，土圧及び水圧 

 

ロ. 運転時の状態で施設に作用する

荷重 

 

 

 

ハ. 積雪荷重及び風荷重 

 

 

 

 

ただし，運転時の荷重には，機

器・配管系から作用する荷重が含

まれるものとし，地震力には，地

震時土圧，地震時水圧及び機器・

配管系からの反力が含まれるもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する

状態」の「(１) 建物・構築物」に示

す「ｂ．設計用自然条件」を適用す

る。耐⑭    

 (２) 機器・配管系 

 ａ．運転時の状態 

   「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する

状態」の「(２) 機器・配管系」に示

す「ａ．運転時の状態」を適用す

る。 

 ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状態 

   「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する

状態」の「(２) 機器・配管系」に示

す「ｂ．運転時の異常な過渡変化時

の状態」を適用する。 

 ｃ．設計基準事故時の状態 

   「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する

状態」の「(２) 機器・配管系」に示

す「ｃ．設計基準事故時の状態」を

適用する。 

d．重大事故等時の状態 

   再処理施設が，重大事故に至るおそ

れがある事故又は重大事故の状態で，

重大事故等対処施設の機能を必要とす

る状態。耐⑭ 

 

 

1.6.1.5.2 荷重の種類 

(１) 建物・構築物 

 

 

 

 

ａ．再処理施設のおかれている状態に

かかわらず常時作用している荷重，

すなわち固定荷重，積載荷重，土圧

及び水圧 

 

ｂ．運転時の状態で施設に作用する荷重 

 

 

 

 

ｃ．積雪荷重及び風荷重 

 

 

 

 

ただし，運転時の荷重には，機

器・配管系から作用する荷重が含ま

れるものとし，地震力には，地震時

土圧，地震時水圧及び機器・配管系

からの反力が含まれるものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(4)b. 荷重の種類 

2.1.1(4)b.(a) 建物・構築物 

設計基準対象施設については以下のイ.

～ニ.の荷重，重大事故等対処施設につい

ては以下のイ.～ホ.の荷重とする。 

 

イ. 発電用原子炉のおかれている状態に

かかわらず常時作用している荷重，す

なわち固定荷重，積載荷重，土圧，水

圧及び通常の気象条件による荷重 

 

ロ. 運転時の状態で施設に作用する荷重 

 

ハ.  設計基準事故時の状態で施設に作用

する荷重 

 

ニ. 地震力，風荷重，積雪荷重 

 

ホ. 重大事故等時の状態で施設に作用す

る荷重 

 

ただし，運転時の状態，設計基準事故

時の状態及び重大事故等時の状態での荷

重には，機器・配管系から作用する荷重

が含まれるものとし，地震力には，地震

時土圧，機器・配管系からの反力，スロ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

再処理施設では、設計基準事故時に

建物に影響する荷重は発生しないこ

とから、設計上考慮する必要がない

ため記載しない。 
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とする。耐⑥ 

 

 

(b) 機器・配管系 

 

 

 

 

イ. 運転時の状態で施設に作用する

荷重 

 

ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状

態で施設に作用する荷重 

 

ハ. 設計基準事故時の状態で施設に

作用する荷重 

 

 

 

 

 

 

ただし，各状態において施設に

作用する荷重には，常時作用して

いる荷重，すなわち自重等の固定

荷重が含まれるものとする。ま

た，屋外に設置される施設につい

ては，建物・構築物に準じる。耐

⑥ 

 

 

(c) 重大事故等対処施設 

上記(a)，(b)及び以下の状態を考慮

する。 

イ. 重大事故等時の状態で施設に作

用する荷重 耐⑭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐⑥ 

 

 

(２) 機器・配管系 

 

 

 

 

ａ．運転時の状態で施設に作用する荷重 

 

 

ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状態

で施設に作用する荷重 

 

ｃ．設計基準事故時の状態で施設に作

用する荷重 

 

 

 

 

 

 

ただし，各状態において施設に作

用する荷重には，常時作用している

荷重，すなわち自重等の固定荷重が

含まれるものとする。また，屋外に

設置される施設については，建物・

構築物に準じる。耐⑥ 

 

 

【31条】 

1.6.2.4.2 荷重の種類 

 (１) 建物・構築物 

 ａ．再処理施設のおかれている状態に

かかわらず常時作用している荷重，

すなわち固定荷重，積載荷重，土圧

及び水圧 

 ｂ．運転時の状態で施設に作用する荷  

重 

 ｃ．重大事故等時の状態で施設に作用

する荷重 

 ｄ．積雪荷重及び風荷重 

   ただし，運転時及び重大事故等時

の状態で施設に作用する荷重には，

機器・配管系から作用する荷重が含

まれるものとし，地震力には，地震

時土圧，地震時水圧及び機器・配管

系からの反力が含まれるものとす

る。耐⑭ 

 (２) 機器・配管系 

 ａ．運転時の状態で施設に作用する荷

重 

 ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状態

ッシング等による荷重が含まれるものと

する。 

 

(b) 機器・配管系 

設計基準対象施設については以下のイ.

～ニ.の荷重，重大事故等対処施設につい

ては以下のイ.～ホ.の荷重とする。 

 

イ. 通常運転時の状態で施設に作用する

荷重 

 

ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態で

施設に作用する荷重 

 

ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用

する荷重 

 

ニ. 地震力，風荷重，積雪荷重 

 

ホ. 重大事故等時の状態で施設に作用す

る荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐⑭（P31 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に設置される施設

の荷重の組合せとして

は建物・構築物と同様

に積雪，風荷重を考慮

することを「3.1.1(4) 

c.(b)機器・配管系」に

て記載。 

（当社の記載） 

建物・構築物の構成を踏まえた内容で

ある事業変更許可申請書に合わせた記

載とした。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下に

よる。 

 

 

 

(a) 建物・構築物 

 

 

Ｓクラスの建物・構築物につい

て，基準地震動による地震力と組み

合わせる荷重は，常時作用している

荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及

び水圧），運転時の状態で施設に作

用する荷重，積雪荷重及び風荷重と

する。 

 

Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラス

施設を有する建物・構築物につい

て，基準地震動以外の地震動による

地震力又は静的地震力と組み合わせ

る荷重は，常時作用している荷重，

運転時の状態で施設に作用する荷

重，積雪荷重及び風荷重とする。 

この際，常時作用している荷重の

うち，土圧及び水圧について，基準

地震動による地震力又は弾性設計用

地震動による地震力と組み合わせる

場合は，当該地震時の土圧及び水圧

とする。耐⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で施設に作用する荷重 

 ｃ．設計基準事故時の状態で施設に作

用する荷重 

 ⅾ．重大事故等時の状態で施設に作用

する荷重 

ただし，各状態において施設に作用

する荷重には，常時作用している荷

重，すなわち自重等の固定荷重が含ま

れるものとする。また，屋外に設置さ

れる施設については，建物・構築物に

準じる。耐⑭ 

 

1.6.1.5.3 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下に

よる。 

 

 

 

(１) 建物・構築物 

 

 

Ｓクラスの建物・構築物につい

て，基準地震動による地震力と組み

合わせる荷重は，常時作用している

荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及

び水圧），運転時の状態で施設に作

用する荷重，積雪荷重及び風荷重と

する。Ｓクラス，Ｂクラス及びＣク

ラス施設を有する建物・構築物につ

いて，基準地震動以外の地震動によ

る地震力又は静的地震力と組み合わ

せる荷重は，常時作用している荷

重，運転時の状態で施設に作用する

荷重，積雪荷重及び風荷重とする。

この際，常時作用している荷重のう

ち，土圧及び水圧について，基準地

震動による地震力又は弾性設計用地

震動による地震力と組み合わせる場

合は，当該地震時の土圧及び水圧と

する。耐⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(4)c. 荷重の組合せ 

地震と組み合わせる荷重については，

「2.3 外部からの衝撃による損傷の防止」

で設定している風及び積雪による荷重を考

慮し，以下のとおり設定する。 

 

2.1.1(4)c.(a) 建物・構築物（(c)に記載の

ものを除く。） 

 

イ. Ｓクラスの建物・構築物及び常設耐震

重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩

和設備が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物については，常時作用してい

る荷重及び運転時（通常運転時又は運転時

の異常な過渡変化時）の状態で施設に作用

する荷重と地震力とを組み合わせる。 

 

ロ. Ｓクラスの建物・構築物については，

常時作用している荷重及び設計基準事故時

の状態で施設に作用する荷重のうち長時間

その作用が続く荷重と弾性設計用地震動Ｓ

ｄによる地震力又は静的地震力とを組み合

わせる。＊1，＊2 

 

ハ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事故

等対処施設の建物・構築物については，常

時作用している荷重，設計基準事故時の状

態及び重大事故等時の状態で施設に作用す

る荷重のうち，地震によって引き起こされ

るおそれがある事象によって作用する荷重

と地震力とを組み合わせる。 

重大事故等による荷重は設計基準対象施

設の耐震設計の考え方及び確率論的な考察

を踏まえ，地震によって引き起こされるお

それがない事象による荷重として扱う。 

 

ニ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事故

等対処施設の建物・構築物については，常

時作用している荷重，設計基準事故時の状

 

 

 

耐⑭（P30 へ） 
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態及び重大事故等時の状態で施設に作用す

る荷重のうち，地震によって引き起こされ

るおそれがない事象による荷重は，その事

故事象の発生確率，継続時間及び地震動の

年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力

（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓ

ｄによる地震力）と組み合わせる。 

この組合せについては，事故事象の発生

確率，継続時間及び地震動の年超過確率の

積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上

設定する。なお，継続時間については対策

の成立性も考慮した上で設定する。 

以上を踏まえ，原子炉格納容器バウンダ

リを構成する施設（原子炉格納容器内の圧

力，温度の条件を用いて評価を行うその他

の施設を含む。）については，いったん事

故が発生した場合，長時間継続する事象に

よる荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地

震力とを組み合わせ，その状態からさらに

長期的に継続する事象による荷重と基準地

震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。 

なお，格納容器破損モードの評価シナリ

オのうち，原子炉圧力容器が破損する評価

シナリオについては，重大事故等対処設備

による原子炉注水は実施しない想定として

評価しており，本来は機能を期待できる高

圧代替注水系又は低圧代替注水系（常設）

による原子炉注水により炉心損傷の回避が

可能であることから荷重条件として考慮し

ない。 

また，その他の施設については，いった

ん事故が発生した場合，長時間継続する事

象による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震

力とを組み合わせる。 

ホ. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物

並びに常設耐震重要重大事故防止設備以外

の常設重大事故防止設備が設置される重大

事故等対処施設の建物・構築物について

は，常時作用している荷重及び運転時の状

態で施設に作用する荷重と動的地震力又は

静的地震力とを組み合わせる。

＊1 Ｓクラスの建物・構築物の設計基準事

故の状態で施設に作用する荷重について

は，(b) 機器・配管系の考え方に沿った下

記の2 つの考え方に基づき検討した結果と

して後者を踏まえ，施設に作用する荷重の

うち長時間その作用が続く荷重と弾性設計

用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力

とを組み合わせることとしている。この考

え方は，ＪＥＡＧ４６０１における建物・

構築物の荷重の組合せの記載とも整合して

（発電炉の記載） 

再処理施設では、該当

する施設がないため記

載しない。 

（発電炉の記載） 

再処理施設では、設計

基準事故時に建物に影

響する荷重は発生しな

いことから、設計上考

慮する必要がないため

記載しない。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 機器・配管系 

 

 

Ｓクラスの機器・配管系につい

て，基準地震動による地震力，弾性

設計用地震動による地震力又は静的

地震力と組み合わせる荷重は，常時

作用している荷重，運転時の状態で

施設に作用する荷重，運転時の異常

な過渡変化時に生じる荷重，設計基

準事故時に生じる荷重とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 機器・配管系 

 

 

Ｓクラスの機器・配管系につい

て，基準地震動による地震力，弾性

設計用地震動による地震力又は静的

地震力と組み合わせる荷重は，常時

作用している荷重，運転時の状態で

施設に作用する荷重，運転時の異常

な過渡変化時に生じる荷重，設計基

準事故時に生じる荷重とする。Ｂク

ラスの機器・配管系について，共振

影響検討用の地震動による地震力又

は静的地震力と組み合わせる荷重

は，常時作用している荷重，運転時

の状態で施設に作用する荷重，運転

時の異常な過渡変化時に生じる荷重

とする。Ｃクラスの機器・配管系に

ついて，静的地震力と組み合わせる

荷重は，常時作用している荷重，運

転時の状態で施設に作用する荷重，

運転時の異常な過渡変化時に生じる

荷重とする。なお，屋外に設置され

る施設については，建物・構築物と

同様に積雪荷重及び風荷重を組み合

わせる。耐⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

いる。 

・常時作用している荷重及び設計基準事故

時の状態のうち地震によって引き起こされ

るおそれのある事象によって施設に作用す

る荷重は，その事故事象の継続時間との関

係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて

考慮する。 

・常時作用している荷重及び設計基準事故

時の状態のうち地震によって引き起こされ

るおそれのない事象であっても，いったん

事故が発生した場合，長時間継続する事象

による荷重は，その事故事象の発生確率，

継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏

まえ，適切な地震力と組み合わせる。 

＊2 原子炉格納容器バウンダリを構成する

施設については，異常時圧力の最大値と弾

性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み

合わせる。 

 

2.1.1(4)c.(b) 機器・配管系（(c)に記載の

ものを除く。） 

 

イ. Ｓクラスの機器・配管系及び常設耐震

重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩

和設備が設置される重大事故等対処施設の

機器・配管系については，通常運転時の状

態で施設に作用する荷重と地震力とを組み

合わせる。 

 

ロ. Ｓクラスの機器・配管系については，

運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計

基準事故時の状態のうち地震によって引き

起こされるおそれのある事象によって施設

に作用する荷重は，その事故事象の継続時

間等との関係を踏まえ，適切な地震力とを

組み合わせる。 

 

ハ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事故

等対処施設の機器・配管系については，運

転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準

事故時の状態及び重大事故等時の状態で作

用する荷重のうち，地震によって引き起こ

されるおそれがある事象によって作用する

荷重と地震力とを組み合わせる。重大事故

等による荷重は設計基準対象施設の耐震設

計の考え方及び確率論的な考察を踏まえ，

地震によって引き起こされるおそれがない

事象による荷重として扱う。 

 

ニ. Ｓクラスの機器・配管系について

は，運転時の異常な過渡変化時の状態及

び設計基準事故時の状態のうち地震によ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐⑥（P35 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

再処理施設では、

該当する施設がな

いため記載しな

い。 
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って引き起こされるおそれのない事象で

あっても，いったん事故が発生した場

合，長時間継続する事象による荷重は，

その事故事象の発生確率，継続時間及び

地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適

切な地震力と組み合わせる。＊3 

 

 

ホ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は

常設重大事故緩和設備が設置される重大

事故等対処施設の機器・配管系について

は，運転時の異常な過渡変化時の状態，

設計基準事故時の状態及び重大事故等時

の状態で施設に作用する荷重のうち地震

によって引き起こされるおそれがない事

象による荷重は，その事故事象の発生確

率，継続時間及び地震動の年超過確率の

関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震

動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる

地震力）と組み合わせる。 

この組合せについては，事故事象の発

生確率，継続時間及び地震動の年超過確

率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘

案の上設定する。なお，継続時間につい

ては対策の成立性も考慮した上で設定す

る。 

以上を踏まえ，重大事故等時の状態で

作用する荷重と地震力（基準地震動Ｓｓ

又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力）との組合せについては，以下を基本

設計とする。 

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成す

る設備については，いったん事故が発生

した場合，長時間継続する事象による荷

重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

とを組み合わせ，その状態からさらに長

期的に継続する事象による荷重と基準地

震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。 

原子炉格納容器バウンダリを構成する

設備（原子炉格納容器内の圧力，温度の

条件を用いて評価を行うその他の施設を

含む。）については，いったん事故が発

生した場合，長時間継続する事象による

荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力とを組み合わせ，その状態からさらに

長期的に継続する事象による荷重と基準

地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせ

る。 

なお，格納容器破損モードの評価シナ

リオのうち，原子炉圧力容器が破損する

評価シナリオについては，重大事故等対

処設備による原子炉注水は実施しない想

定として評価しており，本来は機能を期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

再処理施設では、該

当する施設がないた

め記載しない。 
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Ｂクラスの機器・配管系につい

て，共振影響検討用の地震動による

地震力又は静的地震力と組み合わせ

る荷重は，常時作用している荷重，

運転時の状態で施設に作用する荷

重，運転時の異常な過渡変化時に生

じる荷重とする。 

Ｃクラスの機器・配管系につい

て，静的地震力と組み合わせる荷重

は，常時作用している荷重，運転時

の状態で施設に作用する荷重，運転

時の異常な過渡変化時に生じる荷重

とする。 

なお，屋外に設置される施設につ

いては，建物・構築物と同様に積雪

荷重及び風荷重を組み合わせる。耐

⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

待できる高圧代替注水系又は低圧代替注

水系（常設）による原子炉注水により炉

心損傷の回避が可能であることから荷重

条件として考慮しない。 

また，その際に用いる荷重の継続時間

に係る復旧等の対応について，保安規定

に定める。保安規定に定める対応として

は，故障が想定される機器に対してあら

かじめ確保した取替部材を用いた既設系

統の復旧手段，及び，あらかじめ確保し

た部材を用いた仮設系統の構築手段につ

いて，手順を整備するとともに，社内外

から支援を受けられる体制を整備する。 

その他の施設については，いったん事

故が発生した場合，長時間継続する事象

による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震

力とを組み合わせる。 

 

ヘ. Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管

系並びに常設耐震重要重大事故防止設備

以外の常設重大事故防止設備が設置され

る重大事故等対処施設の機器・配管系に

ついては，通常運転時の状態で施設に作

用する荷重及び運転時の異常な過渡変化

時の状態で施設に作用する荷重と，動的

地震力又は静的地震力とを組み合わせ

る。 

＊3 原子炉格納容器バウンダリを構成す

る設備については，ＣＣＶ規格を踏ま

え，異常時圧力の最大値と弾性設計用地

震動Ｓｄによる地震力とを組み合わせ

る。 

 

 

 

2.1.1(4)c.(c) 津波防護施設，浸水防止

設備及び津波監視設備並びに浸水防止設

備が設置された建物・構築物 

 

イ. 津波防護施設及び浸水防止設備が設

置された建物・構築物については，常時

作用している荷重及び運転時の状態で施

設に作用する荷重と基準地震動Ｓｓによ

る地震力とを組み合わせる。 

 

ロ. 浸水防止設備及び津波監視設備につ

いては，常時作用している荷重及び運転

時の状態で施設に作用する荷重等と基準

地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせ

る。 

上記(c)イ.，ロ.については，地震と津

波が同時に作用する可能性について検討

し，必要に応じて基準地震動Ｓｓによる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐⑥（P33 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

再処理施設では、該

当する施設がないた

め記載しない。 

（発電炉の記載） 

再処理施設では、津

波の影響がないこと

から、設計上考慮す

る必要がないため記

載しない。 
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(c) 重大事故等対処施設 

イ. 建物・構築物 

常時作用している荷重（固定荷

重，積載荷重，土圧及び水圧），

積雪荷重，風荷重の他、以下の施

設の状態に応じた荷重を考慮す

る。 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対

処施設 

ⅰ. 運転時の状態で施設に作

用する荷重と基準地震動によ

る地震力。 

ⅱ. 重大事故等時の状態で施

設に作用する荷重のうち，地

震によって引き起こされるお

それがある事象によって作用

する荷重と基準地震動による

地震力。 

ⅲ. 重大事故等時の状態で施

設に作用する荷重のうち，地

震によって引き起こされるお

それがない事象による荷重

と，その事故事象の発生確

率，継続時間及び地震動の年

超過確率の関係を踏まえた適

切な地震力（基準地震動又は

弾性設計用地震動による地震

力）。 

この組み合わせについて

は，事故事象の発生確率，継

続時間及び地震動の年超過確

率の積等を考慮し，工学的，

総合的に勘案の上設定する。

なお，継続時間については対

策の成立性も考慮した上で設

定する。 

 

 

(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対

処施設 

ⅰ. 運転時の状態で施設に作用す

る荷重と弾性設計用地震動によ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31 条】 

 (ｂ) 常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物については，常時作用

している荷重，運転時の状態で施設

に作用する荷重，重大事故等時に生

じる荷重，積雪荷重及び風荷重と地

震力を組み合わせる。機器・配管系

については，運転時の状態で施設に

作用する荷重，運転時の異常な過渡

変化時に生じる荷重，設計基準事故

時に生じる荷重及び重大事故等時に

生じる荷重と地震力を組み合わせ

る。耐□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

1.6.2.4.3 荷重の組合せ 

  地震力と他の荷重との組合せは以下

による。 

 (１) 建物・構築物 

 ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物については，常時作用

している荷重（固定荷重，積載荷

重，土圧及び水圧），積雪荷重，風

荷重及び運転時の状態で施設に作用

する荷重と基準地震動による地震力

とを組み合わせる。 

 ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物については，常時作用

している荷重（固定荷重，積載荷

重，土圧及び水圧），積雪荷重，風

荷重及び重大事故等時の状態で施設

に作用する荷重のうち，地震によっ

て引き起こされるおそれがある事象

によって作用する荷重と基準地震動

による地震力とを組み合わせる。 

 ｃ．常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物については，常時作用

している荷重（固定荷重，積載荷

重，土圧及び水圧），積雪荷重，風

荷重及び重大事故等時の状態で施設

に作用する荷重のうち，地震によっ

て引き起こされるおそれがない事象

による荷重は，その事故事象の発生

確率，継続時間及び地震動の年超過

確率の関係を踏まえ，適切な地震力

（基準地震動又は弾性設計用地震動

による地震力）と組み合わせる。こ

の組み合わせについては，事故事象

の発生確率，継続時間及び地震動の

年超過確率の積等を考慮し，工学

的，総合的に勘案の上設定する。な

お，継続時間については対策の成立

性も考慮した上で設定する。 

 ⅾ．常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の建

物・構築物については，常時作用し

ている荷重（固定荷重，積載荷重，

土圧及び水圧），運転時の状態で施

地震力と津波による荷重の組合せを考慮

する。また，津波以外による荷重につい

ては，「b. 荷重の種類」に準じるものと

する。 
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る地震力又は静的地震力。 

 

 

 

   なお，常時作用している荷重のう

ち土圧及び水圧について，基準地震

動による地震力，弾性設計用地震動

による地震力と組み合わせる場合

は，当該地震時の土圧及び水圧とす

る。耐⑭ 

 

 
ロ. 機器・配管系 

常時作用している荷重の他，以

下の施設の状態に応じた荷重を考

慮する。 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対

処施設 

ⅰ. 運転時の状態で施設に作

用する荷重と基準地震動によ

る地震力。 

ⅱ. 運転時の異常な過渡変化

時の状態，設計基準事故時の

状態及び重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重のう

ち，地震によって引き起こさ

れるおそれがある事象によっ

て作用する荷重と基準地震動

による地震力。 

ⅲ. 運転時の異常な過渡変化

時の状態，設計基準事故時の

状態及び重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重のう

ち，地震によって引き起こさ

れるおそれがない事象による

荷重と，その事故事象の発生

確率，継続時間及び地震動の

年超過確率の関係を踏まえた

適切な地震力（基準地震動又

は弾性設計用地震動による地

震力）。 

この組み合わせにおいて

は，事故事象の発生確率，継

続時間及び地震動の年超過確

率の積等を考慮し，工学的，

総合的に勘案の上設定する。

なお，継続時間については対

策の成立性も考慮した上で設

定する。 

 

(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対処

設に作用する荷重，積雪荷重及び風

荷重と，弾性設計用地震動による地

震力又は静的地震力とを組み合わせ

る。 

   なお，常時作用している荷重のう

ち，土圧及び水圧について，基準地

震動による地震力，弾性設計用地震

動による地震力と組み合わせる場合

は，当該地震時の土圧及び水圧とす

る。耐⑭ 

 

 

 (２) 機器・配管系 

 ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設の

機器・配管系については，常時作用

している荷重及び運転時の状態で施

設に作用する荷重と基準地震動によ

る地震力とを組み合わせる。 

 ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設の

機器・配管系については，常時作用

している荷重，運転時の異常な過渡

変化時の状態，設計基準事故時の状

態及び重大事故等時の状態で施設に

作用する荷重のうち，地震によって

引き起こされるおそれがある事象に

よって作用する荷重と基準地震動に

よる地震力とを組み合わせる。 

 ｃ．常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設の

機器・配管系については，常時作用

している荷重，運転時の異常な過渡

変化時の状態，設計基準事故時の状

態及び重大事故等時の状態で施設に

作用する荷重のうち，地震によって

引き起こされるおそれがない事象に

よる荷重は，その事故事象の発生確

率，継続時間及び地震動の年超過確

率の関係を踏まえ，適切な地震力

（基準地震動又は弾性設計用地震動

による地震力）と組み合わせる。こ

の組み合わせについては，事故事象

の発生確率，継続時間及び地震動の

年超過確率の積等を考慮し，工学

的，総合的に勘案の上設定する。な

お，継続時間については対策の成立

性も考慮した上で設定する。 

 

 

 

 ⅾ．常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備が設
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第６条、第３３条（地震による損傷の防止）（38 / 62） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
設備が設置される重大事故等対

処施設 

ⅰ. 運転時の状態で施設に作

用する荷重及び運転時の異常

な過渡変化時の状態と弾性設

計用地震動による地震力又は

静的地震力。 

ⅱ. 代替する安全機能を有す

る施設がない常設重大事故等

対処設備のうちＳクラスの施

設は，上記ⅰ.を適用する。 

なお，屋外に設置される施設に

ついては，建物・構築物と同様に

積雪荷重及び風荷重を組み合わせ

る。耐⑭ 

(d) 荷重の組合せ上の留意事項

イ. ある荷重の組合せ状態での評価

が明らかに厳しいことが判明して

いる場合には，その他の荷重の組

合せ状態での評価は行わなくても

よいいことがある。

ロ. 耐震重要度の異なる施設を支持

する建物・構築物の当該部分の支

持機能を確認する場合において

は，支持される施設の耐震重要度

に応じた地震力と常時作用してい

る荷重，運転時に施設に作用する

荷重とを組み合わせる。

ハ. 機器・配管系の運転時の異常な

過渡変化時及び設計基準事故時

（以下「事故等」という。）に生

じるそれぞれの荷重については，

地震によって引き起こされるおそ

れのある事故等によって作用する

荷重及び地震によって引き起こさ

れるおそれのない事故等であって

も，いったん事故等が発生した場

合，長時間継続する事故等による

荷重は，その事故等の発生確率，

継続時間及び地震動の超過確率の

関係を踏まえ，適切な地震力と組

み合わせて考慮する。

置される重大事故等対処施設の機

器・配管系については，常時作用し

ている荷重，運転時の状態で施設に

作用する荷重及び運転時の異常な過

渡変化時の状態と弾性設計用地震動

による地震力又は静的地震力とを組

み合わせる。 

なお，屋外に設置される施設につ

いては，建物・構築物と同様に積雪

荷重及び風荷重を組み合わせる。耐

⑭ 

1.6.1.5.3 荷重の組合せ 

(３) 荷重の組合せ上の留意事項

ａ．ある荷重の組合せ状態での評価が

明らかに厳しいことが判明している

場合には，その他の荷重の組合せ状

態での評価は行わないことがある。 

ｂ．耐震重要度の異なる施設を支持す

る建物・構築物の当該部分の支持機

能を確認する場合においては，支持

される施設の耐震重要度に応じた地

震力と常時作用している荷重，運転

時に施設に作用する荷重とを組み合

わせる。 

ｃ．機器・配管系の運転時の異常な過

渡変化時及び設計基準事故時（以下

「事故等」という。）に生じるそれ

ぞれの荷重については，地震によっ

て引き起こされるおそれのある事故

等によって作用する荷重及び地震に

よって引き起こされるおそれのない

事故等であっても，いったん事故等

が発生した場合，長時間継続する事

故等による荷重は，その事故等の発

生確率，継続時間及び地震動の超過

確率の関係を踏まえ，適切な地震力

と組み合わせて考慮する。 

2.1.1(4)c.(d) 荷重の組合せ上の留意事

項 

 動的地震力については，水平 2 方向と

鉛直方向の地震力とを適切に組み合わせ

算定するものとする。 

 

耐⑥（P40 へ) 
（当社の記載） 

評価を行う際の荷重の組合せ状態

の留意事項について記載。 

(3)b.動的地震力にて記載 

文末の記載を事業変更許可申

請書での記載から設計方針と

しての記載に修正。 

発電炉に合わせた構成として

(d)荷重の組合せ上の留意事項

のチ.項に記載したため削除。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
二. 積雪荷重については，屋外に設

置されている施設のうち，積雪に

よる受圧面積が小さい施設や，常

時作用している荷重に対して積雪

荷重の割合が無視できる施設を除

き，地震力との組合せを考慮す

る。 

ホ. 風荷重については，屋外の直接

風を受ける場所に設置されている

施設のうち，風荷重の影響が地震

荷重と比べて相対的に無視できな

いような構造，形状及び仕様の施

設においては，地震力との組合せ

を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘ. 設備分類の異なる重大事故等対

処施設を支持する建物・構築物の

当該部分の支持機能を確認する場

合においては，支持される施設の

設備分類に応じた地震力と常時作

用している荷重（固定荷重，積載

荷重，土圧及び水圧），運転時の

状態で施設に作用する荷重及び重

大事故等時の状態で施設に作用す

る荷重並びに積雪荷重及び風荷重

を組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．積雪荷重については，屋外に設置

されている施設のうち，積雪による

受圧面積が小さい施設や，常時作用

している荷重に対して積雪荷重の割

合が無視できる施設を除き，地震力

との組合せを考慮する。 

 

ｅ．風荷重については，屋外の直接風

を受ける場所に設置されている施設

のうち，風荷重の影響が地震荷重と

比べて相対的に無視できないような

構造，形状及び仕様の施設において

は，地震力との組合せを考慮する。

耐⑥◇5  

 

 

【31 条】 

1.6.2.4.3 荷重の組合せ 

 (３) 荷重の組合せ上の留意事項 

 ａ．ある荷重の組合せ状態での評価

が，その他の荷重の組合せ状態と比

較して明らかに厳しいことが判明し

ている場合には，その他の荷重の組

合せ状態での評価は行わないことが

ある。 

 ｂ．設備分類の異なる重大事故等対処

施設を支持する建物・構築物の当該

部分の支持機能を確認する場合にお

いては，支持される施設の設備分類

に応じた地震力と常時作用している

荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及

び水圧），運転時の状態で施設に作

用する荷重及び重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重並びに積雪荷

重及び風荷重を組み合わせる。 

 ｃ．積雪荷重については，屋外に設置

されている施設のうち，積雪による

受圧面積が小さい施設や，常時作用

している荷重に対して積雪荷重の割

合が無視できる施設を除き，地震力

との組み合わせを考慮する。 

 ⅾ．風荷重については，屋外の直接風

を受ける場所に設置されている施設

のうち，風荷重の影響が地震荷重と

比べて相対的に無視できないような

構造，形状及び仕様の施設において

は，地震力との組み合わせを考慮す

る。 

 ｅ．重大事故等時の状態で施設に作用

する荷重の組み合わせにおける，地

震によって引き起こされるおそれが

ある事象又は地震によって引き起こ

されるおそれがない事象について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

屋外に設置される施設

の荷重の組合せとして

は建物・構築物と同様

に積雪，風荷重を考慮

することを記載。 

事業変更許可申請書に合わせ

て記載を追加 

44



別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第６条、第３３条（地震による損傷の防止）（40 / 62） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

ト．重大事故等時の状態で施設に作

用する荷重は，重大事故等時にお

ける環境条件を考慮する。 

 

 

 

チ．常設耐震重要重大事故等対処設

備以外の常設重大事故等対処設備

で，代替する安全機能を有する施

設がない常設重大事故等対処設備

のうち，Ｓクラスの施設は常設耐

震重要重大事故等対処設備に係る

機器・配管系の荷重の組合せを適

用する。耐⑥⑭ 

は，「第 1.7.18－１表 主要な重大

事故等対処設備の設備分類」の重大

事故等の要因事象に示す。 

 ｆ．重大事故等時の状態で施設に作用

する荷重は，「1.7.18 重大事故等

対処施設に関する設計」の「(３) 環

境条件等」の「ａ．環境条件」の

「(ｃ) 重大事故等時における環境条

件」に示す条件を考慮する。 

ｇ．常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備で，

代替する安全機能を有する施設がな

い常設重大事故等対処設備のうち，

Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大

事故等対処設備に係る機器・配管系

の荷重の組合せを適用する。耐⑭ 

 

 

 

 

耐⑥（P38 から） 

 
事業変更許可申請書に合わせ

て記載を追加 

事業変更許可申請書に合わせ

て記載を追加 

45



別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第６条、第３３条（地震による損傷の防止）（41 / 62） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 d. 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合

わせた状態に対する許容限界は，構造強

度の確保に加えて，求められる機能に応

じて適切に設定するものとする。耐⑥ 

 

 

(a) 建物・構築物 

 

 

   イ. Ｓクラスの建物・構築物 

 

 

 

 

 

(ロイ) 弾性設計用地震動による地

震力又は静的地震力との組合せ

に対する許容限界 

Ｓクラスの建物・構築物につい

ては，地震力に対しておおむね弾

性状態に留まるように，発生する

応力に対して，建築基準法等の安

全上適切と認められる規格及び基

準による許容応力度を許容限界と

する。 

 

   (イロ) 基準地震動による地震力と

の組合せに対する許容限界 

建物・構築物全体としての変形

能力（耐震壁のせん断ひずみ等）

が終局耐力時の変形に対して十分

な余裕を有し，部材・部位ごとの

せん断ひずみ・応力等が終局耐力

時のせん断ひずみ・応力等に対し

て，妥当な安全余裕を持たせるこ

ととする。 

なお，終局耐力とは，建物・構

築物に対する荷重を漸次増大して

いくとき，その変形又はひずみが

著しく増加するに至る限界の最大

耐力とし，既往の実験式等に基づ

き適切に定めるものとする。 

 

ロ. Ｂクラス及びＣクラスの建物・

構築物 

上記イ.(ロイ)による許容応力度

を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.5.4 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わ

せた状態に対する許容限界は，以下のとお

りとする。耐⑥ 

 

 

 

 (１) 建物・構築物 

  

 

ａ．Ｓクラスの建物・構築物 

 

 

 

 

 

(ｂ) 弾性設計用地震動による地震力又

は静的地震力との組合せに対する許

容限界 

Ｓクラスの建物・構築物について

は，地震力に対しておおむね弾性状

態に留まるように，発生する応力に

対して，建築基準法等の安全上適切

と認められる規格及び基準による許

容応力度を許容限界とする。 

 

 

(ａ) 基準地震動による地震力との組合せ

に対する許容限界 

建物・構築物全体としての変形能

力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終

局耐力時の変形に対して十分な余裕

を有し，部材・部位ごとのせん断ひ

ずみ・応力等が終局耐力時のせん断

ひずみ・応力等に対して，妥当な安

全余裕を持たせることとする。 

 

なお，終局耐力とは，建物・構築

物に対する荷重を漸次増大していく

とき，その変形又はひずみが著しく

増加するに至る限界の最大耐力と

し，既往の実験式等に基づき適切に

定めるものとする。 

 

ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築

物 

上記ａ.(ｂ)による許容応力度を許容

限界とする。 

 

 

 

 

 

2.1.1(4)d. 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わ

せた状態に対する許容限界は次のとおりと

し，安全上適切と認められる規格及び基準

又は試験等で妥当性が確認されている値を

用いる。 

 

2.1.1(4)d.(a) 建物・構築物（(c)に記載

のものを除く。） 

 

2.1.1(4)d.(a)イ. Ｓクラスの建物・構築

物及び常設耐震重要重大事故防止設備又は

常設重大事故緩和設備が設置される重大事

故等対処施設の建物・構築物（ヘ.に記載

のものを除く。） 

 

2.1.1(4)d.(a)イ.(イ) 弾性設計用地震動

Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合

せに対する許容限界 

建築基準法等の安全上適切と認められる

規格及び基準による許容応力度を許容限界

とする。ただし，原子炉冷却材喪失事故時

に作用する荷重との組合せ（原子炉格納容

器バウンダリにおける長期的荷重との組合

せを除く。）に対しては，下記イ.(ロ)に

示す許容限界を適用する。 

 

2.1.1(4)d.(a)イ.(ロ) 基準地震動Ｓｓに

よる地震力との組合せに対する許容限界 

構造物全体としての変形能力（終局耐力

時の変形）について十分な余裕を有し，終

局耐力に対し妥当な安全余裕を持たせるこ

ととする（評価項目はせん断ひずみ，応力

等）。 

 

 

 

また，終局耐力は，建物・構築物に対す

る荷重又は応力を漸次増大していくとき，

その変形又はひずみが著しく増加するに至

る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に

基づき適切に定めるものとする。 

 

 

2.1.1(4)d.(a)ロ. Ｂクラス及びＣクラス

の建物・構築物並びに常設耐震重要重大事

故防止設備以外の常設重大事故防止設備が

設置される重大事故等対処施設の建物・構

築物（ヘ.及びト.に記載のものを除く。） 

上記イ.(イ)による許容応力度を許容限

界とする。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

ハ. 建物・構築物の保有水平耐力

建物・構築物（屋外重要土木構

造物である洞道を除く）について

は，当該建物・構築物の保有水平

耐力が必要保有水平耐力に対し

て，耐震重要度に応じた適切な安

全余裕を有していることを確認す

る。耐⑥ 

ｃ．建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物（屋外重要土木構造

物である洞道を除く）については，

当該建物・構築物の保有水平耐力が

必要保有水平耐力に対して，耐震重

要度に応じた適切な安全余裕を有し

ていることを確認する。耐⑥ 

 

 

 

2.1.1(4)d.(a)ハ. 耐震重要度分類の異な

る施設又は設備分類の異なる重大事故等対

処施設を支持する建物・構築物（ヘ.及び

ト.に記載のものを除く。）

上記イ.(ロ)を適用するほか，耐震重要

度分類の異なる施設又は設備分類の異なる

重大事故等対処施設がそれを支持する建

物・構築物の変形等に対して，その支持機

能を損なわないものとする。 

当該施設を支持する建物・構築物の支

持機能が維持されることを確認する際の

地震動は，支持される施設に適用される

地震動とする。 

2.1.1(4)d.(a)ニ. 建物・構築物の保有水

平耐力（ヘ.及びト.に記載のものを除

く。） 

建物・構築物については，当該建物・構

築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に

対して耐震重要度分類又は重大事故等対処

施設が代替する機能を有する設計基準事故

対処設備が属する耐震重要度分類に応じた

安全余裕を有しているものとする。 

ここでは，常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設については，上

記における重大事故等対処施設が代替する

機能を有する設計基準事故対処設備が属す

る耐震重要度分類をＳクラスとする。 

ホ. 気密性，止水性，遮蔽性，通水機能，

貯水機能を考慮する施設

構造強度の確保に加えて気密性，止水

性，遮蔽性，通水機能，貯水機能が必要な

建物・構築物については，その機能を維持

できる許容限界を適切に設定するものとす

る。 

ヘ. 屋外重要土木構造物及び常設耐震重要

重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設

備が設置される重大事故等対処施設の土木

構造物

(イ) 静的地震力との組合せに対する許容

限界

安全上適切と認められる規格及び基準に

よる許容応力度を許容限界とする。 

(ロ) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組

合せに対する許容限界

新設屋外重要土木構造物の構造部材の曲

げについては許容応力度，構造部材のせん

断については許容せん断応力度を許容限界

の基本とするが，構造部材のうち，鉄筋コ

（発電炉の記載） 

再処理施設では、技術

基準規則において常設

重大事故緩和設備の分

類がなく該当しないた

め記載しない。 

添付書類「Ⅳ－１－１ 

耐震設計の基本方

針」，「Ⅳ－１－１－

８ 機能維持の基本方

針」にて記載。 

（発電炉の記載） 

再処理施設では、該当する施設

はないため記載しない。 

再処理施設では、建物・構築物

としての記載に包含されるため

記載しない。 
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(b) 機器・配管系 

 

イ. Ｓクラスの機器・配管系 

 

 

(ロイ) 弾性設計用地震動による地

震力又は静的地震力との組合せ

に対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が

全体的におおむね弾性状態に留ま

るように，降伏応力又はこれと同

等の安全性を有する応力を許容限

界とする。 

 

 

 

 

   (イロ) 基準地震動による地震力と

の組合せに対する許容限界 

塑性域に達するひずみが生じる

場合であっても，その量が小さな

レベルに留まって破断延性限界に

十分な余裕を有し，その施設の機

能に影響を及ぼすことがない限度

に応力，荷重を制限する値を許容

限界とする。なお，地震時又は地

震後の機器・配管系の動的機能要

求については，実証試験等により

確認されている機能維持加速度等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 機器・配管系 

 

ａ．Ｓクラスの機器・配管系 

 

 

(ｂ) 弾性設計用地震動による地震力又

は静的地震力との組合せに対する許容

限界 

発生する応力に対して，応答が全

体的におおむね弾性状態に留まるよ

うに，降伏応力又はこれと同等の安

全性を有する応力を許容限界とす

る。 

 

 

 

 

(ａ) 基準地震動による地震力との組合

せに対する許容限界 

塑性域に達するひずみが生じる場

合であっても，その量が小さなレベ

ルに留まって破断延性限界に十分な

余裕を有し，その施設の機能に影響

を及ぼすことがない限度に応力，荷

重を制限する値を許容限界とする。

なお，地震時又は地震後の機器・配

管系の動的機能要求については，実

証試験等により確認されている機能

維持加速度等を許容限界とする。 

ンクリートの曲げについては限界層間変形

角又は終局曲率，鋼材の曲げについては終

局曲率，鉄筋コンクリート及び鋼材のせん

断についてはせん断耐力を許容限界とする

場合もある。 

既設屋外重要土木構造物の構造部材のう

ち，鉄筋コンクリートの曲げについては限

界層間変形角又は終局曲率，鋼材の曲げに

ついては終局曲率，鉄筋コンクリート及び

鋼材のせん断についてはせん断耐力を許容

限界とする。 

なお，限界層間変形角，終局曲率及びせ

ん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全

余裕を持たせることとし，それぞれの安全

余裕については，各施設の機能要求等を踏

まえ設定する。 

 

ト. その他の土木構造物及び常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止

設備が設置される重大事故等対処施設の土

木構造物 

安全上適切と認められる規格及び基準に

よる許容応力度を許容限界とする。 

 

2.1.1(4)d.(b) 機器・配管系（(c)に記載

のものを除く。） 

2.1.1(4)d.(b)イ. Ｓクラスの機器・配管

系 

 

2.1.1(4)d.(b)イ.(イ) 弾性設計用地震動

Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

応答が全体的におおむね弾性状態に留

まるものとする（評価項目は応力等）。 

ただし，原子炉冷却材喪失事故時に作

用する荷重との組合せ（原子炉格納容器

バウンダリ及び非常用炉心冷却設備等に

おける長期的荷重との組合せを除く。）

に対しては，下記イ.(ロ)に示す許容限界

を適用する。 

 

2.1.1(4)d.(b)イ.(ロ) 基準地震動Ｓｓに

よる地震力との組合せに対する許容限界 

塑性ひずみが生じる場合であっても，

その量が小さなレベルに留まって破断延

性限界に十分な余裕を有し，その施設に

要求される機能に影響を及ぼさないよう

に応力，荷重等を制限する値を許容限界

とする。 

また，地震時又は地震後に動的機能又

は電気的機能が要求される機器について

は，基準地震動Ｓｓによる応答に対して

試験等により確認されている機能確認済

（発電炉の記載） 

再処理施設では、建物・構築物

としての記載に包含されるため

記載しない。 

（発電炉の記載） 

再処理施設では、該当する施設は

ないため記載しない。 

（発電炉の記載） 

再処理施設では、該

当する施設がないた

め記載しない。 
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を許容限界とする。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ. Ｂクラス及びＣクラスの機器・

配管系 

 

 

 

上記イ.(ロイ)による応力を許容

限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ. 動的機器 

地震時及び地震後に動作を要求

される機器・配管系については，

実証試験等により確認されている

機能維持加速度等を許容限界とす

る。耐⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管

系 

 

 

 

上記ａ．(ｂ)による応力を許容限界

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．動的機器 

地震時及び地震後に動作を要求さ

れる機器・配管系については，実証

試験等により確認されている機能維

持加速度等を許容限界とする。耐⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加速度等を許容限界とする。 

 

2.1.1(4)d.(b)ロ. 常設耐震重要重大事故

防止設備又は常設重大事故緩和設備が設

置される重大事故等対処施設の機器・配

管系 

イ.(ロ)に示す許容限界を適用する。 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを

構成する設備及び非常用炉心冷却設備等

の弾性設計用地震動Ｓｄと設計基準事故

時の状態における長期的荷重との組合せ

に対する許容限界は，イ.(イ)に示す許容

限界を適用する。 

 

2.1.1(4)d.(b)ハ. Ｂクラス及びＣクラス

の機器・配管系並びに常設耐震重要重大

事故防止設備以外の常設重大事故防止設

備が設置される重大事故等対処施設の機

器・配管系 

応答が全体的におおむね弾性状態に留

まるものとする（評価項目は応力等）。 

 

ニ. チャンネル・ボックス 

チャンネル・ボックスは，地震時に作

用する荷重に対して，燃料集合体の原子

炉冷却材流路を維持できること及び過大

な変形や破損を生ずることにより制御棒

の挿入が阻害されないものとする。 

 

ホ. 逃がし安全弁排気管及び主蒸気系

（外側主蒸気隔離弁より主塞止弁まで） 

逃がし安全弁排気管は基準地震動Ｓｓ

に対して，主蒸気系（外側主蒸気隔離弁

より主塞止弁まで）は弾性設計用地震動

Ｓｄに対してイ.(ロ)に示す許容限界を適

用する。 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 津波防護施設，浸水防止設備及び津

波監視設備並びに浸水防止設備が設置さ

れた建物・構築物 

津波防護施設及び浸水防止設備が設置

された建物・構築物については，当該施

設及び建物・構築物が構造物全体として

の変形能力（終局耐力時の変形）及び安

定性について十分な余裕を有するととも

に，その施設に要求される機能（津波防

護機能及び浸水防止機能）が保持できる

（発電炉の記載） 

再処理施設では、

原子炉冷却材流路

や制御棒等、該当

する施設がないた

め記載しない。 

（発電炉の記載） 

再処理施設では、

該当する施設がな

いため記載しな

い。 

（発電炉の記載） 

再処理施設では、

津波の影響がない

ことから、設計上

考慮する必要がな

いため記載しな

い。 
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(c) 重大事故等対処施設 

各施設の地震力と他の荷重とを組

み合わせた状態に対する許容限界は

次のとおりとし，安全上適切と認め

られる規格及び基準又は試験等で妥

当性が確認されている許容応力を用

いる。 

イ. 建物・構築物 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対

処施設 

上記(a)イ.(イロ)による終局

耐力時のせん断ひずみ・応力等

を許容限界とする。 

 

 

(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対

処施設 

上記(a)ロ.による許容応力度

を許容限界とする。 

 

(ハ) 設備分類の異なる重大事故等対

処施設を支持する建物・構築物 

上記(イ)を適用するほか，建

物・構築物が，変形等に対して

その支持機能を損なわれないも

のとする。なお，当該施設を支

持する建物・構築物の支持機能

を損なわれないことを確認する

際の地震力は，支持される施設

に適用される地震力とする。耐

⑩⑪ 

 

 (ハニ) 建物・構築物（屋外重要土

木構造物である洞道を除く）の

保有水平耐力 

上記(a)ハ.による保有水平耐

力を許容限界とする。耐⑭ 

 

 

ロ. 機器・配管系 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対

 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

(ｃ)  ～中略～ 建物・構築物につい

ては，構造物全体としての変形能力

（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局

耐力時の変形に対して十分な余裕を

有し，部材・部位ごとのせん断ひず

み・応力等が終局耐力時のせん断ひ

ずみ・応力等に対し妥当な安全余裕

を有するように設計する。機器・配

管系については，その施設に要求さ

れる機能を保持するように設計し，

塑性域に達するひずみが生じる場合

であっても，その量が小さなレベル

に留まって破断延性限界に十分な余

裕を有し，その施設に要求される機

能に影響を及ぼさないように設計す

る。 

 

(ⅾ) ～中略～ 建物・構築物及び機

器・配管系ともに，静的地震力に

対しておおむね弾性状態に留まる

範囲で耐えられるように設計す

る。建物・構築物については，発

生する応力に対して，建築基準法

等の安全上適切と認められる規格

及び基準による許容応力度を許容

限界とする。機器・配管系につい

ては，発生する応力に対して，応

答が全体的におおむね弾性状態に

留まるように設計する。耐□4 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

1.6.2.4.4 許容限界 

  各施設の地震力と他の荷重とを組み

合わせた状態に対する許容限界は次の

とおりとし，安全上適切と認められる

規格及び基準又は試験等で妥当性が確

認されている許容応力を用いる。 

 

 (１) 建物・構築物 

 ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物は，「1.6.1.5.4 許容

限界」の「 (１ ) 建物・構築物」の

「ａ．Ｓクラスの建物・構築物」に

示す「(ａ) 基準地震動による地震力

との組合せに対する許容限界」を適

用する。 

 ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の建

物・構築物は，「1.6.1.5.4 許容限

界」の「(１) 建物・構築物」に示す

「ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの建

物・構築物」を適用する。 

ｃ．設備分類の異なる重大事故等対処

施設を支持する建物・構築物は，上

記ａ．を適用するほか，建物・構築

物が，変形等に対してその支持機能

を損なわれないものとする。なお，

当該施設を支持する建物・構築物の

支持機能を損なわれないことを確認

する際の地震力は，支持される施設

に適用される地震力とする。 

 

 

 

ｄ．建物・構築物（屋外重要土木構造

物である洞道を除く）の保有水平耐

力は，「1.6.1.5.4 許容限界」の

「(１) 建物・構築物」に示す「ｃ．

建物・構築物の保有水平耐力」を適

用する。耐⑭ 

 

 (２) 機器・配管系 

 ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設の

ものとする（評価項目はせん断ひずみ，

応力等）。 

浸水防止設備及び津波監視設備につい

ては，その設備に要求される機能（浸水

防止機能及び津波監視機能）が保持でき

るものとする。 

 

 

事業変更許可申請書に合わせ

て，記載位置を修正 
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処施設 

上記(b)イ.(イロ)による応

力，荷重を許容限界とする。 

 

 

 

 

(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対

処施設 

 ⅰ. 上記(b)ロ.による応力を許

容限界とする。 

ⅱ. 代替する安全機能を有す

る施設がない常設重大事故

等対処設備のうちＳクラス

の施設は，上記(イ)を適用

する。 

 

 

 

 

 

(ハ) 動的機器 

上記(b)ハ.を適用する。耐⑭ 

 

 

機器・配管系は，「1.6.1.5.4 許容

限界」の「 (２ ) 機器・配管系」の

「ａ．Ｓクラスの機器・配管系」に

示す「(ａ) 基準地震動による地震力

との組合せに対する許容限界」を適

用する。 

 

ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の機

器・配管系は，「1.6.1.5.4 許容限

界」の「(２) 機器・配管系」に示す

「ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの機

器・配管系」を適用する。 

   また，常設耐震重要重大事故等対

処設備以外の常設重大事故等対処設

備で，代替する安全機能を有する施

設がない常設重大事故等対処設備の

うち，Ｓクラスの施設はａ．に示す

常設耐震重要重大事故等対処設備に

係る機器・配管系の許容限界を適用

する。 

 

 ｃ．動的機器は，「1.6.1.5.4 許容限

界」の「(２) 機器・配管系」に示す

「ｃ．動的機器」を適用する。耐⑭ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 (5) 設計における留意事項 

a. 主要設備等，補助設備，直接支持構

造物及び間接支持構造物 

主要設備等，補助設備及び直接支持

構造物については，耐震重要度に応じ

た地震力に十分耐えることができるよ

う設計するとともに，安全機能を有す

る施設のうち，耐震重要施設に該当す

る設備は，基準地震動による地震力に

対してその安全機能が損なわれるおそ

れがない設計とする。 

また，間接支持構造物については，

支持する主要設備等又は補助設備の耐

震重要度に適用する地震動による地震

力に対して支持機能が損なわれない設

計とする。耐②③ 

 

 

 

 

b. 設備分類の異なる重大事故等対処施

設を支持する建物・構築物 

建物・構築物が変形等に対してその

支持機能が損なわれるおそれがない設

計とする。 

なお，当該施設を支持する建物・構

築物の支持機能の確認にあたっては，

支持する施設に適用される地震力を適

用する。耐⑩⑪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cb. 波及的影響に対する考慮 

(a) 耐震重要施設に対する波及的影響

の考慮 

耐震重要施設は，耐震重要度の下

位のクラスに属する施設（以下「下

位クラス施設」という。）の波及的

影響によって，その安全機能が損な

われないものとする。 

評価に当たっては，以下の４つの

観点をもとに，敷地全体を俯瞰した

調査・検討を行い，各観点より選定

した事象に対して波及的影響の評価

を行い，波及的影響を考慮すべき施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｈ) 波及的影響に係る設計方針 

 

 

耐震重要施設は，以下のとおり，耐

震重要度分類の下位のクラスに属する

施設の波及的影響によって，その安全

機能を損なわないように設計する。 

 

(イ) 敷地全体を網羅した調査及び

検討の内容を含めて，以下に示

す４つの観点について，波及的

影響の評価に係る事象選定を行

う。 

1.6.1.6 設計における留意事項 

1.6.1.6.1 主要設備等，補助設備，直接

支持構造物及び間接支持構造物 

主要設備等，補助設備及び直接支持

構造物については，耐震重要度の区分

に応じた地震力に十分耐えることがで

きるよう設計するとともに，安全機能

を有する施設のうち，地震の発生によ

って生ずるおそれがあるその安全機能

の喪失に起因する放射線による公衆へ

の影響の程度が特に大きい施設（以下

「耐震重要施設」という。）に該当す

る設備は，基準地震動による地震力に

対してその安全機能が損なわれるおそ

れがない設計とする。また，間接支持

構造物については，支持する主要設備

等又は補助設備の耐震重要度分類に適

用する地震動による地震力に対して支

持機能が損なわれない設計とする。耐

②③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.6.2 波及的影響 

 

 

耐震重要施設は，耐震重要度分類の

下位のクラスに属する施設（以下「下

位クラス施設」という。）の波及的影

響によって，その安全機能が損なわれ

ないものとする。 

評価に当たっては，以下の４つの観

点をもとに，敷地全体を俯瞰した調

査・検討を行い，各観点より選定した

事象に対して波及的影響の評価を行

い，波及的影響を考慮すべき施設を抽

(5) 設計における留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(5)a. 波及的影響 

 

 

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事

故防止設備又は常設重大事故緩和設備が

設置される重大事故等対処施設（以下

「上位クラス施設」という。）は，下位

クラス施設の波及的影響によって，その

安全機能及び重大事故等に対処するため

に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

事業変更許可申請に合わせた記載とした。 

事業変更許可申請書に合わせ

て，記載位置を修正（「d.許

容限界」に記載） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
設を抽出し，耐震重要施設の安全機

能への影響がないことを確認する。 

波及的影響の評価に当たっては，

耐震重要施設の設計に用いる地震動

又は地震力を適用する。なお，地震

動又は地震力の選定に当たっては，

施設の配置状況，使用時間を踏まえ

て適切に設定する。また，波及的影

響の確認においては水平２方向及び

鉛直方向の地震力が同時に作用する

場合に影響を及ぼす可能性のある施

設，設備を選定し評価する。 

 

 

ここで，下位クラス施設とは，上

位クラス施設以外の再処理施設内に

ある施設（資機材等含む。）をい

う。 

波及的影響を防止するよう現場を

維持するため，保安規定に，機器設

置時の配慮事項等を定めて管理す

る。 

 

なお，原子力施設及び化学プラン

ト等の地震被害情報をもとに，４つ

の観点以外に検討すべき事項がない

か確認し，新たな検討事項が抽出さ

れた場合には，その観点を追加す

る。耐⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ. 設置地盤及び地震応答性状の相

違に起因する相対変位又は不等沈

下による影響 

 

(ロイ) 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地

震動又は地震力に対して不等沈下

により，耐震重要施設の安全機能

へ影響がないことを確認する。耐

⑦ 

(イロ) 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１) 設置地盤及び地震応答性状の相

違に起因する相対変位又は不等

沈下による影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出し，耐震重要施設の安全機能への影

響がないことを確認する。 

波及的影響の評価に当たっては，耐

震重要施設の設計に用いる地震動又は

地震力を適用する。なお，地震動又は

地震力の選定に当たっては，施設の配

置状況，使用時間を踏まえて適切に設

定する。また，波及的影響の確認にお

いては水平２方向及び鉛直方向の地震

力が同時に作用する場合に影響を及ぼ

す可能性のある施設，設備を選定し評

価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，原子力施設及び化学プラント

等の地震被害情報をもとに，４つの観

点以外に検討すべき事項がないか確認

し，新たな検討事項が抽出された場合

には，その観点を追加する。耐⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 設置地盤及び地震応答性状の相違

に起因する相対変位又は不等沈下によ

る影響 

 

ａ．不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震

動又は地震力に対して不等沈下によ

り，耐震重要施設の安全機能へ影響

がないことを確認する。 

 

ｂ．相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震

 

 

波及的影響については，耐震重要施設

の設計に用いる地震動又は地震力を適用

して評価を行う。 

なお，地震動又は地震力の選定に当た

っては，施設の配置状況，使用時間等を

踏まえて適切に設定する。また，波及的

影響においては水平 2 方向及び鉛直方向

の地震力が同時に作用する場合に影響を

及ぼす可能性のある施設，設備を選定し

評価する。 

この設計における評価に当たっては，

敷地全体を俯瞰した調査・検討等を行

う。ここで，下位クラス施設とは，上位

クラス施設以外の発電所内にある施設

（資機材等含む。）をいう。 

 

波及的影響を防止するよう現場を維持

するため，保安規定に，機器設置時の配

慮事項等を定めて管理する。 

 

 

耐震重要施設に対する波及的影響につ

いては，以下に示す(a)～(d)の 4 つの事

項から検討を行う。 

また，原子力発電所の地震被害情報等

から新たに検討すべき事項が抽出された

場合には，これを追加する。 

 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事

故等対処施設に対する波及的影響につい

ては，以下に示す(a)～(d)の 4 つの事項

について「耐震重要施設」を「常設耐震

重要重大事故防止設備又は常設重大事故

緩和設備が設置される重大事故等対処施

設」に，「安全機能」を「重大事故等に

対処するために必要な機能」に読み替え

て適用する。 

 

2.1.1(5)a.(a) 設置地盤及び地震応答性

状の相違等に起因する不等沈下又は相対

変位による影響 

 

2.1.1(5)a.(a)イ. 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又

は地震力に対して，不等沈下による耐震

重要施設の安全機能への影響 

 

 

2.1.1(5)a.(a)ロ. 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下位クラス施設として資機材等を含むこ

と、現場維持などの運用で担保する内容に

ついては保安規定にて定めることとしてい

るため、その旨の記載を追加 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
震動又は地震力による下位クラス

施設と耐震重要施設の相対変位に

より，耐震重要施設の安全機能へ

影響がないことを確認する。耐⑦ 

ロ. 耐震重要施設と下位クラス施設

との接続部における相互影響

耐震重要施設の設計に用いる地

震動又は地震力に対して，耐震重

要施設に接続する下位クラス施設

の損傷により，耐震重要施設の安

全機能へ影響がないことを確認す

る。耐⑦ 

ハ. 建屋内における下位クラス施設

の損傷，転倒及び落下による耐震

重要施設への影響

耐震重要施設の設計に用いる地

震動又は地震力に対して，建屋内

の下位クラス施設の損傷，転倒及

び落下により，耐震重要施設の安

全機能へ影響がないことを確認す

る。耐⑦ 

二. 建屋外における下位クラス施設

の損傷，転倒及び落下による耐震

重要施設への影響

耐震重要施設の設計に用いる地

震動又は地震力に対して，建屋外

の下位クラス施設の損傷，転倒及

び落下により，耐震重要施設の安

全機能へ影響がないことを確認す

る。耐⑦ 

(b) 重大事故等対処施設に対する波及

的影響の考慮

常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設

２) 耐震重要施設と下位のクラスの

施設との接続部における相互影響

３) 建屋内における下位のクラスの

施設の損傷，転倒，落下による

耐震重要施設への影響

４) 建屋外における下位のクラスの

施設の損傷，転倒，落下による

耐震重要施設への影響

(ロ) 各観点より選定した事象に対

して波及的影響の評価を行い，

波及的影響を考慮すべき施設を

抽出する。

(ハ) 波及的影響の評価に当たって

は，耐震重要施設の設計に用い

る地震動又は地震力を適用す

る。

(ニ) これら４つの観点以外に追加

すべきものがないかを，原子力

施設及び化学プラント等の地震

被害情報をもとに確認し，新た

な検討事項が抽出された場合に

は，その観点を追加する。耐□4

動又は地震力による下位クラス施設

と耐震重要施設の相対変位により，

耐震重要施設の安全機能へ影響がな

いことを確認する。耐⑦ 

(２) 耐震重要施設と下位クラス施設と

の接続部における相互影響

耐震重要施設の設計に用いる地震

動又は地震力に対して，耐震重要施

設に接続する下位クラス施設の損傷

により，耐震重要施設の安全機能へ

影響がないことを確認する。耐⑦ 

(３) 建屋内における下位クラス施設の

損傷，転倒及び落下による耐震重要施

設への影響

耐震重要施設の設計に用いる地震

動又は地震力に対して，建屋内の下

位クラス施設の損傷，転倒及び落下

により，耐震重要施設の安全機能へ

影響がないことを確認する。耐⑦ 

(４) 建屋外における下位クラス施設の

損傷，転倒及び落下による耐震重要施

設への影響

耐震重要施設の設計に用いる地震

動又は地震力に対して，建屋外の下

位クラス施設の損傷，転倒及び落下

により，耐震重要施設の安全機能へ

影響がないことを確認する。耐⑦ 

また，波及的影響の評価において

は，地震に起因する溢水防護，化学

薬品防護及び火災防護の観点からの

波及的影響についても評価する。耐

◇6  

【31 条】 

(７) 常設耐震重要重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設は，Ｂ

は地震力に対して，下位クラス施設と耐

震重要施設の相対変位による耐震重要施

設の安全機能への影響 

2.1.1(5)a.(b) 耐震重要施設と下位クラ

ス施設との接続部における相互影響

耐震重要施設の設計に用いる地震動又

は地震力に対して，耐震重要施設に接続

する下位クラス施設の損傷による耐震重

要施設の安全機能への影響 

2.1.1(5)a.(c) 建屋内における下位クラ

ス施設の損傷，転倒及び落下等による耐

震重要施設への影響

耐震重要施設の設計に用いる地震動又

は地震力に対して，建屋内の下位クラス

施設の損傷，転倒及び落下等による耐震

重要施設の安全機能への影響 

2.1.1(5)a.(d) 建屋外における下位クラ

ス施設の損傷，転倒及び落下等による耐

震重要施設への影響

耐震重要施設の設計に用いる地震動又

は地震力に対して，建屋外の下位クラス

施設の損傷，転倒及び落下等による耐震

重要施設の安全機能への影響 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第６条、第３３条（地震による損傷の防止）（50 / 62） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
は，耐震重要度Ｂクラス及びＣクラ

スに属する施設，常設耐震重要重大

事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等

対処施設，可搬型重大事故等対処設

備の波及的影響によって，重大事故

等に対処するために必要な機能が損

なわれるおそれがないように設計す

る。耐⑮

なお，重大事故等に対処するため

に必要な機能が維持されることの確

認にあたっては，過大な変形等が生

じた場合においても施設全体として

必要な機能が損なわれないことを確

認する。耐⑮ 

c. 建屋への地下水の影響

建屋の耐震性を確保するため，建屋周

囲の地下水を排水できるよう地下水排水

設備（サブドレンポンプ及び水位検出

器）を設置する。また，基準地震動によ

る地震力に対して，必要な機能が保持で

きる設計とするとともに，非常用電源設

備又は基準地震動による地震力に対し機

能維持が可能な発電機からの給電が可能

な設計とする。耐③⑧ 

d. 地盤変状に対する考慮

耐震重要施設については，地盤変状が

生じた場合においても，その安全機能が

損なわれないよう，適切な対策を講ずる

設計とする。 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設について

は，地盤変状が生じた場合においても，

重大事故等に対処するために必要な機能

が損なわれるおそれがないよう，適切な

対策を講ずる設計とする。 

 

 

 

 

 

クラス及びＣクラスの施設，常設耐震

重要重大事故等対処設備以外の常設重

大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設，可搬型重大事故等対処

設備の波及的影響によって，重大事故

等に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがないように設計する。

耐⑮ 

2.1.1(5)b. 原子炉建屋への地下水の影響 

原子炉本体等を支持する原子炉建屋の

耐震性を確保するため，原子炉建屋周囲

の地下水を排水できるよう原子炉建屋地

下排水設備（排水ポンプ（容量120 m3/h/

個，揚程50 m，原動機出力30 kW/個，個数

2）及び集水ピット水位計（個数2，計測

範囲EL.-17.0～-7.0 m））を設置する。ま

た，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て，必要な機能が保持できる設計とする

とともに，非常用電源設備又は常設代替

交流電源設備からの給電が可能な設計と

する。

建屋への地下水の影響を踏まえ，地下水排

水設備の方針を記載。 

（当社の記載） 

地下水排水設備の具体的な数値については

仕様表に記載する。 

事業変更許可申請書に合わせて記載

を削除。 

地盤変状による影響を踏まえ，地盤変状に

対する考慮についての方針を記載。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
e. 一関東評価用地震動（鉛直）

基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の

地震動のみであることから，水平方向と

鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評

価を行う場合には，工学的に水平方向の

地震動から設定した鉛直方向の評価用地

震動（以下「一関東評価用地震動（鉛

直）」という。）による地震力を用い

て，水平方向と鉛直方向の地震力を組み

合わせた影響が考えられる施設に対し

て，許容限界の範囲内に留まることを確

認する。 

(6) 緊急時対策所

緊急時対策所については，基準地震動

による地震力に対して，重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれるお

それがないように設計する。緊急時対策

建屋については，耐震構造とし，基準地

震動による地震力に対して，遮蔽性能を

確保する。 

また，緊急時対策所の居住性を確保す

るため，鉄筋コンクリート構造とし，基

準地震動による地震力に対して，緊急時

対策建屋の換気設備の性能とあいまって

緊急時対策所にとどまる原子力防災組織

又は非常時対策組織（以下「非常時対策

組織」という。）の要員の実効線量が７

日間で100ｍＳｖを超えない設計とする。

十分な気密性を確保する。 

なお，地震力の算定方法及び荷重の組

合せと許容限界については，「(3)地震力

の算定方法」及び「(4)荷重の組合せと許

容限界」に示す建物・構築物及び機器・

 

 

 

【31条】 

 (ｇ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設は，Ｂク

ラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要

重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処

施設，可搬型重大事故等対処設備の波及

的影響によって，その重大事故等に対処

するために必要な機能を損なわれるおそ

れがないように設計する。耐□4

1.6.1.6.3 一関東評価用地震動（鉛直） 

基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向

の地震動のみであることから，水平方

向と鉛直方向の地震力を組み合わせた

影響評価を行う場合には，工学的に水

平方向の地震動から設定した鉛直方向

の評価用地震動（以下「一関東評価用

地震動（鉛直）」という。）による地

震力を用いる。 

一関東評価用地震動（鉛直）は，一

関東観測点における岩手・宮城内陸地

震で得られた観測記録のＮＳ方向及び

ＥＷ方向のはぎとり解析により算定し

た基盤地震動の応答スペクトルを平均

し，平均応答スペクトルを作成する。

水平方向に対する鉛直方向の地震動の

比３分の２を考慮し，平均応答スペク

トルに３分の２を乗じた応答スペクト

ルを設定する。一関東観測点における

岩手・宮城内陸地震で得られた鉛直方

向の地中記録の位相を用いて，設定し

た応答スペクトルに適合するよう模擬

地震波を作成する。作成した模擬地震

波により厳しい評価となるように振幅

調整した地震動を一関東評価用地震動

（鉛直）とする。

一関東評価用地震動（鉛直）の設計

用応答スペクトルを第 1.6－５図に，設

計用模擬地震波の加速度時刻歴波形を

第 1.6－６図に示す。耐◇4  

【31 条】 

1.6.2.6 緊急時対策所の耐震設計 

 緊急時対策所については，基準地震

動による地震力に対して，重大事故等

に対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがないように設計する。 

 緊急時対策建屋については，耐震構

造とし，基準地震動による地震力に対

して，遮蔽性能を確保する。 

 また，緊急時対策所の居住性を確保

するため，鉄筋コンクリート構造と

し，基準地震動による地震力に対し

て，緊急時対策建屋の換気設備の性能

とあいまって緊急時対策所にとどまる

原子力防災組織又は非常時対策組織

（以下「非常時対策組織」という。）

の要員の実効線量が７日間で 100ｍＳｖ

を超えない設計とする。 

なお，地震力の算定方法及び荷重の組

合せと許容限界については，「1.6.1.4 

地震力の算定方法」及び「1.6.1.5 荷

重の組合せと許容限界」に示す建物・構

2.1.1(6) 緊急時対策所建屋 

緊急時対策所建屋については，基準地

震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事

故等に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがない設計とする。 

緊急時対策所建屋については，耐震構造

とし，基準地震動Ｓｓによる地震力に対

して，遮蔽性能を確保する。 

また，緊急時対策所の居住性を確保す

るため，鉄筋コンクリート構造とし，緊

急時対策所建屋の換気設備の性能とあい

まって十分な気密性を確保できるよう，

基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，

地震時及び地震後において耐震壁のせん

断ひずみがおおむね弾性状態にとどまる

設計とする。 

なお，地震力の算定方法及び荷重の組

合せと許容限界については，「(3) 地震

力の算定方法」及び「(4) 荷重の組合せ

と許容限界」に示す建物・構築物及び機

（当社の記載） 

事業変更許可申請に合わせた記載とした。 

詳細は添付書類「Ⅳ-1-1 耐震設計の基本

方針」にて記載。 

7日間で 100mSv という具体的な数値の記載

は，耐震設計の本文基本設計方針に記載す

る内容ではないと考えられるため削除。 

第 50条（緊急時対策所）にて展開される。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
配管系を適用する。耐⑩⑯ 築物及び機器・配管系を適用する。耐⑩

⑯ 

 

 

 

 

器・配管系のものを適用する。 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第６条、第３３条（地震による損傷の防止）（53 / 62） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（地震による損傷の防止） 

第六条 

３  耐震重要施設は、事業指

定基準規則第七条第三項の地

震により生ずる斜面の崩壊に

よりその安全性が損なわれる

おそれがないものでなければ

ならない。耐① 

 

 

 

 

（地震による損傷の防止） 

第三十三条 

２  前項第一号の重大事故等

対処施設は、事業指定基準規

則第七条第三項の地震により

生ずる斜面の崩壊により重大

事故等に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれが

ないよう、防護措置その他の

適切な措置が講じられたもの

でなければならない。耐⑨ 
 

(67) 周辺斜面 

a. 耐震重要施設 

耐震重要施設の周辺斜面は，基準地

震動による地震力に対して，耐震重要

施設に影響を及ぼすような崩壊を起こ

すおそれがないものとする。なお，耐

震重要施設周辺においては，基準地震

動による地震力に対して，施設の安全

機能に重大な影響を与えるような崩壊

を起こすおそれのある斜面はない。耐

① 

 

b. 常設耐震重要重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設 

常設耐震重要重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設の周辺

斜面は，基準地震動による地震力に対

して，重大事故等に対処するために必

要な機能に影響を及ぼすような崩壊を

起こすおそれがないものとする。な

お，当該施設の周辺においては，基準

地震動による地震力に対して，重大事

故等に対処するために必要な機能に影

響を与えるような崩壊を起こすおそれ

のある斜面はない。耐⑨ 

 

第 3.1.1-1 表 耐震重要度に応じて定める

静的地震力 

 

項 目 
耐震重

要度 

静的地震力 

水平 鉛直 

建物・

構築物 

Ｓ Kh（3.0Ci）
＊1 

Kv（1.0Cv）
＊2 

Ｂ Kh（1.5Ci） － 

Ｃ Kh（1.0Ci） － 

機器・

配管系 

Ｓ Kh（3.6Ci）
＊3 

Kv（1.2Cv）
＊4 

Ｂ Kh（1.8Ci） － 

Ｃ Kh（1.2Ci） － 

 

＊１ Kh（3.0Ci）は，3.0Ciより定まる建

物・構築物の水平地震力。 

   Ciは下式による。 

    Ci=Rt・Ai・Co 

    Rt：振動特性係数 

    Ai：Ciの分布係数 

    Co：標準せん断力係数 

＊２ Kv（1.0Cv）は，1.0Cvより定まる建

物・構築物の鉛直地震力。 

   Cvは下式による。 

    Cv=0.3・Rt 

    Rt：振動特性係数 

＊３ Kh（3.6Ci）は，3.6Ci より定まる機

 

 

(ｉ) 耐震重要施設の周辺斜面は，

基準地震動による地震力に対し

て，耐震重要施設に影響を及ぼ

すような崩壊を起こすおそれが

ないものとする。耐□4 

 

 

 

 

 

 

【31 条】 

(ｆ) 常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設の周辺斜面は，基準地震動によ

る地震力に対して，重大事故等の

対処に必要な機能へ影響を及ぼす

ような崩壊を起こすおそれがない

ものとする。耐□4  

 

 

1.6.1.7 耐震重要施設の周辺斜面 

 

耐震重要施設の周辺斜面は，基準地

震動による地震力に対して，耐震重要

施設に影響を及ぼすような崩壊を起こ

すおそれがないものとする。なお，耐

震重要施設周辺においては，基準地震

動による地震力に対して，施設の安全

機能に重大な影響を与えるような崩壊

を起こすおそれのある斜面はない。耐

① 

 

 

【31 条】 

(６) 常設耐震重要重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設の周辺

斜面は，基準地震動による地震力に対

して，重大事故等の対処に必要な機能

へ影響を及ぼすような崩壊を起こすお

それがないものとする。耐⑨ 

 

1.6.2.5 重大事故等対処施設の周辺斜面 

常設耐震重要重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設の周辺

斜面は，基準地震動による地震力に対

して，重大事故等に対処するために必

要な機能に影響を及ぼすような崩壊を

起こすおそれがないものとする。な

お，当該施設の周辺においては，基準

地震動による地震力に対して，重大事

故等に対処するために必要な機能に影

響を与えるような崩壊を起こすおそれ

のある斜面はない。耐⑨ 

 

1.6.3 主要施設の耐震構造 

1.6.3.1 使用済燃料輸送容器管理建屋 

使用済燃料輸送容器管理建屋は，鉄

筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コン

クリート造及び鉄骨造）で，使用済燃

料収納使用済燃料輸送容器保管庫，空

使用済燃料輸送容器保管庫及びトレー

ラエリアが地上１階（地上高さ約 26

ｍ），除染エリアが地上３階（地上高

さ約 16ｍ），地下１階，並びに保守エ

リアが地上２階（地上高さ約 21ｍ），

地下１階，平面が約 68ｍ（南北方向）

×約 180ｍ（東西方向）の建物であり，

堅固な基礎版上に設置する。 

建物のうち，除染エリアは，相当に

剛性が高く，耐震設計上の重要度に応

じた耐震性を有する構造とする。ま

た，他のエリアは，耐震設計上の重要

度に応じた耐震性を有する構造とす

2.1.2 地震による周辺斜面の崩壊に対す

る設計方針 

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事

故防止設備又は常設重大事故緩和設備が

設置される重大事故等対処施設について

は，基準地震動Ｓｓによる地震力により

周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認

された場所に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

耐震重要度に応じて定める

静的地震力を記載した。 

主要施設の耐震構造については設工認本文「第

２章 個別項目 仕様表」，添付書類「Ⅳ-2 再

処理施設の耐震性に関する計算書」，添付書類

「Ⅵ-2-2 平面図及び断面図」にて示す。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
器・配管系の水平地震力。 

＊４ Kv（1.2Cv）は，1.2Cvより定まる機

器・配管系の鉛直地震力。 

 

 

第 3.1.1-2 表 耐震重要度に応じて定める

動的地震力 

 

項 目 
耐震重

要度 

動的地震力 

水平 鉛直 

建物・

構築物 

Ｓ 

Kh（Ｓｓ）＊1 

Kh（Ｓｄ）＊2 

Kv（Ｓｓ）＊3 

Kv（Ｓｄ）＊4 

Ｂ Kh（Ｓｄ

/2）＊5 

Kv（Ｓｄ

/2）＊6 

Ｃ － － 

機器・

配管系 

Ｓ 
Kh（Ｓｓ）＊1 

Kh（Ｓｄ）＊2 

Kv（Ｓｓ）＊3 

Kv（Ｓｄ）＊4 

Ｂ Kh（Ｓｄ

/2）＊5 

Kv（Ｓｄ

/2）＊6 

Ｃ － － 

 

＊１ Kh（Ｓｓ）は，水平方向の基準地震

動Ｓｓに基づく水平地震力。 

＊２ Kh（Ｓｄ）は，水平方向の弾性設計

用地震動Ｓｄに基づく水平地震力。 

＊３ Kv（Ｓｓ）は，鉛直方向の基準地震

動Ｓｓに基づく鉛直地震力。 

＊４ Kv（Ｓｄ）は，鉛直方向の弾性設計

用地震動Ｓｄに基づく鉛直地震力。 

＊５ Kh（Ｓｄ/2）は，水平方向の弾性設

計用地震動Ｓｄに２分の 1を乗じた

ものに基づく水平地震力であって，

Ｂクラスの施設の地震動に対して共

振のおそれのある施設について適用

する。 

＊６ Kv（Ｓｄ/2）は，鉛直方向の弾性設

計用地震動Ｓｄに２分の 1を乗じた

ものに基づく鉛直地震力であって，

Ｂクラスの施設の地震動に対して共

振のおそれのある施設について適用

する。 

 

 

る。耐◇7  

 

1.6.3.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋は，鉄

筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コン

クリート造及び鉄骨造）で，地上３階

（地上高さ約 21ｍ），地下３階，平面

が約130ｍ（南北方向）×約86ｍ（東西

方向）の建物であり，堅固な基礎版上

に設置する。 

 建物の内部は，多くの耐震壁があ

り，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造と

する。耐◇7  

 

1.6.3.3 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建

屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋

は，鉄筋コンクリート造で，地上２階

（地上高さ約 15ｍ），地下３階，平面

が約 53ｍ（南北方向）×約 33ｍ（東西

方向）の建物であり，堅固な基礎版上

に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じ

た耐震性を有する構造とする。耐◇7  

 

1.6.3.4 前処理建屋 

前処理建屋は，鉄筋コンクリート造

（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄

骨造）で，地上５階（地上高さ約 32

ｍ），地下４階，平面が約 87ｍ（南北

方向）×約 69ｍ（東西方向）の建物で

あり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があ

り，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造と

する。耐◇7  

 

1.6.3.5 分離建屋 

分離建屋は，鉄筋コンクリート造

で，地上４階（地上高さ約 26ｍ），地

下３階，平面が約 89ｍ（南北方向）×

約 65ｍ（東西方向）の建物であり，堅

固な基礎版上に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があ

り，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造と

する。耐◇7  

 

1.6.3.6 精製建屋 

 精製建屋は，鉄筋コンクリート造

で，地上６階（地上高さ約29ｍ），地

下３階，平面が約92ｍ（南北方向）×

（当社の記載） 

耐震重要度に応じて定める

動的地震力を記載した。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
約71ｍ（東西方向）の建物であり，堅

固な基礎版上に設置する。 

 建物の内部は，多くの耐震壁があ

り，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造と

する。耐◇7  

 

 

1.6.3.7 ウラン脱硝建屋 

ウラン脱硝建屋は，鉄筋コンクリー

ト造で，地上５階（地上高さ約 27

ｍ），地下１階，平面が約 39ｍ（南北

方向）×約 41ｍ（東西方向）の建物で

あり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，相当に剛性が高く，耐震設

計上の重要度に応じた耐震性を有する

構造とする。耐◇7  

 

1.6.3.8 ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

は，鉄筋コンクリート造で，地上２階

（地上高さ約 16ｍ），地下２階，平面

が約 69ｍ（南北方向）×約 57ｍ（東西

方向）の建物であり，堅固な基礎版上

に設置する。 

建物は，相当に剛性が高く，耐震設

計上の重要度に応じた耐震性を有する

構造とする。耐◇7  

 

1.6.3.9 ウラン酸化物貯蔵建屋 

ウラン酸化物貯蔵建屋は，鉄筋コン

クリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリー

ト造）で，地上２階（地上高さ約 13

ｍ），地下２階，平面が約 53ｍ（南北

方向）×約 53ｍ（東西方向）の建物で

あり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，相当に剛性が高く，耐震設

計上の重要度に応じた耐震性を有する

構造とする。耐◇7  

 

1.6.3.10 ウラン・プルトニウム混合酸

化物貯蔵建屋 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋は，鉄筋コンクリート造で，地

上１階（地上高さ約 14ｍ），地下４

階，平面が約 56ｍ（南北方向）×約 52

ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な

基礎版上に設置する。 

建物は，相当に剛性が高く，耐震設

計上の重要度に応じた耐震性を有する

構造とする。 

なお，本建屋の地下４階において，
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ＭＯＸ燃料加工施設の貯蔵容器搬送用

洞道（以下「貯蔵容器搬送用洞道」と

いう。）と接続する。耐◇7  

1.6.3.11 高レベル廃液ガラス固化建屋 

高レベル廃液ガラス固化建屋は，鉄

筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コン

クリート造及び鉄骨造）で，地上２階

（地上高さ約 15ｍ），地下４階，平面

が約 59ｍ（南北方向）×約 84ｍ（東西

方向）の建物であり，堅固な基礎版上

に設置する。

建物の内部は，多くの耐震壁があ

り，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造と

する。耐◇7  

1.6.3.12 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

第１ガラス固化体貯蔵建屋は，鉄筋

コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンク

リート造及び鉄骨造）で，地上１階

（地上高さ約 14ｍ），地下２階，平面

が第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟で約

47ｍ（南北方向）×約 56ｍ（東西方

向），第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟

で約 47ｍ（南北方向）×約 56ｍ（東西

方向）の建物であり，堅固な基礎版上

に設置する。

建物は，相当に剛性が高く，耐震設

計上の重要度に応じた耐震性を有する

構造とする。耐◇7  

1.6.3.13 低レベル廃液処理建屋 

低レベル廃液処理建屋は，鉄筋コン

クリート造で，地上３階（地上高さ約

17ｍ），地下２階，平面が約 63ｍ（南

北方向）×約 58ｍ（東西方向）の建物

であり，堅固な基礎版上に設置する。

建物の内部は，多くの耐震壁があ

り，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造と

する。耐◇7  

1.6.3.14 低レベル廃棄物処理建屋 

低レベル廃棄物処理建屋は，鉄筋コ

ンクリート造で，地上４階（地上高さ

約 29ｍ），地下２階，平面が約 98ｍ

（南北方向）×約 99ｍ（東西方向）の

建物であり，堅固な基礎版上に設置す

る。

建物の内部は，多くの耐震壁があ

り，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造と
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
する。耐◇7  

 

1.6.3.15 チャンネルボックス・バーナ

ブルポイズン処理建屋 

チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン処理建屋は，鉄筋コンクリート

造で，地上２階（地上高さ約 26ｍ），

地下１階，平面が約 61ｍ（南北方向）

×約 61ｍ（東西方向）の建物であり，

堅固な基礎版上に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があ

り，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造と

する。耐◇7  

 

1.6.3.16 ハル・エンドピース貯蔵建屋 

ハル・エンドピース貯蔵建屋は，鉄

筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コン

クリート造及び鉄骨造）で，地上２階

（地上高さ約 18ｍ），地下４階，平面

が約 43ｍ（南北方向）×約 54ｍ（東西

方向）の建物であり，堅固な基礎版上

に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があ

り，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造と

する。耐◇7  

 

1.6.3.17 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第１低レベル廃棄物貯蔵建屋は，鉄

筋コンクリート造で，地上１階（地上

高さ約６ｍ），平面が約 73ｍ（南北方

向）×約 38ｍ（東西方向）の建物であ

り，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じ

た耐震性を有する構造とする。耐◇7  

 

1.6.3.18 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋は，鉄

筋コンクリート造で，地上２階（地上

高さ約 13ｍ），地下３階，平面が約 70

ｍ（南北方向）×約 65ｍ（東西方向）

の建物であり，堅固な基礎版上に設置

する。 

建物は，相当に剛性が高く，耐震設

計上の重要度に応じた耐震性を有する

構造とする。耐◇7  

 

1.6.3.19 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第４低レベル廃棄物貯蔵建屋は，鉄

筋コンクリート造で，地上１階（地上

高さ約６ｍ），平面が約 73ｍ（南北方

向）×約 38ｍ（東西方向）の建物であ
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り，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じ

た耐震性を有する構造とする。耐◇7  

 

1.6.3.20 制御建屋 

制御建屋は，鉄筋コンクリート造

（一部鉄骨造）で，地上３階（地上高

さ約 18ｍ），地下２階，平面が約 40ｍ

（南北方向）×約 71ｍ（東西方向）の

建物であり，堅固な基礎版上に設置す

る。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じ

た耐震性を有する構造とする。耐◇7  

 

1.6.3.21 分析建屋 

 分析建屋は，鉄筋コンクリート造

（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）で，

地上３階（地上高さ約18ｍ），地下３

階，平面が約46ｍ（南北方向）×約104

ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な

基礎版上に設置する。 

建物の内部は，多くの耐震壁があ

り，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造と

する。耐◇7  

 

1.6.3.22 非常用電源建屋 

非常用電源建屋は，鉄筋コンクリー

ト造で，地上２階（地上高さ約 14

ｍ），地下１階，平面が約 25ｍ（南北

方向）×約 50ｍ（東西方向）の建物で

あり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じ

た耐震性を有する構造とする。耐◇7  

 

1.6.3.23 緊急時対策建屋 

緊急時対策建屋は，鉄筋コンクリー

ト造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）

で，地上１階（一部地上２階建て）

（地上高さ約17ｍ），地下１階，平面

が約60ｍ（南北方向）×約79ｍ（東西

方向）の建物であり，堅固な基礎版上

に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じ

た耐震性を有する構造とする。耐◇7  

 

1.6.3.24 第１保管庫・貯水所 

第１保管庫・貯水所は，鉄筋コンク

リート造で，地上２階（保管庫）（地

上高さ約16ｍ，地下に第１貯水槽を収

納する），地下１階（貯水槽），平面

が約52ｍ（南北方向）×約113ｍ（東西

方向）の建物であり，堅固な基礎版上
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に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じ

た耐震性を有する構造とする。耐◇7  

1.6.3.25 第２保管庫・貯水所 

第２保管庫・貯水所は，鉄筋コンク

リート造で，地上２階（保管庫）（地

上高さ約16ｍ，地下に第２貯水槽を収

納する），地下１階（貯水槽），平面

が約52ｍ（南北方向）×約113ｍ（東西

方向）の建物であり，堅固な基礎版上

に設置する。

建物は，耐震設計上の重要度に応じ

た耐震性を有する構造とする。耐◇7  

1.6.3.26 溶解槽（連続式） 

溶解槽（連続式）は，補強リブ等に

よって剛性が高く，十分な耐震性を持

つ構造とする。また，これを取り付け

る支持構造物も十分剛性を持った耐震

性のあるものとする。耐◇7  

1.6.3.27 清澄機（遠心式） 

清澄機（遠心式）のケーシングは，

十分剛性のある構造とし，建物の床に

固定することで耐震性を持たせる。ま

た，回転部分も耐震性を十分考慮した

設計とする。耐◇7  

1.6.3.28 環状形パルスカラム 

環状形パルスカラムは細長い容器で

あるため，支持構造物を建物に取り付

け，それによって全体として十分な剛

性を持った耐震性のある構造とする。

耐◇7  

1.6.3.29 円筒形パルスカラム 

円筒形パルスカラムは細長い容器で

あるため，支持構造物を建物に取り付

け，それによって全体として十分な剛

性を持った耐震牲のある構造とする。

耐◇7  

1.6.3.30 その他 

その他の機器・配管系は，運転時荷

重，地震荷重による荷重により不都合

な応力が生じないよう必要に応じロッ

ドレストレイント，スナバ，その他の

装置を使用し耐震性を確保する。耐◇7  

1.9.7 地震による損傷の防止 

（地震による損傷の防止） 

第七条 安全機能を有する施設は、地
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
震力に十分に耐えることができるもの

でなければならない。 

２ 前項の地震力は、地震の発生によ

って生ずるおそれがある安全機能を有

する施設の安全機能の喪失に起因する

放射線による公衆への影響の程度に応

じて算定しなければならない。 

３ 耐震重要施設は、その供用中に当

該耐震重要施設に大きな影響を及ぼす

おそれがある地震による加速度によっ

て作用する地震力（以下「基準地震動

による地震力」という。）に対して安

全機能が損なわれるおそれがないもの

でなければならない。 

４ 耐震重要施設は、前項の地震の発

生によって生ずるおそれがある斜面の

崩壊に対して安全機能が損なわれるお

それがないものでなければならない。 

適合のための設計方針 

第１項及び第２項について 

(１) 安全機能を有する施設は，耐震

重要度分類に分類し，それぞれに応じ

た耐震設計を行う。 

Ｓクラスの施設：自ら放射性物質を

内蔵している施設，当該施設に直接関

係しておりその機能喪失により放射性

物質を外部に拡散する可能性のある施

設，放射性物質を外部に放出する可能

性のある事態を防止するために必要な

施設及び事故発生の際に，外部に放出

される放射性物質による影響を低減さ

せるために必要な施設であって，環境

への影響が大きいもの。 

Ｂクラスの施設：安全機能を有する

施設のうち，機能喪失した場合の影響

がＳクラスに属する施設と比べ小さい

施設。 

Ｃクラスの施設：Ｓクラスに属する

施設及びＢクラスに属する施設以外の

一般産業施設又は公共施設と同等の安

全性が要求される施設。 

(２) Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラ

スの施設は，以下に示す地震力に対し

ておおむね弾性範囲に留まる設計とす

る。

Ｓクラス：弾性設計用地震動による

地震力又は静的地震力のいずれか大き

い方の地震力。 

Ｂクラス：静的地震力 

共振のおそれのある施設について

は，弾性設計用地震動に２分の１を乗

じた地震力。 

65



別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第６条、第３３条（地震による損傷の防止）（61 / 62） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
Ｃクラス：静的地震力 

ａ．弾性設計用地震動による地震力 

弾性設計用地震動は，基準地震動と

の応答スペクトルの比率の値が，目安

として0.5 を下回らないような値で，

工学的判断に基づいて設定する。 

ｂ．静的地震力 

(ａ) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数

Ｃⅰに，次に示す施設の耐震重要度分類

に応じた係数を乗じ，さらに当該層以

上の重量を乗じて算定するものとす

る。 

Ｓクラス 3.0 

Ｂクラス 1.5 

Ｃクラス 1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃⅰは，

標準せん断力係数Ｃ０を0.2 以上とし，

建物・構築物の振動特性及び地盤の種

類等を考慮して求められる値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定にお

いては，地震層せん断力係数Ｃⅰに乗じ

る施設の耐震重要度分類に応じた係数

は，耐震重要度分類の各クラスともに

1.0 とし，その際に用いる標準せん断

力係数Ｃ０は1.0 以上とする。 

Ｓクラスの施設については，水平地

震力と鉛直地震力が同時に不利な方向

の組合せで作用するものとする。鉛直

地震力は，震度0.3 以上を基準とし，

建物・構築物の振動特性及び地盤の種

類等を考慮して求めた鉛直震度より算

定するものとする。ただし，鉛直震度

は高さ方向に一定とする。 

(ｂ) 機器・配管系 

耐震重要度分類の各クラスの地震力

は，上記(ａ)に示す地震層せん断力係

数Ｃⅰに施設の耐震重要度分類に応じた

係数を乗じたものを水平震度とし，当

該水平震度及び上記(ａ)の鉛直震度を

それぞれ20％増しとした震度より求め

るものとする。なお，水平地震力と鉛

直地震力とは同時に不利な方向の組合

せで作用するものとする。ただし，鉛

直震度は高さ方向に一定とする。 

第３項について 

(１) 基準地震動は，最新の科学的・

技術的知見を踏まえ，敷地及び敷地周

辺の地質・地質構造，地盤構造並びに

地震活動性等の地震学及び地震工学的

見地から想定することが適切なものを

策定する。 

 (２) 耐震重要施設は，基準地震動
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
による地震力に対して安全機能が損な

われないよう設計する。 

第４項について 

耐震重要施設周辺においては，基準

地震動による地震力に対して，施設の

安全機能に重大な影響を与えるような

崩壊を起こすおそれのある斜面はな

い。 

添付書類四の下記項目参照 

4. 地 盤 

6. 地 震 

添付書類六の下記項目参照 

1.6 耐震設計 

耐◇1  
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基本設計方針を踏まえた添付書類の 

記載及び申請回次の展開 
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基本設計方針の添付書類への展開 
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令和３年７月 15 日 Ｒ０ 

 

 

 

別紙４ 
 

 

 

添付書類の発電炉との比較 

  

注）発電炉の記載の差については、共通 00 で以下のとおり、下線、二重下線を使い分ける

よう示しているが、現在精査中のため、本資料では発電炉の記載の差は全て下線で示す。 

（共通 00 抜粋） 

・記載の差であってプラント固有に該当しないものは下線を引く 

・記載の差がプラント固有の事項で生じている場合は、二重下線を引く 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（1／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要 

 

目次 

1. 概要  

2. 耐震設計の基本方針  

2.1 基本方針  

2.2 適用規格  

3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備の分類  

3.1 耐震重要度分類  

3.2 重大事故等対処施設の設備の分類  

3.3 波及的影響に対する考慮  

4. 設計用地震力  

4.1 地震力の算定法  

4.2 設計用地震力  

5. 機能維持の基本方針  

5.1 構造強度  

5.2 機能維持  

6. 構造計画と配置計画  

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針  

8. ダクティリティに関する考慮  

9. 機器・配管系の支持方針について  

10. 耐震計算の基本方針  

10.1 建物・構築物  

10.2 機器・配管系  

10.3 土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1  基本方針 

2.2  適用規格 

3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類 

3.1  安全機能を有する施設の耐震重要度分類 

3.2  重大事故等対処設備の設備分類 後次回申請以降 

3.3  波及的影響に対する考慮 

4. 設計用地震力 

4.1  地震力の算定方法 

4.2  設計用地震力 

5. 機能維持の基本方針 

5.1  構造強度 

5.2  機能維持 

6. 構造計画と配置計画 

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

8. ダクティリティに関する考慮 

9. 機器・配管系の支持方針について 

10. 耐震計算の基本方針 

10.1 建物・構築物 

10.2 機器・配管系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書本

文における「Ⅰ-

１ 基本設計方

針」と同様に，

建物・構築物

は，建屋，屋外

重要土木構造物

(洞道)等の総称

としており，屋

外重要土木構造

物(洞道)につい
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（2／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

10.4 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備 

ても，建物・構

築物の章内にて

記載。 

再処理施設にお

いては，敷地高

さに津波が到達

しないことを事

業変更許可申請

書において記載

しており，該当

はない。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（3／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
1. 概要 

本資料は，発電用原子炉施設の耐震設計が「実用発電用原子炉及

びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」

という。）第4 条及び第49 条（地盤）並びに第5 条及び第50 条

（地震による損傷の防止）に適合することを説明するものである。 

なお，上記条文以外への適合性を説明する各資料にて基準地震動

Ｓｓに対して機能を保持するとしているものとして，第 11 条及び

第 52 条に係る火災防護設備の耐震性については添付書類「Ⅴ-2-

別添 1」に，第 12 条に係る溢水防護に係る設備の耐震性について

は添付書類「Ⅴ-2-別添 2」に，第 54 条に係る可搬型重大事故等対

処設備等の耐震性については添付書類「Ⅴ-2-別添 3」にて説明す

る。 

1. 概要 

本資料は，再処理施設の耐震設計が「再処理施設の技術基準に関

する規則」(以下「技術基準規則」という。)第5条 (地盤)，第6

条，(地震による損傷の防止)に適合することを説明するものであ

る。 

なお，第32条(地盤)，第33条(地震による損傷の防止)に係る説明

については後次回申請以降で申請する。 

また，上記条文以外への適合性を説明する各資料にて基準地震動

又は基準地震動を1.2倍した地震力に対して機能を保持するとして

いるものとして，第11条及び第35条に係る火災防護設備の耐震性，

第12条，第13条及び第36条に係る溢水防護及び化学薬品の漏えいに

係る設備の耐震性，重大事故等対処設備の耐震性については後次回

申請以降における添付書類Ⅳ別添にて説明する。 

 

 

 

 

 

 

第 1 回申請範囲

である安全機能

を有する施設に

対する記載と

し，重大事故等

対処施設につい

ては後次回申請

以降に示す。以

降，本資料にお

いて重大事故等

対処施設の記載

有無による先行

炉との差異理由

は同様。 

 

再処理施設の設

工認申請におい

ては分割申請で

あるため，後次

回申請以降で示

す範囲について

記載した。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（4／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
2. 耐震設計の基本方針 

2.1 基本方針 

発電用原子炉施設の耐震設計は，設計基準対象施設については地

震により安全機能が損なわれるおそれがないこと，重大事故等対処

施設については地震により重大事故に至るおそれがある事故又は重

大事故（以下「重大事故等」という。）に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがないことを目的とし，「技術基準規則」に

適合する設計とする。 

 

施設の設計に当たり考慮する，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地

震動Ｓｄの概要を添付書類「Ⅴ-2-1-2基準地震動Ｓｓ及び弾性設計

用地震動Ｓｄの策定概要」に示す。 

(1) 設計基準対象施設のうち，地震により生ずるおそれがあるその

安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特

に大きいもの（以下「耐震重要施設」という。）は，その供用中

に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震によ

る加速度によって作用する地震力に対して，その安全機能が損な

われるおそれがない設計とする。 

 

 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設備又

は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定

重大事故等対処施設を除く。）は，基準地震動Ｓｓによる地震力

に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれる

おそれがない設計とする。 

 

(2) 設計基準対象施設は，地震により発生するおそれがある安全機

能の喪失（地震に伴って発生するおそれがある津波及び周辺斜面

の崩壊等による安全機能の喪失を含む。）及びそれに続く放射線

による公衆への影響を防止する観点から，各施設の安全機能が喪

失した場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」とい

う。）に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス又はＣクラスに分類（以下

「耐震重要度分類」という。）し，それぞれに応じた地震力に十

分耐えられる設計とする。 

 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1  基本方針 

再処理施設の耐震設計は，安全機能を有する施設については，地

震により安全機能が損なわれるおそれがないことを目的とし，「技

術基準規則」に適合する設計とする。 

 

 

 

 

施設の設計にあたり考慮する，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地

震動Ｓｄの概要を添付書類「Ⅳ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び

弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に示す。 

(1) 安全機能を有する施設のうち，地震の発生によって生ずるおそ

れがある安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の

程度が特に大きい施設(以下「耐震重要施設」という。)は，その

供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動(以下「基準地

震動」という。)による加速度によって作用する地震力に対し

て，その安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)安全機能を有する施設は，地震により発生するおそれがある安

全機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止す

る観点から，各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な

程度(以下「耐震重要度」という。)に応じて，Ｓクラス，Ｂクラ

ス及びＣクラスに分類（以下「耐震重要度分類」という。）し，

それぞれの耐震重要度に応じた地震力に十分耐えられる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申

請書において，

敷地に到達する

津波はないこ

と，また耐震重

要施設又は常設

耐震重要重大事

故等対処施設の
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（5／58）

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

重大事故等対処施設については，施設の各設備が有する重大事

故等時に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて，常

設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備，常設

耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備及び可搬型重

大事故等対処設備に耐震設計上の区分を分類する。 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設備以

外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特

定重大事故等対処施設を除く。）は，上記に示す，代替する機能

を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラス

に適用される地震力に十分に耐えることができる設計とする。 

本施設と常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施

設の両方に属する重大事故等対処施設については，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力を適用するものとする。なお，特定重大事故等対

処施設に該当する施設は本申請の対象外である。 

(3) 建物・構築物とは，建屋，屋外機械基礎，屋外重要土木構造物

（洞道），竜巻防護対策設備，排気筒及び換気筒の総称とする。 

周辺に崩壊を起

こすおそれのあ

る斜面がないこ

とを記載してい

るため，当該事

項に係る内容は

記載していな

い。 

基本設計方針に

基づいた記載と

した。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（6／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(3) 設計基準対象施設における建物・構築物及び土木構造物（屋外

重要土木構造物及びその他の土木構造物）については，耐震重要

度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合におい

ても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設

置される重大事故等対処施設については，基準地震動Ｓｓによる

地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力

を有する地盤に設置する。 

また，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止

設備が設置される重大事故等対処施設については，代替する機能

を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラス

に適用される地震力が作用した場合においても，接地圧に対する

十分な支持力を有する地盤に設置する。 

 

耐震重要施設については，地盤変状が生じた場合においても，

その安全機能が損なわれないよう，適切な対策を講ずる設計とす

る。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設

置される重大事故等対処施設については，地盤変状が生じた場合

においても，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれ

るおそれがないよう，適切な対策を講ずる設計とする。 

また，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設は，その周

辺地盤を強制的に液状化させることを仮定した場合においても，

支持機能及び構造健全性が確保される設計とする。 

これらの地盤の評価については，添付書類「Ⅴ-2-1-3 地盤の

支持性能に係る基本方針」に示す。 

 

 

(4) 安全機能を有する施設における建物・構築物については，耐震

重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合に

おいても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震重要施設については，地盤変状が生じた場合においても，

その安全機能が損なわれないよう，適切な対策を講ずる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの地盤の評価については，添付書類「Ⅳ－１－１－２ 

地盤の支持性能に係る基本方針」に示す。 

 

 

P1 における屋外

重要土木構造物

の取り扱いと同

様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周辺地盤の液状

化のおそれがあ

る施設について

は，液状化の影

響を考慮するも

のとし，液状化

特性は敷地地盤

の試験結果に基

づき，ばらつき

及び不確実性を

考慮した上で設

定する。そのた

め，周辺地盤を
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（7／58）

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
強制的に液状化

させることを仮

定した設計は行

わない。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（8／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(4) Ｓクラスの施設（(6)に記載のものを除く。）について，静的

地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せ

で作用するものとする。 

Ｓクラスの施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重

大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設については，基

準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平２

方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとす

る。 

 

(5) Ｓクラスの施設（(6)に記載のものを除く。）は，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が保持できる設計とす

る。 

建物・構築物については，構造物全体としての変形能力（終局

耐力時の変形）に対して十分な余裕を有するように，機器・配管

系については，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小

さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し，その

施設の機能を保持できるように設計する。 

 

 

 

 

 

 

動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て，当該機器に要求される機能を維持する設計とする。このう

ち，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，動

作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認

がなされた機能確認済加速度等を超えないことを確認する。 

 

また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のい

ずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる範

囲で耐える設計とする。 

 

 

 

(5) Ｓクラスの施設について，静的地震力は水平方向地震力と鉛直

方向地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。 

 

Ｓクラスの施設については，基準地震動及び弾性設計用地震動

よる地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わ

せて算定するものとする。 

 

 

 

(6) Ｓクラスの施設は，基準地震動による地震力に対してその安全

機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

建物・構築物については，建物・構築物全体としての変形能力

(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余

裕を有するように，機器・配管系については，塑性域に達するひ

ずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって

破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能を保持できる

ように設計する。 

建物・構築物のうち屋外重要土木構造物(洞道)は，構造部材の

曲げについては限界層間変形角，終局曲率又は鉄筋の降伏強度，

構造部材のせん断についてはせん断耐力を許容限界とし，限界層

間変形角，終局曲率及びせん断耐力に対して妥当な安全余裕をも

たせる設計とする。 

動的機器等については，基準地震動による地震力に対して，当

該機器に要求される機能を維持する設計とする。このうち，動的

機能が要求される機器については，当該機器の構造，動作原理等

を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされ

た機能確認済加速度等を超えないことを確認する。 

 

また，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれ

か大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐

える設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

P1 における屋外

重要土木構造物

の取り扱いと同

様。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（9／58）

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設

置される重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に

対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるお

それがない設計とする。建物・構築物については，構造物全体と

しての変形能力（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕を有す

るように，機器・配管系については，塑性ひずみが生じる場合で

あっても，その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十

分な余裕を有し，その施設の機能を保持できるように設計する。 

動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て，当該機器に要求される機能を維持する設計とする。このう

ち，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，動

作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認

がなされた機能確認済加速度等を超えていないことを確認する。 

動的機器等については，基準地震動による地震力に対して，当

該機器に要求される機能を維持する設計とする。このうち，動的

機能が要求される機器については，当該機器の構造，動作原理等

を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされ

た機能確認済加速度等を超えていないことを確認する。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（10／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 (6) 屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津波

監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建

物・構築物は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，それぞれ

の施設及び設備に要求される機能が保持できる設計とする。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設

置される重大事故等対処施設の土木構造物は，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対して，重大事故等時に対処するために必要な機能

が損なわれるおそれがない設計とする。 

新設屋外重要土木構造物は，構造部材の曲げについては許容応

力度，構造部材のせん断については許容せん断応力度を許容限界

とするが，構造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲げについては

限界層間変形角又は終局曲率，鋼材の曲げについては終局曲率，

鉄筋コンクリート及び鋼材のせん断についてはせん断耐力を許容

限界とする場合もある。既設屋外重要土木構造物の構造部材のう

ち，鉄筋コンクリートの曲げについては限界層間変形角又は終局

曲率，鋼材の曲げについては終局曲率，鉄筋コンクリート及び鋼

材のせん断についてはせん断耐力を許容限界とする。 

なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界に

対しては妥当な安全余裕を持たせることとし，それぞれ安全余裕

については各施設の機能要求等を踏まえ設定する。 

津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物につ

いては，当該施設及び建物・構築物が構造全体として変形能力

（終局耐力時の変形）及び安定性について十分な余裕を有すると

ともに，その施設に要求される機能が保持できるものとする。 

浸水防止設備及び津波監視設備については，その施設に要求さ

れる機能が保持できるものとする。 

基準地震動Ｓｓによる地震力は，水平２方向及び鉛直方向につ

いて適切に組み合わせて算定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 における屋外

重要土木構造物

の取り扱いと同

様。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（11／58）

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(7) Ｂクラスの施設は，4.1 項に示す耐震重要度分類に応じた静的

地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で耐える設計と

する。

また，共振のおそれのあるものについては，その影響について

の検討を行う。その場合，検討に用いる地震動は，弾性設計用地

震動Ｓｄに2 分の1 を乗じたものとする。当該地震動による地震

力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定

するものとする。 

Ｃクラスの施設は，4.1 項に示す耐震重要度分類に応じた静的

地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で耐える設計と

する。 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が

設置される重大事故等対処施設は，上記に示す，代替する機能を

有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラスに

適用される地震力に対して，おおむね弾性状態にとどまる範囲で

耐えられる設計とする。 

(8) 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大

事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設が，それ以外の発

電所内にある施設（資機材等含む）の波及的影響によって，それ

ぞれの安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損

なわない設計とする。

(9) 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の構造計画及び配

置計画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮する。

(7) Ｂクラスの施設は，4.1 項に示す耐震重要度分類に応じた静的

地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計とす

る。

また，共振のおそれのある施設については，その影響について

の検討を行う。その場合，検討に用いる地震動は，弾性設計用地

震動に２分の１を乗じたものとする。当該地震動による地震力

は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定す

るものとする。 

Ｃクラスの施設は，4.1 項に示す耐震重要度分類に応じた静的

地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えるように設

計する。 

(8) 耐震重要施設が，それ以外の再処理施設内にある施設(資機材

等含む)の波及的影響によって，その安全機能を損なわない設計

とする。

(9) 破損又は機能喪失により臨界を起こすおそれのある施設は，基

準地震動による地震力に対し，臨界を引き起こさないことの確認

を行う。 

本方針に基づく設計対象施設及び設計方針を後次回申請以降の

「Ⅳ－１－１－１３ 申請設備に係る地震時の臨界安全性検討方

針」において示す。 

(10) 安全機能を有する施設の構造計画及び配置計画に際しては，

地震の影響が低減されるように考慮する。

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 

地震時において

未臨界状態を維

持するための検

討方針を示す添

付書類を記載。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（12／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
2.2 適用規格 

適用する規格としては，既に認可された工事計画の添付書類（以

下「既工事計画」という。）で適用実績がある規格のほか，最新の

規格基準についても技術的妥当性及び適用性を示したうえで適用可

能とする。なお，規格基準に規定のない評価手法等を用いる場合

は，既往研究等において試験，研究等により妥当性が確認されてい

る手法，設定等について，適用条件，適用範囲に留意し，その適用

性を確認した上で用いる。 

既工事計画において実績のある適用規格を以下に示す。 

 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1987」 

（社）日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 

ＪＥＡＧ４６０１・補－1984」（社）日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1991 追補

版」（社）日本電気協会 

（以降，「ＪＥＡＧ４６０１」と記載しているものは上記3指針を

指す。） 

・建築基準法・同施行令 

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法－

（（社）日本建築学会，1999 改定） 

・原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（（社）日本

建築学会，2005 制定） 

・鋼構造設計規準－許容応力度設計法－（（社）日本建築学会，

2005 改定） 

・鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計と

保有水平耐力－（（社）日本建築学会，2001 改定） 

・建築耐震設計における保有耐力と変形性能（（社）日本建築学

会，1990改定） 

・建築基礎構造設計指針（（社）日本建築学会，2001 改定） 

・発電用原子力設備規格コンクリート製原子炉格納容器規格

（（社）日本機械学会，2003） 

・各種合成構造設計指針・同解説((社)日本建築学会，2010改定) 

・コンクリート標準示方書［構造性能照査編］（（社）土木学会，

2002 年制定） 

2.2  適用規格 

適用する規格としては，既に認可された設計及び工事の方法の認

可申請書の添付書類(以下「既設工認」という。)で適用実績がある

規格の他，最新の規格基準についても技術的妥当性及び適用性を示

したうえで適用可能とする。なお，規格基準に規定のない評価手法

等を用いる場合は，既往研究等において試験，研究等により妥当性

が確認されている手法，設定等について，適用条件，適用範囲に留

意し，その適用性を確認した上で用いる。 

既設工認において実績のある主要な適用規格を以下に示す。 

 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」（社）日本電

気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 

JEAG4601･補-1984」（社）日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」

（社）日本電気協会 

(以降，添付書類Ⅳにおいて「JEAG4601」と記載しているものは上

記３指針を指す。) 

・建築基準法・同施行令 

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法－

(（社）日本建築学会，1999 改定) 

 

 

・鋼構造設計規準－許容応力度設計法－(（社）日本建築学会，

2005 改定) 

・鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計と

保有水平耐力－(（社）日本建築学会，2001 改定) 

 

 

・建築基礎構造設計指針((社)日本建築学会，2001 改定) 

 

 

 

・コンクリート標準示方書［構造性能照査編］(（社）土木学会，

2002年制定) 

再処理施設の既

設工認における

適用規格を記載

した。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（13／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
・道路橋示方書（Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編）・同解説（（社）日本

道路協会，平成14 年3月） 

・道路橋示方書（Ⅴ耐震設計編）・同解説（（社）日本道路協会，

平成14 年3 月） 

・水道施設耐震工法指針・解説（（社）日本水道協会，1997 年

版） 

・地盤工学会基準（JGS1521－2003）地盤の平板載荷試験方法 

・地盤工学会基準（JGS3521－2004）剛体載荷板による岩盤の平板

載荷試験方法 

ただし，ＪＥＡＧ４６０１に記載されているＡｓクラスを含むＡ

クラスの施設をＳクラスの施設とした上で，基準地震動Ｓ２，Ｓ１

をそれぞれ基準地震動Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄと読み替える。 

なお，Ａクラスの施設をＳクラスと読み替える際には基準地震動

Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを適用するものとする。 

 

また，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」（昭和55 

年通商産業省告示第501号，最終改正平成15年7月29日経済産業省告

示第277号）に関する内容については，「発電用原子力設備規格 設

計・建設規格（2005年版（2007年追補版を含む））＜第Ⅰ編 軽水

炉規格＞JSME S NC1－2005／2007」（日本機械学会）（以下「設

計・建設規格」という。）に従うものとする。 

・道路橋示方書(Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編)・同解説(（社）日本道

路協会，平成14年3月) 

・道路橋示方書(Ⅴ耐震設計編)・同解説(（社）日本道路協会，平

成14年3月) 

 

 

 

 

 

ただし，JEAG4601に記載されているＡｓクラスを含むＡクラスの

施設をＳクラスの施設とした上で，基準地震動Ｓ２，Ｓ１をそれぞ

れ基準地震動Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄと読み替える。 

なお，Ａクラスの施設をＳクラスと読み替える際には基準地震動

Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを適用するものとする。 

 

また，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」(昭和 55

年通商産業省告示第 501 号，最終改正平成 15 年７月 29 日経済産業

省告示第 277 号)に関する内容については，「発電用原子力設備規

格 設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補版を含む))＜第Ⅰ編 軽

水炉規格＞JSME S NC1」(以下「JSME S NC1」という。) に従うも

のとする。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（14／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備の分類 

3.1 耐震重要度分類 

設計基準対象施設の耐震設計上の重要度を以下の通り分類する。

下記に基づく各施設の具体的な耐震設計上の重要度分類及び当該施

設を支持する構造物の支持機能が維持されることを確認する地震動

を添付書類「Ⅴ-2-1-4 重要度分類及び重大事故等対処施設の施設

区分の基本方針」の表2-1 に，申請設備の耐震重要度分類について

同資料表2-2 に示す。 

 

(1) Ｓクラスの施設 

地震により発生するおそれがある事象に対して，原子炉を停止

し，炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設，自ら放射性物質

を内蔵している施設，当該施設に直接関係しており，その機能喪失

により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設，これらの施

設の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和し，放射線によ

る公衆への影響を軽減するために必要な機能を持つ施設及びこれら

の重要な安全機能を支援するために必要となる施設，並びに地震に

伴って発生するおそれがある津波による安全機能の喪失を防止する

ために必要となる施設であって，その影響が大きい施設 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラ

スの施設と比べ小さい施設 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業

施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設 

 

3.2 重大事故等対処施設の設備の分類 

重大事故等対処施設の設備について，耐震設計上の区分を設備

が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態を

踏まえて，以下の通りに分類する。下記の分類に基づき耐震評価

を行う申請設備の設備分類について，添付書類「Ⅴ-2-1-4 重要

度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の基本方針」の表4-1 

に示す。 

 

3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類 

3.1  耐震重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を以下のとおり分類

する。下記に基づく各施設の具体的な耐震設計上の重要度分類及び

当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されることを確認する

地震動を添付書類「Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対

処設備の設備分類の基本方針」の第2.3‐1表及び第3.2-１表に示

す。 

 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係してお

りその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施

設，放射性物質を外部に放出する可能性のある事態を防止するため

に必要な施設及び事故発生の際に，外部に放出される放射性物質に

よる影響を低減させるために必要な施設であって，環境への影響が

大きいもの。 

 

 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラ

スの施設と比べ小さい施設。 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業

施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設。 

 

3.2  重大事故等対処設備の設備分類  

重大事故等対処設備の設備分類については，後次回申請以降

で申請する。 

 

 

 

 

 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（15／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(1) 基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処する

ために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの 

a. 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設計

基準事故対処設備が有する機能を代替するもの 

 

b. 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合におい

て，当該重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和するた

めの機能を有する設備であって常設のもの 

 

 

 

 

 (2) 静的地震力に対して十分耐えるよう，また共振のおそれの

ある施設については弾性設計用地震動Ｓｄに2 分の1 を乗じ

たものによる地震力に対しても十分に耐えるよう設計するも

の 

a. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設

備 

常設重大事故防止設備であって，耐震Ｂクラス又はＣクラス

に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（16／58）

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
3.3 波及的影響に対する考慮 

「3.1 耐震重要度分類」及び「3.2 重大事故等対処施設の設備の

分類」に示した耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又

は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（以下

「上位クラス施設」という。）は，下位クラス施設の波及的影響に

よって，それぞれその安全機能及び重大事故等に対処するために必

要な機能を損なわない設計とする。 

この設計における評価に当たっては，敷地全体及びその周辺を俯

瞰した調査・検討等を行う。 

ここで，下位クラス施設とは，上位クラス施設の周辺にある上位

クラス施設以外の施設（資機材等含む）をいう。

耐震重要施設に対する波及的影響については，以下に示す(1)～

(4)の4つの事項から検討を行う。

また，原子力発電所の地震被害情報等から新たに検討すべき事項

が抽出された場合は，これを追加する。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設に対する波及的影響については，以下に

示す(1)～(4)の4つの事項について，「耐震重要施設」を「常設耐

震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重

大事故等対処施設」に，「安全機能」を「重大事故等時に対処する

ために必要な機能」に読み替えて適用する。 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不

等沈下による影響

a. 不等沈下

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う不等沈下に

よる，耐震重要施設の安全機能への影響 

b. 相対変位

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う下位クラス

施設と耐震重要施設の相対変位による，耐震重要施設の安全機能へ

の影響 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，耐震重要

施設に接続する下位クラス施設の損傷による，耐震重要施設の安全

3.3 波及的影響に対する考慮 

「3.1 耐震重要度分類」に示した耐震重要施設（以下「上位クラ

ス施設」という。）は，下位クラス施設の波及的影響によって，そ

の安全機能を損なわない設計とする。

この設計における評価に当たっては，敷地全体及びその周辺を俯

瞰した調査・検討等を行う。 

ここで，下位クラス施設とは，上位クラス施設の周辺にある上位

クラス施設以外の再処理施設内にある施設(資機材等含む)をいう。

耐震重要施設に対する波及的影響については，以下に示す(1)～

(4)の４つの事項から検討を行う。

また，原子力施設及び化学プラント等の地震被害情報から新たに

検討すべき事項が抽出された場合は，これを追加する。 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等

沈下による影響

ａ．不等沈下

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う不等沈下に

よる，耐震重要施設の安全機能への影響 

ｂ．相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う下位クラス

施設と耐震重要施設の相対変位による，耐震重要施設の安全機能へ

の影響 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，耐震重要

施設に接続する下位クラス施設の損傷による，耐震重要施設の安全

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（17／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
機能への影響 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等による

耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，建屋内の

下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等による，耐震重要施設の安

全機能への影響 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等による

耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋外

の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等による，耐震重要施設の

安全機能への影響 

 

上記の観点から調査・検討等を行い，波及的影響を考慮すべき下

位クラス施設及びそれに適用する地震動を添付書類「Ⅴ-2-1-4 重

要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の基本方針」の表2-1 

及び表2-2 並びに表4-1 及び表4-2 に示す。 

 

上記の観点から調査・検討等を行い抽出された波及的影響を考慮

すべきこれらの下位クラス施設は，上位クラス施設の有する機能を

保持するよう設計する。 

また，工事段階においても，上位クラス施設の設計段階の際に検

討した配置・補強等が設計どおりに施されていることを，敷地全体

及びその周辺を俯瞰した調査・検討を行うことで確認する。また，

仮置資材等，現場の配置状況等の確認を必要とする下位クラス施設

についても併せて確認する。 

以上の詳細な方針は，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基

本方針」に示す。 

機能への影響 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐

震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，建屋内の

下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による，耐震重要施設の安全

機能への影響 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐

震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，建屋外の

下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による，耐震重要施設の安全

機能への影響 

 

上記の観点から調査・検討等を行い，波及的影響を考慮すべき下

位クラス施設及びそれに適用する地震動を添付書類「Ⅳ－１－１－

３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針」及

び「Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針」に示す。 

 

上記の観点から調査・検討等を行い抽出された波及的影響を考慮

すべきこれらの下位クラス施設は，上位クラス施設の有する機能を

保持するよう設計する。 

また，工事段階においても，上位クラス施設の設計段階の際に検

討した配置・補強等が設計どおりに施されていることを，敷地全体

及びその周辺を俯瞰した調査・検討を行うことで確認する。また，

仮置資材等，現場の配置状況等の確認を必要とする下位クラス施設

についても併せて確認する。 

以上の詳細な方針は，添付書類「Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に

係る基本方針」に示す。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（18／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
4. 設計用地震力 

4.1 地震力の算定法 

耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。 

(1) 静的地震力 

設計基準対象施設に適用する静的地震力は，Ｓクラスの施設（津

波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を除く。），Ｂクラス

及びＣクラスの施設に適用することとし，それぞれ耐震重要度分類

に応じて，以下の地震層せん断力係数Ｃｉ及び震度に基づき算定す

るものとする。 

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故防止設備

以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設に，

代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分

類のクラスに適用される静的地震力を適用する。 

 

a. 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震

重要度分類に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて

算定するものとする。 

Ｓクラス 3.O 

Ｂクラス 1.5 

Ｃクラス 1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を0.2 

以上とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮して求め

られる値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数

Ｃｉに乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は，Ｓクラス，Ｂ

クラス及びＣクラスともに1.0 とし，その際に用いる標準せん断力

係数Ｃ０は1.0 以上とする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不

利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，震度0.3 

以上を基準とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮

し，高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定するものとす

る。 

b. 機器・配管系 

静的地震力は，上記a.に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設の耐

4. 設計用地震力 

4.1  地震力の算定方法 

耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。 

4.1.1 静的地震力 

安全機能を有する施設に適用する静的地震力は，Ｓクラスの施

設，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用することとし，それぞれの

耐震重要度分類に応じて，以下の地震層せん断力係数Ｃｉ及び震度

に基づき算定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

(1) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の

耐震重要度に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗

じて算定するものとする。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ0を0.2

以上とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮して求め

られる値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数

Ｃｉに乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は，Ｓクラス，Ｂ

クラス及びＣクラスともに1.0とし，その際に用いる標準せん断力

係数Ｃ0は1.0以上とする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不

利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，震度0.3

以上を基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類を考慮し

て求めた鉛直震度より算定するものとする。ただし，鉛直震度は高

さ方向に一定とする。 

(2) 機器・配管系 

耐震重要度分類の各クラスの静的地震力は，上記(1)に示す地震
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（19／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度として，当該水

平震度及び上記a.の鉛直震度をそれぞれ20％増しとした震度より求

めるものとする。 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不

利な方向の組合せで作用するものとする。ただし，鉛直震度は高さ

方向に一定とする。 

 

c. 土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物） 

土木構造物の静的地震力については，ＪＥＡＧ４６０１の規定を

参考に，Ｃクラスの建物・構築物に適用される静的地震力を適用す

る。 

 

上記a.，b.及びc.の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し係数の適用

については，耐震性向上の観点から，一般産業施設，公共施設等の

耐震基準との関係を考慮して設定する。 

 

(2) 動的地震力 

設計基準対象施設については，動的地震力は，Ｓクラスの施設，

屋外重要土木構造物及びＢクラスの施設のうち共振のおそれのある

ものに適用する。Ｓクラスの施設（津波防護施設，浸水防止設備及

び津波監視設備を除く。）については，基準地震動Ｓｓ及び弾性設

計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を適用する。 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては，弾性

設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動の振幅を2 分の1 にしたも

のによる地震力を適用する。 

 

 

屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視

設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築

物については，基準地震動Ｓｓによる地震力を適用する。 

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故防止設備

又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設に基準

地震動Ｓｓによる地震力を適用する。 

 

層せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度に応じた係数を乗じたもの

を水平震度とし，当該水平震度及び上記(1)の鉛直震度をそれぞれ

20%増しとした震度より求めるものとする。 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不

利な方向の組合せで作用するものとする。ただし，鉛直震度は高さ

方向に一定とする。 

 

 

 

 

 

 

上記(1)及び(2)の標準せん断力係数Ｃ0等の割増し係数について

は，耐震性向上の観点から，一般産業施設及び公共施設の耐震基準

との関係を考慮して設定する。 

 

4.1.2  動的地震力 

安全機能を有する施設については，動的地震力は，Ｓクラスの施

設及びＢクラスの施設のうち共振のおそれのあるものに適用する。Ｓク

ラスの施設については，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄから

定める入力地震動を適用する。 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては，弾性

設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動の振幅を２分の１にしたも

のによる地震力を適用する。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（20／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設

置される重大事故等対処施設のうち，Ｂクラスの施設の機能を代替

する共振のおそれのある施設については，共振のおそれのあるＢク

ラスの施設に適用する地震力を適用する。 

 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設の土木構造物については，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力を適用する。 

 

動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによ

る材料定数の変動幅を適切に考慮する。動的解析の方法等について

は，添付書類「Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に，設計用床

応答曲線の作成方法については，添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応

答曲線の作成方針」に示す。 

動的地震力は水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせ

て算定する。動的地震力の水平２方向及び鉛直方向の組合せについ

ては，水平1 方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた既往の耐震計

算への影響の可能性がある施設・設備を抽出し，3 次元応答性状の

可能性も考慮した上で既往の方法を用いた耐震性に及ぼす影響を評

価する。その方針を添付書類「Ⅴ-2-1-8 水平２方向及び鉛直方向

地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

 

 

これらの地震応答解析を行う上で，更なる信頼性の向上を目的と

して設置した地震観測網から得られた観測記録により振動性状の把

握を行う。地震観測網の概要については，添付書類「Ⅴ-2-1-6 地

震応答解析の基本方針」の別紙「地震観測網について」に示す。 

 

 

4.2 設計用地震力 

「4.1 地震力の算定法」に基づく設計用地震力は添付書類「Ⅴ-2-

1-9 機能維持の基本方針」の表2-1 に示す地震力に従い算定するも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによ

る材料定数の変動幅を適切に考慮する。動的解析の方法等について

は，添付書類「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」に，設

計用床応答曲線の作成方法については，添付書類「Ⅳ－１－１－６ 

設計用床応答曲線の作成方針」に示す。 

動的地震力は水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせ

て算定する。動的地震力の水平２方向及び鉛直方向の組合せについ

ては，水平１方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた既往の耐震計

算への影響の可能性がある施設・設備を抽出し，３次元応答性状の

可能性も考慮した上で既往の方法を用いた耐震性に及ぼす影響を評

価する。その方針を添付書類「Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

 

 

これらの地震応答解析を行う上で，更なる信頼性の向上を目的と

して設置した地震観測装置から得られた観測記録により振動性状の

把握を行う。地震観測網の概要については，添付書類「Ⅳ－１－１

－５ 地震応答解析の基本方針」の別紙「地震観測網について」に

示す。 

 

4.2  設計用地震力 

「4.1 地震力の算定方法」に基づく設計用地震力は添付書類「Ⅳ

－１－１－８ 機能維持の基本方針」に示す。 
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別紙４－１ 
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【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（21／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
5. 機能維持の基本方針 

耐震設計における安全機能維持は，設計基準対象施設の耐震重要

度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震動に対し

て，施設の構造強度の確保を基本とする。 

耐震安全性が応力の許容限界のみで律することができない施設

等，構造強度に加えて，各施設の特性に応じた動的機能，電気的機

能，気密性，止水性，遮蔽性，支持機能，通水機能及び貯水機能の

維持を必要とする施設については，その機能が維持できる設計とす

る。 

気密性，止水性，遮蔽性，支持機能，通水機能及び貯水機能の維

持については，構造強度を確保することを基本とする。必要に応じ

て評価項目を追加することで，機能維持設計を行う。 

ここでは，上記を考慮し，各機能維持の方針を示す。 

5.1 構造強度 

発電用原子炉施設は，設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重

大事故等対処施設の施設区分に応じた地震動に伴う地震力による荷

重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮した上で，構造強度を

確保する設計とする。また，変位及び変形に対し，設計上の配慮を

行う。 

自然現象に関する組合せは，添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原

子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」

に従い行う。なお，添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉施設の自然

現象等による損傷の防止に関する説明書」のうち添付書類「Ⅴ-1-

1-2-2-1 耐津波設計の基本方針」，添付書類「Ⅴ-1-1-10 通信連絡

設備に関する説明書」，添付書類「Ⅴ-4-2 生体遮蔽装置の放射線

の遮蔽及び熱除去についての計算書」，添付書類「Ⅴ-1-7-3 中央

制御室の居住性に関する説明書」及び添付書類「Ⅴ-1-9-3-1 緊急

時対策所の機能に関する説明書」における耐震設計方針についても

本項に従う。 

具体的な荷重の組合せと許容限界は添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維

持の基本方針」の表3-1 に示す。 

 

 

(1) 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

5. 機能維持の基本方針 

耐震設計における安全機能維持は，安全機能を有する施設の耐震

重要度に応じた地震力に対して，施設の構造強度の確保を基本とす

る。 

耐震安全性が応力の許容限界のみで律することができない施設

等，構造強度に加えて，各施設の特性に応じた動的機能，電気的機

能，気密性，遮蔽性，冷却機能，支持機能の維持を必要とする施設

については，その機能が維持できる設計とする。 

 

気密性，遮蔽性，支持機能，貯水機能及び冷却機能の維持につい

ては，構造強度を確保することを基本とする。必要に応じて評価項

目を追加することで，機能維持設計を行う。 

ここでは，上記を考慮し，各機能維持の方針を示す。 

5.1 構造強度 

再処理施設は，安全機能を有する施設の耐震重要度分類に応じた

地震力による荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮した上

で，構造強度を確保する設計とする。また，必要に応じて，変位及

び変形，内包溶液の揺動に対し，設計上の配慮を行う。 

 

自然現象に関する組合せは，添付書類「Ⅵ－１－１－１－１ 再

処理施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書」に

従い行う。なお，後次回申請以降において申請する添付書類「添付

Ⅱ 放射線による被ばくの防止に関する説明書」，添付書類「Ⅵ－

１－１－９ 通信連絡設備に関する説明書」，及び「Ⅵ－１－３－

１ 制御室及び緊急時対策所の機能に関する説明書」における耐震

設計方針についても本項に従う。 

 

 

 

具体的な荷重の組合せと許容限界は添付書類「Ⅳ－１－１－８ 

機能維持の基本方針」の第3.－1表に示す。 

 

 

5.1.1  耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

 

 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 

 

該当する機能の

扱いは 5.2 と同

様。 

 

 

 

 

 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 

内包溶液の揺動

に対する設計上

の配慮について

記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93



別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（22／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
a. 建物・構築物 

設計基準対象施設については以下の(a)～(c)の状態，重大事故等

対処施設については以下の(a)～(d)の状態を考慮する。 

 

(a) 運転時の状態 

発電用原子炉施設が運転状態にあり，通常の自然条件下におかれ

ている状態 

ただし，運転状態には通常運転時，運転時の異常な過渡変化時を

含むものとする。 

(b) 設計基準事故時の状態 

発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（風，積雪） 

 

 

(d) 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれのある事故又は重大

事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状態 

 

b. 機器・配管系 

設計基準対象施設については以下の(a)～(d)の状態，重大事故等

対処施設については以下の(a)～(e)の状態を考慮する。 

 

(a) 通常運転時の状態 

原子炉の起動，停止，出力運転，高温待機及び燃料取替え等が計

画的又は頻繁に行われた場合であって，運転条件が所定の制限値以

内にある運転状態 

(1) 建物・構築物 

安全機能を有する施設については以下のａ．，ｂ．の状態を考慮

する。 

 

ａ．運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。 

 

 

ｃ．重大事故等時の状態 

重大事故等時の状態については，後次回申請以降で申請する。 

 

 

(2) 機器・配管系 

安全機能を有する施設については以下のａ．～ｃ．の状態を考慮

する。 

 

ａ．運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設にお

いては，運転時

の異常な過渡変

化時及び設計基

準事故時の状態

で施設に作用す

る荷重は，通常

運転時の状態で

施設に作用する

荷重を超えるも

の及び長時間施

設に作用するも

のがない。 

 

 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（23／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態 

通常運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその

誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生す

ると予想される外乱によって発生する異常な状態であって，当該状

態が継続した場合には炉心又は原子炉冷却材圧カバウンダリの著し

い損傷が生ずるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象

が発生した状態 

 

(c) 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であっ

て，当該状態が発生した場合には発電用原子炉施設から多量の放射

性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事

象が発生した状態（使用済燃料に関する事象を含む。） 

 

(d) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（風，積雪） 

 

 

 

(e) 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれのある事故，又は重

大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状態 

 

 

 

 

 

c. 土木構造物 

設計基準対象施設については以下の(a)～(c)の状態，重大事故等

対処施設については， 

以下の(a)～(d)の状態を考慮する。 

(a) 運転時の状態 

発電用原子炉施設が運転状態にあり，通常の自然条件下におかれ

ている状態 

ただし，運転状態には通常運転時，運転時の異常な過渡変化時を含

ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状態 

運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作

動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると

予想される外乱によって発生する異常な状態であって，当該状態が

継続した場合には温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示

す事項が安全設計上許容される範囲を超えるおそれがあるものとし

て安全設計上想定すべき事象が発生した状態。 

 

ｃ．設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であっ

て，当該状態が発生した場合には再処理施設から多量の放射性物質

が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発

生した状態。 

 

 

 

 

 

 

ｄ．重大事故等時の状態 

重大事故等時の状態については，後次回申請以降で申請する。 

 

 

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用して

いる荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれるものとする。ま

た，屋外に設置される施設については，建物・構築物に準じる。 

 

 

 

 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 

 

 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載として，d.

下部に記載し

た。 

 

 

 

 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 

 

 

P1 における屋外

重要土木構造物

の取り扱いと同

様。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（24／58）

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
むものとする。 

(b) 設計基準事故時の状態

発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態 

(c) 設計用自然条件

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（風，積雪） 

(d) 重大事故等時の状態

発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれのある事故，又は重

大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状態 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（25／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(2) 荷重の種類 

a. 建物・構築物 

設計基準対象施設については以下の(a)～(d)の荷重，重大事故等

対処施設については以下の(a)～(e)の荷重とする。 

 

(a) 原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷

重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧，水圧及び通常の気象条件

による荷重 

(b) 運転時の状態で施設に作用する荷重 

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重（長時間継続する

事象による荷重と異常時圧力の最大値の2 種類を考慮する。） 

(d) 地震力，風荷重，積雪荷重 

(e) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

 

 

ただし，運転時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時

の状態での荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含まれるも

のとし，地震力には，地震時の土圧，機器・配管系からの反力，ス

ロッシング等による荷重が含まれるものとする。 

 

b. 機器・配管系 

設計基準対象施設については以下の(a)～(d)の荷重，重大事故等

対処施設については以下の(a)～(e)の荷重とする。 

 

(a) 通常運転時の状態で施設に作用する荷重 

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重 

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重（長時間継続する

事象による荷重と異常時圧力の最大値の2 種類を考慮する。） 

(d) 地震力，風荷重，積雪荷重 

(e) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

 

 

 

 

 

5.1.2  荷重の種類 

(1) 建物・構築物 

安全機能を有する施設については以下のａ．～ｃ．の荷重とす

る。 

 

ａ．再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している

荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧 

 

ｂ．運転時の状態で施設に作用する荷重 

 

 

 

ｃ．地震力，積雪荷重及び風荷重 

 

 

ただし，運転時の荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含

まれるものとし，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及び機器・

配管系からの反力が含まれるものとする。 

 

 

(2) 機器・配管系 

安全機能を有する施設については以下のａ．～ｃ．の荷重とす

る。 

 

ａ．運転時の状態で施設に作用する荷重 

ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重 

ｃ．設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 

設計基準事故時

の扱いは 5.1.1 

(1)と同様。 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載として，c.

下部に記載し

た。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（26／58）

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

c. 土木構造物

設計基準対象施設については以下の(a)～(d)の荷重，重大事故等

対処施設については以下の(a)～(e)の荷重とする。 

(a) 原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷

重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧，水圧及び通常の気象条件

による荷重 

(b) 運転時の状態で施設に作用する荷重

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重

(d) 地震力，風荷重，積雪荷重

(e) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用して

いる荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれるものとする。ま

た，屋外に設置される施設については，建物・構築物に準じる。 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 

P1 における屋外

重要土木構造物

の取り扱いと同

様。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（27／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(3) 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

a. 建物・構築物（d.に記載のものを除く。） 

(a) Ｓクラスの建物・構築物及び常設耐震重要重大事故防止設備又

は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・

構築物については，常時作用している荷重及び運転時の状態で施設

に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。※1，※2，※3 

 

(b) Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重及

び設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重のうち長時間その作

用が続く荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力

を組み合わせる。 

 

 

 

 

(c) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設

置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用

している荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施

設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれのあ

る事象による荷重と地震力とを組み合わせる。重大事故等による荷

重は設計基準対象施設の耐震設計の考え方及び確率論的な考察を踏

まえ，地震によって引き起こされるおそれのない事象による荷重と

して扱う。 

 

(d) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設

置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用

している荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施

設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれのな

い事象による荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震

動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動Ｓｓ又

は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）と組み合わせる。この組合

せについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過

確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，

継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。 

5.1.3  荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

(1) 建物・構築物 

ａ．Ｓクラスの建物・構築物について，基準地震動による地震力と

組み合わせる荷重は，常時作用している荷重(固定荷重，積載荷

重，土圧及び水圧)，運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪

荷重及び風荷重とする。 

 

Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラス施設を有する建物・構築物に

ついて，基準地震動以外の地震動による地震力又は静的地震力と

組み合わせる荷重は，常時作用している荷重，運転時の状態で施

設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重とする。 

この際，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧につい

て，基準地震動による地震力又は弾性設計用地震動による地震力

と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（28／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
以上を踏まえ，原子炉格納容器バウンダリを構成する施設（原子炉

格納容器内の圧力，温度の条件を用いて評価を行うその他の施設を

含む）については，いったん事故が発生した場合，長時間継続する

事象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力を組み合わ

せ，その状態からさらに長期的に継続する事象による荷重と基準地

震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。また，その他の施設につい

ては，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷

重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。 

 

(e) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物並びに常設耐震重要重大

事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等

対処施設の建物・構築物については，常時作用している荷重及び運

転時の状態で施設に作用する荷重と，動的地震力又は静的地震力を

組み合わせる。 

 

 

 

 

 

※1 Ｓクラスの建物・構築物の設計基準事故時の状態で施設に作用

する荷重については，b．機器・配管系の考え方に沿った下記の2つ

の考え方に基づき検討した結果として後者を踏まえ，施設に作用す

る荷重のうち長時間その作用が続く荷重と弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力又は静的地震力を組み合わせることとしている。この考

え方は，ＪＥＡＧ４６０１における建物・構築物の荷重の組合せの

記載とも整合している。 

・常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態のうち地震によ

って引き起こされるおそれのある事象によって施設に作用する荷重

は，その事故事象の継続時間等との関係を踏まえ，適切な地震力と

組み合わせて考慮する。 

・常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態のうち地震によ

って引き起こされるおそれのない事象であっても，いったん事故が

発生した場合，長時間継続する事象による荷重は，その事故事象の

発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切

な地震力と組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，ｂ．～ｄ．における常時作用している荷重のうち，土圧及

び水圧について，基準地震動による地震力，弾性設計用地震動によ

る地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設にお

いては，運転時

の異常な過渡変

化時及び設計基

準事故時の状態

で施設に作用す

る荷重は，通常

運転時の状態で

施設に作用する

荷重を超えるも

の及び長時間施

設に作用するも

のがない。 

 

 

100



別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（29／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
※2 原子炉格納容器バウンダリを構成する施設については，異常時

圧力の最大値と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み合わせ

る。 

 

※3 原子炉建屋基礎盤については，常時作用している荷重及び運転

時の状態で施設に作用する荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力又は静的地震力との組合せも考慮する。 

 

 

原子炉格納容器

バウンダリに類

する施設はな

い。 

 

Sd との組合せが

必要な S クラス

の基礎盤はな

い。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（30／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
b. 機器・配管系（d.に記載のものを除く。） 

(a) Ｓクラスの機器・配管系及び常設耐震重要重大事故防止設備又

は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・

配管系については，通常運転時の状態で施設に作用する荷重と地震

力とを組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の異常な過渡変化

時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起こさ

れるおそれのある事象によって施設に作用する荷重は，その事故事

象の継続時間等との関係を踏まえ，適切な地震力とを組み合わせ

る。※ 

 

 

 

 

(c) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設

置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，運転時の

異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時

の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされる

おそれのある事象による荷重と地震力とを組み合わせる。重大事故

等による荷重は設計基準対象施設の耐震設計の考え方及び確率論的

な考察を踏まえ，地震によって引き起こされるおそれのない事象に

よる荷重として扱う。 

 

(d) Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の異常な過渡変化

時の状態及び設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重のうち地

震によって引き起こされるおそれのない事象であっても，いったん

(2) 機器・配管系 

ａ．Ｓクラスの機器・配管系について，基準地震動による地震力，

弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷

重は，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する荷

重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重，設計基準事故時に

生じる荷重とする。 

Ｂクラスの機器・配管系について，共振影響検討用の地震動に

よる地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は，常時作用して

いる荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重，運転時の異常な

過渡変化時に生じる荷重とする。 

Ｃクラスの機器・配管系について，静的地震力と組み合わせる

荷重は，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する

荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重とする。 

 

ｂ．機器・配管系の運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時

（以下「事故等」という。）に生じるそれぞれの荷重について

は，地震によって引き起こされるおそれのある事故等によって作

用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故等

であっても，いったん事故等が発生した場合，長時間継続する事

故等による荷重は，その事故等の発生確率，継続時間及び地震動

の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．項にまとめ

た記載とした。

また，原子炉格
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（31／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷重は，その事故

事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏ま

え，適切な地震力と組み合わせる。原子炉格納容器については，放

射性物質の最終障壁であることを踏まえ，LOCA後の最大内圧と弾性

設計用地震動Ｓｄとの組合せを考慮する。 

 

(e) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設

置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，運転時の

異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時

の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされる

おそれのない事象による荷重は，その事故事象の発生確率，継続時

間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地

震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）と組み合わせ

る。この組合せについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地

震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定

する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定

する。 

 

以上を踏まえ，重大事故等時の状態で施設に作用する荷重と地震

力（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）との

組合せについては，以下を基本設計とする。原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを構成する設備については，いったん事故が発生した場合，

長期間継続する事象のうち，長時間継続する事象による荷重と弾性

設計用地震動Ｓｄによる地震力を組み合わせ，その状態からさらに

長期的に継続する事象による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力を

組み合わせる。また，原子炉格納容器バウンダリを構成する設備

（原子炉格納容器内の圧力，温度条件を用いて評価を行うその他の

施設を含む。）については，いったん事故が発生した場合，長時間

継続する事象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを

組み合わせ，その状態からさらに長期的に継続する事象による荷重

と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。また，その他の

施__設については，いったん事故が発生した場合，長時間継続する

事象による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納容器について

は該当しないた

め記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器

については該当

しないため記載

しない。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（32／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

(f) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系並びに常設耐震重要重大

事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等

対処施設の機器・配管系については，通常運転時の状態で作用する

荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重

と，動的地震力又は静的地震力を組み合わせる。 

 

 

※ 原子炉格納容器バウンダリを構成する設備については，異常時

圧力最大値と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み合わせ

る。 

 

【再掲：5.1.3(2)ａ．に記載している内容】 

Ｂクラスの機器・配管系について，共振影響検討用の地震動に

よる地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は，常時作用して

いる荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重，運転時の異常な

過渡変化時に生じる荷重とする。 

Ｃクラスの機器・配管系について，静的地震力と組み合わせる

荷重は，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する

荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重とする。 

 

 

 

 

 

ａ．，ｂ．において屋外に設置される施設については，建物・構

築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

 

なお，運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故の状態

で施設に作用する荷重は，運転時の状態で施設に作用する荷重を超

えるもの及び長時間施設に作用するものがないため，地震荷重と組

み合わせるものはない。 

 

 

 

 

 

安全機能を有す

る施設のＢクラ

ス及びＣクラス

に関する方針

は，5.1.3(2)に

記載した。 

 

原子炉格納容器

については該当

しないため記載

しない。 

 

 

 

 

再処理施設にお

いては，通常運

転時を超える荷

重はインターロ

ックの作動によ

り直ちに収束す

ることから，長

時間施設に作用

する事故時荷重

は無いことを記

載している。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（33／58）

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
c. 土木構造物

(a) 屋外重要土木構造物，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物に

ついては，常時作用している荷重及び運転時に施設に作用する荷重

と地震力とを組み合わせる。なお，屋外重要土木構造物，常設耐震

重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大

事故等対処施設の土木構造物については，運転時の異常な過渡変化

時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故時の状態で施設に作

用する荷重のうち地震によって引き起こされるおそれのある事象に

よる荷重はない。 

(b) その他の土木構造物並びに常設耐震重要重大事故防止設備以外

の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の土木構

造物については，常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に

作用する荷重と，動的地震力又は静的地震力を組み合わせる。 

なお，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備

が設置される重大事故等対処施設の土木構造物については，運転時

の異常な過渡変化時の状態で作用する荷重はない。 

d. 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止

設備が設置された建物・構築物 

(a) 津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物につ

いては，常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する

荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。 

(b) 浸水防止設備及び津波監視設備については，常時作用している

荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重等と基準地震動Ｓｓに

よる地震力とを組み合わせる。 

上記d.(a)及び(b)については，地震と津波が同時に作用する可能性

について検討し，必要に応じて基準地震動Ｓｓによる地震力と津波

による荷重の組合せを考慮する。また，津波以外による荷重につい

ては，「(2) 荷重の種類」に準じるものとする。 

P1 における屋外

重要土木構造物

の取り扱いと同

様。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（34／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
e. 荷重の組合せ上の留意事項 

(a) 動的地震力については，水平２方向と鉛直方向の地震力とを適

切に組み合わせて算定するものとする。 

(b) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しい場合には，そ

の妥当性を示した上で，その他の荷重の組合せ状態での評価は行わ

ないものとする。 

(c) 複数の荷重が同時に作用し，それらの荷重による応力の各ピー

クの生起時刻に明らかなずれがある場合は，その妥当性を示した上

で，必ずしもそれぞれの応力のピーク値を重ねなくてもよいものと

する。 

(d) 設計基準対象施設において上位の耐震重要度分類の施設を支持

する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合において

は，支持される施設の耐震重要度分類に応じた地震力と，常時作用

している荷重，運転時に施設に作用する荷重及びその他必要な荷重

とを組み合わせる。 

重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機

能を確認する場合においては，支持される施設の設備区分に応じた

地震力と常時作用している荷重，重大事故等時の状態で施設に作用

する荷重及びその他必要な荷重とを組み合わせる。 

 

 

(e) 地震と組み合わせる自然条件として，風及び積雪を考慮する。

風及び積雪は，施設の設置場所，構造等を考慮して，風荷重及び積

雪荷重として地震荷重と組み合わせる。 

5.1.4  荷重の組合せ上の留意事項 

(1) 動的地震力については，水平２方向と鉛直方向の地震力と

を適切に組み合わせて算定するものとする。 

(2) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しいことが判明

している場合には，その他の荷重の組合せ状態での評価は行わ

なくてもよい。 

(3) 複数の荷重が同時に作用し，それらの荷重による応力の各

ピークの生起時刻に明らかなずれがある場合は，その妥当性を

示した上で，必ずしもそれぞれの応力のピーク値を重ねなくて

もよいものとする。 

(4) 耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分

の支持機能を確認する場合においては，支持される施設の耐震

重要度に応じた地震力と常時作用している荷重，運転時に施設

に作用する荷重とを組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積

雪による受圧面積が小さい施設や，常時作用している荷重に対

して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力との組合

せを考慮する。 

(6) 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されて

いる施設のうち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無

視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，地震

力との組合せを考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 

 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（35／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(9)一関東評価用地震動（鉛直） 

基準地震動Ss-C4は，水平方向の地震動のみであることか

ら，水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価に

あたっては，工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方

向の評価用地震動（以下「一関東評価用地震動（鉛直）」と

いう。）による地震力を用いた場合においても，水平方向と

鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対

して，許容限界の範囲内に留まることを確認する。具体的に

は，一関東評価用地震動（鉛直）を用いた場合の応答と基準

地震動の応答との比較により，基準地震動を用いて評価した

施設の耐震安全性に影響を与えないことを確認する。なお，

施設の耐震安全性へ影響を与える可能性がある場合には詳細

評価を実施する。影響評価結果については，Ⅳ-2-1-別添1

「一関東評価用地震動（鉛直）に関する影響評価結果」に示

す。 

一関東評価用地震動（鉛直）の設計用応答スペクトルを第

5.1.4-1図に，設計用模擬地震波の加速度時刻歴波形を第

5.1.4-2図に示す。 

 

 

事業変更許可申

請書において，

『基準地震動 Ss-

C4 は，水平方向

の地震動のみで

あることから，

水平方向と鉛直

方向の地震力を

組み合わせた影

響評価を行う場

合には，工学的

に水平方向の地

震動から設定し

た鉛直方向の評

価用地震動（以

下「一関東評価

用地震動（鉛

直）」とい

う。）による地

震力を用い

る。』としてい

ることを受け，

その方針につい

て記載した。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（36／58）

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(4) 許容限界

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限

界は次の通りとし，ＪＥＡＧ４６０１等の安全上適切と認められる

規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いる。 

a. 建物・構築物

(a) Ｓクラスの建物・構築物（d.に記載のものは除く。）

イ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せ

に対する許容限界

建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容

応力度を許容限界とする。 

ただし，冷却材喪失事故時に作用する荷重との組合せ（原子炉格

納容器バウンダリを構成する施設における長期的荷重との組合せを

除く。）に対しては，下記ロ.に示す許容限界を適用する。 

5.1.5 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限

界は次のとおりとし，JEAG4601等の安全上適切と認められる規格及

び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いる。 

(1) 建物・構築物

ａ．Ｓクラスの建物・構築物

(a) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せ

に対する許容限界

地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生

する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められ

る規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 

再処理施設にお

いて東海第二の

設計基準事故に

相当する施設と

しては，使用済

燃料貯蔵プール

及び安全冷却水

系が該当する

が，安全冷却水

の系統を多重化

することにより

設計基準事故を

想定した場合で

あっても冷却水

流量を維持する

設計としてい

る。よって事故

時荷重との組合

せは考慮する必

要がないことか

ら記載していな

い。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（37／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
ロ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物が構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変

形）に対して十分な余裕を有し，終局耐力に対して妥当な安全余裕

をもたせることとする。 

 

 

また，終局耐力は，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増

大していくとき，その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界

の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切に定めるものとす

る。 

 

 (b) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が

設置される重大事故等対処施設の建物・構築物 

上記(a)に示すＳクラスの建物・構築物の基準地震動Ｓｓによる

地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 

 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成する施設の設計基準事

故時の状態における長期的荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力との組合せに対する許容限界は，上記(a)イ.に示すＳクラスの建

物・構築物の弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力と

の組合せに対する許容限界を適用する。 

 

(c) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物並びに常設耐震重要重大

事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等

対処施設の建物・構築物 

上記(a)イ.による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひず

み等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部

材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん

断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を持たせるこ

ととする。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重を漸次

増大していくとき，その変形又はひずみが著しく増加する

に至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切

に定めるものとする。 

 

b．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設の建物・構築物 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設の建物・構築物の許容限界については，後次回

申請以降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

ｃ．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物並びに常設耐震重要

重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置さ

れる重大事故等対処施設の建物・構築物 

上記(1)a.(a)による許容応力度を許容限界とする。 

なお，常常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重

大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建

物・構築物の許容限界については，後次回申請以降で申請

する。 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器

については該当

しないため記載

しない。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（38／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(d) 耐震重要度の異なる施設又は施設区分の異なる重大事故等対処

施設を支持する建物・構築物 

上記(a)ロ.の項を適用するほか，耐震重要度の異なる施設又は施

設区分の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の変形

等に対して，その支持機能を損なわないものとする。なお，当該施

設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを確認する

際の地震動は，支持される施設に適用される地震動とする。 

 

 

 

 

(e) 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必

要保有水平耐力に対して耐震重要度分類又は重大事故等対処施設が

代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分

類に応じた安全余裕を有しているものとする。 

ここでは，常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施

設については，上記における重大事故等対処施設が代替する機能を

有する設計基準対象施設が属する耐震重要度分類をＳクラスとす

る。 

ｄ．耐震重要度の異なる施設又は設備分類の異なる重大事故等

対処施設を支持する建物・構築物 

上記(1)a.(b)を適用するほか，耐震重要度の異なる施設

を支持する建物・構築物が，変形等に対してその支持機能

を損なわれないものとする。なお，当該施設を支持する建

物・構築物の支持機能を損なわれないことを確認する際の

地震力は，支持される施設に適用される地震力とする。 

なお，設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建

物・構築物の許容限界については，後次回申請以降で申請

する。 

 

ｅ．建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物(屋外重要土木構造物である洞道を除く)に

ついては，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水

平耐力に対して，耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有

していることを確認する。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（39／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
b. 機器・配管系 

(a) Ｓクラスの機器・配管系（d.に記載のものは除く。） 

イ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せ

に対する許容限界 

応答が全体的におおむね弾性状態にとどまるものとする。 

 

 

ただし，冷却材喪失事故時に作用する荷重との組合せ（原子炉格

納容器バウンダリを構成する設備，非常用炉心冷却設備等における

長期的荷重との組合せを除く。）に対しては，下記(a)ロ.に示す許

容限界を適用する。 

 

 

 

ロ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルにと

どまって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される

機能に影響を及ぼすことがない限度に応力，荷重等を制限する。 

 

 

(b) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設

置される重大事故等対処施設の機器・配管系 

上記(a)ロ.に示すＳクラスの機器・配管系の基準地震動Ｓｓによ

る地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 

 

 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成する設備及び非常用炉

心冷却設備等の弾性設計用地震動Ｓｄと設計基準事故時の状態にお

ける長期的荷重との組合せに対する許容限界は，上記(a)イ.に示す

Ｓクラスの機器・配管系の弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は

静的地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 

 

 

 

 

(2) 機器・配管系 

ａ．Ｓクラスの機器・配管系 

(a) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せ

に対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状

態に留まるように，降伏応力又はこれと同等の安全性を有

する応力を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量

が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有

し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に応

力，荷重を制限する値を許容限界とする。 

 

ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設の機器・配管系  

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設の許容限界については，後次回申請以降で申請

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 

再処理施設にお

いては，地震と

組み合わせる事

故時荷重は無い

ため記載してい

ない。 

 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設にお

いては，地震と

組み合わせる事

故時荷重は無い

ため記載してい

ない。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（40／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(c) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系及び常設耐震重要重大事

故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対

処施設の機器・配管系 

応答が全体的におおむね弾性状態にとどまるものとする。 

 

 

 

 

 

(d) チャンネル・ボックス 

チャンネル・ボックスは，地震時に作用する荷重に対して，燃料

集合体の冷却材流路を維持できること及び過大な変形や破損により

制御棒の挿入が阻害されることがないものとする。 

 

 

 

 

ｃ．Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系及び常設耐震重要重

大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置され

る重大事故等対処施設の機器・配管系 

上記(2)a.(a)による応力を許容限界とする。 

なお，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大

事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の許容限

界については，後次回申請以降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先行炉ではチャ

ンネル・ボック

スに燃料集合体

の冷却と制御棒

挿入経路確保機

能が求められる

ため記載がある

が，再処理施設

には同様機能は

要求されないた

め記載していな

い。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（41／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
c. 土木構造物 

(a) 屋外重要土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物 

イ. 静的地震力との組合せに対する許容限界 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限

界とする。 

ロ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

新設屋外重要土木構造物の構造部材の曲げについては許容応力

度，構造部材のせん断については許容せん断応力度を許容限界とす

るが，構造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲げについては限界層

間変形角又は終局曲率，鋼材の曲げについては終局曲率，鉄筋コン

クリート及び鋼材のせん断についてはせん断耐力を許容限界とする

場合もある。既設屋外重要土木構造物の構造部材のうち，鉄筋コン

クリートの曲げについては限界層間変形角又は終局曲率，鋼材の曲

げについては終局曲率，鉄筋コンクリート及び鋼材のせん断につい

てはせん断耐力を許容限界とする。 

なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界に対

しては妥当な安全余裕を持たせることとし，それぞれの安全余裕に

ついては各施設の機能要求等を踏まえ設定する。 

(b) その他の土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備以外の

常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造

物 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限

界とする。 

d. 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止

設備が設置された建物・構築物 

津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物につい

ては，当該施設及び建物・構築物が構造全体として変形能力（終局

耐力時の変形）及び安定性について十分な余裕を有するとともに，

その施設に要求される機能（津波防護機能及び浸水防止機能）が保

持できるものとする。 

浸水防止設備及び津波監視設備については，その施設に要求され

る機能（浸水防止機能及び津波監視機能）が保持できるものとす

る。 

 

 P1 における屋外

重要土木構造物

の取り扱いと同

様。 
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【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（42／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
e. 基礎地盤の支持性能 

 

(a) Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，屋外重要

土木構造物，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和

設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管

系，土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並

びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物の基

礎地盤 

 

 

 

 

 

 

イ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の

極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを確認する。 

 

ロ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せ

に対する許容限界 

（屋外重要土木構造物，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重

大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物，

機器・配管系，土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津波

監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・

構築物の基礎地盤を除く。） 

接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準等による

地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

(b) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管系及びその

他の土木構造物，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事

故防止設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物，機

(3) 基礎地盤の支持性能 

 

ａ．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，常設耐

震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物，機器・配管系の基礎地盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準による地盤

の極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを確認する。 

 

(b) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに

対する許容限界 

 

 

 

 

 

接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準によ

る地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。 

 

なお，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基礎地盤につい

ては，後次回申請以降で申請する。 

 

ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管系，常設

耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系

 

 

 

 

 

事業変更許可申

請書において，

敷地に到達する

津波はないこと

を記載している

ため，当該事項

に係る内容は記

載していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 における屋外

重要土木構造物

の取り扱いと同

様。 
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【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（43／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
器・配管系及び土木構造物の基礎地盤 

上記(a)ロ.による許容支持力度を許容限界とする。 

の基礎地盤 

上記(3)a.(b)を適用する。 

 

なお，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物，

機器・配管系の基礎地盤については，後次回申請以降で申請す

る。 
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【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（44／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
5.2 機能維持 

(1) 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，地震時及び地震後において，その

機器に要求される安全機能を維持するため，制御棒挿入機能に係る

機器，回転機器及び弁の機種別に分類し，制御棒挿入機能に係る機

器については，燃料集合体の相対変位，回転機器及び弁について

は，その加速度を用いることとし，設計基準対象施設の耐震重要度

分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震動に対して，

各々に要求される動的機能が維持できることを試験又は解析により

確認することで，当該機能を維持する設計とするか，若しくは応答

加速度による解析等により当該機能を維持する設計とする。 

 

弁等の機器の地震応答解析結果の応答加速度が当該機器を支持す

る配管の地震応答により増加すると考えられるときは，当該配管の

地震応答の影響を考慮し，一定の余裕を見込むこととする。 

 

 

 

 

(2) 電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器は，地震時及び地震後において，そ

の機器に要求される安全機能を維持するため，設計基準対象施設の

耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震動

に対して，要求される電気的機能が維持できることを試験又は解析

により確認し，当該機能を維持する設計とする。 

添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷

の防止に関する説明書」のうち添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-1 耐津波設

計の基本方針」における津波監視設備及び添付書類「Ⅴ-1-1-10 通

信連絡設備に関する説明書」における通信連絡設備に関する電気的

機能維持の耐震設計方針についても本項に従う。 

 

 

 

 

 

5.2  機能維持 

(1) 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，地震時及び地震後において，その

機器に要求される安全機能を維持するため，回転機器及び弁の機種

別に分類し，その加速度を用いることとし，安全機能を有する施設

の耐震重要度に応じた地震動に対して，各々に要求される動的機能

が維持できることを試験又は解析により確認することで，当該機能

を維持する設計とするか，若しくは応答加速度による解析等により

当該機能を維持する設計とする。 

 

 

 

弁等の機器の地震応答解析結果の応答加速度が当該機器を支持す

る配管の地震応答により増加すると考えられるときは，当該配管の

地震応答の影響を考慮し，一定の余裕を見込むこととする。 

 

なお，重大事故等対処施設の動的機能維持については，後次回申

請以降で申請する。 

 

(2) 電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器は，地震時及び地震後において，そ

の機器に要求される安全機能を維持するため，安全機能を有する施

設の耐震重要度に応じた地震動に対して，要求される電気的機能が

維持できることを試験又は解析により確認し，当該機能を維持する

設計とする。 

 

後次回申請以降に示す添付書類「Ⅵ－１－１－９ 通信連絡設備

に関する説明書」における通信連絡設備に関する電気的機能維持の

耐震設計方針についても本項に従う。 

 

 

 

なお，重大事故等対処施設の電気的機能維持については，後次回

申請以降で申請する。 

 

 

 

 

制御棒挿入機能

について，再処

理施設では未臨

界状態で核燃料

物質を取り扱う

ため，当該機能

を有する設備が

無いため，記載

していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申

請書において，

敷地に到達する

津波はないこと

を記載している

ため，当該事項

に係る内容は記

載していない。 
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【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（45／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(3) 気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，

放射線障害から公衆等を守るため，事故時の放射性気体の放出，流

入を防ぐことを目的として，設計基準対象施設の耐震重要度分類及

び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震動に対して「5.1 構

造強度」に基づく構造強度の確保に加えて，構造強度の確保と換気

設備の性能があいまって施設の気圧差を確保することで，十分な気

密性を確保できる設計とする。添付書類「Ⅴ-1-7-3中央制御室の居

住性に関する説明書」及び添付書類「Ⅴ-1-9-3-1 緊急時対策所の

機能に関する説明書」における気密性の維持に関する耐震設計方針

についても本項に従う。 

 

 

(3) 気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，

放射線障害から公衆等を守るため，事故時の放射性気体の放出，流

入を防ぐことを目的として，安全機能を有する施設の耐震重要度に

応じた地震動に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度の確保に

加えて，構造強度の確保と換気設備の性能があいまって施設の気圧

差を確保することで，気密性を確保できる設計とする。後次回申請

以降に示す添付書類「Ⅵ-1-3-1 制御室及び緊急時対策所の機能に

関する説明書」における気密性の維持に関する耐震設計方針につい

ても本項に従う。 

なお，重大事故等対処施設の気密性の維持については，後次回申

請以降で申請する。 
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【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（46／58）

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(4) 止水性の維持

止水性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，

防護対象設備を設置する建物及び区画に，津波に伴う浸水による影

響を与えないことを目的として，基準地震動Ｓｓによる地震力に対

して「5.1 構造強度」に基づく主要な構造部材の構造健全性の維持

に加えて，間隙が生じる可能性のある構造物間の境界部について，

地震力に対して生じる相対変位量等を確認し，その止水性を維持す

る設計とする。添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉施設の自然現象

等による損傷の防止に関する説明書」のうち添付書類「Ⅴ-1-1-2-

2-1 耐津波設計の基本方針」における止水性の維持に関する耐震設

計方針についても本項に従う。 

(5) 遮蔽性の維持

遮蔽性の維持が要求される施設については，地震時及び地震後に

おいて，放射線障害から公衆等を守るため，設計基準対象施設の耐

震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震動に

対して，「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保し，遮蔽体の形

状及び厚さを確保することで，遮蔽性を維持する設計とする。添付

書類「Ⅴ-4-2 生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての

計算書」及び添付書類「Ⅴ-1-9-3-1 緊急時対策所の機能に関する

説明書」における遮蔽性の維持に関する耐震設計方針についても本

項に従う。 

(6) 支持機能の維持

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求され

る施設は，地震時及び地震後において，被支持設備の機能を維持す

るため，被支持設備の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施

設区分に応じた地震動に対して，構造強度を確保することで，支持

機能が維持できる設計とする。 

建物・構築物の鉄筋コンクリート造の場合は，耐震壁のせん断ひ

ずみの許容限界を満足すること又は基礎を構成する部材に生じる応

力が終局強度に対し妥当な安全余裕を有していることで，Ｓクラス

設備等に対する支持機能が維持できる設計とする。 

(4) 遮蔽性の維持

遮蔽性の維持が要求される施設については，地震時及び地震後に

おいて，放射線障害から公衆等を守るため，安全機能を有する施設

の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に

対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保し，遮蔽体の形

状及び厚さを確保することで，遮蔽性を維持する設計とする。後次

回申請以降で示す添付書類「添付Ⅱ 放射線による被ばくの防止に

関する説明書」及び添付書類「Ⅵ-1-3-1 制御室及び緊急時対策所

の機能に関する説明書」における遮蔽性の維持に関する耐震設計方

針についても本項に従う。 

なお，重大事故等対処施設の遮蔽性の維持については，後次回申

請以降で申請する。 

(5) 支持機能の維持

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求され

る施設は，地震時及び地震後において，被支持設備の機能を維持す

るため，被支持設備の耐震重要度分類に応じた地震動に対して

「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保することで，支持機能

が維持できる設計とする。 

建物・構築物の鉄筋コンクリート造の場合は，耐震壁のせん断ひ

ずみの許容限界を満足すること又は基礎を構成する部材に生じる応

力が終局強度に対し妥当な安全余裕を有していることで，Ｓクラス

設備等に対する支持機能が維持できる設計とする。 

津波に起因する

止水性について

は，事業変更許

可申請書におい

て，敷地に到達

する津波はない

ことを記載して

いるため，当該

事項に係る内容

は記載していな

い。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（47／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

 

地震力が作用した場合において，新設屋外重要土木構造物の構造

部材の曲げについては，許容応力度，構造部材のせん断については

許容せん断応力度を許容限界とするが，構造部材のうち，鉄筋コン

クリートの曲げについては限界層間変形角又は終局曲率，鋼材の曲

げについては終局曲率，鉄筋コンクリート及び鋼材のせん断につい

てはせん断耐力を許容限界とする場合もある。 

また，既設屋外重要土木構造物の構造部材のうち，鉄筋コンクリ

ートの曲げについては限界層間変形角又は終局曲率，鋼材の曲げに

ついては終局曲率，鉄筋コンクリート及び鋼材のせん断については

せん断耐力を許容限界とする。なお，限界層間変形角，終局曲率及

びせん断耐力に対しては妥当な安全余裕を持たせることとし，機

器・配管系の支持機能が維持できる設計とする。 

 

車両型設備の間接支持構造物については，地震動に対して，転倒

評価を実施することで機器・配管系の間接支持機能を維持できる設

計とする。 

 

(7) 通水機能及び貯水機能の維持 

非常時に冷却する海水を確保するための通水機能及び貯水機能の

維持が要求される非常用取水設備は，地震時及び地震後において，

通水機能及び貯水機能を維持するため，基準地震動Ｓｓによる地震

力に対して，構造強度を確保することで，通水機能及び貯水機能が

維持できる設計とする。 

 

地震力が作用した場合において，新設屋外重要土木構造物の構造

部材の曲げについては，許容応力度，構造部材のせん断については

許容せん断応力度を許容限界とするが，構造部材のうち，鉄筋コン

クリートの曲げについては限界層間変形角又は終局曲率，鋼材の曲

げについては終局曲率，鉄筋コンクリート及び鋼材のせん断につい

てはせん断耐力を許容限界とする場合もある。地震力が作用した場

合において，既設屋外重要土木構造物の構造部材のうち，鉄筋コン

クリートの曲げについては限界層間変形角又は終局曲率，鋼材の曲

なお，重大事故等対処施設の支持機能の維持については，後次回

申請以降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

建物・構築物のうち屋外重要土木構造物(洞道)については，地震

力が作用した場合において，構造部材の曲げについては限界層間変

形角，終局曲率又は許容応力度，せん断についてはせん断耐力又は

許容応力度を許容限界とする。なお，限界層間変形角，終局曲率及

びせん断耐力に対して妥当な安全余裕をもたせることとし，機器・

配管系の支持機能が維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

(6) 貯水機能の維持 

貯水機能の機能維持方針については，後次回申請以降で申請する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設屋外重要土

木構造物はない 

 

 

 

 

P1 における屋外

重要土木構造物

の取り扱いと同

様。また，再処

施設において屋

外重要土木構造

物(洞道)は全て

鉄筋コンクリー

ト構造物である

ため，鋼材につ

いては記載して

いない。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（48／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
げについては終局曲率，鉄筋コンクリート及び鋼材のせん断につい

てはせん断耐力を許容限界とする。なお，限界層間変形角，終局曲

率及びせん断耐力に対しては妥当な安全余裕を持たせることとし，

通水機能及び貯水機能が維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの機能維持の考え方を，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の

基本方針」に示す。なお，重大事故等対処施設の設計においては，

設計基準事故時の状態と重大事故等時の状態での評価条件の比較を

行い，重大事故等時の状態の方が厳しい場合は別途，重大事故等時

の状態にて設計を行う。 

 

 

 

 

 

(7) 冷却機能の維持 

冷却機能の維持が要求される施設については，地震時及び地震後

において，ガラス固化体から発生する崩壊熱を，その熱量により生

じる通風力により流れる冷却空気で適切に除去するために，耐震重

要度の区分に応じた地震力に対して「5.1 構造強度」に基づく構

造強度を確保する設計とする。 

 

 

(8) 耐震重要施設のその他の機能維持 

安全冷却水及び冷水の漏えい防止，閉じ込め機能，耐震重要施設

の計測制御系への空気供給の阻害防止，耐震重要施設と一体構造で

ある設備等，耐震重要施設の性能，機能の維持又は当該機能を阻害

することを防止するために，耐震重要施設に適用される基準地震動

Ｓｓによる地震力に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度を

確保する設計とする。 

 

これらの機能維持の考え方を，添付書類「Ⅳ－１－１－８ 機能

維持の基本方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

動的機能による

機能維持と異な

る冷却機能の設

計上の対応につ

いて記載した。 

 

 

基準地震動 Ss に

よる地震力によ

り構造強度を確

保することで，

耐震重要施設の

機能維持又は機

能の阻害を防止

する設計対応に

ついて記載し

た。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（49／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
6. 構造計画と配置計画 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の構造計画及び配置計

画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮する。 

 

建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築物

は，地震力に対し十分な支持性能を有する地盤に支持させる。剛構

造としない建物・構築物は，剛構造と同等又はそれを上回る耐震安

全性を確保する。 

機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力に対

して構造強度を有する設計とする。配置に自由度のあるものは，耐

震上の観点からできる限り重心位置を低くし，かつ，安定性のよい

据え付け状態になるよう，「9. 機器・配管系の支持方針につい

て」に示す方針に従い配置する。 

また，建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても，建物・構築

物及び機器・配管系の耐震安全性を確保する設計とする。 

下位クラス施設は，上位クラス施設に対して離隔を取り配置する

若しくは，上位クラス施設の有する機能を保持する設計とする。 

 

 

 

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事

故緩和設備が設置される重大事故等対処施設については，基準地震

動Ｓｓによる地震力により周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認

された場所に設置する。具体的には，ＪＥＡＧ４６０１－1987 の

安定性評価の対象とすべき斜面や，土砂災害防止法での土砂災害警

戒区域の設定離間距離を参考に，個々の斜面高を踏まえて対象斜面

を抽出する。 

上記に基づく対象斜面の抽出とその耐震安定性評価については，

設置（変更）許可申請書にて記載・確認されており，その結果，敷

地内土木構造物による斜面の保持等の措置を講じる必要がないこと

を確認している。 

 

 

 

6.  構造計画と配置計画 

安全機能を有する施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震

の影響が低減されるように考慮する。 

建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築物

は，地震力に対し十分な支持性能を有する地盤に支持させる。剛構

造としない建物・構築物は，剛構造と同等又はそれを上回る耐震安

全性を確保する。 

 

機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力に対

して構造強度を有する設計とする。配置に自由度のあるものは，耐

震上の観点からできる限り重心位置を低くし，かつ，安定性のよい

据え付け状態になるよう，「9. 機器・配管系の支持方針につい

て」に示す方針に従い配置する。 

また，建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても，建物・構築

物及び機器・配管系の耐震安全性を確保する設計とする。 

下位クラス施設は，上位クラス施設に対して離隔を取り配置する

若しくは，上位クラス施設の有する機能を保持する設計とする。 

なお，重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しての考

慮事項については，後次回申請以降で申請する。 

 

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

耐震重要施設については，基準地震動による地震力により周辺斜

面の崩壊の影響がないことが確認された場所に設置する。具体的に

は，JEAG4601の安定性評価の対象とすべき斜面や，土砂災害防止法

での土砂災害警戒区域の設定離間距離を参考に，個々の斜面高を踏

まえて対象斜面を抽出する。 

 

 

上記に基づく対象斜面の抽出については，事業変更許可申請書に

て記載，確認されており，その結果，耐震重要施設周辺において

は，基準地震動による地震力に対して，施設の安全機能に重大な影

響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜面はないことを確認

している。 

なお，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設の周辺斜面の崩壊に対する設計方針については，後次回申

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（50／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

8. ダクティリティに関する考慮 

発電用原子炉施設は，構造安全性を一層高めるために，材料の選定

等に留意し，その構造体のダクティリティを高めるよう設計する。

具体的には，添付書類「Ⅴ-2-1-10 ダクティリティに関する設計方

針」に示す。 

請以降で申請する。 

 

8. ダクティリティ＊に関する考慮 

再処理施設は，構造安全性を一層高めるために，材料の選定等に

留意し，その構造体のダクティリティを高めるよう設計する。具体

的には，添付書類「Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意

点」に従う。 

注記 ＊：地震時を含めた荷重に対して，施設に生じる応力値等

が，ある値を超えた際に直ちに損傷に至らないこと，又は直

ちに損傷に至らない能力・特性。 

 

 

 

 

 

 

 

用語の解説を記

載した。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（51／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
9. 機器・配管系の支持方針について 

機器・配管系本体については「5. 機能維持の基本方針」に基づ

いて耐震設計を行う。それらの支持構造物については，設計の考え

方に共通の部分があること，特にポンプやタンク等の補機類，電気

計測制御装置，配管系については非常に多数設置することからその

設計方針をまとめる。 

具体的には，添付書類「Ⅴ-2-1-11 機器・配管の耐震支持設計

方針」に示す。 

 

 

10. 耐震計算の基本方針 

前述の耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算

を行うに当たり，既工事計画で実績があり，かつ，最新の知見に照

らしても妥当な手法及び条件を用いることを基本とする。 

一方，最新の知見を適用する場合は，その妥当性と適用可能性を

確認した上で適用する。 

耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せに

ついては，水平1 方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上

で，その計算結果に基づき水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ

が耐震性に及ぼす影響を評価する。 

 

評価対象施設のうち，配管及び弁並びに補機（容器及びポンプ

類）及び電気計装品（盤，装置及び器具）は多数施設しているこ

と，また，設備として共通して使用できることから，その計算方針

については添付書類「Ⅴ-2-1-12 配管及び支持構造物の耐震計算に

ついて」及び添付書類「Ⅴ-2-1-13 計算書作成の方法」に示す。 

評価に用いる環境温度については，添付書類「Ⅴ-1-1-6 安全設

備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に

関する説明書」に従う。 

 

 

 

9. 機器・配管系の支持方針について 

機器・配管系本体については「5. 機能維持の基本方針」に基づ

いて耐震設計を行う。それらの支持構造物については，設計の考え

方に共通の部分があること，特にポンプやタンク等の機器，配管

系，電気計測制御装置等については非常に多数設置することからそ

の設計方針をまとめる。 

具体的には，添付書類「Ⅳ－１－１－１０ 機器の耐震支持方

針」，「Ⅳ－１－１－１１ 配管系の耐震支持方針」及び「Ⅳ－１

－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針」に示す。 

 

10. 耐震計算の基本方針 

前述の耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算

を行うに当たり，既設工認で実績があり，かつ，最新の知見に照ら

しても妥当な手法及び条件を用いることを基本とする。 

一方，最新の知見を適用する場合は，その妥当性と適用可能性を

確認した上で適用する。 

耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せに

ついては，水平１方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上

で，その計算結果に基づき水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ

が耐震性に及ぼす影響を評価する。 

 

評価対象施設のうち，形状，構造特性に応じたモデルに置換して

定式化された計算式等を用いる設備の計算方針については後次回申

請以降の添付書類「Ⅳ－１－２ 耐震計算書作成の基本方針」及び

添付書類「Ⅳ－２ 再処理施設の耐震性に関する計算書」に示す。 

 

評価に用いる環境温度については，添付書類「Ⅵ－１－１－４ 

安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重大事故等対処設備

が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に従う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器，配管系，

電気計測制御装

置等については

各々設計方針が

異なることから

個別の設計方針

を作成してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化と

して，添付書類

「Ⅳ-1-1-11 機

器の耐震支持方

針」と整合を図

った記載とし

た。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（52／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
10.1 建物・構築物 

建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓ

ｄを基に設定した入力地震動に対する構造全体としての変形，並び

に地震応答解析による地震力及び「4．設計用地震力」で示す設計

用地震力による適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わす

べき地震力以外の荷重により発生する局部的な応力が，「5. 機能

維持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること（解

析による設計）により行う。 

 

評価手法は，以下に示す解析法によりＪＥＡＧ４６０１に基づき

実施することを基本とする。また，評価に当たっては，材料物性の

ばらつき等を適切に考慮する。 

・時刻歴応答解析法 

・FEM 等を用いた応力解析 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な評価手法は，添付書類「Ⅴ-2-2 耐震設計上重要な設備

を設置する施設の耐震性についての計算書」，添付書類「Ⅴ-2-3～

Ⅴ-2-10」の各申請設備の耐震計算書及び添付書類「Ⅴ-2-11 波及

的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震性についての計算書」に示

す。 

また，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価

については，添付書類「Ⅴ-2-12 水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せに関する影響評価結果」に示す。 

 

原子炉建屋においては，設備の補強や追加等の改造工事に伴う重

量増加を地震応答解析モデルに反映していないことを踏まえ，重量

増加を反映した地震応答解析について，添付書類「Ⅴ-2-2-1 原子

炉建屋の地震応答計算書」の別紙に示し，各耐震計算書の別紙にお

いてその影響を検討する。 

10.1 建物・構築物 

建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓ

ｄを基に設定した入力地震動に対する構造全体としての変形，並び

に地震応答解析による地震力及び「4. 設計用地震力」で示す設計

用地震力による適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わす

べき地震力以外の荷重により発生する局部的な応力が，「5. 機能

維持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること(解

析による設計)により行う。 

 

評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施する

ことを基本とする。また，評価に当たっては，材料物性のばらつき

等を適切に考慮する。 

・時刻歴応答解析法 

・FEM等を用いた応力解析法 

・応答スペクトルモーダル解析法 

なお，建物・構築物のうち屋外重要土木構造物(洞道)の設計につ

いては，地盤と構造物の相互作用を考慮できる連成系の地震応答解

析手法を用いることとし，地盤及び構造物の地震時における非線形

挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形，非線形解析のいずれ

かにて行う。 

 

具体的な評価手法は，添付書類「Ⅳ－２ 再処理施設の耐震性に

関する計算書」に示す。 

 

 

 

また，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価

については，添付書類「Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向

地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

 

安全冷却水 B 冷却塔においては，設備の補強や追加等の改造工事

に伴う重量増加を地震応答解析モデルに反映しており，重量増加を

反映した地震応答解析について，添付書類「Ⅳ-2-1-1-1 安全冷却

水 B 冷却塔の耐震性に関する計算書 a. 安全冷却水 B 冷却塔の地

震応答計算書」に示し，各耐震計算書においてその評価結果を示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応答スペクトル

モーダル解析法

の適用について

は，東海第二で

は該当が無いた

め，他先行プラ

ントに合わせた

記載とした。 

p1 に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全冷却水 B 冷

却塔の重量増加

の反映について

記載した。ま

た，施設共通の
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（53／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

 

 

地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，FEM 

を用いた応力解析等により，静的又は動的解析により求まる地震応

力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生する局部的な応

力が，許容限界内にあることを確認する。 

 

原子炉建屋の評価においては，原子炉建屋地下排水設備を設置

し，原子炉建屋基礎盤底面レベル以深に地下水位を維持することか

ら，浮力及び水圧は考慮しないこととする。原子炉建屋地下排水設

備は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して機能を維持することと

し，その評価を添付書類「Ⅴ-2-2-2-1～Ⅴ-2-2-2-9」に示す。 

 

 

す。なお，その他の建物・構築物について，設備の補強や追加等の

改造工事に伴う重量増加が有意な場合は，これらの重量増加を反映

した地震応答解析及び影響検討を行う。 

 

地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，FEM

を用いた応力解析等により，静的又は動的解析により求まる地震応

力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生する局部的な応

力が，許容限界内にあることを確認する。 

 

建物・構築物の評価においては，地下水排水設備を設置し，基礎

スラブ底面レベル以深に地下水位を維持するものは，側面の水圧は

考慮しないこととするが，設計用地下水位に応じた揚圧力について

は考慮することとする。地下水排水設備は，基準地震動 Ss による

地震力に対して機能を維持することとし，その評価を添付書類「Ⅳ

-2-1-1-別添 1」に示す。 

 

方針も記載し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

基礎スラブの評

価においては設

計用地下水位に

応じた揚圧力

（浮力）を考慮

している。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（54／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
10.2 機器・配管系 

機器・配管系の評価は，「4. 設計用地震力」で示す設計用地震

力による適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき他

の荷重による応力との組合せ応力が「5. 機能維持の基本方針」で

示す許容限界内にあることを確認すること（解析による設計）によ

り行う。 

評価手法は，以下に示す解析法によりＪＥＡＧ４６０１に基づき

実施することを基本とし，その他の手法を適用する場合は適用性確

認の上適用することとする。なお，時刻歴応答解析法及びスペクト

ルモーダル解析法を用いる場合は，材料物性のばらつき等を適切に

考慮する。 

・スペクトルモーダル解析法 

・時刻歴応答解析法 

・定式化された評価式を用いた解析法 

・FEM 等を用いた応力解析 

具体的な評価手法は，添付書類「Ⅴ-2-1-12 配管及び支持構造物

の耐震計算について」，添付書類「Ⅴ-2-1-13 計算書作成の方

法」，添付書類「Ⅴ-2-3～Ⅴ-2-10」の各申請設備の耐震計算書及

び添付書類「Ⅴ-2-11 波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震

性についての計算書」に示す。 

また，地震時及び地震後に機能維持が要求される設備について

は，地震応答解析により機器に作用する加速度が振動試験又は解析

等により機能が維持できることを確認した加速度（動的機能維持確

認済加速度又は電気的機能維持確認済加速度）以下，若しくは，静

的又は動的解析により求まる地震荷重が許容荷重以下となることを

確認する。 

 

制御棒の地震時挿入性については，加振試験結果から挿入機能に

支障を与えない燃料集合体変位と地震応答解析から求めた燃料集合

体変位とを比較することにより評価する。 

具体的な計算手法については，添付書類「Ⅴ-2-3～Ⅴ-2-10」の

各申請設備の耐震計算書に示す。 

 

 

 

10.2 機器・配管系 

機器・配管系の設計は，「4. 設計用地震力」で示す設計用地震

力による適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき他

の荷重による応力との組合せ応力が「5. 機能維持の基本方針」で

示す許容限界内にあることを確認すること(解析による設計)により

行う。 

評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施する

ことを基本とし，その他の手法を適用する場合は適用性を確認の上

適用することとする。なお，時刻歴応答解析法及びスペクトルモー

ダル解析法を用いる場合は，材料物性のばらつき等を適切に考慮す

る。 

・応答スペクトルモーダル解析法 

・時刻歴応答解析法 

・定式化された計算式を用いた解析法 

・FEM 等を用いた応力解析法 

具体的な評価手法は，添付書類「Ⅳ－１－１－１０ 機器の耐震

支持方針」，「Ⅳ－１－１－１１ 配管系の耐震支持方針」，「Ⅳ

－１－２ 耐震計算書作成の基本方針」及び「Ⅳ－２ 再処理施設

の耐震性に関する計算書」に示す。 

 

また，地震時及び地震後に機能維持が要求される設備について

は，地震応答解析により機器・配管系に作用する加速度が振動試験

又は解析等により機能が維持できることを確認した加速度(動的機

能維持確認済加速度又は電気的機能維持確認済加速度)以下，若し

くは，静的又は動的解析により求まる地震荷重が許容荷重以下とな

ることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化と

して，本図書内

の整合を図るた

め 10.項に合わせ

た記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制御棒地震時挿

入性について，

再処理施設は未

臨界状態で核燃

料物質を取り扱

う施設であり，

当該機能を有す

る設備が無いた
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（55／58）

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

これらの水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評

価については，添付書類「Ⅴ-2-12 水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せに関する影響評価結果」に示す。 

これらの水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価

については，添付書類「Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向

地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

め，記載してい

ない。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（56／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
10.3 土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物） 

土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）の評

価は，「4. 設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応力

解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき他の荷重による応力と

の組合せ応力が「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあ

ることを確認すること（解析による設計）により行う。 

屋外重要土木構造物については，構造物と地盤の相互作用を考慮

できる連成系の地震応答解析手法とし，地盤及び構造物の地震時に

おける非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形，非線形

解析のいずれかにて行う。また，評価に当たっては，材料物性のば

らつきを適切に考慮する。 

・時刻歴応答解析法 

・FEM 等を用いた応力解析 

その他の土木構造物の評価手法は，ＪＥＡＧ４６０１に基づき実

施することを基本とする。 

屋外重要土木構造物の具体的な評価手法については，添付書類「Ⅴ

-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐震性についての計

算書」及び添付書類「Ⅴ-2-3～Ⅴ-2-10」の各申請設備の耐震計算

書に示す。また，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する

影響評価については，添付書類「Ⅴ-2-12 水平２方向及び鉛直方向

地震力の組合せに関する影響評価結果」に示す。 

10.4 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の評価は，「4. 

設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づい

た地震応力と，組み合わすべき他の荷重による応力との組合せ応力

が「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認

すること（解析による設計）により行う。 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備については，防潮

堤，貯留堰，浸水防止蓋，逆流防止設備，潮位計，津波・構内監視

カメラ等，様々な構造形式がある。このため，これらの施設・設備

の評価は，それぞれの施設・設備に応じ，「10.1 建物・構築

物」，「10.2機器・配管系」，「10.3 土木構造物（屋外重要土木

構造物及びその他の土木構造物）」に示す手法に準じることとす

る。また，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評

価については，添付書類「Ⅴ-2-12 水平２方向及び鉛直方向地震力

 P1 における屋外

重要土木構造物

の取り扱いと同

様。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（57／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
の組合せに関する影響評価結果」に示す。 
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別紙４－１ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】（58／58） 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 5.1.4-1 図 一関東評価用地震動（鉛直）の設計用応答スペ

クトル 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

第 5.1.4-2 図 一関東評価用地震動（鉛直）の加速度時刻歴波

形 
 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 
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令和３年７月 15 日 Ｒ０ 

別紙４－２ 

重要度分類及び重大事故等対処設備 

の設備分類の基本方針 
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別紙４－２ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(1／15)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
Ⅴ-2-1-4 重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の基

本方針 

目次 

1. 概要

2. 設計基準対象施設の重要度分類

2.1 耐震設計上の重要度分類 

2.2 発電用原子炉施設の区分 

3. 設計基準対象施設の重要度分類の取合点

4. 重大事故等対処施設の設備の分類

4.1 耐震設計上の設備の分類

4.2 重大事故等対処施設の区分 

5. 重大事故等対処施設の設備分類の取合点

Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分

類の基本方針 

目次 

1. 概要

2. 耐震設計上の重要度分類

2.1 耐震重要度による分類

2.2 クラス別施設

2.3 耐震設計上の留意事項

2.4. 再処理施設の区分

3. 再処理施設の重要度分類の取合点

4. 重大事故等対処設備の設備分類 後次回申請以降 

4.1 耐震設計上の設備分類 後次回申請以降 

4.2 設備分類上の留意事項 後次回申請以降 

4.3 重大事故等対処設備の設備分類の取合点 後次回申請以降 
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【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(2／15) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概

要」のうち「3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設

備の分類」に基づき設計基準対象施設の耐震設計上の重要度分

類及び重大事故等対処施設の施設区分についての基本方針につ

いて説明するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計基準対象施設の重要度分類 

2.1 耐震設計上の重要度分類 

設計基準対象施設の耐震設計上の重要度を次のように分類す

る。 

 

(1) Ｓクラスの施設 

地震により発生するおそれがある事象に対して，原子炉を停

止し，炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設，自ら放射

性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその

機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施

設，これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を

緩和し，放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」

のうち「3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処設備の設備

分類」に基づき，再処理施設の耐震設計上の重要度分類につ

いての基本方針について説明するものである。 

なお，重大事故等対処設備の設備分類に係る説明について

は，後次回申請以降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 耐震設計上の重要度分類 

再処理施設の耐震設計上の重要度を次のように分類する。 

 

2.1  耐震重要度による分類 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関

係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散す

る可能性のある施設，これらの施設の機能喪失により事故

に至った場合の影響を緩和し，放射線による公衆への影響

を軽減するために必要な機能を持つ施設及びこれらの重要

な安全機能を支援するために必要となる施設であって，環

 

 

 

 

 

第1回申請範囲

である安全機能

を有する施設に

対する記載と

し、重大事故等

対処施設につい

ては後次回申請

以降に示す。 

以降，本資料に

おいて重大事故

等対処施設の記

載有無による先

行炉との差異理

由は同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術基準規則の

違いにより，再

処理施設では該

当する記載事項

がないため記載

していない。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必

要となる施設，並びに地震に伴って発生するおそれがある津波

による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設であっ

て，その影響が大きいものであり，次の施設を含む。 

a. 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系 

 

b. 使用済燃料を貯蔵するための施設 

c. 原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するた

めの施設，及び原子炉の停止状態を維持するための施設 

d. 原子炉停止後，炉心から崩壊熱を除去するための施設 

e. 原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後，炉心から崩壊熱

を除去するための施設 

 

f. 原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に，圧力障壁と

なり放射性物質の放散を直接防ぐための施設 

g. 放射性物質の放出を伴うような事故の際に，その外部放散

を抑制するための施設であり，上記の「放射性物質の放散を直

接防ぐための施設」以外の施設 

h. 津波防護機能を有する設備（以下「津波防護施設」とい

う。）及び浸水防止機能を有する設備（以下「浸水防止設備」

という。） 

i. 敷地における津波監視機能を有する施設（以下「津波監視

設備」という。） 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳ

クラスの施設と比べ小さい施設であり，次の施設を含む。 

a. 原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて，１次

冷却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設 

b. 放射性廃棄物を内蔵している施設（ただし，内蔵量が少な

い又は貯蔵方式により，その破損により公衆に与える放射線の

影響が「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」（昭

和53 年通商産業省令第77 号）第2 条第2 項第6 号に規定する

「周辺監視区域」外における年間の線量限度に比べ十分に小さ

いものは除く。） 

境への影響が大きいものであり，次の施設を含む。 

 

 

 

a． その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそ

れのある施設 

b． 使用済燃料を貯蔵するための施設 

c． 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器

並びにその冷却系統 

d． プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

e． 上記 c．及びｄ．の系統及び機器から放射性物質が

漏えいした場合に，その影聾の拡大を防止するため

の施設 

f． 上記 c．，ｄ．及び e．に関連する施設で放射性物

質の外部への放出を抑制するための施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響

がＳクラスに属する施設と比べ小さい施設。 

 

 

a． 放射性物質を内蔵している施設であって，S クラス

に属さない施設（ただし内蔵量が少ないか又は貯蔵

方式により，その破損により公衆に与える放射線の

影響が十分小さいものは除く。） 

b． 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放

散を抑制するための施設で，S クラスに属さない施

 

 

 

 

先行炉の記載を

参考に，事業指

定基準規則の内

容を記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先行炉の記載を

参考に，事業指

定基準規則の内

容を記載した。 
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【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(4／15) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
c. 放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で，その破

損により，公衆及び従事者に過大な放射線被ばくを与える可能

性のある施設 

d. 使用済燃料を冷却するための施設 

e. 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑

制するための施設で，Ｓクラスに属さない施設 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般

産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設 

 

設 

 

 

 

 

 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の

一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施

設。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  クラス別施設 

耐震設計上の重要度分類によるクラス別施設を以下に示

す。 

(1) Ｓクラスの施設 

a．その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれ

のある施設 

(a) 形状寸法管理を行う設備のうち，平常運転時その破

損又は機能喪失により臨界を起こすおそれのある設

備。 

  b．使用済燃料を貯蔵するための施設 

(a) 使用済燃料受入れ設備の燃料取出し設備，使用済燃

料貯蔵設備の燃料貯蔵設備,燃料移送設備，燃料送出

し設備のプール，ピット，移送水路，ラック，架台。 

  c．高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並

びにその冷却系統 

(a) 高レベル廃液を内蔵する系統及び機器のうち安全上

重要な施設。 

  d．プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

(a) プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器の

うち安全上重要な施設。 

e．上記c．及びd．の系統及び機器から放射性物質が漏え

いした場合に，その影響の拡大を防止するための施設 

(a) 上記c．及びd．のＳクラスの設備を収納するセル等

及びせん断セル。 

f．上記c．，d．及びe．に関連する施設で放射性物質の外

部への放出を抑制するための施設 

(a) 上記c．及びd．のＳクラスの機器の廃ガス処理設備

のうち安全上重要な施設。 

(b) 上記e．のＳクラスのセル等の換気設備のうち安全

上重要な施設。 

(c) 上記e．のＳクラスのセル等を収納する構築物の換

気設備のうち安全上重要な施設。 

  g．上記a．～f．の施設の機能を確保するために必要な施

設 

(a) 非常用所内電源系統，安全圧縮空気系及び安全蒸気
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

系。 

(b) 安全冷却水系及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備の

プール水浄化・冷却設備のプール水冷却系(以下「プ

ール水冷却系」という。)。 

(c) 安全保護回路及び保護動作を行う機器。 

(d) 安全上重要な施設の漏えい液を受ける漏えい液受皿

の集液溝の液位警報及び漏えい液受皿から漏えい液を

回収するための系統のうち安全上重要な施設。 

(e) 計測制御系統施設等に係る安全上重要な施設のう

ち，地震後においても，その機能が継続して必要な施

設。 

  h．その他の施設 

(a) 固化セル移送台車。 

(b) ガラス固化体貯蔵設備の収納管，通風管。 

(c) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備

のうち貯蔵室から排風機までの範囲。 

(d) 使用済燃料貯蔵設備の補給水設備。 

(e) その機能喪失により臨界に至る可能性のある計測制

御系統施設に係る安全上重要な施設は，Ｓクラスとす

るか又は検出器の故障を検知し警報を発する故障警報

及び工程停止のための系統をＳクラスとする。 

(f) 制御建屋中央制御室換気設備。 

(g) 水素掃気用の安全圧縮空気系はＳクラスとする。 

また，Ｓクラスの水素掃気用の安全圧縮空気系が接続さ

れている機器は，溶液の放射線分解により発生する水素

の爆発を適切に防止するため，Ｓクラスとする。 

(h) 遮蔽設備のうち安全上重要な施設。 

 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

  a．放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに

属さない施設(ただし，内蔵量が少ないか又は貯蔵方式

により，その破損により公衆に与える放射線の影響が十

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
分小さいものは除く。) 

(a) 使用済燃料貯蔵設備のプール水浄化系。

(b) 高レベル廃液を内蔵する設備のうち，溶解施設，分

離施設，高レベル廃液処理設備,高レベル廃液ガラス

固化設備の系統及び機器。 

(c) プルトニウムを含む溶液を内蔵する設備のうち，溶

解施設，分離施設，精製施設，ウラン・プルトニウム

混合脱硝設備の系統及び機器。 

(d) ウランを内蔵する系統及び機器。

(e) プルトニウムを含む粉体を内蔵する系統及び機器。

(f) 酸回収設備及び溶媒回収設備。

(g) 低レベル廃液処理設備，ただし，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設等からの洗濯廃液等，床ドレンの

一部，試薬ドレン，手洗いドレン，空調ドレンに係る

設備及び海洋放出管の一部を除く。 

(h) 低レベル固体廃棄物処理設備。

(i) 分析設備。

b．放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散

を抑制するための施設でＳクラスに属さない施設 

(a) Ｂクラスの設備を収納するセル等。

(b) Ｂクラスの機器の廃ガス処理設備のうち，塔槽類か

ら排風機を経て弁までの範囲。 

(c) Ｂクラスのセル等の換気設備のうち，セル等から排

風機を経てダンパまでの範囲。 

c．その他の施設 

(a) 放射性物質を取り扱う移送機器及び装置類。ただ

し，以下の設備を除く。 

イ．放射性物質の環境への放出のおそれがない移送機

器及び装置類。 

ロ．放射性物質の濃度が非常に低いか，又は内蔵量が

非常に小さいものを取り扱う移送機器及び装置類。 

(b) 主要な遮蔽設備。

(3) Ｃクラスの施設

上記Ｓ，Ｂクラスに属さない施設。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

2.3  耐震重要度分類上の留意事項 

(1) 再処理施設の安全機能は，その機能に直接的に関連する

もののほか，補助的な役割をもつもの及び支持構造物等の

間接的な施設を含めて健全性を保持する観点で，これらを

主要設備等，補助設備，直接支持構造物，間接支持構造物

及び波及的影響を検討すべき設備に区分する。 

   安全上要求される同一の機能上の分類に属する主要設備

等，補助設備及び直接支持構造物については同一の耐震重

要度とするが，間接支持構造物の支持機能及び波及的影響

の評価については，それぞれ関連する設備の耐震設計に適

用される地震動に対して安全上支障がないことを確認す

る。 

(2) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵ホール

は，基準地震動にて臨界安全が確保されていることの確認

を行う。 

(3) 上位の分類に属する設備と下位の分類に属する設備間で

液体状の放射性物質を移送するための配管及びサンプリン

グ配管のうち，明らかに取扱い量が少ない配管は，設備の

バウンダリを構成している範囲を除き，下位の分類とす

る。 

(4) ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の定量ポット，中間

ポット及び脱硝装置のグローブボックスは，収納するＳク

ラスの機器へ波及的影響を及ぼさない設計とする。 

(5) 分離施設の補助抽出器中性子検出器の計数率高による工

程停止回路及び遮断弁，抽出塔供給溶解液流量高による送

液停止回路及び遮断弁，抽出塔供給有機溶媒液流量低によ

る工程停止回路及び遮断弁，第１洗浄塔洗浄廃液密度高に

よる工程停止回路及び遮断弁，精製施設のプルトニウム濃

縮缶に係る注水槽の液位低による警報及び注水槽は，上位

の分類に属するものへ波及的影響を及ぼさない設計とす

る。 

(6) 竜巻防護対策設備は，竜巻防護施設に波及的影響を及ぼ

さない設計とする。 

(7) 溢水防護設備は，地震及び地震を起因として発生する溢

水によって安全機能を有する施設のうち，再処理施設内部
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別紙４－２ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(9／15) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
で想定される溢水に対して，冷却，水素掃気，火災及び爆

発の防止，臨界防止等の安全機能を維持するために必要な

設備の安全機能が損なわれない設計とする。 

(8) 化学薬品防護設備は，地震及び地震を起因として発生す

る化学薬品の漏えいによって安全機能を有する施設のう

ち，再処理施設内部で想定される化学薬品の漏えいに対し

て，冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界防止等の

安全機能を維持するために必要な設備の安全機能が損なわ

れない設計とする。 

(9) 主排気筒及びその排気筒モニタのＳクラスとＢクラス以

下の配管又はダクトの取合いは，Ｂクラス以下の廃ガス処

理設備又は換気設備の機能が喪失したとしても，Ｓクラス

の廃ガス処理設備又は換気設備に影響を与えないようにす

る。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(10／15) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
2.2 発電用原子炉施設の区分 

2.2.1 区分の概要 

当該施設に課せられる機能は，その機能に直接的に関連する

もののほか，補助的な役割を持つもの，支持構造物等の間接的

な施設を含めた健全性が保たれて初めて維持し得るものである

ことを考慮し，これらを主要設備，補助設備，直接支持構造

物，間接支持構造物及び波及的影響を考慮すべき施設に区分す

る。 

 

2.2.2 各区分の定義 

各区分の設備は次のものをいう。 

(1) 主要設備とは，当該機能に直接的に関連する設備をいう。 

 

(2) 補助設備とは，当該機能に間接的に関連し，主要設備の補

助的役割を持つ設備をいう。 

(3) 直接支持構造物とは，主要設備，補助設備に直接取り付け

られる支持構造物，若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受

ける支持構造物をいう。 

(4) 間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重

を受ける構造物（建物・構築物・車両）をいう。 

(5) 波及的影響を考慮すべき施設とは，下位クラス施設のう

ち，その破損等によって上位クラス施設に波及的影響を及ぼす

おそれのある施設をいう。波及的影響を考慮すべき施設の検討

については，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基本方

針」に示す。 

 

2.2.3 間接支持機能及び波及的影響 

同一系統設備に属する主要設備，補助設備及び直接支持構造

物については同一の耐震重要度とするが，間接支持構造物の支

持機能及び設備相互間の影響については，それぞれ関連する設

備の耐震設計に適用される地震動に対して安全上支障ないこと

を確認するものとする。 

 

設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設を

表2-1 に，設計基準対象施設の申請設備の耐震重要度分類を表

2.4 再処理施設の区分 

2.4.1 区分の概要 

当該施設に課せられる機能は，その機能に直接的に関連する

もののほか，補助的な役割を持つもの，支持構造物等の間接的

な施設を含めた健全性が保たれて初めて維持し得るものである

ことを考慮し，これらを主要設備，補助設備，直接支持構造

物，間接支持構造物及び波及的影響を考慮すべき施設に区分す

る。 

 

2.4.2 各区分の定義 

 各区分の設備は次のものをいう。 

(1) 主要設備等とは，当該機能に直接的に関連する設備及び

構築物をいう。 

(2) 補助設備とは，当該機能に間接的に関連し，主要設備等

の補助的役割を持つ設備をいう。 

(3) 直接支持構造物とは，主要設備等，補助設備に直接取り

付けられる支持構造物，又はこれらの設備の荷重を直接的

に受ける支持構造物をいう。 

(4) 間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷

重を受ける構造物（建物・構築物）をいう。 

(5) 波及的影響を考慮すべき設備とは，下位の耐震クラスに

属するものの破損によって上位の分類に属するものに波及

的影響を及ぼすおそれのある設備をいう。波及的影響を考

慮すべき設備の検討については，添付書類「Ⅳ－１－１－

４ 波及的影響に係る基本方針」に示す。 

 

2.4.3 間接支持機能及び波及的影響 

同一系統設備に属する主要設備，補助設備及び直接支持構造

物については同一の耐震重要度とするが，間接支持構造物の支

持機能及び設備相互間の影響については，それぞれ関連する設

備の耐震設計に適用される地震動に対して安全上支障ないこと

を確認するものとする。 

 

事業変更許可申請書に基づく再処理施設の耐震設計上の重

要度分類を第 2.4-1 表に示す。 

 

 

再処理施設にお

いては主要設備

に構築物を含む

ことから「主要

設備等」と記載

した。 
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【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(11／15) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
2-2 に示す。 

 

同表には，当該施設を支持する構造物の支持機能が維持され

ることを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に適

用する地震動（以下「検討用地震動」という。）を併記する。 

 

 

 

 

同表には，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が

維持されることを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべ

き設備に適用する地震動(以下「検討用地震動」という。)を

併記する。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(12／15) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
3. 設計基準対象施設の重要度分類の取合点 

設計基準対象施設の重要度分類の取合点は，以下の通りとす

る。 

(1) 機器とそれに接続する配管系との重要度分類が異なる場合

の取合点は，原則として，機器から見て第1 弁とする。取合点

となる第1 弁は，上位の重要度分類に属するものとする。 

 

(2) 原子炉格納容器バウンダリは，バウンダリを構成する弁ま

でをＳクラスとする（図3-1 参照）。 

 
(3) 配管系中で重要度が異なる場合の取合点は，原子炉冷却材

圧力バウンダリ周りで第2 隔離弁までがバウンダリの場合は第

2 弁（注1），その他は上位クラスから見て第1 弁（注2）とす

る。取合点となる弁は，図3-2 に示すように上位の重要度分類

に属するものとする。 

 

 

3. 再処理施設の重要度分類の取合点 

再処理施設の重要度分類の取合点は，以下のとおりとする。 

 

(1) 機器とそれに接続する配管系との重要度分類が異なる場

合の取合点は，原則として，機器から見て第１弁とする。

取合点となる第１弁は，上位の重要度分類に属するものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 配管系中で重要度が異なる場合の取合点は，上位クラス

から見て第１弁とする。取合点となる弁は，第3.-１図に

示すように上位の重要度分類に属するものとする。 

 

 
第3.－１図 配管系中の取合点 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設の重

要度分類の取合

は，左記(1)，

(2)で設定してい

ることから記載

していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143



別紙４－２ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(13／15) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
4. 重大事故等対処施設の設備の分類 

4.1 耐震設計上の設備の分類 

重大事故等対処施設について，耐震設計上の区分を設備が有

する重大事故等時に対処するために必要な機能を踏まえて，以

下の通りに分類する。 

 

(1) 基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等時に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれのないように設計す

るもの 

 

a. 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設計

基準事故対処設備が有する機能を代替するもの 

 

 

b. 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合におい

て，当該重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和するた

めの機能を有する設備であって常設のもの 

 

(2) 静的地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄに2 分の1 を乗じた

ものによる地震力に対して十分に耐えるよう設計するもの 

 

a. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設

備 

常設重大事故防止設備であって，耐震Ｂクラス又はＣクラス

に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 重大事故等対処施設の区分 

4. 重大事故等対処設備の設備分類  

4.1  耐震設計上の設備分類 

重大事故等対処設備の設備分類については，後次回申請以

降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  設備分類上の留意事項 

重大事故等対処設備の設備分類上の留意事項については，

後次回申請以降で申請する。 

 

 

 

4.3 重大事故等対処施設の区分 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(14／15)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
4.2.1 区分の概要 

当該施設に課せられる機能は，その機能に関連するもののほ

か，支持構造物等の間接的な施設を含めた健全性が保たれて初

めて維持し得るものであることを考慮し，これらを設備，直接

支持構造物，間接支持構造物及び波及的影響を考慮すべき施設

に区分する。 

4.2.2 各区分の定義 

各区分の設備とは次のものをいう。 

(1) 設備とは，重大事故等時に対処するために必要な機能を有

する設備で，重大事故等時に当該機能に直接的に関連する設備

及び間接的に関連する設備をいう。 

(2) 直接支持構造物とは，設備に直接取り付けられる支持構造

物，若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物

をいう。 

(3) 間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重

を受ける構造物（建物・構築物・車両）をいう。 

(4) 波及的影響を考慮すべき施設とは，下位クラス施設の破損

等によって上位クラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのある

施設をいう。波及的影響を考慮すべき施設の検討については，

添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針」に示す。 

4.2.3 間接支持機能及び波及的影響 

設備の直接支持構造物については設備と同一の設備分類とす

るが，間接支持構造物の支持機能及び設備相互間の影響につい

ては，それぞれ関連する設備の耐震設計に適用される地震動に

対して安全上支障のないことを確認するものとする。 

重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設を表4-1 に，

重大事故等対処施設の申請設備の設備分類を表4-2 に示す。ま

た，同表には，当該施設を支持する構造物の支持機能が維持さ

れることを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に

適用する地震動（以下「検討用地震動」という。）を併記す

る。 

重大事故等対処施設の区分については，後次回申請以降で

申請する。 
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【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針】(15／15) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
5. 重大事故等対処施設の設備分類の取合点 

重大事故等対処施設の設備分類の取合点は，以下の通りとす

る。 

(1) 機器とそれに接続する配管系との，上位クラス施設と下位

クラス施設の取合点は，原則として，機器から見て第1 弁とす

る。取合点となる第1 弁は，上位クラス施設に属するものとす

る。 

(2) 配管系中の上位クラス施設と下位クラス，施設の取合点

は，原子炉冷却材圧力バウンダリ周りで第2 隔離弁までがバウ

ンダリの場合は第2 弁（注1），その他は上位クラスから見て

第1 弁（注2）とする。取合点となる弁は，図5-1 に示すよう

に上位クラス施設に属するものとする。 

ここで上位クラス施設とは，耐震重要施設及び常設耐震重要

重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置されている

重大事故等対処施設をいい，下位クラス施設とは，上位クラス

の施設以外の発電所内にある施設（資機材等を含む。）をい

う。 

 

4.4  重大事故等対処設備の設備分類の取合点 

重大事故等対処設備の設備分類の取合点については，後次

回申請以降で申請する。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(1／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針 

目次 

1. 概要

2. 基本方針

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針

3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点

3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計

3.3 接続部の観点による設計

3.4 損傷，転倒及び落下等の観点による建屋内施設の設計

3.5 損傷，転倒及び落下等の観点による建屋外施設の設計  

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設

4.1 不等沈下又は相対変位の観点

4.2 接続部の観点

4.3 建屋内施設の損傷，転倒及び落下等の観点

4.4 建屋外施設の損傷，転倒及び落下等の観点

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針

5.1 耐震評価部位  

5.2 地震応答解析  

5.3 設計用地震動又は地震力  

5.4 荷重の種類及び荷重の組合せ 

5.5 許容限界  

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討

Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針 

目次 

1. 概要

2. 基本設計

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針

3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点

3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計

3.3 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相

互影響 

3.4 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

による耐震重要施設への影響 

3.5 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

による耐震重要施設への影響 

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設

4.1  不等沈下又は相対変位の観点 

4.2  接続部の観点 

4.3  建屋内施設の損傷，転倒及び落下の観点 

4.4  建屋外施設の損傷，転倒及び落下の観点 

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設

計方針

5.1  耐震評価部位 

5.2  地震応答解析 

5.3  設計用地震動又は地震力 

5.4  荷重の種類及び荷重の組合せ 

5.5  許容限界 

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討
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【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(2／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
1. 概要

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」の

「3.3 波及的影響に対する考慮」に基づき，設計基準対象施設及

び重大事故等対処施設の耐震設計を行うに際して，波及的影響を

考慮した設計の基本的な考え方を説明するものである。 

本資料の適用範囲は，設計基準対象施設及び重大事故等対処施

設である。 

2. 基本方針

設計基準対象施設のうち耐震重要度分類のＳクラスに属する施

設（以下「Ｓクラス施設」という。），重大事故等対処施設のう

ち常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備並び

にこれらが設置される常設重大事故等対処施設（以下「ＳＡ施

設」という。）は，下位クラス施設の波及的影響によって，それ

ぞれその安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を

損なわないように設計する。 

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針

3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点

Ｓクラス施設の設計においては，「設置許可基準規則の解釈別

記2」（以下「別記2」という。）に記載の以下の4つの観点で実施

する。 

ＳＡ施設の設計においては，別記2 における「耐震重要施設」

を「ＳＡ施設」に，「安全機能」を「重大事故等に対処するため

に必要な機能」に読み替えて適用する。 

① 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又

は不等沈下による影響

② 耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部における相

互影響

③ 建屋内における下位のクラスの施設の損傷，転倒及び落下

1. 概要

本資料は，添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」の

「3.3 波及的影響に対する考慮」に基づき，安全機能を有する

施設の耐震設計を行うに際して，波及的影響を考慮した設計の

基本的な考え方を説明するものである。 

本資料の適用範囲は，安全機能を有する施設である。重大事

故等対処施設については，後次回申請以降で示す。 

2. 基本方針

安全機能を有する施設のうち，耐震重要度分類のＳクラスに

属する施設（以下「Ｓクラス施設」という。）は，下位クラス

施設の波及的影響によって，その安全機能を損なわないように

設計する。 

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針

3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点

Ｓクラス施設の設計においては,「事業指定基準規則の解釈別

記２」(以下「別記２」という。)に記載の以下の４つの観点で

実施する。 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位

又は不等沈下による影響

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互

影響

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に

第 1回申請範

囲である安全

機能を有する

施設に対する

記載とし，重

大事故等対処

施設について

は後次回申請

以降に示す。

以降，本資料

において重大

事故等対処施

設の記載有無

による先行炉

との差異理由

は同様。 
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【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(3／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
等による耐震重要施設への影響 

④ 建屋外における下位のクラスの施設の損傷，転倒及び落下

等による耐震重要施設への影響

また，上記①～④以外に設計の観点に含める事項がないかを確

認する。原子力発電情報公開ライブラリ（NUCIA：ニューシア）か

ら，原子力発電所の被害情報を抽出し，その要因を整理する。地

震被害の発生要因が「別記2」①～④の検討事項に分類されない要

因については，その要因も設計の観点に追加する。 

以上の①～④の具体的な設計方法を以下に示す。 

よる耐震重要施設への影響 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に

よる耐震重要施設への影響

また，上記(1)～(4)以外に設計の観点に含める事項がないか

を確認する。原子力施設情報公開ライブラリ(NUCIA：ニューシ

ア)から，原子力施設の被害情報，官公庁等の公開情報から化学

プラントの被害情報を抽出し，その要因を整理する。地震被害

の発生要因が別記２(1)～(4)の検討事項に分類されない要因に

ついては，その要因も設計の観点に追加する。

以上の(1)～(4)の具体的な設計方法を以下に示す。 

事業変更許可

申請書に基づ

き化学プラン

トの地震被害

情報を抽出す

る記載とし

た。
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【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(4／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計 

建屋外に設置する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設を

対象に，別記2①「設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する

相対変位又は不等沈下による影響」の観点で，上位クラス施設の

安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわな

いよう下位クラス施設を設計する。 

(1) 地盤の不等沈下による影響

下位クラスの施設が設置される地盤の不等沈下により，上位

クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な

機能を損なわないよう，以下の通り設計する。

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設

の不等沈下を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十

分な距離をとって配置するか，下位クラス施設と上位クラス施

設の間に波及的影響を防止するために，衝突に対する強度を有

する障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可

能性がある位置に設置する場合には，不等沈下を起こさない十

分な支持牲能をもつ地盤に下位クラス施設を設置する。下位ク

ラス施設を上位クラス施設に要求される支持性能が十分でない

地盤に設置する場合は，下位クラス施設が設置される地盤の不

等沈下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持する設計

とする。

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設が設置され

る地盤の不等沈下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保

持するよう設計する。 

以上の設計方針のうち，不等沈下を想定し，上位クラス施設

の有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4．波

及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針

を「5．波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計

方針」に示す。 

(2) 建屋間の相対変位による影響

3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計 

建屋外に設置する安全機能を有する施設を対象に，別記２(1)

「設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は

不等沈下による影響」の観点で，上位クラス施設の安全機能を

損なわないよう下位クラス施設を設計する。 

(1) 地盤の不等沈下による影響

下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下により，上位

クラス施設の安全機能を損なわないよう，以下のとおり設計す

る。

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設

の不等沈下を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十

分な距離をとって配置するか，下位クラス施設と上位クラス施

設の間に波及的影響を防止するために，衝突に対する強度を有

する障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可

能性がある位置に設置する場合には，不等沈下を起こさない十

分な支持性能をもつ地盤に下位クラス施設を設置する。下位ク

ラス施設を上位クラス施設に要求される支持性能が十分でない

地盤に設置する場合は，下位クラス施設が設置される地盤の不

等沈下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持する設計

とする。

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設が設置され

る地盤の不等沈下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保

持するよう設計する。 

以上の設計方針のうち，不等沈下を想定し，上位クラス施設

の有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4．

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方

針を「5．波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震

設計方針」に示す。 

(2) 建屋間の相対変位による影響

記載の適正化

として，図書

間の整合を図

るため「Ⅳ－

１－１ 耐震設

計の基本方

針」に合わせ

た記載とし

た。以下同

様。 
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【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(5／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，上位

クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な

機能を損なわないよう，以下の通り設計する。

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設

と上位クラス施設との相対変位を想定しても，下位クラス施設

が上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって配置

するか，下位クラス施設と上位クラス施設との間に波及的影響

を防止するために，衝突に対する強度を有する障壁を設置す

る。 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，下位

クラス施設が上位クラス施設に衝突する位置にある場合には，

衝突部分の接触状況の確認，建屋全体評価又は局部評価を実施

し，衝突に伴い，上位クラス施設について，それぞれその安全

機能及び重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれる

おそれのないよう設計する。

以上の設計方針のうち，建屋全体評価又は局部評価を実施して設

計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対象とする下位ク

ラス施設」に，その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする

下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，上

位クラス施設の安全機能を損なわないよう，以下のとおり設

計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施

設と上位クラス施設との相対変位を想定しても，下位クラス

施設が上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとっ

て配置するか，下位クラス施設と上位クラス施設との間に波

及的影響を防止するために，衝突に対する強度を有する障壁

を設置する。 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，下

位クラス施設が上位クラス施設に衝突する位置にある場合に

は，衝突部分の接触状況の確認，建屋全体評価又は局部評価

を実施し，衝突に伴い，上位クラス施設について，それぞれ

その安全機能が損なわれるおそれのないよう設計する。 

以上の設計方針のうち，建屋全体評価又は局部評価

を実施して設計する下位クラス施設を「4. 波及的

影響の設計対象とする下位クラス施設」に，その設

計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位ク

ラス施設の耐震設計方針」に示す。
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【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(6／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
3.3 接続部の観点による設計 

建屋内外に設置する設計基準対象施設及び重大事故等対処施

設を対象に，別記2②「耐震重要施設と下位のクラスの施設との

接続部における相互影響」の観点で，上位クラス施設の安全機

能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよ

う下位クラス施設を設計する。 

上位クラス施設と下位クラス施設との接続部には，原則，Ｓ

クラスの隔離弁等を設置することにより分離し，事故時等に隔

離されるよう設計する。隔離されない接続部以降の下位クラス

施設については，下位クラス施設が上位クラス施設の設計に用

いる地震動又は地震力に対して，内部流体の内包機能，機器の

動的機能，構造強度等を確保するよう設計する。又は，これら

が維持されなくなる可能性がある場合は，下位クラス施設の損

傷と隔離によるプロセス変化により，上位クラス施設の内部流

体の温度，圧力に影響を与えても，支持構造物を含めて系統と

しての機能が設計の想定範囲内に維持されるよう設計する。

以上の設計方針のうち，内部流体の内包機能，機器の動的機

能，構造強度を確保するよう設計する下位クラス施設を「4. 波

及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針

を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計

方針」に示す。 

3.4 損傷，転倒及び落下等の観点による建屋内施設の設計 

建屋内に設置する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設

を対象に，別記2③「建屋内における下位のクラスの施設の損

傷，転倒及び落下等による耐震重要施設への影響」の観点で，

上位クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必

要な機能を損なわないよう下位クラス施設を設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設

3.3 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影

響 

建屋内外に設置する上位クラス施設を対象に， 別記２(2)

「耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影

響」の観点で，上位クラス施設の安全機能を損なわないよう

下位クラス施設を設計する。

上位クラス施設と下位クラス施設との接続部には，原則，

Ｓクラスの隔離弁等を設置することにより分離し，事故時等

に隔離されるよう設計する。隔離されない接続部以降の下位

クラス施設については，下位クラス施設が上位クラス施設の

設計に用いる地震動又は地震力に対して，内部流体の内包機

能，機器の動的機能，構造強度等を確保するよう設計する。

又は，これらが維持されなくなる可能性がある場合は，下位

クラス施設の損傷と隔離によるプロセス変化により，上位ク

ラス施設の内部流体の温度，圧力に影響を与えても，支持構

造物を含めて系統としての機能が設計の想定範囲内に維持さ

れるよう設計する。

以上の設計方針のうち，内部流体の内包機能，機器・配管

系の動的機能，構造強度を確保するよう設計する下位クラス

施設を「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」

に，その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位

クラス施設の耐震設計方針」に示す。

3.4 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響 

建屋内に設置する上位クラス施設を対象に， 別記２(3)

「建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響」の観点で，上位クラス施設の安全

機能を損なわないよう下位クラス施設を設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施

記載の適正化

として，図書

内の整合を図

るため 3.2 項

に合わせた記

載とした。以

下同様。 

記載の適正化

として，図書

内の整合を図

るため 3.1 項

に合わせた記

載とした。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(7／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
の損傷，転倒及び落下等を想定しても上位クラス施設に衝突し

ない程度に十分な距離をとって配置するか，下位クラス施設と

上位クラス施設の間に波及的影響を防止するために衝突に対す

る強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可

能性がある位置に設置する場合には，下位クラス施設が上位ク

ラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，下位クラ

ス施設が損傷，転倒及び落下等に至らないよう構造強度設計を

行う。

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，転

倒及び落下等を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持す

るよう設計する。 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位クラ

ス施設の損傷，転倒及び落下等を想定し，上位クラス施設の有

する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的

影響の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を

「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方

針」に示す。

設の損傷，転倒及び落下を想定しても上位クラス施設に衝突

しない程度に十分な距離をとって配置するか，下位クラス施

設と上位クラス施設の間に波及的影響を防止するために衝突

に対する強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす

可能性がある位置に設置する場合には，下位クラス施設が上

位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，下

位クラス施設が損傷，転倒及び落下に至らないよう構造強度

設計を行う。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，

転倒及び落下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持

するよう設計する。 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位ク

ラス施設の損傷，転倒及び落下を想定し，上位クラス施設の

有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4.

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計

方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の

耐震設計方針」に示す。
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(8／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
3.5 損傷，転倒及び落下等の観点による建屋外施設の設計 

建屋外に設置する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設

を対象に，別記2④「建屋外における下位のクラスの施設の損

傷，転倒及び落下等による耐震重要施設への影響」の観点で，

上位クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必

要な機能を損なわないよう下位クラス施設を設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設

の損傷，転倒及び落下等を想定しても上位クラス施設に衝突し

ない程度に十分な距離をとって配置するか，下位クラス施設と

上位クラス施設の間に波及的影響を防止するために衝突に対す

る強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可

能性がある位置に設置する場合には，下位クラス施設が上位ク

ラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，下位クラ

ス施設が損傷，転倒及び落下等に至らないよう構造強度設計を

行う。

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，転

倒及び落下等を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持す

るよう設計する。 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位クラス施

設の損傷，転倒及び落下等を想定し，上位クラス施設の有する機

能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設

計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波及的影

響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

3.5 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響 

建屋外に設置する安全機能を有する施設を対象に，別記２

(4)「建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に

よる耐震重要施設への影響」の観点で，上位クラス施設の安

全機能を損なわないよう下位クラス施設を設計する。

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施

設の損傷，転倒及び落下を想定しても上位クラス施設に衝突

しない程度に十分な距離をとって配置するか，下位クラス施

設と上位クラス施設の間に波及的影響を防止するために衝突

に対する強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす

可能性がある位置に設置する場合には，下位クラス施設が上

位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，下

位クラス施設が損傷，転倒及び落下に至らないよう構造強度

設計を行う。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，

転倒及び落下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持

するよう設計する。 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位ク

ラス施設の損傷，転倒及び落下を想定し，上位クラス施設の

有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4.

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計

方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の

耐震設計方針」に示す。

記載の適正化

として，図書

内の整合を図

るため 3.1 項

に合わせた記

載とした。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(9／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設

「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づき，構造強

度等を確保するように設計するものとして選定した下位クラス施

設を以下に示す。 

4.1 不等沈下又は相対変位の観点 

(1) 地盤の不等沈下による影響

a. 土留鋼管矢板

下位クラス施設である土留鋼管矢板は，上位クラス施設であ

る貯留堰に隣接しており，上位クラス施設の設計に適用する地

震動により地盤が不等沈下し波及的影響を及ぼすおそれが否定

できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設

の不等沈下により，波及的影響を受けるおそれのある上位クラ

ス施設を表4-1 に示す。

(2) 建屋間の相対変位による影響

a. タービン建屋，サービス建屋

下位クラス施設であるタービン建屋，サービス建屋は，上位

クラス施設である原子炉建屋に隣接していることから，上位ク

ラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う相対変位に

より衝突して，原子炉建屋に対して波及的影響を及ぼすおそれ

が否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設

「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づき，構

造強度等を確保するように設計するものとして選定した下位ク

ラス施設を以下に示す。

4.1  不等沈下又は相対変位の観点 

(1) 地盤の不等沈下による影響

「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づき

確認した結果，地盤の不等沈下による波及的影響の設計対

象として選定する下位クラス施設はない。 

(2) 建屋間の相対変位による影響

a．出入管理建屋，分析建屋

下位クラス施設である出入管理建屋，分析建屋は，上位ク

ラス施設である制御建屋に隣接していることから，上位クラ

ス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う相対変位に

より衝突して，制御建屋に対して波及的影響を及ぼすおそれ

が否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

b．使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋，使用済燃料輸送容器

管理建屋(使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫) 

再処理施設に

おいて，波及

的影響の設計

対象となる施

設はないこと

を記載した。 

再処理施設に

おける後次回

申請範囲を含

め，波及的影

響の設計対象

とする下位ク

ラス施設を記

載した。
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(10／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
下位クラス施設である使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋，

使用済燃料輸送容器管理建屋(使用済燃料収納使用済燃料輸送

容器保管庫)は，上位クラス施設である使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋に隣接していることから，上位クラス施設の設計に適

用する地震動又は地震力に伴う相対変位により衝突して，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋に対して波及的影響を及ぼすおそ

れが否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

c. 安全冷却水Ｂ冷却塔 飛来物防護ネット

下位クラス施設である安全冷却水Ｂ冷却塔 飛来物防護ネ

ットは，上位クラス施設である安全冷却水Ｂ冷却塔に隣接し

ていることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又

は地震力に伴う相対変位により衝突して，安全冷却水Ｂ冷却

塔に対して波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。この

ため波及的影響の設計対象とした。 

d. 安全冷却水Ａ冷却塔 飛来物防護ネット

下位クラス施設である安全冷却水Ａ冷却塔 飛来物防護ネ

ットは，上位クラス施設である安全冷却水Ａ冷却塔に隣接し

ていることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又

は地震力に伴う相対変位により衝突して，安全冷却水Ａ冷却

塔に対して波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。この

ため波及的影響の設計対象とした。 

e. 第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ

飛来物防護ネット 

下位クラス施設である第２非常用ディーゼル発電機用 安全

冷却水系冷却塔Ａ 飛来物防護ネットは，上位クラス施設で

ある第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ及

び非常用電源建屋に隣接していることから，上位クラス施設

再処理施設の

設工認申請に

おいては分割

申請であるた

め，後次回申

請以降で示す

ことがわかる

記載とした。 
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【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(11／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
の設計に適用する地震動又は地震力に伴う相対変位により衝

突して，第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔

Ａに対して波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。この

ため波及的影響の設計対象とした。 

f. 第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ｂ

飛来物防護ネット 

下位クラス施設である第２非常用ディーゼル発電機用 安全

冷却水系冷却塔Ｂ 飛来物防護ネットは，上位クラス施設で

ある第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ｂ及

び非常用電源建屋に隣接していることから，上位クラス施設

の設計に適用する地震動又は地震力に伴う相対変位により衝

突して，第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔

Ｂに対して波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。この

ため波及的影響の設計対象とした。 

g. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系

冷却塔Ａ 飛来物防護ネット 

下位クラス施設である使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設用 安全冷却水系冷却塔Ａ 飛来物防護ネットは，上位ク

ラス施設である使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安

全冷却水系冷却塔Ａに隣接していることから，上位クラス施

設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う相対変位により

衝突して，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷

却水系冷却塔Ａに対して波及的影響を及ぼすおそれが否定で

きない。このため波及的影響の設計対象とした。 

h. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系

冷却塔Ｂ 飛来物防護ネット 

下位クラス施設である使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設用 安全冷却水系冷却塔Ｂ 飛来物防護ネットは，上位ク

ラス施設である第２使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用

安全冷却水系冷却塔Ａに隣接していることから，上位クラス
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【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(12／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う相対変位によ

り衝突して，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全

冷却水系冷却塔Ｂに対して波及的影響を及ぼすおそれが否定

できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

i. 主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの飛来物防

護板（主排気筒周り）の飛来物防護板 

下位クラス施設である主排気筒に接続する屋外配管及び屋

外ダクトの飛来物防護板（主排気筒周り）は，上位クラス施

設である屋外配管（2540-AV-001-01,2540-AV-002-01），屋外

ダクト（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋換気設備），主排気筒管理建屋，主

排気筒を覆うように設置していることから，上位クラス施設

の設計に適用する地震動又は地震力に伴う相対変位により衝

突して，屋外配管（2540-AV-001-01,2540-AV-002），屋外ダ

クト（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋換気設備）に衝突し，波及的影響を及

ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対象

とした。 

j. 主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの飛来物防

護板（分離建屋屋外）の飛来物防護板

下位クラス施設である主排気筒に接続する屋外配管及び屋

外ダクトの飛来物防護板（主排気筒周り）は，上位クラス施

設である屋外配管（1705-AV-001-01），屋外ダクト（高レベ

ル廃液ガラス固化建屋換気設備，分離建屋換気設備）を覆う

ように設置していることから，上位クラス施設の設計に適用

する地震動又は地震力に伴う相対変位により衝突して，屋外

配管（1705-AV-001-01），屋外ダクト（高レベル廃液ガラス

固化建屋換気設備，分離建屋換気設備）に衝突し，波及的影

響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設

計対象とした。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(13／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設

の相対変位により，波及的影響を受けるおそれのある上位クラ

ス施設を表4-2 に示す。

k. 主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの飛来物防

護板（精製建屋屋外）の飛来物防護板

下位クラス施設である主排気筒に接続する屋外配管及び屋

外ダクトの飛来物防護板（主排気筒周り）は，上位クラス施

設である屋外配管（1305-AV-068-01），屋外ダクト（精製建

屋換気設備）を覆うように設置していることから，上位クラ

ス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う相対変位に

より衝突して，屋外配管（1305-AV-068-01），屋外ダクト

（精製建屋換気設備）に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれ

が否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

l. 主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの飛来物防

護板（高レベル廃液ガラス固化建屋屋外）の飛来物防護

板

下位クラス施設である主排気筒に接続する屋外配管及び屋

外ダクトの飛来物防護板（主排気筒周り）は，上位クラス施

設である屋外配管（1705-AV-001-01），屋外ダクト（高レベ

ル廃液ガラス固化建屋換気設備）を覆うように設置している

ことから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震

力に伴う相対変位により衝突して，屋外配管（1705-AV-001-

01），屋外ダクト（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備）

に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。この

ため波及的影響の設計対象とした。 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施

設の相対変位により，波及的影響を受けるおそれのある上位

クラス施設を第 4.1-1 表に示す。

なお，安全冷却水Ｂ冷却塔 飛来物防護ネットを除く本項

における波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の詳細

な評価は後次回申請以降において示す。 

第 4.1-1 表 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設(相対

変位) 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(14／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

（第 1回申請範囲） 

波及的影響を受けるおそれの

ある上位クラス施設 

波及的影響の設計対象とする

下位クラス施設 

安全冷却水Ｂ冷却塔 
安全冷却水Ｂ冷却塔 飛来物 

防護ネット 

（後次回以降申請範囲） 

波及的影響を受けるおそれの

ある上位クラス施設 

波及的影響の設計対象とする

下位クラス施設 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理

建屋 

使用済燃料輸送容器管理建屋

(使用済燃料収納使用済燃料

輸送容器保管庫) 

制御建屋 
出入管理建屋 

分析建屋 

安全冷却水Ａ冷却塔 
安全冷却水Ａ冷却塔 飛来物 

防護ネット 

第２非常用ディーゼル発電機 

用 安全冷却水系冷却塔Ａ及

び非常用電源建屋 

第２非常用ディーゼル発電機 

用 安全冷却水系冷却塔Ａ 

飛来物防護ネット 

第２非常用ディーゼル発電機 

用 安全冷却水系冷却塔Ｂ及

び非常用電源建屋 

第２非常用ディーゼル発電機 

用 安全冷却水系冷却塔Ｂ 

飛来物防護ネット 

安全冷却水系冷却塔Ａ 

使用済燃料の受入れ施設及び 

貯蔵施設用 安全冷却水系冷 

却塔Ａ 飛来物防護ネット 

安全冷却水系冷却塔Ｂ 

使用済燃料の受入れ施設及び 

貯蔵施設用 安全冷却水系冷 

却塔Ｂ 飛来物防護ネット 

161



別紙４－３ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(15／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
屋 外 配 管 （

） 

屋外ダクト（高レベル廃液ガ

ラス固化建屋換気設備，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建

屋換気設備） 

主排気筒管理建屋 

主排気筒 

主排気筒に接続する屋外配及 

び屋外ダクトの飛来物防護板 

（主排気筒周り） 

屋外配管（ ） 

屋外ダクト（高レベル廃液ガ

ラス固化建屋換気設備，分離

建屋換気設備） 

主排気筒に接続する屋外配管 

及び屋外ダクトの飛来物防護 

板（分離建屋屋外） 

屋外配管（ ） 

屋外ダクト（精製建屋換気設

備） 

主排気筒に接続する屋外配管 

及び屋外ダクトの飛来物防護 

板（精製建屋屋外） 

屋外配管（ ） 

屋外ダクト（高レベル廃液ガ

ラス固化建屋換気設備）

主排気筒に接続する屋外配管 

及び屋外ダクトの飛来物防護 

板（高レベル廃液ガラス固化 

建屋屋外） 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(16／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
4.2 接続部の観点 

a. ウォータレグシールライン（残留熱除去系,高圧炉心スプレ

イ系及び低圧炉心スプレイ系）

上位クラス施設である残留熱除去系配管,高圧炉心スプレイ系

配管及び低圧炉心スプレイ系配管に系統上接続されている下位

クラス施設のウォータレグシールライン（残留熱除去系,高圧炉

心スプレイ系及び低圧炉心スプレイ系）は，その損傷により，

上位クラス施設のバウンダリ機能の喪失の可能性が否定できな

い。 

このため，上位クラス施設の残留熱除去系配管,高圧炉心スプ

レイ系配管及び低圧炉心スプレイ系配管と系統上接続されてい

る下位クラス施設のウォータレグシールライン（残留熱除去系,

高圧炉心スプレイ系及び低圧炉心スプレイ系）を波及的影響の

設計対象とした。 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設

との接続部の観点により，波及的影響を受けるおそれのある上

位クラス施設を表4-3 に示す。 

4.2  接続部の観点 

(1) 非常用電源建屋

a．配管 

(a)

上位クラス施設であるシリンダ油サービスタンクＡに系

統上接続されている下位クラス施設の

は，その損傷により，上位クラス施設の安全機能の

喪失の可能性が否定できない。 

このため，上位クラス施設のシリンダ油サービスタンク

Ａと系統上接続されている下位クラス施設の

を波及的影響の設計対象とした。

(b)

上位クラス施設であるシリンダ油サービスタンクＢに系

統上接続されている下位クラス施設の

は，その損傷により，上位クラス施設の安全機能の

喪失の可能性が否定できない。 

このため，上位クラス施設のシリンダ油サービスタンク

Ｂと系統上接続されている下位クラス施設の

を波及的影響の設計対象とした。

(c)

上位クラス施設である潤滑油タンクＡに系統上接続され

ている下位クラス施設の は，その

損傷により，上位クラス施設の安全機能の喪失の可能性が

否定できない。 

このため，上位クラス施設の潤滑油タンクＡと系統上接

続されている下位クラス施設の を

波及的影響の設計対象とした。 

(d)

上位クラス施設である潤滑油タンクＢに系統上接続され

ている下位クラス施設の は，その

再処理施設に

おける後次回

申請範囲を含

め，波及的影

響の設計対象

とする下位ク

ラス施設を記

載した。
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(17／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
損傷により，上位クラス施設の安全機能の喪失の可能性が

否定できない。 

このため，上位クラス施設の潤滑油タンクＢと系統上接

続されている下位クラス施設の を

波及的影響の設計対象とした。 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設

との接続部の観点により波及的影響を受けるおそれのある上位

クラス施設を第 4.2-1 表に示す。

なお，本項における波及的影響の設計対象とする下位クラス

施設の詳細な評価は後次回申請以降において示す。 再処理施設の

設工認申請に

おいては分割

申請であるた

め，後次回申

請以降で示す

ことがわかる

記載とした。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(18／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

第 4.2-1 表 下位クラス施設との接続部の観点による耐震重要

施設への影響（非常用電源建屋） 

波及的影響を受けるおそれの

ある上位クラス施設 

波及的影響の設計対象とする

下位クラス施設 

シリンダ油サービスタンクＡ  

シリンダ油サービスタンクＢ  

潤滑油タンクＡ  

潤滑油タンクＢ  

165



別紙４－３ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(19／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
4.3 建屋内施設の損傷，転倒及び落下等の観点 

(1) 施設の損傷，転倒及び落下等による影響

a. 燃料取替機，原子炉建屋クレーン

下位クラス施設である燃料取替機及び原子炉建屋クレーン

は，上位クラス施設である使用済燃料プール，使用済燃料貯

蔵ラック等の上部に設置していることから，上位クラス施設

の設計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒又は落下によ

り，使用済燃料プール，使用済燃料貯蔵ラック等に衝突し波

及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影

響の設計対象とした。 

b. チャンネル着脱機，制御棒貯蔵ラック及び制御棒貯蔵ハンガ

下位クラス施設であるチャンネル着脱機，制御棒貯蔵ラッ

ク及び制御棒貯蔵ハンガは，上位クラス施設である使用済燃

料プール内に設置していることから，上位クラス施設の設計

に適用する地震動又は地震力に伴う転倒又は落下により，使

用済燃料プール及び使用済燃料貯蔵ラックに波及的影響を及

ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対象

とした。 

c. 使用済燃料乾式貯蔵建屋クレーン

下位クラス施設である使用済燃料乾式貯蔵建屋クレーン

は，上位クラス施設である使用済燃料乾式貯蔵容器の上部に

設置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地

震動又は地震力に伴う転倒又は落下により，使用済燃料乾式

貯蔵容器に衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

d. 原子炉遮蔽

下位クラス施設である原子炉遮蔽は，上位クラス施設であ

る原子炉圧力容器に隣接していることから，上位クラス施設

の設計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，原子

炉圧力容器に衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

4.3  建屋内施設の損傷，転倒及び落下の観点 

(1) 施設の損傷，転倒及び落下等による影響

a．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

(a) 燃料移送水中台車

下位クラス施設である燃料移送水中台車は，上位クラス

施設である燃料移送水路の近傍に設置していることから，

上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う

転倒により，燃料移送水路に衝突し波及的影響を及ぼすお

それが否定できない。このため波及的影響の設計対象とし

た。 

(b) 第１チャンネルボックス切断装置Ａ，Ｂ

下位クラス施設である第１チャンネルボックス切断装置

は，上位クラス施設であるチャンネルボックス・バ－ナブ

ルポイズン取扱ピット（チャンネルボックス用，チャンネ

ルボックス及びバ－ナブルポイズン用）の近傍に設置して

いることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又

は地震力に伴う転倒により，チャンネルボックス・バ－ナ

ブルポイズン取扱ピット（チャンネルボックス用，チャン

ネルボックス及びバ－ナブルポイズン用）に衝突し波及的

影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響

の設計対象とした。 

(c) 第１バーナブルポイズン切断装置Ａ，Ｂ

下位クラス施設である第１バーナブルポイズン切断装置

は，上位クラス施設であるチャンネルボックス・バ－ナブ

ルポイズン取扱ピット（バ－ナブルポイズン用，チャンネ

ルボックス及びバ－ナブルポイズン用）の近傍に設置して

いることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又

は地震力に伴う転倒により，チャンネルボックス・バ－ナ

ブルポイズン取扱ピット（バ－ナブルポイズン用，チャン

ネルボックス及びバ－ナブルポイズン用）に衝突し波及的

再処理施設に

おける後次回

申請範囲を含

め，波及的影

響の設計対象

とする下位ク

ラス施設を記

載した。
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(20／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
い。このため波及的影響の検討対象とした。 

e. 原子炉ウェル遮蔽ブロック

下位クラス施設である原子炉ウェル遮蔽ブロックは，上位

クラス施設である原子炉格納容器の上部に設置していること

から，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に

伴う落下により，原子炉格納容器に衝突し波及的影響を及ぼ

すおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対象と

した。 

f. 格納容器機器ドレンサンプ

下位クラス施設である格納容器機器ドレンサンプは，上位

クラス施設である格納容器床ドレンサンプ及び導入管の近傍

に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用する

地震動又は地震力に伴う転倒により，格納容器床ドレンサン

プ及び導入管に波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。

このため波及的影響の設計対象とした。 

g. 中央制御室天井照明

下位クラス施設である中央制御室天井照明は，上位クラス

施設である緊急時炉心冷却系操作盤，原子炉補機操作盤等の

上部に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用

する地震動又は地震力に伴う落下により，緊急時炉心冷却系

操作盤，原子炉補機操作盤等に衝突し波及的影響を及ぼすお

それが否定できない。このため波及的影響の設計対象とし

た。 

h. 使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋

下位クラス施設である使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋は，上

位クラス施設である使用済燃料乾式貯蔵容器の上部に設置し

ていることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又

は地震力に伴う落下により，使用済燃料乾式貯蔵容器に衝突

し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及

影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響

の設計対象とした。 

(d) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ－ンＡ，Ｂ

下位クラス施設である使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井

クレ－ンＡ，Ｂは，上位クラス施設である燃料取出しピッ

トＡ，Ｂ，燃焼度計測前燃料仮置きラックＡ，Ｂ，燃料仮

置きピットＡ，Ｂ，燃焼度計測後燃料仮置きラックＡ，Ｂ

の上部に設置していることから，上位クラス施設の設計に

適用する地震動又は地震力に伴う落下により，燃料取出し

ピットＡ，Ｂ，燃焼度計測前燃料仮置きラックＡ，Ｂ，燃

料仮置きピットＡ，Ｂ，燃焼度計測後燃料仮置きラック

Ａ，Ｂに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

(e) 燃料取出し装置Ａ，Ｂ

下位クラス施設である燃料取出し装置Ａ，Ｂは，上位ク

ラス施設である燃料取出しピットＡ，Ｂ，燃焼度計測前燃

料仮置きラックＡ，Ｂ，燃料仮置きピットＡ，Ｂ，燃焼度

計測後燃料仮置きラックＡ，Ｂ，燃料移送水路の上部に設

置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地

震動又は地震力に伴う落下により，燃料取出しピットＡ，

Ｂ，燃焼度計測前燃料仮置きラックＡ，Ｂ，燃料仮置きピ

ットＡ，Ｂ，燃焼度計測後燃料仮置きラックＡ，Ｂ，燃料

移送水路に衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

(f) 燃料取扱装置（BWR 燃料用）（PWR 燃料用）（BWR 燃料

及び PWR 燃料用） 

下位クラス施設である燃料取扱装置（BWR 燃料用，PWR 燃

料用，BWR 燃料及び PWR 燃料用）は，上位クラス施設であ

る燃料移送水路，燃料貯蔵プール（BWR 燃料用，PWR 燃料

用，BWR 燃料及び PWR 燃料用），低残留濃縮度 BWR 燃料貯
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【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(21／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
的影響の設計対象とした。 

i. 耐火障壁

下位クラス施設である耐火障壁は，上位クラス施設である

パワーセンタ，125V 系蓄電池及び可燃性ガス濃度制御系再結

合器等に隣接して設置していることから，上位クラス施設の

設計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，125V 系

蓄電池及び可燃性ガス濃度制御系再結合器等に衝突し波及的

影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の

設計対象とした。 

蔵ラック，低残留濃縮度 PWR 燃料貯蔵ラック，高残留濃縮

度 BWR 燃料貯蔵ラック，高残留濃縮度 PWR 燃料貯蔵ラッ

ク，チャンネルボックス・バ－ナブルポイズン取扱ピット

（チャンネルボックス用，バ－ナブルポイズン用，チャン

ネルボックス及びバ－ナブルポイズン用）の上部に設置し

ていることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動

又は地震力に伴う落下により，燃料移送水路，燃料貯蔵プ

ール（BWR 燃料用，PWR 燃料用，BWR 燃料及び PWR 燃料

用），低残留濃縮度 BWR 燃料貯蔵ラック，低残留濃縮度

PWR 燃料貯蔵ラック，高残留濃縮度 BWR 燃料貯蔵ラック，

高残留濃縮度 PWR 燃料貯蔵ラック，チャンネルボックス・

バ－ナブルポイズン取扱ピット（チャンネルボックス用，

バ－ナブルポイズン用，チャンネルボックス及びバ－ナブ

ルポイズン用）に衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定

できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

(g) 止水板

下位クラス施設である止水板は，上位クラス施設である

燃料貯蔵プール（BWR 燃料用，PWR 燃料用，BWR 燃料及び

PWR 燃料用），低残留濃縮度 BWR 燃料貯蔵ラック，低残留

濃縮度 PWR 燃料貯蔵ラック，高残留濃縮度 BWR 燃料貯蔵ラ

ック，高残留濃縮度 PWR 燃料貯蔵ラック，チャンネルボッ

クス・バ－ナブルポイズン取扱ピット（チャンネルボック

ス用，バ－ナブルポイズン用，チャンネルボックス及びバ

－ナブルポイズン用），燃料送出しピット，バスケット仮

置き架台（空用），バスケット仮置き架台（実入り用）の

上部に設置していることから，上位クラス施設の設計に適

用する地震動又は地震力に伴う落下により，燃料貯蔵プー

ル（BWR 燃料用，PWR 燃料用，BWR 燃料及び PWR 燃料用），

低残留濃縮度 BWR 燃料貯蔵ラック，低残留濃縮度 PWR 燃料

貯蔵ラック，高残留濃縮度 BWR 燃料貯蔵ラック，高残留濃

縮度 PWR 燃料貯蔵ラック，チャンネルボックス・バ－ナブ

ルポイズン取扱ピット（チャンネルボックス用，バ－ナブ
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(22／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
ルポイズン用，チャンネルボックス及びバ－ナブルポイズ

ン用），燃料送出しピット，バスケット仮置き架台（空

用），バスケット仮置き架台（実入り用）に衝突し波及的

影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響

の設計対象とした。 

(h) バスケット取扱装置

下位クラス施設であるバスケット取扱装置は，上位クラ

ス施設である燃料送出しピットの上部に設置していること

から，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力

に伴う落下により，燃料送出しピットに衝突し波及的影響

を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設

計対象とした。 

(i) バスケット搬送機

下位クラス施設であるバスケット搬送機は，上位クラス

施設である燃料送出しピットの上部に設置していることか

ら，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に

伴う落下により，燃料送出しピットに衝突し波及的影響を

及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計

対象とした。 

(j) 105Ｖ常用計測交流電源盤Ｎ

下位クラス施設である 105Ｖ常用計測交流電源盤Ｎは，

上位クラス施設である 105Ｖ非常用計測交流電源盤Ｂ及び

105Ｖ非常用無停電電源装置Ｂの近傍に設置していることか

ら，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に

伴う転倒により，105Ｖ非常用計測交流電源盤Ｂ及び 105Ｖ

非常用無停電電源装置Ｂに衝突し波及的影響を及ぼすおそ

れが否定できない。このため波及的影響の設計対象とし

た。 

(k) 105Ｖ常用計測交流分電盤Ｎ
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(23／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
下位クラス施設である 105Ｖ常用計測交流分電盤Ｎは，

上位クラス施設である 105Ｖ非常用無停電交流分電盤Ｂ２

の近傍に設置していることから，上位クラス施設の設計に

適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，105Ｖ非常用

無停電交流分電盤Ｂ２に衝突し波及的影響を及ぼすおそれ

が否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

(l) 105Ｖ常用無停電電源装置Ｎ

下位クラス施設である 105Ｖ常用無停電電源装置Ｎは，

上位クラス施設である 110Ｖ非常用充電器盤Ａ，110Ｖ非常

用予備充電器盤Ｅ及び 110Ｖ非常用直流主分電盤Ａの近傍

に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用す

る地震動又は地震力に伴う転倒により，110Ｖ非常用充電器

盤Ａ，110Ｖ非常用予備充電器盤Ｅ及び 110Ｖ非常用直流主

分電盤Ａに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

(m) 105Ｖ常用無停電交流分電盤Ｎ２

下位クラス施設である 105Ｖ常用無停電交流分電盤Ｎ２

は，上位クラス施設である 110Ｖ非常用直流主分電盤Ａの

近傍に設置していることから，上位クラス施設の設計に適

用する地震動又は地震力に伴う転倒により，110Ｖ非常用直

流主分電盤Ａに衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定で

きない。このため波及的影響の設計対象とした。 

(n) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の屋根鉄骨

下位クラス施設である使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の屋

根鉄骨は，上位クラス施設である燃料取出しピット等の上

部に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用

する地震動又は地震力に伴う落下により，燃料取出しピッ

ト等に衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。

このため波及的影響の設計対象とした。 
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【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(24／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
b．前処理建屋 

(a) 極低レベル廃ガス洗浄塔

 

(b) 燃料横転クレーン

 

(c) 塔槽類廃ガス処理室フィルタ保守用クレーン

 

(d) 硝酸供給槽Ｂ
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(25／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
c．分離建屋 

(a) 第２アルファモニタ第２エアリフトポンプデミスタ

 

(b) 補助抽出器エアリフトポンプ分離ポット

 

(c) 補助抽出器予備エアリフトポンプ分離ポット

 

(d) 第２アルファモニタ第１エアリフトポンプ分離ポット
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(26／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

 

(e) ガンマモニタ第２エアリフトポンプ分離ポット

 

(f) ガンマモニタ第１エアリフトポンプ分離ポット

 

(g) 第２アルファモニタサイホン分離ポット

 

(h) ガンマモニタサイホン分離ポット
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【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(27／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

 

(i) 溶媒供給槽

 

(j) 溶媒供給槽予備ゲデオンＡプライミングポット

 

(k) 溶媒供給槽ゲデオンＢプライミングポット
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(28／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

 

(l) 予備ウラン濃縮缶サイホンＢ分離ポット

 

(m) 補助抽出器予備エアリフトポンプデミスタ

 

(n) 第２アルファモニタ流量計測ポット

 

(o) 第２アルファモニタサイホンプライミングポット
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(29／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

 

(p) プルトニウム分配塔エアリフトポンプＡデミスタ

 

(q) 第５一時貯留処理槽第２エアリフトポンプＢデミスタ

 

d．精製建屋 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(30／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
(b) TBP 洗浄塔

 

(c) プルトニウム濃縮液ポンプＣグローブボックス

 

(d) アクティブトレンチ漏えい検知ポット 3サンプリング

エアリフトポンプ分離ポット

 

(e) 精製建屋一時貯留処理槽第１セル漏えい液受皿 2シー

ルポット
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【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(31／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

 

(f) 凝縮液中間ポット

 

(g) 凝縮液冷却器

 

e．高レベル廃液ガラス固化建屋 

(a) 固化セルガラス固化体収納架台

下位クラス施設である固化セルガラス固化体収納架台

は，上位クラス施設である固化セル移送台車の近傍に設置

していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒により，固化セル移送台車に衝突
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【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(32／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波

及的影響の設計対象とした。 

(b) 第１不溶解残渣廃液一時貯槽サンプリング分離ポット

Ａ 

 

(c) 第１不溶解残渣廃液一時貯槽サンプリング分離ポット

Ｂ 

 

(d) 第１不溶解残渣廃液一時貯槽サンプリング分離ポット

Ｃ 
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【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(33／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
(e) 第１不溶解残渣廃液一時貯槽サンプリング分離ポット

Ｄ 

 

(f) 第２不溶解残渣廃液一時貯槽サンプリング分離ポット

Ａ 

 

(g) 第２不溶解残渣廃液一時貯槽サンプリング分離ポット

Ｂ 

 

(h) 第２不溶解残渣廃液一時貯槽サンプリング分離ポット

Ｃ 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(34／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

 

(i) 第２不溶解残渣廃液一時貯槽サンプリング分離ポット

Ｄ 

 

(j) 不溶解残渣廃液一時貯槽セル漏えい液受皿サンプリン

グ分離ポット 

 

(k) 第１不溶解残渣廃液貯槽サンプリング分離ポットＡ
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(35／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

 

(l) 第１不溶解残渣廃液貯槽サンプリング分離ポットＢ

 

(m) 第１不溶解残渣廃液貯槽サンプリング分離ポットＣ

 

(n) 第１不溶解残渣廃液貯槽サンプリング分離ポットＤ

 

(o) 不溶解残渣廃液貯槽第１セル漏えい液受皿サンプリン

グ分離ポット 
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【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(36／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

 

(p) 第２不溶解残渣廃液貯槽サンプリング分離ポットＡ

 

(q) 第２不溶解残渣廃液貯槽サンプリング分離ポットＢ

 

(r) 第２不溶解残渣廃液貯槽サンプリング分離ポットＣ

 

(s) 第２不溶解残渣廃液貯槽サンプリング分離ポットＤ
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(37／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

 

(t) 不溶解残渣廃液貯槽第２セル漏えい液受皿サンプリン

グ分離ポット 

 

(u) 高レベル廃液計量ポットＡ

 

f．制御建屋 

(a) 臨界警報装置盤( ， )

下位クラス施設である臨界警報装置盤( ，

)は，上位クラス施設である放射線監視盤(AG-R-

F001(A)，AG-R-F001(B))の近傍に設置していることから，

上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う

転倒により，放射線監視盤(AG-R-F001(A)，AG-R-F001(B))

に衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。この

ため波及的影響の設計対象とした。 

g．第 1ガラス固化体貯蔵建屋 

(a) 第 1 ガラス固化体貯蔵建屋の屋根トラス
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(38／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施

設の損傷，転倒及び落下等により波及的影響を受けるおそれ

のある上位クラス施設を表4-4 に示す。 

下位クラス施設である第 1ガラス固化体貯蔵建屋の屋根

トラスは，上位クラス施設である床面走行クレーンの遮蔽

設備，収納管，通風管の上部に設置していることから，上

位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う落

下により，床面走行クレーンの遮蔽設備等に衝突し波及的

影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響

の設計対象とした。 

h．ハル・エンドピース貯蔵建屋 

(a) ハル・エンドピース貯蔵建屋の屋根鉄骨

 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設

の損傷，転倒及び落下等により波及的影響を受けるおそれのあ

る上位クラス施設を第 4.3-1 表～第 4.3-8 表に示す。 

なお，本項における波及的影響の設計対象とする下位クラス

施設の詳細な評価は後次回申請以降において示す。 

再処理施設の

設工認申請に

おいては分割

申請であるた

め，後次回申

請以降で示す

ことがわかる

記載とした。 
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【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(39／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
第 4.3-1 表(1/3) 建屋内下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

による耐震重要施設への影響（使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋） 

波及的影響を受けるおそれの

ある上位クラス施設 

波及的影響の設計対象とする 

下位クラス施設 

燃料移送水路 燃料移送水中台車 

チャンネルボックス・バ－ナ

ブルポイズン取扱ピット（チ

ャンネルボックス用，バ－ナ

ブルポイズン用，チャンネル

ボックス及びバ－ナブルポイ

ズン用） 

第１チャンネルボックス切断

装置Ａ，Ｂ 

チャンネルボックス・バ－ナ

ブルポイズン取扱ピット（チ

ャンネルボックス用，バ－ナ

ブルポイズン用，チャンネル

ボックス及びバ－ナブルポイ

ズン用） 

第１バーナブルポイズン切断

装置Ａ，Ｂ 

燃料取出しピットＡ，Ｂ，燃

焼度計測前燃料仮置きラック

Ａ，Ｂ，燃料仮置きピット

Ａ，Ｂ，燃焼度計測後燃料仮

置きラックＡ，Ｂ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

天井クレ－ンＡ，Ｂ 

燃料取出しピットＡ，Ｂ，燃

焼度計測前燃料仮置きラック

Ａ，Ｂ，燃料仮置きピット

Ａ，Ｂ，燃焼度計測後燃料仮

置きラックＡ，Ｂ，燃料移送

水路 

燃料取出し装置Ａ，Ｂ 
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【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(40／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
燃料移送水路，燃料貯蔵プー

ル（BWR 燃料用，PWR 燃料

用，BWR 燃料及び PWR 燃料

用），低残留濃縮度 BWR 燃料

貯蔵ラック，低残留濃縮度

PWR 燃料貯蔵ラック，高残留

濃縮度 BWR 燃料貯蔵ラック，

高残留濃縮度 PWR 燃料貯蔵ラ

ック，チャンネルボックス・

バ－ナブルポイズン取扱ピッ

ト（チャンネルボックス用，

バ－ナブルポイズン用，チャ

ンネルボックス及びバ－ナブ

ルポイズン用）

燃料取扱装置（BWR 燃料用）

（PWR 燃料用）（BWR 燃料及

び PWR 燃料用） 
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【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(41／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
第 4.3-1 表(2/3) 建屋内下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

による耐震重要施設への影響（使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋） 

波及的影響を受けるおそれ

のある上位クラス施設 

波及的影響の設計対象とす

る下位クラス施設 

燃料貯蔵プール（BWR 燃料

用，PWR 燃料用，BWR 燃料及

び PWR 燃料用），低残留濃

縮度 BWR 燃料貯蔵ラック，

低残留濃縮度 PWR 燃料貯蔵

ラック，高残留濃縮度 BWR

燃料貯蔵ラック，高残留濃

縮度 PWR 燃料貯蔵ラック，

チャンネルボックス・バ－

ナブルポイズン取扱ピット

（チャンネルボックス用，

バ－ナブルポイズン用，チ

ャンネルボックス及びバ－

ナブルポイズン用），燃料

送出しピット，バスケット

仮置き架台（空用），バス

ケット仮置き架台（実入り

用） 

止水板 

燃料送出しピット バスケット取扱装置 

燃料送出しピット バスケット搬送機 
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【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(42／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
105Ｖ非常用計測交流電源盤

Ｂ 

105Ｖ非常用無停電電源装置

Ｂ 

105Ｖ常用計測交流電源盤Ｎ 

105Ｖ非常用無停電交流分電

盤Ｂ２ 
105Ｖ常用計測交流分電盤Ｎ 

110Ｖ非常用充電器盤Ａ 

110Ｖ非常用予備充電器盤Ｅ 

110Ｖ非常用直流主分電盤Ａ 

105Ｖ常用無停電電源装置Ｎ 

110Ｖ非常用直流主分電盤Ａ 
105Ｖ常用無停電交流分電盤

Ｎ２ 

第 4.3-1 表(3/3) 建屋内下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

による耐震重要施設への影響（使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋） 

波及的影響を受けるおそれ

のある上位クラス施設 

波及的影響の設計対象とす

る下位クラス施設 

燃料取出しピットＡ，Ｂ，

燃料仮置きピットＡ，Ｂ， 

燃料貯蔵プール（BWR 燃料

用，PWR 燃料用，BWR 燃料及

び PWR 燃料用） 

燃料送出しピット 

使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋の屋根鉄骨 
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【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(43／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
第 4.3-2 表 建屋内下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響（前処理建屋） 

波及的影響を受けるおそれの

ある上位クラス施設 

波及的影響の設計対象とする 

下位クラス施設 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(44／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
第 4.3-3 表(1/2) 建屋内下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

による耐震重要施設への影響（分離建屋） 

波及的影響を受けるおそれの

ある上位クラス施設 

波及的影響の設計対象とする 

下位クラス施設 
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【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(45／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(46／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
第 4.3-3 表(2/2) 建屋内下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

による耐震重要施設への影響（分離建屋） 

波及的影響を受けるおそれの

ある上位クラス施設 

波及的影響の設計対象とする 

下位クラス施設 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(47／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
第 4.3-4 表 建屋内下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響（精製建屋） 

波及的影響を受けるおそれの

ある上位クラス施設 

波及的影響の設計対象とする 

下位クラス施設 
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【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(48／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(49／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
第 4.3-5 表(1/2) 建屋内下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

による耐震重要施設への影響（高レベル廃液

ガラス固化建屋） 

波及的影響を受けるおそれの

ある上位クラス施設 

波及的影響の設計対象とする 

下位クラス施設 

固化セル移送台車 
固化セルガラス固化体収納架

台 
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【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(50／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(51／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
第 4.3-5 表(2/2) 建屋内下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

による耐震重要施設への影響（高レベル廃液

ガラス固化建屋） 

波及的影響を受けるおそれの

ある上位クラス施設 

波及的影響の設計対象とする 

下位クラス施設 
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【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(52／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

供給液槽Ａ 高レベル廃液計量ポットＡ 
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【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(53／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
第 4.3-6 表 建屋内下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響（制御建屋） 

波及的影響を受けるおそれの

ある上位クラス施設 

波及的影響の設計対象とする 

下位クラス施設 

放射線監視盤 

(AG-R-F001(A),AG-R-

F001(B)) 

臨界警報装置盤( ) 

放射線監視盤 

(AG-R-F001(A),AG-R-

F001(B)) 

臨界警報装置盤( ) 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(54／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

収納管 

通風管 

床面走行クレーンの遮蔽設備 

第 1ガラス固化体貯蔵建屋の

屋根トラス 

第 4.3-8 表 建屋内下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響（ハル・エンドピース貯

蔵建屋） 

波及的影響を受けるおそれの

ある上位クラス施設 

波及的影響の設計対象とする 

下位クラス施設 

第 4.3-7 表 建屋内下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ
る耐震重要施設への影響（第 1 ガラス固化体貯蔵

建屋） 

波及的影響を受けるおそれの

ある上位クラス施設 

波及的影響の設計対象とする 

下位クラス施設 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(55／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
4.4 建屋外施設の損傷，転倒及び落下等の観点 

(1) 施設の損傷，転倒及び落下等による影響

a. 海水ポンプエリア防護対策施設

下位クラス施設である海水ポンプエリア竜巻防護対策施設

は，上位クラス施設である残留熱除去系海水系ポンプ，残留

熱除去系海水系ストレーナ等の上部に設置していることか

ら，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴

う落下により，残留熱除去系海水系ポンプ，残留熱除去系海

水系ストレーナ等に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否

定できない。このため波及的影響の設計対象とした。

b. 原子炉建屋外側ブローアウトパネル防護対策施設

下位クラス施設である原子炉建屋外側ブローアウトパネル

防護対策施設は，上位クラス施設である原子炉建屋外側ブロ

ーアウトパネル及びブローアウトパネル閉止装置に近接して

設置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地

震動又は地震力に伴う損傷により，原子炉建屋外側ブローア

ウトパネル及びブローアウトパネル閉止装置に衝突し，波及

的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響

の設計対象とした。 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施

設の損傷，転倒及び落下等により波及的影響を受けるおそれ

のある上位クラス施設を表4-5 に示す。 

4.4  建屋外施設の損傷，転倒及び落下の観点 

(1) 施設の損傷，転倒及び落下等による影響

a．安全冷却水Ａ冷却塔の飛来物防護ネット

下位クラス施設である安全冷却水Ａ冷却塔の飛来物防護

ネットは，上位クラス施設である安全冷却水Ａ冷却塔を覆

うように設置していることから，上位クラス施設の設計に

適用する地震動又は地震力に伴う転倒又は落下により，安

全冷却水Ａ冷却塔に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが

否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

b．安全冷却水Ｂ冷却塔の飛来物防護ネット 

下位クラス施設である安全冷却水Ｂ冷却塔の飛来物防護

ネットは，上位クラス施設である安全冷却水Ｂ冷却塔を覆

うように設置していることから，上位クラス施設の設計に

適用する地震動又は地震力に伴う転倒又は落下により，安

全冷却水Ｂ冷却塔に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが

否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

c．飛来物防護ネット（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵用 

安全冷却水系冷却塔Ａ） 

下位クラス施設である飛来物防護ネット（使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵用 安全冷却水系冷却塔Ａ）は，上位

クラス施設である安全冷却水系冷却塔Ａを覆うように設置

していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒又は落下により，安全冷却水系冷

却塔Ａに衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

d．飛来物防護ネット（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵用 

安全冷却水系冷却塔B） 

下位クラス施設である飛来物防護ネット（使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵用 安全冷却水系冷却塔 B）は，上位

再処理施設に

おける後次回

申請範囲を含

め，波及的影

響の設計対象

とする下位ク

ラス施設を記

載した。
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(56／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
クラス施設である安全冷却水系冷却塔Ｂを覆うように設置

していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒又は落下により，安全冷却水系冷

却塔Ｂに衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

e．第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ 

飛来物防護ネット 

下位クラス施設である第２非常用ディーゼル発電機用 安

全冷却水系冷却塔Ａ 飛来物防護ネットの飛来物防護ネッ

トは，上位クラス施設である冷却塔Ａを覆うように設置し

ていることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動

又は地震力に伴う転倒又は落下により，冷却塔Ａに衝突

し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため

波及的影響の設計対象とした。 

f．冷却塔Ｂの飛来物防護ネット 

下位クラス施設である冷却塔Ｂの飛来物防護ネットは，

上位クラス施設である冷却塔Ｂを覆うように設置している

ことから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地

震力に伴う転倒又は落下により，冷却塔Ｂに衝突し，波及

的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影

響の設計対象とした。 

g．主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの飛来物防

護板（分離建屋屋外） 

下位クラス施設である主排気筒に接続する屋外配管及び

屋外ダクトの飛来物防護板（主排気筒周り）は，上位クラ

ス施設である屋外配管（ ），屋

外ダクト（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備，分離建

屋換気設備）を覆うように設置していることから，上位ク

ラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒又

は落下により，屋外配管（ ），
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(57／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
屋外ダクト（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備，分離

建屋換気設備）に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否

定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

h．主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの飛来物防

護板（精製建屋屋外） 

下位クラス施設である主排気筒に接続する屋外配管及び

屋外ダクトの飛来物防護板（主排気筒周り）は，上位クラ

ス施設である屋外配管（ ），屋

外ダクト（精製建屋換気設備）を覆うように設置している

ことから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地

震力に伴う転倒又は落下により，屋外配管（

），屋外ダクト（精製建屋換気設備）に衝突

し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため

波及的影響の設計対象とした。 

i．主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの飛来物防

護板（高レベル廃液ガラス固化建屋屋外） 

下位クラス施設である主排気筒に接続する屋外配管及び

屋外ダクトの飛来物防護板（主排気筒周り）は，上位クラ

ス施設である屋外配管（ ），屋

外ダクト（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備）を覆う

ように設置していることから，上位クラス施設の設計に適

用する地震動又は地震力に伴う転倒又は落下により，屋外

配管（ ），屋外ダクト（高レベ

ル廃液ガラス固化建屋換気設備）に衝突し，波及的影響を

及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計

対象とした。 

j．主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの飛来物防

護板（主排気筒周り） 

下位クラス施設である主排気筒に接続する屋外配管及び

屋外ダクトの飛来物防護板（主排気筒周り）は，上位クラ
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(58／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
ス施設である屋外配管（ ,

,

），屋外ダクト（高レベル廃液ガラス固化建屋換気

設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備），主

排気筒管理建屋，主排気筒を覆うように設置していること

から，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力

に伴う転倒又は落下により，屋外配管（

, ,

），屋外ダクト（高レベル廃液ガラス固化建屋

換気設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備）

に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。こ

のため波及的影響の設計対象とした。 

k. 北換気筒

下位クラス施設である北換気筒は，上位クラス施設であ

る安全冷却水系冷却塔Ｂ，第１非常用ディーゼル発電設備

用重油タンク室及び第１ガラス固化体貯蔵建屋に隣接して

いることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又

は地震力に伴う損傷により，安全冷却水系冷却塔Ｂ，第１

非常用ディーゼル発電設備用重油タンク室及び第１ガラス

固化体貯蔵建屋に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否

定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

l 分析建屋

下位クラス施設である分析建屋は，上位クラス施設であ

る安全冷却水Ｂ冷却塔及び制御建屋に隣接していることか

ら，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に

伴う損傷により，安全冷却水Ｂ冷却塔及び制御建屋に衝突

し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため

波及的影響の設計対象とした。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(59／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
m. 出入管理建屋

下位クラス施設である出入管理建屋は，上位クラス施設

である制御建屋に隣接していることから，上位クラス施設

の設計に適用する地震動又は地震力に伴う損傷により，制

御建屋に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

n. ウラン脱硝建屋

下位クラス施設であるウラン脱硝建屋は，上位クラス施

設であるウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に隣接してい

ることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は

地震力に伴う損傷により，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

o. ウラン酸化物貯蔵建屋

下位クラス施設であるウラン酸化物貯蔵建屋は，上位ク

ラス施設であるウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及びウ

ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋に隣接しているこ

とから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震

力に伴う損傷により，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

及びウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋に衝突し，

波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及

的影響の設計対象とした。 

p. 低レベル廃棄物処理建屋

下位クラス施設である低レベル廃棄物処理建屋は，上位

クラス施設であるチャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン処理建屋に隣接していることから，上位クラス施設の設

計に適用する地震動又は地震力に伴う損傷により，チャン

ネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋に衝突し，波

及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的

影響の設計対象とした。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(60／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
q. 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋

下位クラス施設である使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋

は，上位クラス施設である使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及

び安全冷却水系冷却塔Ｂに隣接していることから，上位ク

ラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う損傷に

より，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び安全冷却水系冷却

塔Ｂに衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

r. 使用済燃料輸送容器管理建屋(使用済燃料収納使用済燃

料輸送容器保管庫)

下位クラス施設である使用済燃料輸送容器管理建屋(使用

済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫)は，上位クラス施設

である使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び安全冷却水系冷却

塔Ａに隣接していることから，上位クラス施設の設計に適

用する地震動又は地震力に伴う損傷により，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋及び安全冷却水系冷却塔Ａに衝突し，波及

的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影

響の設計対象とした。 

s. ガラス固化体受入れ建屋

下位クラス施設であるガラス固化体受入れ建屋は，上位

クラス施設である第１ガラス固化体貯蔵建屋に隣接してい

ることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は

地震力に伴う損傷により，第１ガラス固化体貯蔵建屋に衝

突し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このた

め波及的影響の設計対象とした。 

t. 前処理建屋の安全蒸気系設置室並びに非常用所内電源系

統及び計測制御系統施設設置室の飛来物防護板 

下位クラス施設である前処理建屋の安全蒸気系設置室並

びに非常用所内電源系統及び計測制御系統施設設置室の飛

来物防護板は，上位クラス施設である安全蒸気系並びに非
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(61／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
常用所内電源系統及び計測制御系統施設に隣接しているこ

とから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震

力に伴う損傷により，安全蒸気系並びに非常用所内電源系

統及び計測制御系統施設に衝突し，波及的影響を及ぼすお

それが否定できない。このため波及的影響の設計対象とし

た。 

u. 精製建屋の非常用所内電源系統及び計測制御系統施設設

置室の飛来物防護板 

下位クラス施設である精製建屋の非常用所内電源系統及

び計測制御系統施設設置室の飛来物防護板は，上位クラス

施設である精製建屋の非常用所内電源系統及び計測制御系

統施設に隣接していることから，上位クラス施設の設計に

適用する地震動又は地震力に伴う損傷により，精製建屋の

非常用所内電源系統及び計測制御系統施設に衝突し，波及

的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影

響の設計対象とした。 

v. 高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用所内電源系統，計

測制御系統施設及び安全冷却水系設置室の飛来物防護板 

下位クラス施設である高レベル廃液ガラス固化建屋の非

常用所内電源系統，計測制御系統施設及び安全冷却水系設

置室の飛来物防護板は，上位クラス施設である非常用所内

電源系統，計測制御系統施設及び安全冷却水系に隣接して

いることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又

は地震力に伴う損傷により，非常用所内電源系統，計測制

御系統施設及び安全冷却水系に衝突し，波及的影響を及ぼ

すおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対象

とした。 

w. 非常用電源建屋の第２非常用ディーゼル発電機及び非常

用所内電源系統設置室の飛来物防護板 

下位クラス施設である非常用電源建屋の第２非常用ディ
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(62／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
ーゼル発電機及び非常用所内電源系統設置室の飛来物防護

板は，上位クラス施設である第２非常用ディーゼル発電機

及び非常用所内電源系統に隣接していることから，上位ク

ラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う損傷に

より，第２非常用ディーゼル発電機及び非常用所内電源系

統に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。

このため波及的影響の設計対象とした。 

x. 第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽容器

設置室の飛来物防護板の耐震性評価 

下位クラス施設である第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走

行クレーンの遮蔽容器設置室の飛来物防護板は，上位クラ

ス施設である床面走行クレーンの遮蔽容器に隣接している

ことから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地

震力に伴う損傷により，床面走行クレーンの遮蔽容器に衝

突し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このた

め波及的影響の設計対象とした。 

y. 制御建屋中央制御室換気設備設置室の飛来物防護板

下位クラス施設である制御建屋中央制御室換気設備設置

室の飛来物防護板は，上位クラス施設である中央制御室換

気設備に隣接していることから，上位クラス施設の設計に

適用する地震動又は地震力に伴う損傷により，中央制御室

換気設備に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否定でき

ない。このため波及的影響の設計対象とした。 

z. 冷却塔に接続する屋外設備の飛来物防護板

下位クラス施設である冷却塔に接続する屋外設備の飛来

物防護板は，上位クラス施設である冷却塔に接続する屋外

設備に隣接していることから，上位クラス施設の設計に適

用する地震動又は地震力に伴う損傷により，冷却塔に接続

する屋外設備に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否定

できない。このため波及的影響の設計対象とした。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(63／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス

施設の損傷，転倒及び落下により波及的影響を受けるおそ

れのある上位クラス施設を第 4.4-1 表に示す。 

なお，本項における波及的影響の設計対象とする下位ク

ラス施設のうち，ａ．安全冷却水Ｂ冷却塔の飛来物防護ネ

ット以外の詳細な評価は後次回申請以降において示す。 

第 4.4-1 表 建屋外下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響 

（第 1回申請範囲） 

波及的影響を受けるおそれの

ある上位クラス施設 

波及的影響の設計対象とする

下位クラス施設 

安全冷却水Ｂ冷却塔 
安全冷却水Ｂ冷却塔の飛来物

防護ネット 

（後次回以降申請範囲） 

波及的影響を受けるおそれの

ある上位クラス施設 

波及的影響の設計対象とする

下位クラス施設 

安全冷却水Ａ冷却塔 
安全冷却水Ａ冷却塔の飛来物

防護ネット 

安全冷却水系冷却塔Ａ 

飛来物防護ネット（使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵用 

安全冷却水系冷却塔Ａ） 

再処理施設の

設工認申請に

おいては分割

申請であるた

め，後次回申

請以降で示す

ことがわかる

記載とした。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(64／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

安全冷却水系冷却塔Ｂ 

飛来物防護ネット（使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵用 

安全冷却水系冷却塔 B） 

第２非常用ディーゼル発電機

用 安全冷却水系冷却塔Ａ 

第２非常用ディーゼル発電機 

用 安全冷却水系冷却塔Ａの

飛来物防護ネット 

第２非常用ディーゼル発電機 

用 安全冷却水系冷却塔Ｂ 

第２非常用ディーゼル発電機 

用 安全冷却水系冷却塔Ｂの

飛来物防護ネット 

屋外配管（

）

屋外ダクト（高レベル廃液ガ

ラス固化建屋換気設備，分離

建屋換気設備） 

主排気筒に接続する屋外配管

及び屋外ダクトの飛来物防護

板（分離建屋屋外） 

屋外配管（

）

屋外ダクト（精製建屋換気設

備） 

主排気筒に接続する屋外配管

及び屋外ダクトの飛来物防護

板（精製建屋屋外） 

屋外配管（

）

屋外ダクト（高レベル廃液ガ

ラス固化建屋換気設備）

主排気筒に接続する屋外配管

及び屋外ダクトの飛来物防護

板（高レベル廃液ガラス固化

建屋屋外） 

屋外配管（

,

）

屋外ダクト（高レベル廃液ガ

ラス固化建屋換気設備，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建

屋換気設備） 

主排気筒管理建屋 

主排気筒 

主排気筒に接続する屋外配管

及び屋外ダクトの飛来物防護

板（主排気筒周り） 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(65／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
安全冷却水系冷却塔Ｂ 

第１非常用ディーゼル発電設

備用重油タンク室 

第１ガラス固化体貯蔵建屋 

北換気筒 

安全冷却水Ｂ冷却塔 

制御建屋 
分析建屋 

制御建屋 出入管理建屋 

ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋 
ウラン脱硝建屋

ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋 

ウラン・プルトニウム混合酸

化物貯蔵建屋 

ウラン酸化物貯蔵建屋

チャンネルボックス・バーナ

ブルポイズン処理建屋 
低レベル廃棄物処理建屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

安全冷却水系冷却塔Ｂ 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理

建屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

安全冷却水系冷却塔Ａ 

使用済燃料輸送容器管理建屋

（使用済燃料収納使用済燃料

輸送容器保管庫） 

第１ガラス固化体貯蔵建屋 ガラス固化体受入れ建屋 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(66／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
前処理建屋の安全蒸気系設置

室並びに非常用所内電源系統

及び計測制御系統施設設置室

の飛来物防護板 

安全蒸気系設置室並びに非

常用所内電源系統及び計測

制御系統施設 

精製建屋の非常用所内電源系

統及び計測制御系統施設設置

室の飛来物防護板 

非常用所内電源系統及び計

測制御系統施設 

高レベル廃液ガラス固化建屋

の非常用所内電源系統，計測

制御系統施設及び安全冷却水

系設置室の飛来物防護板 

非常用所内電源系統，計測

制御系統施設及び安全冷却

水系 

非常用電源建屋の第２非常用

ディーゼル発電機及び非常用

所内電源系統設置室の飛来物

防護板 

第２非常用ディーゼル発電

機及び非常用所内電源系統 

第１ガラス固化体貯蔵建屋床

面走行クレーンの遮蔽容器設

置室の飛来物防護板 

床面走行クレーンの遮蔽容

器 

制御建屋中央制御室換気設備

設置室の飛来物防護板 
中央制御室換気設備 

冷却塔に接続する屋外設備の

飛来物防護板 
冷却塔に接続する屋外設備 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(67／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針

「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」で選定した施

設の耐震設計方針を以下に示す。 

5.1 耐震評価部位 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価対象部位

は，それぞれの損傷モードに応じて選定する。 

すなわち，評価対象下位クラス施設の不等沈下，相対変位，接

続部における相互影響，損傷，転倒及び落下等を防止するよう，

主要構造部材，支持部及び固定部等を対象とする。 

また，地盤の不等沈下又は下位クラス施設の転倒を想定して設

計する施設については，上位クラス施設の機能に影響がないよう

評価部位を選定する。 

各施設の耐震評価部位は，添付書類「Ⅴ-2-11-1 波及的影響を

及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の「3.1 耐

震評価部位」に示す。 

5.2 地震応答解析 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計におい

て実施する地震応答解析については，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設

計の基本方針の概要」の「10．耐震計算の基本方針」に従い，既

工認で実績があり，かつ 新の知見に照らしても妥当な手法及び

条件を基本として行う。 

各施設の設計に適用する地震応答解析は，添付書類「Ⅴ-2-11-1 

波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方

針」の「3.2 地震応答解析」に示す。 

5.3 設計用地震動又は地震力 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設においては，上位

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方

針

「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」におい

て選定した施設の耐震設計方針を以下に示し，以下の各項目に

よる耐震評価方針を添付書類「Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影

響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」に示

す。 

5.1  耐震評価部位 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価対象部位

は，それぞれの損傷モードに応じて選定する。 

すなわち，評価対象下位クラス施設の不等沈下，相対変位，

接続部における相互影響，損傷，転倒及び落下を防止するよ

う，主要構造部材，支持部及び固定部等を対象とする。 

また，地盤の不等沈下又は下位クラス施設の転倒を想定して

設計する施設については，上位クラス施設の機能に影響がない

よう評価部位を選定する。 

各施設の耐震評価部位は，添付書類「Ⅳ－２－１－４－１ 

波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方

針」の「3.1 耐震評価部位」に示す。 

5.2  地震応答解析 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計にお

いて実施する地震応答解析については，添付書類「Ⅳ－１－１ 

耐震設計の基本方針」の「11．耐震計算の基本方針」に従い，

既設工認で実績があり，かつ 新の知見に照らしても妥当な手

法及び条件を基本として行う。 

各施設の設計に適用する地震応答解析は，添付書類「Ⅳ－２

－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施

設の耐震評価方針」の「3.2 地震応答解析」に示す。 

5.3  設計用地震動又は地震力 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設においては，上

各項目による

耐震評価方針

を記載する基

本方針を明確

化した。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(68／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。

各施設の設計に適用する地震動又は地震力は，添付書類「Ⅴ-2-

11-1 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震設計

方針」の「3.3 設計用地震動又は地震力」に示す。

5.4 荷重の種類及び荷重の組合せ 

波及的影響の防止を目的とした設計において用いる荷重の種類

及び荷重の組合せについては，波及的影響を受けるおそれのある

上位クラス施設と同じ運転状態において下位クラス施設に発生す

る荷重を組み合わせる。 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定し，上位クラス施設の機

能に影響がないよう設計する場合は，転倒等に伴い発生する荷重

を組み合わせる。 

荷重の設定においては，実運用・実事象上定まる範囲を考慮し

て設定する。 

各施設の設計に適用する荷重の種類及び組み合わせは，添付書類

「Ⅴ-2-11-1 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の

耐震評価方針」の「3.4 荷重の種類及び荷重の組合せ」に示す。 

位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。 

各施設の設計に適用する地震動又は地震力は，添付書類「Ⅳ

－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラ

ス施設の耐震評価方針」の「3.3 設計用地震動又は地震力」に

示す。

5.4  荷重の種類及び荷重の組合せ 

波及的影響の防止を目的とした設計において用いる荷重の種

類及び荷重の組合せについては，波及的影響を受けるおそれの

ある上位クラス施設と同じ運転状態において下位クラス施設に

発生する荷重を組み合わせる。 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定し，上位クラス施設の

機能に影響がないよう設計する場合は，転倒等に伴い発生する

荷重を組み合わせる。 

荷重の設定においては，実運用・実事象上定まる範囲を考慮

して設定する。 

各施設の設計に適用する荷重の種類及び組み合わせは，添付書

類「Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下

位クラス施設の耐震評価方針」の「3.4 荷重の種類及び荷重の

組合せ」に示す。 
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【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(69／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
5.5 許容限界 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価に用いる許

容限界設定の考え方を，以下建物・構築物，機器・配管系及び土

木構造物に分けて示す。 

5.5.1 建物・構築物 

建物・構築物について，離隔による防護を講じることで，下位

クラス施設の相対変位等による波及的影響を防止する場合は，下

位クラス施設と上位クラス施設との距離を基本として許容限界を

設定する。

また，施設の構造を保つことで，下位クラス施設の損傷，転倒

及び落下等を防止する場合は，鉄筋コンクリート造耐震壁の 大

せん断ひずみに対してＪＥＡＧ４６０１－1987に基づく終局点に

対応するせん断ひずみ，部材に発生する応力に対して終局耐力又

は「建築基準法及び同施行令」に基づく層間変形角の評価基準値

を基本として許容限界を設定する。 

5.5.2 機器・配管系 

機器・配管系について，施設の構造を保つことで，下位クラス

施設の接続部における相互影響並びに損傷，転倒及び落下等を防

止する場合は，評価部位に塑性ひずみが生じる場合であっても，

その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有

していることに相当する許容限界を設定する。 

機器の動的機能維持を確保することで，下位クラス施設の接続

部における相互影響を防止する場合は，機能確認済加速度を許容

限界として設定する。 

配管については，配管耐震評価上影響のある下位クラス配管を

上位クラス配管に含めて構造強度設計を行う。 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定する場合は，下位クラス

の施設の転倒等に伴い発生する荷重により，上位クラス施設の評

価部位に塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレ

5.5  許容限界 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価に用いる

許容限界設定の考え方を，以下建物・構築物及び機器・配管系

に分けて示す。 

5.5.1  建物・構築物 

建物・構築物について，離隔による防護を講じることで，下

位クラス施設の相対変位等による波及的影響を防止する場合

は，下位クラス施設と上位クラス施設との距離を基本として許

容限界を設定する。 

また，施設の構造を保つことで，下位クラス施設の損傷，転

倒及び落下を防止する場合は，鉄筋コンクリート造耐震壁の

大せん断ひずみに対してJEAG4601-1987に基づく終局点に対応す

るせん断ひずみ，部材に発生する応力に対して終局耐力又は

「建築基準法及び同施行令」に基づく層間変形角の評価基準値

を基本として許容限界を設定する。 

5.5.2  機器・配管系 

機器・配管系について，施設の構造を保つことで，下位クラ

ス施設の接続部における相互影響並びに損傷，転倒及び落下を

防止する場合は，評価部位に塑性ひずみが生じる場合であって

も，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余

裕を有していることに相当する許容限界を設定する。

機器の動的機能維持を確保することで，下位クラス施設の接

続部における相互影響を防止する場合は，機能確認済加速度を

許容限界として設定する。 

配管については，配管耐震評価上影響のある下位クラス配管

を上位クラス配管に含めて構造強度設計を行う。 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定する場合は，下位クラ

ス施設の転倒等に伴い発生する荷重により，上位クラス施設の

評価部位に塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さ

記載の適正化

として，図書

間の整合を図

るため「Ⅳ－

１－１ 耐震設

計の基本方

針」に合わせ

た記載とし

た。 
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別紙４－３ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(70／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
ベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有していること，ま

た転倒した下位クラス施設と上位クラス施設との距離を許容限界

として設定する。 

なレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有しているこ

と，また転倒した下位クラス施設と上位クラス施設との距離を

許容限界として設定する。 
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別紙４－３ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(71／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
5.5.3 土木構造物 

土木構造物について，施設の構造を保つことで，下位クラス施

設の損傷，転倒及び落下等を防止する場合は，構造部材の終局耐

力や基礎地盤の極限支持力度に対し妥当な安全余裕を考慮するこ

とを基本として許容限界を設定する。 

また，構造物の安定性や変形により上位クラス施設の機能に影

響がないよう設計する場合は，構造物のすべりや変形量に対し妥

当な安全余裕を考慮することを基本として許容限界を設定する。 

各施設の評価に適用する許容限界は，添付書類「Ⅴ-2-11-1 波

及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」

の「3.5 許容限界」に示す。 

設工認申請書

本文における

「Ⅰ-１ 基本

設計方針」と

同様に，建

物・構築物

は，建屋，屋

外重要土木構

造物(洞道)等

の総称として

おり，屋外重

要土木構造物

(洞道)につい

ても，建物・

構築物の章内

にて記載。な

お，「Ⅳ－１

－１－４ 波

及的影響に係

る基本方針」

の「4. 波及

的影響の設計

対象とする下

位クラス施

設」において

選定される屋

外重要土木構

造物(洞道)は

ない。 
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別紙４－３ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(72／72)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討

工事段階においても，設計基準対象施設及び重大事故等対処施

設の設計段階の際に検討した配置・補強等が設計どおりに施され

ていることを，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行うことで確認

する。また，仮置資材等，現場の配置状況等の確認を必要とする

下位クラス施設についても合わせて確認する。 

工事段階における検討は，別記2 の4つの観点のうち，③及び④

の観点，すなわち下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等による

影響について，プラントウォークダウンにより実施する。 

確認事項としては，設計段階において検討した離隔による防護

の観点で行う。すなわち，施設の損傷，転倒及び落下等を想定し

た場合に上位クラス施設に衝突するおそれのある範囲内に下位ク

ラス施設がないこと，又は間に衝撃に耐えうる障壁，緩衝物等が

設置されていること，仮置資材等については固縛など，転倒及び

落下を防止する措置が適切に講じられていることを確認する。

ただし，仮置資材等の下位クラス施設自体が，明らかに影響を

及ぼさない程度の大きさ，重量等の場合は対象としない。 

以上を踏まえて，損傷，転倒及び落下等により，上位クラス施

設に波及的影響を及ぼす可能性がある下位クラス施設が抽出され

れば，必要に応じて，上記の確認事項と同じ観点で対策・検討を

行う。すなわち，下位クラス施設の配置を変更したり，間に緩衝

物等を設置したり，固縛等の転倒・落下防止措置等を講じたりす

ることで対策・検討を行う。 

また，工事段階における確認の後も，波及的影響を防止するよう

に現場を保持するため，保安規定に機器設置時の配慮事項等を定

めて管理する。 

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討

工事段階においても，上位クラス施設の設計段階の際に検討

した配置・補強等が設計どおりに施されていることを，敷地全

体を俯瞰した調査・検討を行うことで確認する。また，仮置資

材等，現場の配置状況等の確認を必要とする下位クラス施設に

ついても合わせて確認する。 

工事段階における検討は，別記２の４つの観点のうち，(3)及

び(4)の観点，すなわち下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に

よる影響について，現場調査により実施する。 

確認事項としては，設計段階において検討した離隔による防

護の観点で行う。すなわち，施設の損傷，転倒及び落下を想定

した場合に上位クラス施設に衝突するおそれのある範囲内に下

位クラス施設がないこと，又は間に衝撃に耐えうる障壁，緩衝

物等が設置されていること，仮置資材等については固縛など，

転倒及び落下を防止する措置が適切に講じられていることを確

認する。 

ただし，仮置資材等の下位クラス施設自体が，明らかに影響

を及ぼさない程度の大きさ，重量等の場合は対象としない。 

以上を踏まえて，損傷，転倒及び落下により，上位クラス施

設に波及的影響を及ぼす可能性がある下位クラス施設が抽出さ

れれば，必要に応じて，上記の確認事項と同じ観点で対策・検

討を行う。すなわち，下位クラス施設の配置を変更したり，間

に緩衝物等を設置したり，固縛等の転倒・落下防止措置等を講

じたりすることで対策・検討を行う。 

また，工事段階における確認の後も，波及的影響を防止する

ように現場を保持するため，保安規定に機器設置時の配慮事項

等を定めて管理する。 

再処理施設に

おいて，工事

段階における

検討は，下位

クラス施設の

損傷，転倒及

び落下による

影響につい

て，現場調査

として実施し

ていることか

ら，実施内容

と合わせた記

載とした。
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別紙４－４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(1／28) 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針 
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設工認申請書本

文における「Ⅰ-

１ 基本設計方

針」と同様に，

建物・構築物

は，建屋，屋外

重要土木構造物

(洞道)等の総称

としており，屋

外重要土木構造

物(洞道)につい

ても，建物・構

築物の章内にて

記載。なお，設

計手法は先行発

電炉の屋外重要

土木構造物と同

様のため，本資

料においては先

行発電炉の屋外

重要土木構造物

の記載と横並び

に比較する。 

221



別紙４－４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(2／28) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
1. 概要

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概

要」のうち「4.設計用地震力」に基づき，建物・構築物，機

器・配管系及び屋外重要土木構造物の耐震設計を行う際の地震

応答解析の基本方針を説明するものである。 

図 1-1，図 1-2 及び図 1-3 に建物・構築物，機器・配管系及

び屋外重要土木構造物の地震応答解析の手順をそれぞれ示す。 

1. 概要

本資料は，添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」の

うち「4. 設計用地震力」に基づき，建物・構築物及び機器・

配管系の耐震設計を行う際の地震応答解析の基本方針を説明す

るものである。 

なお，重大事故等対処施設の内容については，後次回申請以

降で申請する。 

第 1.-1 図及び第 1.-2 図に建物・構築物及び機器・配管系の

地震応答解析の手順をそれぞれ示す。 

第 1.-1 図(1) 建物・構築物の地震応答解析の手順 

（建屋，屋外機械基礎，竜巻防護対策設備，排気筒及び換気筒）

P1 における屋外

重要土木構造物

の取り扱いと同

様。 

第1回申請範囲

である安全機能

を有する施設に

対する記載と

し、重大事故等

対処施設につい

ては後次回申請

以降に示す。 

以降，本資料に

おいて重大事故

等対処施設の記

載有無による先

行炉との差異理

由は同様。 
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別紙４－４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(3／28) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 1.-2 図 機器・配管系の地震応答解析の手順 
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別紙４－４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(4／28) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 1.-1 図(2) 建物・構築物の地震応答解析の手順 

（屋外重要土木構造物(洞道)）

P1 における屋外

重要土木構造物

の取り扱いと同

様。 
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別紙４－４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(5／28) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
2. 地震応答解析の方針

2.1 建物・構築物

(1) 入力地震動

解放基盤表面は，Ｓ波速度が0.7km/s 以上であるEL.-370m

としている。 

建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は，解放

基盤表面で定義される基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動

Ｓｄを基に，対象建物・構築物の地盤条件を適切に考慮した

上で，必要に応じ2 次元FEM 解析又は１次元波動論により，

地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定

する。 

地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地

全体の地下構造との関係や対象建物・構築物位置と炉心位置

付近での地質・速度構造の違いにも留意するとともに，地盤

の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。更に必要に

応じ敷地における観測記録による検証や 新の科学的・技術

的知見を踏まえ，地質・速度構造等の地盤条件を設定する。 

特に杭を介して岩盤に支持された建物・構築物については杭

の拘束効果についても適切に考慮する。 

 また，設計基準対象施設における耐震Ｂクラスの建物・構

築物及び重大事故等対処施設における耐震Ｂクラスの施設の

機能を代替する常設重大事故防止設備が設置される重大事故

等対処施設の建物・構築物のうち共振のおそれがあり，動的

解析が必要なものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄを1/2

倍したものを用いる。 

2. 地震応答解析の方針

2.1  建物・構築物

2.1.1 建屋，屋外機械基礎，竜巻防護対策設備，排気筒及び

換気筒

(1) 入力地震動

解放基盤表面は，Ｓ波速度が0.7km/s以上であるT.M.S.L.-

70mとしている。 

建物・構築物のうち建屋，屋外機械基礎，竜巻防護対策設

備，排気筒及び換気筒（以下，2.1.1においては「建物・構

築物」という。）の地震応答解析における入力地震動は，解

放基盤表面で定義される基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震

動Ｓｄを基に，対象建物・構築物の地盤条件を適切に考慮し

た上で，必要に応じ2次元FEM 解析又は１次元波動論によ

り，地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を

設定する。 

地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地

全体の地下構造との関係や対象建物・構築物位置での地質・

速度構造の違いにも留意するとともに，地盤の非線形応答に

関する動的変形特性を考慮する。更に必要に応じ敷地におけ

る観測記録による検証や 新の科学的・技術的知見を踏ま

え，地質・速度構造等の地盤条件を設定する。 

特に杭を介して岩盤に支持された建物・構築物については

杭の拘束効果についても適切に考慮する。 

また，安全機能を有する施設における耐震Ｂクラスの建

物・構築物のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なも

のに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄを1/2倍したものを用

いる。 

P1 と同じ 

解放基盤表面の

標高に応じた記

載とした。 

P1 における屋外

重要土木構造物

の取り扱いと同

様。 

原子炉施設では

ないため，炉心

ではなく，各位

置での地質・速

度構造について

留意する旨を記

載した。 
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【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(6／28) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(2) 解析方法及び解析モデル

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析

手法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選

定するとともに，建物・構築物に応じた適切な解析条件を設

定する。また，原則として，建物・構築物の地震応答解析及

び床応答曲線の策定は，線形解析及び非線形解析に適用可能

な時刻歴応答解析法による。 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛

性はそれらの形状，構造特性等を十分考慮して評価し，集中

質点系等に置換した解析モデルを設定する。 

動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用を考慮す

るものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎版の平面

形状，基礎側面と地盤の接触状況及び地盤の剛性等を考慮し

て定める。各入力地震動が接地率に与える影響を踏まえて，

地盤ばねには必要に応じて，基礎浮上りによる非線形性又は

誘発上下動を考慮できる浮上り非線形性を考慮するものとす

る。設計用地盤定数は，原則として，弾性波試験によるもの

を用いる。 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの

地下逸散及び地震応答における各部のひずみレベルを考慮し

て定める。 

地震応答解析において，主要構造要素がある程度以上弾性

範囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当する建

物部分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に模擬し

た復元力特性を考慮した地震応答解析を行う。 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐

震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置さ

れる重大事故等対処施設の建物・構築物の支持機能を検討す

るための動的解析において，建物・構築物の主要構造要素が

ある程度以上弾性範囲を超える場合には，その弾塑性挙動を

(2) 解析方法及び解析モデル

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析

手法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選

定するとともに，建物・構築物に応じた適切な解析条件を設

定する。また，原則として，建物・構築物の地震応答解析及

び床応答曲線の作成は，線形解析及び非線形解析に適用可能

な時刻歴応答解析法による。 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛

性はそれらの形状，構造特性等を十分考慮して評価し，集中

質点系等に置換した解析モデルを設定する。 

動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用を考慮す

るものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎版の平面

形状，基礎側面と地盤の接触状況及び地盤の剛性等を考慮し

て定める。各入力地震動が接地率に与える影響を踏まえて，

地盤ばねには必要に応じて，基礎浮上りによる非線形性又は

誘発上下動を考慮できる浮上り非線形性を考慮するものとす

る。設計用地盤定数は，原則として，弾性波試験によるもの

を用いる。 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの

地下逸散及び地震応答における各部のひずみレベルを考慮し

て定める。 

地震応答解析において，主要構造要素がある程度以上弾性

範囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当する建

物部分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に模擬し

た復元力特性を考慮した地震応答解析を行う。 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物の支持機能

を検討するための動的解析において，建物・構築物の主要構

造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，その弾塑

性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した地震応答解析

を行う。 
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【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(7／28) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
適切に模擬した復元力特性を考慮した地震応答解析を行う。 

地震応答解析に用いる材料定数については，材料物性のば

らつき等を適切に考慮する。また，ばらつきによる変動が建

物・構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮す

べきばらつきの要因を選定した上で，選定された要因を考慮

した動的解析により設計用地震力を設定する。 

建物・構築物の 3 次元応答性状及び機器・配管系への影

響については，建物・構築物の 3次元 FEM モデルによる解

析に基づき，施設の重要性，建屋規模，構造特性を考慮して

評価する。3 次元応答性状等の評価は，周波数応答解析法等

による。解析方法及び解析モデルについては，添付書類「Ⅴ

-2-1-8 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影

響評価方針」に示す。

建物・構築物の動的解析にて地震時の地盤の有効応力の変

化に伴う影響を考慮する場合には，有効応力解析を実施す

る。有効応力解析に用いる液状化強度特性は，代表性及び網

羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定する。 

また，更なる信頼性の向上を目的として設置した地震観測網か

ら得られた観測記録により振動性状を把握する。動的解析に用

いるモデルについては，地震観測網により得られた観測記録を

用い解析モデルの妥当性確認等を行う。地震観測網の概要は，

別紙「地震観測網について」に示す。 

地震応答解析に用いる材料定数については，材料物性のば

らつき等を適切に考慮する。また，ばらつきによる変動が建

物・構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮す

べきばらつきの要因を選定した上で，選定された要因を考慮

した動的解析により設計用地震力を設定する。 

建物・構築物の３次元応答性状及び機器・配管系への影響

については，建物・構築物の３次元 FEM モデルによる解析に

基づき，施設の重要性，建屋規模，構造特性を考慮して評価

する。３次元応答性状等の評価は，周波数応答解析法等によ

る。解析方法及び解析モデルについては，添付書類「Ⅳ－１

－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する

影響評価方針」に示す。 

建物・構築物の動的解析にて地震時の地盤の有効応力の変

化に伴う影響を考慮する場合には，有効応力解析を実施す

る。有効応力解析に用いる液状化強度特性は，代表性及び網

羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定する。 

建屋の設置状況を踏まえ，隣接建屋が建物・構築物の応答

性状及び機器・配管系へ及ぼす影響については，地盤 3次元

FEM モデルによる解析に基づき評価する。解析方法及び解析

モデルについては，Ⅳ-2-1 別添 4「隣接建屋による影響を考

慮した耐震性についての計算書」に示す。 

また，更なる信頼性の向上を目的として設置した地震観測網か

ら得られた観測記録により振動性状を把握する。動的解析に用

いるモデルについては，地震観測網により得られた観測記録を

用い解析モデルの妥当性確認などを行う。地震観測網の概要

は，別紙「地震観測網について」に示す。 

多くの建屋が隣

接する状況を踏

まえて，隣接建

屋の影響評価に

ついて記載し

た。 
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【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(8／28) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
a. 解析方法

建物・構築物の地震応答は，(1)式の多質点系の振動方程式

をNewmark-β法（β＝1/4）を用いた直接積分法により求め

る。 

a. 解析方法

建物・構築物の地震応答は，(1)式の多質点系の振動方程式

を Newmark-β法(β＝1/4)を用いた直接積分法により求める。 

𝑚 ･ 𝑥 𝑐 ･ 𝑥 𝑘 ･ 𝑥 𝑚 ･ 𝑦 (1) 

ここで， 

𝑚  :質量マトリックス

𝑐  :減衰マトリックス

𝑘  :剛性マトリックス

𝑥 :時刻tの加速度ベクトル 

𝑥 :時刻tの速度ベクトル 

𝑥 :時刻tの変位ベクトル 

𝑦 :時刻tの入力加速度ベクトル 

ここで，時刻t+Δtにおける解を次のようにして求める。な

お，Δtは時間メッシュを示す。

𝑥 ＝ 𝑥 𝑥 ･𝛥𝑡 𝛽 ･ 𝑥 𝛽･ 𝑥 ･

𝛥𝑡   (2)

𝑥 ＝ 𝑥 ･ 𝑥 𝑥 ･𝛥𝑡
  (3) 

𝑥 ＝ 𝑥 𝛥𝑥
(4) 

(2)，(3)及び(4)式を(1)式に代入して整理すると，加速度応

答増分ベクトルが次のように求められる。 

𝛥𝑥 ＝ 𝐴 ･ 𝐵 𝑚 ･ 𝛥𝑦
(5) 

ここで， 

𝐴 ＝ 𝑚 ･𝛥𝑡･ 𝑐 𝛽･𝛥𝑡 ･ 𝑘

𝐵 ＝ 𝛥𝑡･ 𝑐 ･𝛥𝑡 ･ 𝑘 ･ 𝑥 𝛥𝑡･ 𝑘 ･ 𝑥

𝛥𝑦 ＝ 𝑦 𝑦
(5)式を(2)，(3)及び(4)式に代入することにより，時刻ｔ

∆ｔの応答が時刻ｔの応答から求められる。
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【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(9／28) 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
b. 解析モデル 

代表的な建物・構築物の解析モデルを以下に示す。 

 

(a) 原子炉建屋 

水平方向は，地盤との相互作用を考慮し，耐震壁等の曲げ及

びせん断剛性を評価した多質点系モデルとする。鉛直方向は，

地盤との相互作用を考慮し，耐震壁等の軸剛性及び屋根トラス

の曲げせん断剛性を評価した多質点系モデルとする。 

 

(b) 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

水平方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，耐震壁及

び柱の曲げ及びせん断剛性を評価した多質点系モデルとする。

鉛直方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，耐震壁及び

杭の軸剛性及び屋根トラスの曲げせん断剛性を評価した多質点

系モデルとする。 

 

(c) 主排気筒 

水平方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，筒身及び

鉄塔の曲げ及びせん断剛性を評価した 2 軸の多質点系モデルと

する。鉛直方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，筒身

及び鉄塔の軸剛性を評価した２軸の多質点系モデルとする。 

 

(d) 非常用ガス処理系配管支持架構 

水平方向，鉛直方向とも，杭を含む地盤との相互作用を考慮

し，鉄骨部材の軸，曲げ及びせん断剛性を評価した要素と，軸

剛性のみを評価した要素による，剛基礎を有する 3 次元フレー

ムモデルとする。 

 

(e) 緊急時対策所建屋 

水平方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，耐震壁及

び柱の曲げ及びせん断剛性を評価した多質点系モデルとする。

鉛直方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，耐震壁及び

柱の軸剛性を評価した多質点系モデルとする。 

 

b. 解析モデル 

代表的な建物・構築物の解析モデルを以下に示す。 

 

(a) 前処理建屋 

水平方向は，地盤との相互作用を考慮し，耐震壁等の曲げ及

びせん断剛性を評価した多質点系モデルとする。鉛直方向は，

地盤との相互作用を考慮し，耐震壁等の軸剛性を評価した多質

点系モデルとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)排気筒及び換気筒 

排気筒及び換気筒は塔状構造物であり，水平２方向及び鉛直方

向の同時入力の影響を受ける可能性があることから，構成部材

を立体的にモデル化した立体フレームモデルとし，部材に発生

する応力を地震応答解析によって直接評価できるモデルとす

る。地盤との相互作用を考慮し，構成部材のうち，筒身，鉄塔

部の主柱及び鉄筋コンクリートの基礎部については軸変形及び

曲げ変形を考慮したはり要素として，鉄塔斜材及び水平材につ

いてはトラス要素としてモデル化する。 

 

 

 

建物・構築物，

構造が異なる。

詳細は各建物・

構築物の地震応

答計算書にて説

明。 

 

 

 

 

 

 

 

建物・構築物，

構造が異なる。

詳細は各建物・

構築物の地震応

答計算書にて説

明。なお，排気

筒及び換気筒の

モデル化につい

ては，他先行プ

ラントで実績の

ある立体フレー

ムモデルを採用

した。 
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【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(10／28) 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(f) 格納容器圧力逃がし装置格納槽 

水平方向は，地盤との相互作用を考慮し，耐震壁の曲げ及びせ

ん断剛性を評価した多質点系モデルとし，地盤は 2 次元 FEM 

モデルとする。鉛直方向は，地盤との相互作用を考慮し，耐震

壁の軸剛性を評価した多質点系モデルとし，地盤は 2 次元 FEM 

モデルとする。 
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【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(11／28) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
2.2 機器・配管系 

(1) 入力地震動又は入力地震力

機器・配管系の地震応答解析における入力地震動又は入力

地震力は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄ，又は

当該機器・配管系の設置床における設計用床応答曲線若しく

は時刻歴応答波とする。設計用床応答曲線の作成方法につい

ては，添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」

に示す。 

また，設計基準対象施設における耐震Ｂクラスの機器・配

管系及び重大事故等対処施設における耐震Ｂクラスの施設の

機能を代替する重大事故防止設備が設置される重大事故等対

処施設の機器・配管系のうち共振のおそれがあり，動的解析

が必要なものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄを基に線形

解析により作成した設計用床応答曲線の応答加速度を1/2 倍

したものを用いる。 

2.2  機器・配管系 

(1) 入力地震動又は入力地震力

機器・配管系の地震応答解析における入力地震動又は入力

地震力は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄ，又は

当該機器・配管系の設置床における設計用床応答曲線若しく

は時刻歴応答波とする。設計用床応答曲線の作成方法につい

ては，添付書類「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成

方針」に示す。 

なお，建屋応答解析における各入力地震動が接地率に与え

る影響を踏まえ，誘発上下動を考慮するモデルを用いている

場合については，鉛直方向の加速度応答時刻歴に，以下のと

おり誘発上下動を考慮することとする。 

• V+Xv

• V+Yv

• V-Xv

• V-Yv

ここで， 

V：鉛直方向地震力に対する鉛直方向の加速度応答時刻歴 

Xv:X 方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

Yv:Y 方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

また，安全機能を有する施設における耐震Ｂクラスの機器・

配管系のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対

しては，弾性設計用地震動Ｓｄを基に線形解析により作成した

設計用床応答曲線の応答加速度を２分の１倍したものを用い

る。 

誘発上下動を考

慮する場合の鉛

直方向地震力へ

の組合せ方法に

ついて，東海第

二では該当しな

いため，他先行

プラントに合わ

せた記載とし

た。 
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【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(12／28) 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析

手法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選

定するとともに，解析条件として考慮すべき減衰定数，剛性

等の各種物性値は，適切な規格・基準，あるいは実験等の結

果に基づき設定する。 

機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮して，

代表的な振動モードを適切に表現できるよう質点系モデル，

有限要素法モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたス

ペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を

求める。 

 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答

曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析

法により応答を求める。 

 

また，スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法を

用いる場合は材料物性のばらつき等を適切に考慮する。 

 

クレーン類におけるスペクトルモーダル解析法及び時刻歴

応答解析法の選択に当たっては，衝突・すべり等の非線形現

象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動

を模擬する観点で，材料物性のばらつき等への配慮を考慮し

つつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象とする現象，対

象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析

手法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選

定するとともに，解析条件として考慮すべき減衰定数，剛性

等の各種物性値は，適切な規格・基準，あるいは実験等の結

果に基づき設定する。 

機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮して，

代表的な振動モードを適切に表現できるよう質点系モデル，

有限要素モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペ

クトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求

める。 

 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答

曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析

法により応答を求める。 

 

また，スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法を

用いる場合は材料物性のばらつき等を適切に考慮する。 

 

スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に

当たっては，衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又

は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で，

材料物性のばらつき等への配慮を考慮しつつ時刻歴応答解析

法を用いる等，解析対象とする現象，対象設備の振動特性・

構造特性等を考慮し適切に選定する。 

 

材料物性のばらつきを考慮した建物・構築物の応答波が機

器・配管系へ及ぼす影響については，設計用床応答曲線との

比較等により評価する。影響評価については，Ⅳ-2-1別添2

「材料物性のばらつきに関する影響評価結果」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衝突，すべり等

の非線形減少を

模擬する場合の

考慮事項として

記載した。 

 

 

材料物性のばら

つきを考慮した

建物・構築物の

応答波による機

器・配管系の影

響評価を添付書

類に示すことを

記載した。 
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【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(13／28) 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

３次元的な広がりを持つ設備については，３次元的な配置

を踏まえ，適切にモデル化し，水平2 方向及び鉛直方向の応

答成分について適切に組み合わせるものとする。具体的な方

針については添付書類「Ⅴ-2-1-8 水平２方向及び鉛直方向

地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

剛性の高い機器は，その機器の設置床面の 大応答加速度の

1.2 倍の加速度を震度として作用させて構造強度評価に用いる

地震力を算定する。 

 

３次元的な広がりを持つ設備については，３次元的な配置

を踏まえ，適切にモデル化し，水平２方向及び鉛直方向の応

答成分について適切に組み合わせるものとする。具体的な方

針については添付書類「Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

剛性の高い機器・配管系は，その機器・配管系の設置床面の

大応答加速度の 1.2 倍の加速度を震度として作用させて構造強

度評価に用いる地震力を算定する。 

 

再処理施設にお

いては，剛性の

高い配管系に対

して設置床面の

大応答加速度

の 1.2 倍の加速

度を適用した評

価を行うことか

ら配管系を記載

した。 
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【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(14／28) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
a. 解析方法

スペクトルモーダル解析法における 大値は，二乗和平方根

（ＳＲＳＳ）法により求める。時刻歴応答解析法においては直

接積分法，若しくはモーダル時刻歴解析による。 

b. 解析モデル

代表的な機器・配管系の解析モデルを以下に示す。

(a) 原子炉格納容器，原子炉圧力容器及び圧力容器内部構造物

原子炉格納容器，原子炉圧力容器及び圧力容器内部構造物

は，建物質量に対しその質量が比較的大きく，また支持構造上

からも原子炉建屋による影響が無視できないため，原子炉建屋

と連成させた解析モデルを用いる。原子炉格納容器，原子炉圧

力容器及び圧力容器内部構造物は，多質点系モデルに置換し，

各構造物を結合するスタビライザ等は等価なばねに置換する。 

(b) 一般機器

容器，熱交換器等の一般の機器は，機器本体及び支持構造物

の剛性をそれぞれ考慮し，原則として重心位置に質量を集中さ

せた１質点系モデルに置換する。 

ただし，振動特性の観点から質量分布，剛性変化等を考慮す

る方が適切と考えられる構造の場合は，多質点系モデルに置換

する。 

(c) 配管

配管は,その振動性状を適切に考慮するため，３次元多質点

はりモデルに置換する。 

(d) クレーン類

ａ．解析方法 

スペクトルモーダル解析法における 大値は，二乗和平方根

(SRSS)法により求める。時刻歴応答解析法においては直接積分

法，若しくはモーダル時刻歴解析による。 

ｂ．解析モデル 

代表的な機器・配管系の解析モデルを以下に示す。 

(a) 一般機器

容器，熱交換器等の一般の機器は，機器本体及び支持構造物

の剛性をそれぞれ考慮し，原則として重心位置に質量を集中さ

せた１質点系モデルに置換する。 

ただし，振動特性の観点から質量分布，剛性変化等を考慮す

る方が適切と考えられる構造の場合は，多質点系モデルに置換

する。 

(b) 配管

配管は,その振動性状を適切に考慮するため，３次元多質点

はりモデルに置換する。 

(c) クレーン類

東海第二(a)に対

して，再処理施

設においては，

大型設備と建屋

を連成させた解

析モデルを適用

する設備はない

ため記載してい

ない。 
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【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(15／28) 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
クレーン類は，その構造特性を考慮して３次元はりモデルに

置換する。なお，すべり等の非線形現象を考慮する場合は，す

べり要素等の非線形要素を取り入れた上で３次元はりモデルに

置換する。 

 

 

クレーン類は，その構造特性を考慮して３次元はりモデル等

に置換する。なお，すべり等の非線形現象を考慮する場合は，

すべり要素等の非線形要素を取り入れた上で３次元はりモデル

に置換する。 

 

再処理施設にお

いて，壁に固定

して取り付けら

れているアーム

型の設備をクレ

ーンと称してい

る。当該クレー

ンについては，

既認可時より定

式化された計算

式を用いている

ため「等」とし

た。 
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【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(16／28) 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
2.3 屋外重要土木構造物 

(1) 入力地震動 

屋外重要土木構造物及び重大事故等対処施設における常設

耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設の土木構造物の地震応答解析にお

ける入力地震動は，解放基盤表面で定義される基準地震動Ｓ

Ｓを基に，対象構造物の地盤条件を適切に考慮した上で，必

要に応じ 2 次元 FEM 解析又は１次元波動論により，地震応

答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。

地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全

体の地下構造との関係にも留意し，地盤の非線形応答に関す

る動的変形特性を考慮する。 

(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定にあたっては，地震応答解析

手法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選

定するとともに，各構造物に応じた適切な解析条件を設定す

る。地震応答解析は，地盤と構造物の相互作用を考慮できる

手法とし，地盤及び構造物の地震時における非線形挙動の有

無や程度に応じて，線形，等価線形，非線形解析のいずれか

にて行う。地震応答解析に用いる材料定数については，材料

物性のばらつき等による変動が屋外重要土木構造物の振動性

状や応答性状に及ぼす影響を検討し，材料物性のばらつき等

を適切に考慮する。 

また，動的解析にて地震時の地盤の有効応力の変化に伴う

影響を考慮する場合には，有効応力解析を実施する。有効応

力解析に用いる液状化強度特性は，代表性及び網羅性を踏ま

えた上で保守性を考慮して設定する。地中土木構造物への地

盤変位に対する保守的な配慮として，地盤を強制的に液状化

させることを仮定した影響を考慮する場合は，原地盤よりも

十分に小さい液状化強度特性（敷地に存在しない豊浦標準砂

に基づく液状化強度特性）を設定する。上部土木構造物及び

機器・配管系への加速度応答に対する保守的な配慮として，

地盤の非液状化の影響を考慮する場合は，原地盤において非

液状化の条件を仮定した解析を実施する。 

2.1.2 屋外重要土木構造物（洞道） 

(1) 入力地震動 

屋外重要土木構造物（洞道）の地震応答解析における入力

地震動は，解放基盤表面で定義される基準地震動Ｓｓを基

に，対象構造物の地盤条件を適切に考慮した上で，必要に応

じ 2 次元 FEM 解析又は１次元波動論により，地震応答解析

モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。地盤条

件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体の地

下構造との関係にも留意し，地盤の非線形応答に関する動的

変形特性を考慮する。 

 

 

(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定にあたっては，地震応答解析

手法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選

定するとともに，各構造物に応じた適切な解析条件を設定す

る。地震応答解析は，地盤と構造物の相互作用を考慮できる

手法とし，地盤及び構造物の地震時における非線形挙動の有

無や程度に応じて，線形，等価線形，非線形解析のいずれか

にて行う。地震応答解析に用いる材料定数については，材料

物性のばらつき等による変動が屋外重要土木構造物（洞道）

の振動性状や応答性状に及ぼす影響を検討し，材料物性のば

らつき等を適切に考慮する。 

また，動的解析にて地震時の地盤の有効応力の変化に伴う

影響を考慮する場合には，有効応力解析を実施する。有効応

力解析に用いる液状化強度特性は，代表性及び網羅性を踏ま

えた上で保守性を考慮して設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

P1 における屋外

重要土木構造物

の取り扱いと同

様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周辺地盤の液状

化のおそれがあ

る施設について

は，液状化の影

響を考慮するも

のとし，液状化

特性は敷地地盤

の試験結果に基
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【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(17／28) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
また，地震応答解析では，水平地震動と鉛直地震動の同時

加振とするが，構造物の応答特性により水平 2 方向の同時

性を考慮する必要がある場合は，水平 2 方向の組合せにつ

いて適切に評価する。具体的な方針については添付書類「Ⅴ

-2-1-8 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影

響評価方針」に示す。

重大事故等対処施設のうち，設計基準対象施設の既往評価を適

用できる基本構造等と異なる施設については，適用する地震力

に対して，要求される機能及び構造健全性が維持されることを

確認するため，当該施設の構造を適切にモデル化した上での地

震応答解析，加振試験等を実施する。 

また，地震応答解析では，水平地震動と鉛直地震動の同時

加振とするが，構造物の応答特性により水平 2 方向の同時性

を考慮する必要がある場合は，水平 2 方向の組合せについて

適切に評価する。具体的な方針については添付書類「Ⅳ－１

－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する

影響評価方針」に示す。 

づき，ばらつき

及び不確実性を

考慮した上で設

定する。そのた

め，周辺地盤を

強制的に液状化

させることを仮

定した設計は行

わない。 

洞道は既往評価

を適用できる基

本構造等と異な

る施設はない。 
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【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(18／28) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
3. 設計用減衰定数

地震応答解析に用いる減衰定数は，ＪＥＡＧ４６０１－

1987，1991 に記載されている減衰定数を設備の種類，構造等

により適切に選定するとともに，試験等で妥当性が確認された

値も用いる。具体的には表 3-1 に示す値を用いる。 

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリー

トの材料減衰定数の設定については，既往の知見に加え，既設

施設の地震観測記録等により，その妥当性を検討する。入力地

震動による建物・構築物の応答レベル及び構造形状の複雑さを

踏まえ，既往の知見に加え，地震観測記録等による検討を行

い，適用性が確認できたことから表 3-1 に示す建物・構築物に

対して 5％と設定する。

地盤と屋外重要土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減

衰定数については，地中構造物としての特徴，同モデルの振動

特性を考慮して適切に設定する。 

3. 設計用減衰定数

地震応答解析に用いる減衰定数は，JEAG4601-1987，1991 に

記載されている減衰定数を設備の種類，構造等により適切に選

定するとともに，試験等で妥当性が確認された値も用いる。主

に用いる値を第 3.-1 表に示す。 

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリー

トの材料減衰定数の設定については，既往の知見に加え，既設

施設の地震観測記録等により，その妥当性を検討する。入力地

震動による建物・構築物の応答レベル及び構造形状の複雑さを

踏まえ，既往の知見に加え，地震観測記録等による検討を行

い，適用性が確認できたことから第 3.-1 表に示す建物・構築

物に対して 5％と設定する。

地盤と屋外重要土木構造物（洞道）の連成系地震応答解析モ

デルの減衰定数については，地中構造物としての特徴，同モデ

ルの振動特性を考慮して適切に設定する。
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【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(19／28) 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

 

第 3.-1 表  減 衰 定 数 

 

1．建物・構築物 

対象設備 使用材料 
減衰定数(%) 

水平方向 鉛直方向 

前処

理建

屋等 

建屋 鉄筋コンクリート 5 5 

地盤 － 
JEAG4601-1991追補版の近似法

により算定＊ 

排気

筒及

び換

気筒 

構築物 

鉄筋コンクリート 5 5 

鉄骨 2 2 

鋼材 1 1 

地盤 － 
JEAG4601-1991追補版の近似法

により算定＊ 

注記 ＊：地盤条件及び基礎形状等に基づき振動アドミッタンス理論により動

的地盤ばねを算定し，JEAG4601-1991 追補版の近似法により算定 

 

 

 

 

 

 

再処理施設にお

いて，原子炉建

屋，使用済燃料

乾式貯蔵建屋，

非常用ガス処理

系配管支持架構

及び格納容器圧

力逃がし装置格

納槽と構造が類

似する施設はな

いため，緊急時

対策所建屋及び

主排気筒と比較

し，同等の記載

とした。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(20／28) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

2．機器・配管系 

対象設備 
減衰定数(%) 

水平方向 鉛直方向 

溶接構造物 1.0 1.0＊1 

ボルト及びリベット構造物 2.0 2.0＊1 

ポンプ・ファン等の 

機械装置 
1.0 1.0＊1 

空調用ダクト＊5 2.5 2.5＊1 

電気盤＊5 4.0 1.0＊1 

クレーン＊5 1.0～2.0＊3 1.0～2.0＊1 

燃料取扱装置＊5 2.0＊3 1.5(2.0)＊1＊2 

配管系 0.5～3.0＊3＊4 0.5～3.0＊1＊3＊4 

液体の揺動＊5 0.5 － 

注記 ＊1：既往の研究等において，設備の地震入力方向の依存

性や減衰特性について検討され妥当性が確認された値 

＊2：（ ）外は，燃料取扱装置のトロリ位置が端部にあ

る場合，（ ）内は，燃料取扱装置＊のトロリ位置が

中央部にある場合 
＊ 燃料取扱装置（BWR 燃料用），燃料取扱装置（PWR 燃料用），燃料

取扱装置（BWR 燃料及び PWR 燃料用）

＊3：既往の研究等において，試験及び解析等により妥当

性が確認されている値 

＊4：具体的な適用条件を「第 3.-2 表 配管系の設計用減

衰定数」に示す。 

＊5：後次回申請設備に適用 

(参考文献) 

電力共通研究「機器・配管系に対する合理的耐震評価の研究(H12～

H13)」 

電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に関する研究

(H７～H10)」 

後次回申請対象

設備を含め，再

処理施設におけ

る対象設備及び

減衰定数を記載

した。 

東海第二の燃料

取替機は，再処

理施設では燃料

取扱装置と称し

ている。燃料取

扱装置は規格の

注記で燃料取替

機と同一である

ことが明記され

ているため，規

格通りの記載と

した。 
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【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(21／28) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 3.-2 表 配管系の設計用減衰定数 

配管区分 
減衰定数＊1(％) 

保温材無 保温材有＊2 

Ⅰ 

スナバ及び架構レストレイ

ント支持主体の配管系で，

支持具(スナッバ又は架構レ

ストレイント)の数が 4個以

上のもの＊5

2.0 3.0＊3 

Ⅱ 

スナバ，架構レストレイン

ト，ロッドレストレイン

ト，ハンガ等を有する配管

系でアンカ及び Uボルトを

除いた支持具の数が 4個以

上であり，配管区分Ⅰに属

さないもの＊5

1.0 2.0＊3 

Ⅲ 

U ボルトを有する配管系で，

架構で水平配管の自重を受

ける Uボルトの数が 4個以

上のもの＊5 

2.0＊3 3.0＊3 

Ⅳ 
配管区分Ⅰ，Ⅱ及びⅢに属

さないもの 
0.5 1.5＊3 

注記 ＊1：水平方向及び鉛直方向の設計用減衰定数は同じ値を使用 

＊2：金属保温材による付加減衰定数は，配管全長に対する金属

保温材使用割合が 40％以下の場合 1.0％を適用するが，金

属保温材使用割合が 40％を超える場合は 0.5％とする 

＊3：JEAG4601-1991 追補版で規定されている配管系の設計用減

衰定数に，既往の研究等において妥当性が確認された値を

反映 

＊4：表に示す支持具の種類及び数は，アンカからアンカまでの

独立した振動系について算定する。支持具の算定は，当該

支持点を同一方向に複数の支持具で分配して支持する場合

には，支持具数は 1個として扱い，同一支持点を複数の支

持具で 2方向に支持する場合は 2個として扱うものとす

る。 

記載の適正化と

して，表のタイ

トルについて

は，規格の記載

に合わせて「設

計用減衰定数」

と記載した。

注記＊4について

は規格の記載に

合わせて，限定

した区分ではな

く，表に示す支
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【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(22／28) 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
＊5：後次回申請設備に適用 

 

 

(参考文献) 

電力共通研究「機器・配管系に対する合理的耐震評価の研究

(H12～H13)」 

電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に関す

る研究(H７～H10)」 
 

持具の種類及び

数に対する記載

とした。 
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【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(23／28) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
Ⅴ-2-1-6 別紙 地震観測網について 

目次 

1. 概要

2. 地震観測網の基本方針

3. 地震観測網の配置計画

Ⅳ－１－１－５ 別紙 地震観測網について 

目次 

1．概要

2．地震観測網の基本方針

3．地震観測網の配置計画
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【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(24／28) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
1. 概要

東海第二発電所の主要な建屋には，原子炉格納施設等の安全

上重要な施設の実地震時の振動特性を把握するために，各建屋

に地震計を設置し，継続して地震観測を行う。また，比較的規

模の大きい地震の観測記録が得られた場合は，それらの測定結

果に基づく解析等により，主要な施設の健全性を確認すること

等に活用する。 

2. 地震観測網の基本方針

原子炉建屋については，地震時の建屋の水平方向及び鉛直方

向の振動特性を把握するため，建屋の基礎上，原子炉棟の外壁

面の適切な位置に地震計を配置することにより，実地震による

建屋の振動（建屋増幅特性，ロッキング動及び捩れ）を観測す

る。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋については，地震時の建屋の水平方

向及び鉛直方向の振動特性を把握するため，建屋の基礎上及び

上部の適切な位置に地震計を配置することにより，実地震に

よる建屋の振動（建屋増幅特性）を観測する。 

なお，地震計は水平2 成分と鉛直1 成分の計3 成分を観測す

るものとする。 

3. 地震観測網の配置計画

各建屋の地震計の設置方針を表3-1 に示す。

1．概要

再処理施設の主要な建屋には，安全上重要な施設の実地震時

の振動特性を把握するために，各建屋に地震計を設置し，継続

して地震観測を行う。また，比較的規模の大きい地震の観測記

録が得られた場合は，それらの測定結果に基づく解析等により

主要な施設の健全性を確認すること等に活用する。 

2．地震観測網の基本方針 

再処理施設における主要な建屋については，地震時の建屋の

水平及び鉛直方向の振動特性を把握するため，建屋の基礎上や

上部等の適切な位置に地震計を配置することにより，実地震

による建屋の振動（建屋増幅特性）を観測する。 

なお，地震計は水平 2成分と鉛直 1成分の計 3成分を観測す

るものとする。 

3．地震観測網の配置計画 

各建屋の地震計の設置方針を表 3-1 に示す。 

使用済燃料乾式

貯蔵建屋側と比

較し同等の記載

とした。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(25／28) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 3-1 表 各建屋の地震計の設置方針 

建屋 設置方針 

分離建屋 地下３階（基礎） 

水平方向

及び鉛直

方向の振

動を観測

する。 

地上１階 

地上４階 

精製建屋 地下３階（基礎） 

地上１階 

地上４階 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 地下３階（基礎） 

地上１階 

屋上階 

使用済燃料輸送容器管理建屋 

（トレーラエリア） 

地上１階（基礎） 

使用済燃料輸送容器管理建屋 

（使用済燃料収納使用済燃料輸

送容器保管庫） 

地上１階（基礎） 

前処理建屋 地下４階（基礎） 

ハル・エンドピース貯蔵建屋 地下４階（基礎） 

制御建屋 地下２階（基礎） 

主排気筒管理建屋 地上１階（基礎） 

ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋

地下２階（基礎） 

ウラン・プルトニウム混合酸化

物貯蔵建屋

地下４階（基礎） 

チャンネルボックス・バーナブ

ルポイズン処理建屋

地下１階（基礎） 

非常用電源建屋 地下１階（基礎） 

高レベル廃液ガラス固化建屋 地下４階（基礎） 

第１ガラス固化体貯蔵建屋 地下２階（基礎） 

地震観測網の配

置の実状に応じ

た記載とした。 
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【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(26／28) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

地震観測網の配

置の実状に応じ

た記載とした。 
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【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(27／28) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

地震観測網の配

置の実状に応じ

た記載とした。 
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【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(28／28) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

地震観測網の配

置の実状に応じ

た記載とした。 

以下，各建屋同様のため省略 
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249



別紙４－５ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(1／37)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針 

目次 

1. 概 要

2. 床応答スペクトル作成に係る基本方針及び作成方法

2.1 基本方針

2.2 解析方法

2.3 減衰定数

2.4 数値計算用諸元

2.5 応答スペクトル作成位置

2.6 応答スペクトルの適用方法

2.7 設計用床応答曲線の作成

2.8 設備用床応答曲線の作成

3. 地震応答解析モデル

4. 大加速度及び設計用床応答曲線

4.1 弾性設計用地震動Ｓｄ 

4.2 基準地震動Ｓｓ 

4.3 余震荷重を算定するための地震動 

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針 

目次 

1. 概要

2. 床応答スペクトル作成に係る基本方針及び作成方法

2.1 基本方針

2.2 解析方法

2.3 減衰定数

2.4 数値計算用諸元

2.5 応答スペクトル作成位置

2.6 応答スペクトルの適用方法

2.7 設計用床応答曲線の作成

3. 地震応答解析モデル
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【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(2／37) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」の

うち「4. 設計用地震力」に基づき，機器・配管系の動的解析に用

いる設計用床応答曲線＊1 の作成方針及びその方針に基づき作成し

た設計用床応答曲線に関して説明するものである。 

 

また，当該申請の工事計画においては，耐震計算の適用に際し

て設計用床応答曲線の震度以上になるように配慮した床応答曲線

（以下「設備評価用床応答曲線」という。）を用いることから，

設備評価用床応答曲線の作成方法及び各施設への適用方針を説明

する。 

＊１：1.項～3.項においては，床面の 大加速度も含めた総称と

して説明する。 

 

2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法 

2.1 基本方針 

(1) 添付書類「Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針」のうち「2. 

地震応答解析の方針」に基づき策定した各原子炉施設の解析モデ

ルに対して，入力地震動を用いた時刻歴応答解析を行い，各質点

位置における加速度応答時刻歴を求める。入力地震動は，添付書

類「Ⅴ-2-1-2 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの策定概

要」に基づくものとして，表2－1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」のう

ち「4. 設計用地震力」に基づき，機器・配管系の動的解析に用

いる設計用床応答曲線*1の作成方針及びその方針に基づき作成し

た設計用床応答曲線に関して説明するものである。 

 

 

 

 

 

 

＊１：1.項～3.項においては，床面の 大加速度も含めた総称と

して説明する。 

 

2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法 

2.1 基本方針 

(1) 添付書類「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」のう

ち「2. 地震応答解析の方針」に基づき策定した各再処理施設の

解析モデルに対して，入力地震動を用いた時刻歴応答解析を行

い，各質点位置における加速度応答時刻歴を求める。入力地震動

は，添付書類「Ⅳ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用

地震動Ｓｄの概要」に基づくものとして，第2.-1表に示す。 

 

なお，建屋応答解析における各入力地震動が接地率に与える影

響を踏まえ，誘発上下動を考慮するモデルを用いている場合につ

いては，鉛直方向の加速度応答時刻歴に，以下のとおり誘発上下

動を考慮することとする。 

• V+Xv 

• V+Yv 

• V-Xv 

• V-Yv 

ここで， 

V：鉛直方向地震力に対する鉛直方向の加速度応答時刻歴 

 

 

 

 

 

 

 

設備評価用床

応答曲線につ

いては適用し

ていないため

記載していな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誘発上下動を

考慮する場合

の鉛直方向地

震力への組合

せ方法につい

て，東海第二

では該当が無

いため，他先
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
 

 

 

(2) (1)で求めた各質点の加速度応答時刻歴を入力として，減衰付

１自由度系の 大応答スペクトルを必要な減衰定数の値に対して

求める。 

(3) (2)で求めた床応答スペクトルに対し，各原子炉施設の固有周

期のシフトを考慮し，周期方向に±10 ％の拡幅を行い，設計用床

応答曲線とする。 

(4) 工事計画に係る添付書類「Ⅴ-2 耐震性に関する説明書」にお

いて，耐震計算に適用する設備評価用床応答曲線について，各施

設に適用する設計震度が設計用床応答曲線の震度以上となるよう

に配慮した設備評価用床応答曲線を作成する。 

 

Xv:X 方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

Yv:Y 方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

 

(2) (1)で求めた各質点の加速度応答時刻歴を入力として，減衰

付１自由度系の 大応答スペクトルを必要な減衰定数の値に

対して求める。 

(3) (2)で求めた床応答スペクトルに対し，各再処理施設の固有

周期のシフトを考慮し，周期方向に±10 ％の拡幅を行い，設計

用床応答曲線とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

行プラントに

合わせた記載

とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備評価用床

応答曲線につ

いては採用し

ていないため

記載していな

い。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

 

第 2.-1 表 入力地震動 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
2.2 解析方法 

2.1(1)で述べた方針で動的解析を行い，各モデルの各質点におけ

る応答加速度の時刻歴を求める。この応答加速度の時刻歴を入力

波として応答スペクトルを作成する。すなわち，入力波の絶対加

速度を とおけば，質点系の振動方程式は， 

 

 
 

地震の間の の 大値をω及びｈをパラメータとして求

め，応答スペクトルを作成する（図2－1 参照）。 

 

応答スペクトルの作成には，「ＶＩＡＮＡ」，「波形処理プロ

グラム k-WAVE for Windows」及び「Ｓｅｉｓｍｉｃ Ａｎａｌｙ

ｓｉｓ Ｓｙｓｔｅｍ（ＳＡＳ）」を使用し，解析コードの検証及

び妥当性確認等の概要については，添付書類「Ⅴ-5-34 計算機プ

ログラム（解析コード）の概要・ＶＩＡＮＡ」，「Ⅴ-5-42 波形

処理プログラムk-WAVE for Windows」及び「Ⅴ-5-62 計算機プロ

グラム（解析コード）の概要・Ｓｅｉｓｍｉｃ Ａｎａｌｙｓｉｓ 

Ｓｙｓｔｅｍ（ＳＡＳ）」に示す。 

 

 

 

 

2.3 減衰定数 

応答スペクトルは，添付書類「Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方

針」の機器・配管系の減衰定数を用いて作成する。 

 

2.4 数値計算用諸元 

2.2 解析方法 

2.1(1)で述べた方針で動的解析を行い，各モデルの各質点におけ

る応答加速度の時刻歴を求める。この応答加速度の時刻歴を入力

波として応答スペクトルを作成する。すなわち，入力波の絶対加

速度を𝑌 とおけば，質点系の振動方程式は， 

 

Z 2･h･ω･Z ω ･Z ＝ Y ………………………(2.1) 
  ただし， 
    ω ：質点系の固有円振動数 
    Z  ：n質点上の質点の相対変位 
    h  ：減衰定数 
 

 

 地震の間の𝑌 𝑍 の 大値をω及びｈをパラメータとして

求め，応答スペクトルを作成する（第3.1-1図参照）。 

 

応答スペクトルの作成には，「ＦＡＣＴ」，「ＣＨＥＲＲ

Ｙ」，「１．２ＺＰＡ-工」及び「ＦＲＳ算出及び包絡拡幅処理

プログラム」を使用し，解析コードの検証及び妥当性確認等の概

要については，添付書類「Ⅳ－３ 計算機プログラム（解析コー

ド）の概要」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 減衰定数 

応答スペクトルは，添付書類「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解

析の基本方針」の機器・配管系の減衰定数を用いて作成する。 

 

2.4 数値計算用諸元 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
固有周期作成幅 0.05～1.0 s 

固有周期計算間隔 

0.05 ～ 0.1 s Δω＝4.0 rad/s 

0.1 ～ 0.2 s Δω＝1.5 rad/s 

0.2 ～ 0.39 s Δω＝1.0 rad/s 

0.39 ～ 0.6 s Δω＝0.3 rad/s 

0.6 ～ 1.0 s Δω＝0.5 rad/s 

 

(1)構造強度評価に用いる数値計算用諸元 

   固有周期作成幅 0.05～1.0 s 

 

固有周期計算間隔 

固有周期T(秒) 固有周期の刻み 

0.050≦T≦0.100 0.002秒 

0.100＜T≦0.200 0.005秒 

0.200＜T≦0.300 0.01 秒 

0.300＜T≦0.400 0.02 秒 

0.400＜T≦0.700 0.05 秒 

0.700＜T≦1.000 0.1  秒 

 
 

 

応答スペクト

ルは一般的に

短周期におい

て加速度の変

化が大きいこ

と，また，機

器・配管系の

固有周期は短

周期側に多い

ことを踏ま

え，適用規格

に基づいた固

有周期計算間

隔を記載し

た。 
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第 3.1-1 図 設計用床応答曲線の作成手順 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備評価用床

応答曲線につ

いては採用し

ていないため

記載していな

い。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
2.5 応答スペクトル作成位置 

図3－1～図3－24 に示す解析モデルについて応答スペクトル

を作成する。 

 

2.6 応答スペクトルの適用方法 

(1) 概 要 

機器・配管系の設計用地震力を動的解析によって求める場合

は，それぞれの据付位置における応答スペクトルを使用して設計

震度を定める。この場合，以下のように応答スペクトルを修正し

て使用する。 

 

  (2) 運用方法 

a. 応答スペクトルは，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄ

による地震応答解析から得られる応答波を用いて作成した応答

スペクトルを固有周期の多少のずれにより，応答に大幅な変化

が生じないよう周期軸方向に±10％の拡幅を行ったものとす

る。ただし，材料物性のばらつき等を考慮した地震応答解析の

応答波を用いて作成する応答スペクトルについては，±10％の

拡幅は考慮しない。 

また，評価対象設備に応じて振動方向に合わせ，水平方向

（ＮＳ，ＥＷ）及び鉛直方向（ＵＤ）の各方向の応答スペクト

ルを使用する。 

 

b. 建屋床より自立する機器・配管系については，設置階の応答ス

ペクトルを用い，建屋壁より支持される機器・配管系及び建屋

中間階に設置される機器・配管系については，上下階の応答ス

ペクトルのうち安全側のものを用いるものとする。また，建屋

上下階を貫通する配管系及び異なる建物，構築物等を渡る配管

系については，それぞれの据付位置の応答スペクトルのうち安

全側のものを用いるものとする。ただし，応答スペクトルの運

用において合理性が示される場合には，その方法を採用できる

ものとする。 

 

2.5 応答スペクトル作成位置 

 第 2.5－1 図に示す解析モデルについて応答スペクトルを作成

する。 

 

2.6 応答スペクトルの適用方法 

(1) 概 要 

機器・配管系の設計用地震力を動的解析によって求める場合

は，それぞれの据付位置における応答スペクトルを使用して設計

震度を定める。この場合，以下のように応答スペクトルを修正し

て使用する。 

 

(2) 運用方法 

a.応答スペクトルは，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄ

による地震応答解析から得られる応答波を用いて作成した応答

スペクトルを固有周期の多少のずれにより，応答に大幅な変化

が生じないよう周期軸方向に±10%の拡幅を行ったものとする。

ただし，材料物性のばらつき等を考慮した地震応答解析の応答

波を用いて作成する応答スペクトルについては，±10％の拡幅

は考慮しない。 

また，評価対象設備に応じて振動方向に合わせ，水平方向

(NS，EW)及び鉛直方向(UD)の各方向の応答スペクトルを使用す

る。 

 

b.建屋床より自立する機器・配管系については，設置階の応答ス

ペクトルを用い，建屋壁より支持される機器・配管系及び建屋

中間階に設置される機器・配管系については，上下階の応答ス

ペクトルのうち安全側のものを用いるものとする。また，建屋

上下階を貫通する配管系及び異なる建物，構築物を渡る配管系

については，それぞれの据付位置の応答スペクトルのうち安全

側のものを用いるものとする。ただし，応答スペクトルの運用

において合理性が示される場合には，その方法を採用できるも

のとする。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
c. 応答スペクトルを用いて動的解析を行う場合には，以下に

示す方法によりモード合成を行うものとする。 

 

c.応答スペクトルを用いて動的解析を行う場合には，以下に示す

方法によりモード合成を行うものとする。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
2.7 設計用床応答曲線の作成 

建物・構築物及び屋外重要土木構造物における設計用床応答

曲線の作成方法は以下のとおりとする。設計用床応答曲線の作

成方法における建物・構築物及び屋外重要土木構造物の分類を

表2-2 に示す。 

 

 
 

2.7 設計用床応答曲線の作成 

建物・構築物における設計用床応答曲線の作成方法は以下の

とおりとする。設計用床応答曲線を作成する建物・構築物を第

2.7-１表に示す。 

なお，重大事故等対処施設については，後次回申請以降で申

請する。 

 

第 2.7-１表 設計用床応答曲線を作成する建物・構築物 

適用施設名称 

安全冷却水Ｂ冷却塔 

 

（後次回以降申請範囲） 

適用施設名称 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

安全冷却水系冷却塔Ａ基礎 

安全冷却水系冷却塔Ｂ基礎 

第１非常用ディーゼル発電設備用重油タンク室 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に係る洞道 

前処理建屋 

分離建屋 

精製建屋 

低レベル廃液処理建屋 

ハル・エンドピース貯蔵建屋 

制御建屋 

分析建屋 

主排気筒 

主排気筒管理建屋 

安全冷却水Ａ冷却塔 

ウラン脱硝建屋 

ウラン酸化物貯蔵建屋 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

 

基本設計方針

に記載のとお

り，建物・構

築物は，建

屋，屋外重要

土木構造物(洞

道)等の総称と

しており，屋

外重要土木構

造物(洞道)に

ついても，建

物・構築物の

章内にて記

載。 

 

第 1 回申請範

囲である安全

機能を有する

施設に対する

記載とし，重

大事故等対処

施設について

は後次回申請

以降に示す。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1 建物・構築物 

建物・構築物のコンクリート強度を設計基準強度，地盤の物

性を標準地盤とした解析ケース（以下「基本ケース」とい

う。）の応答波を用いて作成した応答スペクトルに対して，周

期軸方向に±10％拡幅したものを設計用応答曲線とする。 

2.7.2 屋外重要土木構造物 

原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース（以下

「基本ケース」という。）の応答波並びに敷地に存在しない豊

浦標準砂の液状化特性により強制的に液状化させることを仮定

した解析ケース及び地盤物性のばらつきを考慮して非液状化の

低レベル廃棄物処理建屋 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 

非常用電源建屋 

冷却塔 

非常用電源建屋燃料油貯蔵タンクＡ，Ｂ基礎 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

第１ガラス固化体貯蔵建屋 

前処理建屋／分離建屋／精製建屋／高レベル廃液ガラス固化

建屋／ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋／制御建屋／非常

用電源建屋／冷却水設備の安全冷却水系／主排気筒／主排気

筒管理建屋間洞道の設計用床応答曲線 

分離建屋／高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道,分離建屋／

精製建屋／ウラン脱硝建屋／ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋／低レベル廃液処理建屋／低レベル廃棄物処理建屋／分

析建屋間洞道,精製建屋／ウラン脱硝建屋間洞道,精製建屋／

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間洞道の設計用床応答曲

線 

高レベル廃液ガラス固化建屋／第１ガラス固化体貯蔵建屋間

洞道 

前処理建屋／使用済燃料受入れ・貯蔵建屋／ハル・エンドピ

ース貯蔵建屋間洞道 

 

 

2.7.1 建物・構築物 

建物・構築物のコンクリート強度を設計基準強度，地盤の物

性を標準地盤とした解析ケース（以下「基本ケース」とい

う。）の応答波を用いて作成した応答スペクトルに対して，周

期軸方向に±10％拡幅したものを設計用応答曲線とする。 
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【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(12／37) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
条件を仮定した解析ケースの応答波を用いる。 

上記応答波を用いて作成した応答スペクトルに対して，基本

ケースについては周期軸方向に±10％の拡幅を考慮したもの

に，震度軸方向に対して余裕を確保したものを設計用床応答曲

線とする。 

2.8 設備評価用床応答曲線の作成 

建物・構築物及び屋外重要土木構造物における設備評価用床

応答曲線の作成方法は以下のとおりとする。なお，設備評価用

床応答曲線の作成方法における建物・構築物及び屋外重要土木

構造物の分類は設計用床応答曲線（表2-2）と同じとする。 

2.8.1 建物・構築物 

建物・構築物の設備評価用床応答曲線の作成における配慮方

法を以下に示す。機器・配管系の構造強度評価及び機能維持評

価の適用に際しては，いずれかの方法により作成した設備評価

用床応答曲線を用いる。 

(1) 設計用床応答曲線の震度を一律に1.5 倍した床応答曲線 

設計用床応答曲線の震度を一律に1.5 倍した床応答曲線を

設備評価用床応答曲線とする。 

(2) 設計用床応答曲線及び材料物性のばらつき等を考慮した床

応答曲線を包絡した床応答曲線 

添付書類「Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に基づき

材料物性のばらつき等を考慮した解析ケースの応答波により

作成した床応答曲線と設計用床応答曲線とを包絡させたもの

を設備評価用床応答曲線とする。 

(3) (2)項の設備評価用床応答曲線を保守側に包絡できるよう

に余裕を確保した床応答曲線 

(2)項で設定した床応答曲線に対して保守側に包絡できる

ように余裕を確保したものを設備評価用床応答曲線とする。 

2.8.2 屋外重要土木構造物 

屋外重要土木構造物の設備評価用床応答曲線の作成における

配慮方法を以下に示す。機器・配管系の構造強度評価及び機能

維持評価の適用に際しては，いずれかの方法により作成した設

備評価用床応答曲線を用いる。 

 

周辺地盤の液

状化のおそれ

がある施設に

ついては，液

状化の影響を

考慮するもの

とし，液状化

特性は敷地地

盤の試験結果

に基づき，ば

らつき及び不

確実性を考慮

した上で設定

する。そのた

め，周辺地盤

を強制的に液

状化させるこ

とを仮定した

設計は行わな

い。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
(1) 応答スペクトルの震度に余裕を確保した床応答曲線 

2.7.2 項で作成した設計用床応答曲線を設備評価用床応答

曲線とする。 

(2) 設計用床応答曲線を保守側に包絡できるように余裕を確保

した床応答曲線 

2.7.2 項で設定した設計用床応答曲線に対して保守側に包

絡できるように余裕を確保したものを設備評価用床応答曲線

とする。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
3. 地震応答解析モデル 

(1) 原子炉建屋 

水平方向の地震応答解析モデルを図3－1(1)に，鉛直方向

の地震応答解析モデル図を3－1(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとして，

ＥＷ方向及びＮＳ方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，耐震壁の軸剛性及び屋根トラスの曲げせん断剛性を評

価した質点系モデルとする。 

(2) 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

水平方向の地震応答解析モデルを図3－2(1)及び図3－2(2)

に，鉛直方向の地震応答解析モデルを図3－2(3)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとし，Ｎ

Ｓ方向及びＥＷ方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，耐震壁の軸剛性及び屋根トラスの曲げせん断剛性を評

価した質点系モデルとする。 

(3) 取水構造物 

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－3(1)，図3－3(2)，

図3－3(3)及び図3－3(4)に，ＥＷ方向の地震応答解析モデル

を図3－3(5)及び3－3(6)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。ＮＳ方向の地震応

答解析モデルにおける構造部材は非線形はり要素によりモデ

ル化する。ＥＷ方向の地震応答解析モデルにおける構造部材

は非線形はり要素及び平面要素によりモデル化する。 

(4) 屋外二重管 

地震応答解析モデルを図3－4(1)，図3－4(2)，図3－

4(3)，図3－4(4)，図3－4(5)及び図3－4(6)に示す。 

3. 地震応答解析モデル 

 (1) 安全冷却水Ｂ冷却塔 

水平方向の地震応答解析モデルを第2.5－1(1)図に，鉛直方

向の地震応答解析モデルを第2.5－1(2)図に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，曲げ及びせん断剛性を評価した質点系モデルとして，ＥＷ

方向及びＮＳ方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，基礎スラブの軸剛性及び鉄骨造の支持架構の等価軸剛性を

評価した質点系モデルとする。 

 (2) 安全冷却水Ｂ冷却塔 飛来物防護ネット 

水平方向の地震応答解析モデルを第2.5－2(1)図に，鉛直方

向の地震応答解析モデルを第2.5－2(2)図に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，曲げ及びせん断剛性を評価した質点系モデルとして，ＥＷ

方向及びＮＳ方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，基礎スラブの軸剛性及び鉄骨造の支持架構の等価軸剛性を

評価した質点系モデルとする。 

 

再処理施設に

おける地震応

答解析モデル

を記載した。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形

はり要素によりモデル化する。 

(5) 緊急時対策所建屋 

水平方向の地震応答解析モデルを図3－5(1)に，鉛直方向

の地震応答解析モデルを図3－5(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとし，Ｎ

Ｓ方向及びＥＷ方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，耐震壁及び柱の軸剛性を評価した質点系モデルとす

る。 

(6) 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎 

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－6(1)及び図3－6(2)

に，ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3－6(3)及び図3－

6(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要

素にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形

せん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線

形はり要素によりモデル化する。 

(7) 主排気筒 

水平方向の地震応答解析モデルを図3－7(1)に，鉛直方向

の地震応答解析モデル図3－7(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとし，

0°方向及び45°方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，軸剛性を評価した質点系モデルとする。 

(8) 非常用ガス処理系配管支持架構 

地震応答解析モデルを図3－8 に示す。 

水平方向，鉛直方向とも，地盤との相互作用を考慮し，鉄

骨部材の軸，曲げ及びせん断剛性を考慮した要素と，軸剛性

のみを考慮した要素による，剛基礎を有する3 次元フレーム

モデルとする。 

(9) 格納容器圧力逃がし装置格納槽 

水平方向の地震応答解析モデルを図3－9(1)，図3－9(2)及

び図3－9(3)に，鉛直方向の地震応答解析モデルを図3－9(4)

及び図3－9(5)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとして，

ＮＳ方向及びＥＷ方向についてそれぞれ設定する。地盤は2 

次元FEM モデルとする。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考

慮し，耐震壁の軸剛性を評価した質点系モデルとする。地盤

は2 次元FEM モデルとする。 

(10) 格納容器圧力逃がし装置用配管カルバート 

地震応答解析モデルを図3－10(1)及び図3－10(2)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素
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にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形

はり要素及び平面要素によりモデル化する。 

(11) 常設代替高圧電源装置置場

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－11(1)及び図3－

11(2)に，ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3－11(3)及び

図3－11(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。ＮＳ方向の地震応

答解析モデルにおける構造部材は線形はり要素によりモデル

化する。ＥＷ方向の地震応答解析モデルにおける構造部材は

線形はり要素及び平面要素によりモデル化する。 

(12) 常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバート

部）地震応答解析モデルを図3－12(1)及び図3－12(2)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形

はり要素によりモデル化する。 

(13) 常設代替高圧電源装置用カルバート（トンネル部）地震

応答解析モデルを図3－13(1)及び図3－13(2)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形

はり要素及び平面要素によりモデル化する。 

(14) 常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部）

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－14(1)及び図3－

14(2)に，ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3－14(3)及び

図3－14(4)に示す。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造

部材と等価な剛性を有する線形はり要素の構造梁によりモデ

ル化する。構造梁は構造物の中心に配置することから，側方

地盤との離隔を模擬するため，十分に剛な仮想剛梁を水平方

向に配置する。構造物と側方地盤の接合面にはジョイント要

素を設定するための十分に柔な仮想柔梁を配置する。 

(15) 可搬型設備用軽油タンク基礎 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3－15(1)及び図3－

15(2)に，ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－15(3)及び3

－15(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形

はり要素によりモデル化する。 

(16) 常設低圧代替注水系ポンプ室 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3－16(1)及び図3－

16(2)に，ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－16(3)及び

図3－16(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造

部材と等価な剛性を有する線形はり要素の構造梁によりモデ

ル化する。構造梁は構造物の中心に配置することから，側方

地盤との離隔を模擬するため，十分に剛な仮想剛梁を水平方

向に配置する。構造物と側方地盤の接合面にはジョイント要

素を設定するための十分に柔な仮想柔梁を配置する。 

(17) 代替淡水貯槽 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3－17(1)及び図3－
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【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(19／37) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
17(2)に，ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－17(3)及び

図3－17(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造

部材と等価な剛性を有する線形はり要素の構造梁によりモデ

ル化する。構造梁は構造物の中心に配置することから，側方

地盤との離隔を模擬するため，十分に剛な仮想剛梁を水平方

向に配置する。構造物と側方地盤の接合面にはジョイント要

素を設定するための十分に柔な仮想柔梁を配置する。 

(18) 常設低圧代替注水系配管カルバート 

地震応答解析モデルを図3－18(1)及び図3－18(2)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形

はり要素によりモデル化する。 

(19) ＳＡ用海水ピット 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3－19(1)及び図3－

19(2)に，ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－19(3)及び

図3－19(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造

部材と等価な剛性を有する線形はり要素の構造梁によりモデ

ル化する。構造梁は構造物の中心に配置することから，側方

地盤との離隔を模擬するため，十分に剛な仮想剛梁を水平方

向に配置する。構造物と側方地盤の接合面にはジョイント要

素を設定するための十分に柔な仮想柔梁を配置する。 

(20) 緊急用海水ポンプピット 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3－20(1)及び図3－
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【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(20／37) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
20(2)に，ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3－20(3)及び

図3－20(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造

部材と等価な剛性を有する線形はり要素の構造梁によりモデ

ル化する。構造梁は構造物の中心に配置することから，側方

地盤との離隔を模擬するため，十分に剛な仮想剛梁を水平方

向に配置する。構造物と側方地盤の接合面にはジョイント要

素を設定するための十分に柔な仮想柔梁を配置する。 

(21) 防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁） 

地震応答解析モデルを図3－21(1)，図3－21(2)，図3－

21(3)，図3－21(4)，図3－21(5)及び図3－21(6)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形

はり要素によりモデル化する。 

(22) 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁） 

地震応答解析モデルを図3－22(1)，図3－22(2)，図3－

22(3)，図3－22(4)，図3－22(5)，図3－22(6)，図3－22(7)

及び図3－22(8)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造

部材と等価な剛性を有する線形はり要素の構造梁によりモデ

ル化する。構造梁は構造物の中心に配置することから，側方

地盤との離隔を模擬するため，十分に剛な仮想剛梁を水平方

向に配置する。構造物と側方地盤の接合面にはジョイント要

素を設定するための十分に柔な仮想柔梁を配置する。 

(23) 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁(放水路エリア)） 
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【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(21／37) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
地震応答解析モデルを図3－23(1)，図3－22(2)，図3－

22(3)及び図3－22(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素

にてモデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せ

ん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造

部材と等価な剛性を有する線形はり要素の構造梁によりモデ

ル化する。構造梁は構造物の中心に配置することから，側方

地盤との離隔を模擬するため，十分に剛な仮想剛梁を水平方

向に配置する。構造物と側方地盤の接合面にはジョイント要

素を設定するための十分に柔な仮想柔梁を配置する。 

(24) 炉心，原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び原子炉内部

構造物並びに原子炉格納容器及び原子炉本体の基礎水平方向

の地震応答解析モデルを図3－24(1)に，鉛直方向の地震応答

解析モデル図を3－24(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，原子炉建屋，原子炉格

納容器，原子炉遮蔽，原子炉本体の基礎，原子炉圧力容器，

炉心シュラウド，燃料集合体，制御棒案内管及び制御棒駆動

機構ハウジング等の各質点間を等価な曲げ，せん断剛性を有

する無質量のはり又は無質量のばねにより結合する。 

 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，原子炉建屋，原子炉格

納容器，原子炉遮蔽，原子炉本体の基礎，原子炉圧力容器，

炉心シュラウド，燃料集合体，制御棒案内管及び制御棒駆動

機構ハウジング等の各質点間を等価な軸剛性を有する無質量

のばねにより結合する。また，屋根トラスは，各質点間を等

価な曲げ及びせん断剛性を有する無質量のはりで結合し，支

持端部の回転拘束と等価な回転ばねで結合する。 
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【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(22／37)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

第2.5－1(1)図 安全冷却水Ｂ冷却塔の地震応答解析モデル（水

平方向） 

安全冷却水Ｂ

冷却塔の地震

応答解析モデ

ルを記載し

た。
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【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(23／37)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

第2.5－1(2)図 安全冷却水Ｂ冷却塔の地震応答解析モデル（鉛

直方向）

安全冷却水Ｂ

冷却塔の地震

応答解析モデ

ルを記載し

た。
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【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(24／37)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

第 2.5－2(1)図 安全冷却水Ｂ冷却塔 飛来物防護ネットの地震

応答解析モデル（水平方向） 
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【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(25／37)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

第 2.5－2(2)図 安全冷却水Ｂ冷却塔 飛来物防護ネットの地震

応答解析モデル（水平方向） 

101

2

3

4

102

5

T.M.S.L. 75.60

T.M.S.L. 71.10

T.M.S.L. 65.60

T.M.S.L. 60.60

T.M.S.L. 55.30

【周辺部】 【屋根中央部】

11

21

31

41

13

注記１：○数字は質点番号を示す。

注記２：□数字は要素番号を示す。

注記３：基礎上端(T.M.S.L.55.30)を固定点

とし、節点番号は５とする。
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【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(26／37) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
4. 大加速度及び設計用床応答曲線 

本項では，施設ごとの各床面の静的震度，設計用 大加速度

及び設計用床応答曲線を示す。 

また，添付書類「Ⅴ-2 耐震性に関する説明書」において各

施設の耐震計算書の適用に際して，設計用 大加速度及び設計

用床応答曲線の震度以上となるように配慮した設備評価用 大

加速度及び設備評価用床応答曲線を示す。設備評価用 大加速

度及び設備評価用床応答曲線における配慮方法について2.8 項

の記載項目を下記(1)～（5）に示す。なお，以下記載は，床応

答曲線は 大加速度を含めた総称としている。 

ａ．建物・構築物の設備評価用床応答曲線への配慮事項 

(1) 設計用床応答曲線の震度を一律に1.5 倍した床応答曲線 

(2) 設計用床応答曲線及び材料物性のばらつき等を考慮した床

応答曲線を包絡した床応答曲線 

(3) (2)項の設備評価用床応答曲線を保守側に包絡できるよう

に余裕を確保した床応答曲線 

ｂ．屋外重要土木構造物の設備評価用床応答曲線への配慮事項 

(4) 応答スペクトルの震度に余裕を確保した床応答曲線 

(5) 設計用床応答曲線を保守側に包絡できるように余裕を確保

した床応答曲線 

 

4.1 弾性設計用地震動Ｓｄ 

設計用 大加速度及び静的震度並びに設計用床応答曲線

（Ｓｄ）を示す。また設備評価用加速度及び設備評価用床応

答曲線（Ｓｄ）についても示す。 

(1) 床応答加速度一覧表 

建物・構築物の各床面の設計用 大加速度及び静的震度並

びに設備評価用 大加速度を表4.1－1～表4.1－10に示す。

また，建物・構築物と表番号との関連を表4.1に示す。 

 
 
 
 

 各施設の 大

加速度及び設

計用床応答曲

線については

添付書類Ⅳ－

１－１－６別

紙に示すため

本資料では記

載していな

い。 
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【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(27／37) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
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【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(28／37) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
(2) 床応答曲線の図番 

作成床面及び減衰定数に応じた設計用床応答曲線及び設備

評価用床応答曲線の図番を表4.2－1～表4.2－10に示す。ま

た，建物・構築物等の表番号との関連を表4.2に示す。 

 

 各施設の設計

用床応答曲線

については添

付書類Ⅳ－１

－１－６別紙

に示すため本

資料では記載

していない。 
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【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(29／37) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
4.2 基準地震動Ｓｓ 

大加速度及び設計用床応答曲線（Ｓｓ）を示す。また設

備評価用床応答曲線（Ｓｓ）についても示す。 

(1) 床応答加速度一覧表 

建物・構築物の各床面の設計用 大加速度及び設備評価用

大加速度を表4.3－1～表4.3－23に示す。また，建物・構

築物と表番号との関連を表4.3に示す。 

 

 

 前ページ同様 
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【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(30／37) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
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【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(31／37) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
(2) 床応答曲線の図番 

作成床面及び減衰定数に応じた設計用床応答曲線及び設備

評価用床応答曲線の図番を表4.4－1～表4.4－20に示す。ま

た，建物・構築物等の表番号との関連を表4.4に示す。 

 

 各施設の設計

用床応答曲線

については添

付書類Ⅳ－１

－１－６別紙

に示すため本

資料では記載

していない。 
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【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(32／37) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

 

前ページ同様 
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【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(33／37) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
4.3 余震荷重を算定するための地震動 

津波荷重と重畳させる余震荷重を算定するための地震動

（Ｓd－Ⅾ１）における設計用 大加速度を示す。 

(1) 床応答加速度一覧表 

建物・構築物の各床面の設計用 大加速度を表4.5－1～表

4.5－7に示す。また，建物・構築物と表番号との関連を表

4.5に示す。 

 

 津波荷重と重

畳させる余震

荷重について

は，津波が敷

地高さに到達

しないことを

事業変更許可

申請書に記載

しており該当

はないため記

載していな

い。 
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【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(34／37) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

 

 各施設の 大

加速度及び設

計用床応答曲

線については

添付書類Ⅳ－

１－１－６別

紙に示すため

本資料では記

載していな

い。 
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別紙４－５ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(35／37) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

 

 各施設の 大

加速度及び設

計用床応答曲

線については

添付書類Ⅳ－

１－１－６別

紙に示すため

本資料では記

載していな

い。 
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別紙４－５ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(36／37) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

 
(以降の東海第二発電所における設計用 大加速度の記載は省略す

る。) 

 各施設の 大

加速度につい

ては添付書類

Ⅳ－１－１－

６別紙に示す

ため本資料で

は記載してい

ない。 
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別紙４－５ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(37／37) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  

 
(以降の東海第二発電所における床応答曲線の記載は省略する。) 

 各施設の設計

用床応答曲線

については添

付書類Ⅳ－１

－１－６別紙

に示すため本

資料では記載

していない。 
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別紙４－６ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針）(1／22) 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
Ⅴ-2-1-8 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評

価方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 基本方針 

3. 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用い

る地震動 

4. 各施設における水平２方向及び方向地震力の組合せに対する影

響評価方針 

4.1 建物・構築物 

4.2 機器・配管系 

4.3 屋外重要土木構造物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関

する影響評価方針 

 

目次 

1. 概要 
2. 基本方針 
3. 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に

用いる地震動 
4. 各施設における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

対する影響評価方針 
4.1 建物・構築物 
4.2 機器・配管系 
 

図書名称の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書本

文における「Ⅰ

-１ 基本設計方

針」と同様に，

建物・構築物

は，建屋，屋外

重要土木構造物

(洞道)等の総称

としており，屋

外重要土木構造

物(洞道)につい

ても，建物・構

築物の章内にて

記載。なお，設

計手法は先行発

電炉の屋外重要

土木構造物と同

様のため，本資

料においては先

行発電炉の屋外

重要土木構造物

の記載と横並び
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別紙４－６ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針）(2／22) 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

 

4.4 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備 

 

 

に比較する。以

下同様。 

 

再処理施設にお

いては津波が敷

地高さに到達し

ないことを事業

変更許可申請書

に記載しており

該当はない。 
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別紙４－６ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針）(3／22) 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」

のうち，「4.1 地震力の算定法(2)動的地震力」に基づき，水平

２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価の方針につ

いて説明するものである。 

 

 

 

2. 基本方針 

施設の耐震設計では，設備の構造から地震力の方向に対して弱

軸，強軸を明確にし，地震力に対して配慮した構造としている。 

今回，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる耐震設計

に係る技術基準が制定されたことから，従来の設計手法における

水平１方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた耐震計算に対し

て，施設の構造特性から水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ

による影響の可能性がある施設を評価対象施設として抽出し，施

設が有する耐震性に及ぼす影響を評価する。 

 

 

 

 

 

 

評価対象は「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則（平成25 年6 月28日原子力規制委員会規則第6 

号）」の第5 条及び第50 条に規定されている耐震重要施設及び

その間接支持構造物，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重

大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設，並びにこれら

の施設への波及的影響防止のために耐震評価を実施する施設とす

る。耐震Ｂクラスの施設については，共振のおそれのあるものを

評価対象とする。 

評価に当たっては，施設の構造特性から水平２方向及び鉛直方

向地震力の組合せの影響を受ける部位を抽出し，その部位につい

て水平２方向及び鉛直方向の荷重や応力を算出し，施設が有する

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」

のうち，「4.1 地震力の算定方法 4.1.2 動的地震力」に基

づき，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響

評価の方針について説明するものである。 

なお，重大事故等対処施設の影響評価方針については，後

次回申請以降で申請する。 

 

2. 基本方針  

施設の耐震設計では，設備の構造から地震力の方向に対し

て弱軸，強軸を明確にし，地震力に対して配慮した構造とし

ている。 

「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の

解釈」別記２において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せが示されたことから, 従来の設計手法における水平１方

向及び鉛直方向地震力を組み合わせた耐震計算に対して，施

設の構造特性から水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

よる影響の可能性がある施設を評価対象施設として抽出し，

施設が有する耐震性に及ぼす影響を評価する。 

 

 

 

 

 

評価対象は「再処理施設の技術基準に関する規則」の第６

条に規定されている耐震重要施設及びその間接支持構造物，

並びにこれらの施設への波及的影響防止のために耐震評価を

実施する施設とする。耐震Ｂクラスの施設については共振の

おそれのある施設を評価対象とする。 

 

 

評価に当たっては，施設の構造特性から水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せの影響を受ける部位を抽出し，その部

位について水平２方向及び鉛直方向の荷重や応力を算出し，

 

 

 

 

 

第1回申請範囲

である安全機能

を有する施設に

対する記載と

し、重大事故等

対処施設につい

ては後次回申請

以降に示す。 

以降，本資料に

おいて重大事故

等対処施設の記

載有無による先

行炉との差異理

由は同様。 
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別紙４－６ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針）(4／22) 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
耐震性への影響を確認する。 

施設が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手法

を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

 

 

3. 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用い

る地震動 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価には，

基準地震動Ｓｓを用いる。基準地震動Ｓｓは，添付書類「Ⅴ-2-

1-2 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの策定概要」によ

る。 

ここで，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に

用いる基準地震動Ｓｓは，複数の基準地震動Ｓｓにおける地震動の

特性及び包絡関係を，施設の特性による影響も考慮した上で確認

し，本影響評価に用いる。 

施設が有する耐震性への影響を確認する。 

施設が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な

手法を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

 

 

3. 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に

用いる地震動 

水平２方向及び鉛直方向地震力による影響評価には,基準

地震動Ｓｓを用いる。基準地震動Ｓｓは，添付書類「Ⅳ－１

－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概

要」による。 

ここで，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影

響評価に用いる基準地震動Ｓｓは，複数の基準地震動Ｓｓに

おける地震動の特性及び包絡関係を，施設の特性による影響

も考慮した上で確認し，本影響評価に用いる。 
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別紙４－６ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針）(5／22) 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
4. 各施設における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに対す

る影響評価方針 

4.1 建物・構築物 

 

 

4.1.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計手法の

考え方 

従来の設計手法では，建物・構築物の地震応答解析におい

て，各水平方向及び鉛直方向の地震動を質点系モデルにそれぞ

れの方向ごとに入力し解析を行っている。また，原子炉施設に

おける建物・構築物は，全体形状及び平面レイアウトから，地

震力を主に耐震壁で負担する構造であり，剛性の高い設計とし

ている。 

 

 

水平方向の地震力に対しては，せん断力について評価するこ

とを基本とし，建物・構築物に作用するせん断力は，地震時に

生じる力の流れが明解になるように，直交する２方向につり合

いよく配置された鉄筋コンクリート造耐震壁を主な耐震要素と

して構造計画を行う。地震応答解析は，水平２方向の耐震壁に

対して，それぞれ剛性を評価し，各水平方向に対して解析を実

施している。従って，建物・構築物に対し，水平２方向の入力

がある場合，各方向から作用するせん断力を負担する部位が異

なるため，水平２方向の入力がある場合の評価は，水平１方向

にのみ入力がある場合と同等な評価となる。 

鉛直方向の地震力に対しては，軸力について評価することを

基本としている。建物・構築物に作用する軸力は，鉄筋コンク

リート造耐震壁を主な耐震要素として構造計画を行う。 

入力方向ごとの耐震要素について，図4-1に示す。 

また，添付書類「Ⅴ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する

施設の耐震性についての計算書」，添付書類「Ⅴ-2-3～Ⅴ-2-

10 の申請設備の耐震計算書」及び添付書類「Ⅴ-2-11波及的影

響を及ぼすおそれのある施設の耐震性についての計算書」のう

ち建物・構築物の局部評価は，地震応答解析により算出された

4. 各施設における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

対する影響評価方針 

4.1 建物・構築物 

4.1.1 建屋，屋外機械基礎，竜巻防護対策設備，排気筒及び

換気筒 

4.1.1.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設

計手法の考え方 

従来の設計手法では，建物・構築物のうち建屋，屋外機械

基礎，竜巻防護対策設備，排気筒及び換気筒（以下，4.1.1

においては「建物・構築物」という。）の地震応答解析にお

いて，各水平方向及び鉛直方向の地震動を質点系モデルにそ

れぞれの方向ごとに入力し解析を行っている。また，再処理

施設における建物・構築物は，全体形状及び平面レイアウト

から，地震力を主に耐震壁で負担する構造であり，剛性の高

い設計としている。 

水平方向の地震力に対しては，せん断力について評価する

ことを基本とし，建物・構築物に作用するせん断力は，地震

時に生じる力の流れが明解になるように，直交する２方向に

つり合いよく配置された鉄筋コンクリート造耐震壁を主な耐

震要素として構造計画を行う。地震応答解析は,水平２方向

の耐震壁に対して，それぞれ剛性を評価し,各水平方向に対

して解析を実施している。従って，建物・構築物に対し，水

平２方向の入力がある場合，各方向から作用するせん断力を

負担する部位が異なるため，水平２方向の入力がある場合の

評価は，水平１方向にのみ入力がある場合と同等な評価とな

る。 

鉛直方向の地震力に対しては，軸力について評価すること

を基本としている。建物・構築物に作用する軸力は，鉄筋コ

ンクリート造耐震壁を主な耐震要素として構造計画を行う。 

入力方向ごとの耐震要素について，第 4.1-1 図に示す。 

また，添付書類「Ⅳ－２－１－１の再処理設備本体等に係

る耐震性に関する計算書」及び添付書類「Ⅳ－２－１－４－

２ 波及的影響をおよぼすおそれのある下位クラス施設の耐

震性についての計算書」のうち建物・構築物の局部評価は，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

292



別紙４－６ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針）(6／22) 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
応答を水平１方向及び鉛直方向に組み合わせて行っている。 

 

 

 

 

 

地震応答解析により算出された応答を水平１方向及び鉛直方

向に組み合わせて行っている。 

排気筒及び換気筒については，鉛直方向の地震動と，検討

する地震動に直交する水平方向地震動の影響を適切に考慮す

るための一項目として，支持鉄塔の対角線方向に地震動を入

力し，斜め方向に作用する地震動に対して隅柱（主柱材）の

軸力が増大する場合を想定した検討を実施している。 

 

 
第 4.1-1 図 入力方向ごとの耐震要素 

 

 

排気筒及び換気

筒の評価方針の

明確化。なお，

排気筒及び換気

筒について東海

第二では該当が

無いため，他先

行プラントに合

わせた記載とし

た。 
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別紙４－６ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針）(7／22) 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
4.1.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

 

建物・構築物において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せを考慮した場合に影響を受ける可能性がある部位の評価を

行う。 

評価対象は，耐震重要施設及びその間接支持構造物，常設耐

震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置され

る重大事故等対処施設並びにこれらの施設への波及的影響防止

のために耐震評価を実施する施設の部位とする。 

 

対象とする部位について，水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せによる影響が想定される応答特性から水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せによる影響を受ける可能性がある部位を

抽出する。 

応答特性から抽出された水平２方向及び鉛直方向地震力によ

る影響を受ける可能性がある部位は，従来の評価結果の荷重又

は応力の算出結果等を水平２方向及び鉛直方向に組み合わせ，

各部位に発生する荷重や応力を算出し，各部位が有する耐震性

への影響を確認する。各部位が有する耐震性への影響が確認さ

れた場合，詳細な手法を用いた検討等，新たに設計上の対応策

を講じる。 

 

4.1.1.2  水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価

方針 

建物・構築物において，水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せを考慮した場合に影響を受ける可能性がある部位の評

価を行う。 

評価対象は，耐震重要施設及びその間接支持構造物，並び

にこれらの施設への波及的影響防止のために耐震評価を実施

する施設の部位とする。 

 

 

対象とする部位について，水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せによる影響が想定される応答特性から水平２方向及

び鉛直方向地震力の組合せによる影響を受ける可能性がある

部位を抽出する。 

応答特性から抽出された水平２方向及び鉛直方向地震力に

よる影響を受ける可能性がある部位は，従来の評価結果の荷

重又は応力の算出結果等を水平２方向及び鉛直方向に組み合

わせ，各部位に発生する荷重や応力を算出し，各部位が有す

る耐震性への影響を確認する。各部位が有する耐震性への影

響が確認された場合，詳細な手法を用いた検討等，新たに設

計上の対応策を講じる。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
4.1.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

 

建物・構築物において，従来の設計手法における水平１方向

及び鉛直方向地震力の組み合わせに対して，水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せによる影響の可能性がある耐震評価上の

構成部位について，応答特性から抽出し，影響を評価する。影

響評価のフローを図4-2に示す。 

(1) 影響評価部位の抽出 

① 耐震評価上の構成部位の整理 

建物・構築物における耐震評価上の構成部位を整理し，各

建屋において，該当する耐震評価上の構成部位を網羅的に確

認する。 

② 応答特性の整理 

建物・構築物における耐震評価上の構成部位について，水

平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響が想定される応

答特性を整理する。 

なお，隣接する上位クラス建物・構築物への波及的影響防

止のための建物・構築物の評価は，上位クラスの建物・構築

物との相対変位による衝突可否判断が基本となる。そのた

め，せん断及び曲げ変形評価を行うこととなり，壁式構造で

は耐震壁（ラーメン構造では柱，梁）を主たる評価対象部位

とし，その他の構成部位については抽出対象に該当しない。 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される部位の抽出 

整理した耐震評価上の構成部位について，水平２方向及び

鉛直方向地震力の組合せによる影響が想定される応答特性の

うち，荷重の組合せによる応答特性を検討する。水平２方向

及び鉛直方向地震力に対し，荷重の組合せによる応答特性に

より，有する耐震性への影響が想定される部位を抽出する。 

④ ３次元的な応答特性が想定される部位の抽出 

荷重の組合せによる応答特性が想定される部位として抽出

されなかった部位のうち，３次元的な応答特性が想定される

部位を検討する。水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

対し，３次元的な応答特性により，有する耐震性への影響が

想定される部位を抽出する。 

4.1.1.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

法 

建物・構築物において，従来の設計手法における水平１方

向及び鉛直方向地震力の組み合わせに対して，水平２方向及

び鉛直方向地震力の組合せによる影響の可能性がある耐震評

価上の構成部位について，応答特性から抽出し，影響を評価

する。影響評価のフローを第 4.1-2 図に示す。 

(1) 影響評価部位の抽出 

① 耐震評価上の構成部位の整理 

建物・構築物における耐震評価上の構成部位を整理し，

各建屋において，該当する耐震評価上の構成部位を網羅的

に確認する。 

② 応答特性の整理 

建物・構築物における耐震評価上の構成部位について，

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響が想定され

る応答特性を整理する。 

なお，隣接する上位クラス建物・構築物への波及的影響

防止のための建物・構築物の評価は，上位クラスの建物・

構築物との相対変位による衝突可否判断が基本となる。そ

のため，せん断及び曲げ変形評価を行うこととなり，壁式

構造では耐震壁（ラーメン構造では柱，梁）を主たる評価

対象部位とし，その他の構成部位については抽出対象に該

当しない。 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される部位の抽出 

整理した耐震評価上の構成部位について，水平２方向及

び鉛直方向地震力の組合せによる影響が想定される応答特

性のうち，荷重の組合せによる応答特性を検討する。水平

２方向及び鉛直方向地震力に対し，荷重の組合せによる応

答特性により，有する耐震性への影響が想定される部位を

抽出する。 

④ ３次元的な応答特性が想定される部位の抽出 

荷重の組合せによる応答特性が想定される部位として抽

出されなかった部位のうち，３次元的な応答特性が想定さ

れる部位を検討する。水平２方向及び鉛直方向地震力の組
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
⑤ ３次元FEM モデルによる精査 

３次元的な応答特性が想定される部位として抽出された部

位について，３次元FEM モデルを用いた精査を実施し，水平

２方向及び鉛直方向地震力の組合せにより，有する耐震性へ

の影響が想定される部位を抽出する。 

また，３次元的な応答特性が想定される部位として抽出さ

れなかった部位についても，局所応答の観点から，３次元

FEM モデルによる精査を実施し，水平２方向及び鉛直方向地

震力の組合せにより，有する耐震性への影響が想定される部

位を抽出する。 

局所応答に対する３次元FEM モデルによる精査は，施設の

重要性，建屋規模及び構造特性を考慮し，原子炉建屋につい

て，地震応答解析を行う。 

 

合せに対し，３次元的な応答特性により，有する耐震性へ

の影響が想定される部位を抽出する。 

⑤ ３次元 FEM モデルによる精査 

３次元的な応答特性が想定される部位として抽出された

部位について，３次元 FEM モデルを用いた精査を実施し，

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せにより，有する耐

震性への影響が想定される部位を抽出する。 

また，３次元的な応答特性が想定される部位として抽出

されなかった部位についても，局所応答の観点から，３次

元 FEM モデルによる精査を実施し，水平２方向及び鉛直方

向地震力の組合せにより，有する耐震性への影響が想定さ

れる部位を抽出する。 

局所応答に対する３次元 FEM モデルによる精査は，施設

の重要性，建屋規模及び構造特性を考慮し，分離建屋につ

いて，地震応答解析を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 次元 FEM モデ

ルの作成方針は

建屋ごとに共通

であることか

ら，地震計を設

置している建屋

のうち，偏心率

が高く，ねじれ

振動等の 3次元

的な挙動が大き

いと想定される

分離建屋を対象

として記載し

た。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(2) 影響評価手法

⑥ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に

おいて，水平１方向及び鉛直方向地震力の組合せによる局部

評価の荷重又は応力の算出結果を組み合わせることにより評

価を行う場合は，米国Regulatory Guide 1.92(注)の「2.

Combining Effects Caused by Three Spatial Components

of an Earthquake」を参考として，組合せ係数法(1.0：

0.4：0.4)に基づいて地震力を設定する。

評価対象として抽出した耐震評価上の構成部位について，

構造部材の発生応力等を適切に組み合わせることで，各部位

の設計上の許容値に対する評価を実施し，各部位が有する耐

震性への影響を評価する。 

⑦ 機器・配管系への影響検討

③及び⑤で，施設が有する耐震性への影響が想定され，評

価対象として抽出された部位が，耐震重要施設，常設耐震重

要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和の間接支持機能を

有する場合には，機器・配管系に対し，水平２方向及び鉛直

方向地震力の組合せによる応答値への影響を確認する。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への

影響が確認された場合，機器・配管系の影響評価に反映す

る。 

なお，⑤の精査にて，建物・構築物の影響の観点から抽出

されなかった部位であっても，３次元FEM モデルによる地震

応答解析結果から，機器・配管系への影響の可能性が想定さ

れる部位について検討対象として抽出する。 

(注) Regulatory Guide (RG) 1.92 “Combining modal 

responses and Spatial components in seismic response 

analysis” 

(2) 影響評価手法

⑥ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価

において，水平１方向及び鉛直方向地震力の組合せによる

局部評価の荷重又は応力の算出結果を組み合わせることに

より評価を行う場合は，米国 REGULATORY GUIDE 1.92＊の

「2. Combining Effects Caused by Three Spatial 

Components of an Earthquake」を参考として，組合せ係数

法(1.0:0.4:0.4)に基づいて地震力を設定する。 

評価対象として抽出した耐震評価上の構成部位につい

て，構造部材の発生応力等を適切に組み合わせることで，

各部位の設計上の許容値に対する評価を実施し，各部位が

有する耐震性への影響を評価する。 

⑦ 機器・配管系への影響検討

③及び⑤で，施設が有する耐震性への影響が想定され，

評価対象として抽出された部位が，耐震重要施設の間接支

持機能を有する場合には，機器・配管系に対し，水平２方

向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への影響を確

認する。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値へ

の影響が確認された場合，機器・配管系の影響評価に反映

する。 

なお，⑤の精査にて，建物・構築物の影響の観点から抽

出されなかった部位であっても，３次元 FEM モデルによる

地震応答解析結果から，機器・配管系への影響の可能性が

想定される部位について検討対象として抽出する。 

注記 ＊：REGULATORY GUIDE (RG) 1.92 “COMBINING MODAL 

RESPONSES AND SPATIAL COMPONENTS IN SEISMIC 

RESPONSE ANALYSIS” 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 
第 4.1-2 図 建物・構築物の水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せによる影響評価フロー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化と

して，本図書内

の整合を図るた

め 4.1.1.3 項に

合わせた記載と

した。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
4.2 機器・配管系 

4.2.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計の考え

方 

 

 

 

 

機器・配管系における従来の水平方向及び鉛直方向地震力の組

合せによる設計手法では，建物・構築物の振動特性を考慮し，変

形するモードが支配的となり応答が大きくなる方向（応答軸方

向）に基準地震動Ｓｓを入力して得られる各方向の地震力（床応

答）を用いている。 

応答軸（強軸・弱軸）が明確となっている設備の耐震評価にお

いては，水平各方向の地震力を包絡し，変形モードが支配的とな

る応答軸方向に入力するなど，従来評価において保守的な取り扱

いを基本としている。 

一方，応答軸が明確となっていない設備で３次元的な広がりを

持つ設備の耐震評価においては，基本的に３次元のモデル化を行

っており，建物・構築物の応答軸方向の地震力をそれぞれ入力

し，この入力により算定される荷重や応力のうち大きい方を用い

て評価を実施している。 

さらに，応答軸以外の振動モードが生じ難い構造の採用，応答

軸以外の振動モードが生じ難いサポート設計の採用といった構造

上の配慮など，水平方向の入力に対して配慮した設計としてい

る。 

 

4.2.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

 

機器・配管系において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合

せを考慮した場合に，影響を受ける可能性がある設備（部位）の

評価を行う。 

評価対象は，耐震重要施設，常設耐震重要重大事故防止設備又

は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機

器・配管系及びこれらの施設への波及的影響防止のために耐震評

4.2 機器・配管系 

4.2.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計

手法の考え方 

 

 

 

 

機器・配管系における従来の水平方向及び鉛直方向地震力

の組合せによる設計手法では，建物・構築物の振動特性を考

慮し，変形するモードが支配的となり応答が大きくなる方向

(応答軸方向)に基準地震動Ｓｓを入力して得られる各方向の

地震力(床応答)を用いている。 

応答軸(強軸・弱軸)が明確となっている設備の耐震評価に

おいては，水平各方向の地震力を包絡し，変形モードが支配

的となる応答軸方向に入力するなど，従来評価において保守

的な取り扱いを基本としている。 

一方，応答軸が明確となっていない設備で３次元的な広が

りを持つ設備の耐震評価においては，基本的に３次元のモデ

ル化を行っており，建物・構築物の応答軸方向の地震力をそ

れぞれ入力し，この入力により算定される荷重や応力のうち

大きい方を用いて評価を実施している。 

さらに，応答軸以外の振動モードが生じ難い構造の採用，

応答軸以外の振動モードが生じ難いサポート設計の採用とい

った構造上の配慮等，水平方向の入力に対して配慮した設計

としている。 

 

4.2.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

針 

機器・配管系において，水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せを考慮した場合に，影響を受ける可能性がある設備

(部位)の評価を行う。 

評価対象は，耐震重要施設の機器・配管系及びこれらの施

設への波及的影響防止のために耐震評価を実施する設備とす

る。 

記載の適正化と

して，本図書内

の整合を図るた

め 4.1.1 項，

4.2.1 項に合わ

せた記載とし

た。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
価を実施する設備とする。 

対象とする設備を機種ごとに分類し，それぞれの構造上の特徴

により荷重の伝達方向，その荷重を受ける構造部材の配置及び構

成等により水平２方向の地震力による影響を受ける可能性がある

設備（部位）を抽出する。 

構造上の特徴により影響の可能性がある設備（部位）は，水平

２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響の検討を実施す

る。水平各方向の地震力が１：１で入力された場合の発生値を従

来の評価結果の荷重又は算出応力等を水平２方向及び鉛直方向に

整理して組み合わせる又は新たな解析等により高度化した手法を

用いる等により，水平２方向の地震力による設備（部位）に発生

する荷重や応力を算出する。 

これらの検討により，水平２方向及び鉛直方向地震力を組み合

わせた荷重や応力の結果が従来の発生値と同等である場合は影響

のない設備とし，評価対象には抽出せず，従来の発生値を超えて

耐震性への影響が懸念される場合は，設備が有する耐震性への影

響を確認する。 

設備が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手法を

用いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

 

対象とする設備を機種ごとに分類し，それぞれの構造上の

特徴により荷重の伝達方向，その荷重を受ける構造部材の配

置及び構成等により水平２方向の地震力による影響を受ける

可能性がある設備(部位)を抽出する。 

構造上の特徴により影響の可能性がある設備(部位)は，水

平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響の検討を実

施する。水平各方向の地震力が１:１で入力された場合の発

生値を従来の評価結果の荷重又は算出応力等を水平２方向及

び鉛直方向に整理して組み合わせる又は新たな解析等により

高度化した手法を用いる等により，水平２方向の地震力によ

る設備(部位)に発生する荷重や応力を算出する。 

これらの検討により，水平２方向及び鉛直方向地震力を組

み合わせた荷重や応力の結果が従来の発生値と同等である場

合は影響のない設備とし，評価対象には抽出せず，従来の発

生値を超えて耐震性への影響が懸念される場合は，設備が有

する耐震性への影響を確認する。 

設備が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手法

を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
4.2.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

 

機器・配管系において，水平1方向及び鉛直方向地震力を組み

合わせた従来の耐震計算に対して，水平2方向及び鉛直方向地震

力の組合せの影響の可能性がある設備を構造及び発生値の増分の

観点から抽出し，影響を評価する。影響評価は従来設計で用いて

いる質点系モデルによる評価結果を用いて行うことを基本とす

る。影響評価のフローを図4-3に示す。 

なお，水平2 方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響を検討す

る際は，地震時に水平2方向及び鉛直方向それぞれの 大応答が

同時に発生する可能性は極めて低いとした考え方であるSquare－

Root－of－the－Sum－of－the－Squares 法（以下「 大応答の

非同時性を考慮したSRSS 法」という。）又は組合せ係数法

（1.0：0.4：0.4）を適用する。この組合せ方法については，現

状の耐震評価が基本的に概ね弾性範囲でとどまる体系であること

に加え，国内と海外の機器の耐震解析は，基本的に線形モデルで

実施している等類似であり，水平2 方向及び鉛直方向の位相差は

機器の応答にも現れることから，米国Regulatory Guide 1.92 の

「2．Combining Effects Caused by Three Spatial Components 

of an Earthquake」を参考としているものである。 

 

① 評価対象となる設備の整理 

耐震重要施設，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事

故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系並び

にこれらの施設への波及的影響防止のために耐震評価を実施する

設備を評価対象とし，機種ごとに分類し整理する。（図4-3①） 

② 構造上の特徴による抽出 

機種ごとに構造上の特徴から水平２方向の地震力が重複する観

点，若しくは応答軸方向以外の振動モード（ねじれ振動等）が生

じる観点にて検討を行い，水平２方向の地震力による影響の可能

性がある設備を抽出する。（図4-3②） 

③ 発生値の増分による抽出 

水平２方向の地震力による影響の可能性がある設備に対して，

水平２方向の地震力が各方向１：１で入力された場合に各部にか

4.2.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

法 

機器・配管系において，水平 1方向及び鉛直方向地震力を

組み合わせた従来の耐震計算に対して，水平２方向及び鉛直

方向地震力の組合せの影響の可能性がある設備を構造及び発

生値の増分の観点から抽出し，影響を評価する。影響評価は

従来設計で用いている質点系モデルによる結果を用いて行う

ことを基本とする。影響評価のフローを第 4.2-1 図に示す。 

なお，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響を検

討する際は，地震時に水平２方向及び鉛直方向それぞれの

大応答が同時に発生する可能性は極めて低いとした考え方で

ある Square-Root-of-the-Sum-of-the-Squares 法(以下「非

同時性を考慮した SRSS 法」という。)又は組合せ係数法

(1.0：0.4：0.4)を適用する。この組合せ方法については，

現状の耐震評価は基本的におおむね弾性範囲で留まる体系で

あることに加え，国内と海外の機器の耐震解析は，基本的に

線形モデルで実施している等類似であり，水平２方向及び鉛

直方向の位相差は機器の応答にも現れることから，米国

REGULATORY GUIDE l.92 の「2.Combining Effects Caused by 

Three Spatial Components of an Earthquake」を参考とし

ているものである。 

 

① 影響評価対象となる設備の整理 

耐震重要施設設の機器・配管系及びこれらの施設への波及的

影響防止のために耐震評価を実施する設備を評価対象とし，機

種ごとに分類し整理する(第4.2-1図①)。 

 

 

② 構造上の特徴による抽出 

機種ごとに構造上の特徴から水平２方向の地震力が重複する

観点，若しくは応答軸方向以外の振動モード(ねじれ振動等)が

生じる観点にて検討を行い，水平２方向の地震力による影響の

可能性がある設備を抽出する(第4.2-1図②)。 

③ 発生値の増分による抽出 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
かる荷重や応力を求め，従来の水平１方向及び鉛直方向地震力の

組合せによる設計に対して，水平２方向及び鉛直方向地震力を考

慮した発生値の増分を用いて影響を検討し，耐震性への影響が懸

念される設備を抽出する。 

また，建物・構築物及び屋外重要土木構造物の検討により，機

器・配管系への影響の可能性がある部位が抽出された場合は，機

器・配管系への影響を評価し，耐震性への影響が懸念される設備

を抽出する。 

影響の検討は，機種ごとの分類に対して地震力の寄与度に配慮

し耐震裕度が小さい設備（部位）を対象とする。（図4-3③） 

 

 

④ 水平２方向及び鉛直方向地震力の影響評価 

③の検討において算出された荷重や応力を用いて，設備が有する耐

震性への影響を確認する。（図4-3④） 

水平２方向の地震力による影響の可能性がある設備に対し

て，水平２方向の地震力が各方向１:１で入力された場合に各

部にかかる荷重や応力を求め，従来の水平１方向及び鉛直方向

地震力の組合せによる設計に対して，水平２方向及び鉛直方向

地震力を考慮した発生値の増分を用いて影響を検討し，耐震性

への影響が懸念される設備を抽出する。 

また，建物・構築物の検討により，機器・配管系への影響の

可能性がある部位が抽出された場合は，機器・配管系への影響

を評価し，耐震性への影響が懸念される設備を抽出する。 

 

影響の検討は，機種ごとの分類に対して地震力の寄与度に配

慮し耐震裕度が小さい設備(部位)を対象とする(第4.2-1図

③)。 

 

④ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価 

③の検討において算出された荷重や応力を用いて，設備が有す

る耐震性への影響を確認する(第 4.2-1 図④)。 

 

 

 

 

 

 

P1 における屋

外重要土木構造

物の取り扱いと

同様。 

 

 

 

 

記載の適正化と

して，添付書類

「Ⅳ-1-1 耐震

設計の基本方

針」に合わせた

記載とした。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

①評価対象となる設備の整理

②構造上，水平２方向及び鉛直方向
地震力の組合せの影響の可能性が

ある設備か

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せを
考慮した発生荷重等を用いた検討

建物・構築物の検討に
よる機器・配管系への
影響検討結果

③水平２方向及び鉛直方向地震力
の組合せを考慮した発生値が従来
の発生値と比べて影響があるか

④水平２方向及び鉛直方向地震
力の組合せの影響評価（水平２方向
及び鉛直方向地震力の組合せに対

し，耐震性を有していること
への影響があるか）

従来の設計手法に加えて更なる
設計上の配慮が必要な設備

従来の設計手法で水平２方向及び
鉛直方向地震力は対応可能

YES

NO

YES

YES

NO

NO

  
第 4.2-1 図 機器・配管系の水平２方向及び鉛直方向地震力の 

組合せを考慮した影響評価のフロー 

 

 

 

 

 

記載の適正化と

して，本図書内

の整合を図るた

め 4.3.3 項に合

わせた記載とし

た。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
4.3 屋外重要土木構造物 

4.3.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計手法の

考え方 

従来の設計の考え方について，取水構造物を例に表4-1 に示

す。 

 

一般的な地上構造物では，躯体の慣性力が主たる荷重であるの

に対し，屋外重要土木構造物は，おおむね地中に埋設されている

ため，動土圧や動水圧等の外力が主たる荷重となる。また，屋外

重要土木構造物は，比較的単純な構造部材の配置で構成され，ほ

ぼ同一の断面が奥行き方向に連続する構造的特徴を有することか

ら，３次元的な応答の影響は小さいため，２次元断面での耐震評

価を行っている。 

屋外重要土木構造物は，主に海水の通水機能や配管等の間接支

持機能を維持するため，通水方向や管軸方向に対して空間を保持

できるように構造部材が配置されることから，構造上の特徴とし

て，明確な弱軸，強軸を有する。 

強軸方向の地震時挙動は，弱軸方向に対して顕著な影響を及ぼ

さないことから，従来設計手法では，弱軸方向を評価対象断面と

して，耐震設計上求められる水平１方向及び鉛直方向の地震力に

よる耐震評価を実施している。 

図4-4 に示す通り，従来設計手法では，屋外重要土木構造物の

構造上の特徴から，弱軸方向の地震荷重に対して保守的に加振方

向に平行な壁部材を見込まず，垂直に配置された構造部材のみで

受けもつよう設計している。 

また，添付書類「Ⅴ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施

設の耐震性についての計算書」及び添付書類「Ⅴ-2-3～Ⅴ-2-10 

の申請設備の耐震計算書」及び添付書類「Ⅴ-2-11 波及的影響を

及ぼすおそれのある施設の耐震性についての計算書」における屋

外重要土木構造物の耐震評価では，弱軸方向を評価対象断面と

し，水平１方向及び鉛直方向の地震力を同時に作用させて評価を

行っている。 

 

4.1.2 屋外重要土木構造物(洞道) 

4.1.2.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設

計手法の考え方 

従来の設計の考え方について，屋外重要土木構造物(洞道)

（以下，「洞道」という。）の一般部を例に第 4.1-1 表 に

示す。 

一般的な地上構造物では，躯体の慣性力が主たる荷重であ

るのに対し，洞道は地中に埋設されているため，動土圧や動

水圧等の外力が主たる荷重となる。また，洞道は，比較的単

純な構造部材の配置で構成され，ほぼ同一の断面が長手方向

に連続する構造的特徴を有することから，３次元的な応答の

影響は小さいため，２次元断面での耐震評価を行っている。 

 

洞道は，主に配管等の間接支持機能を維持するため，管軸

方向に対して空間を保持できるように構造部材が配置される

ことから，構造上の特徴として，明確な弱軸，強軸を有す

る。 

強軸方向の地震時挙動は，弱軸方向に対して，顕著な影響

を及ぼさないことから，従来設計手法では，弱軸方向を評価

対象断面として，耐震設計上求められる水平１方向及び鉛直

方向の地震力による耐震評価を実施している。 

第 4.1-3 図に示す通り，従来設計手法では，洞道の構造上

の特徴から，弱軸方向の地震荷重に対して保守的に加振方向

に平行な壁部材を見込まず，垂直に配置された構造部材のみ

で受けもつよう設計している。 

 

 

 

施設の違いによ

る差異。 

 

 

 

 

洞道に合う表現

とした。 

 

 

通水機能が要求

される洞道はな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

洞道は後次回

申請以降に示

すため記載し

ていない。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

第 4.1-1 表 従来設計における評価対象断面の考え方 

(洞道一般部) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.1-3 図 従来設計手法の考え方 

施設の違いによ

る差異。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
4.3.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

 

屋外重要土木構造物において，水平２方向及び鉛直方向地震力

を考慮した場合に影響を受ける可能性がある構造物の評価を行

う。 

評価対象は，屋外重要土木構造物等である，取水構造物及び屋

外二重管，常設代替高圧電源装置置場，常設代替高圧電源装置用

カルバート，代替淡水貯槽，常設低圧代替注水系ポンプ室，常設

低圧代替注水系配管カルバート，ＳＡ用海水ピット取水塔，海水

引込み管，ＳＡ用海水ピット，緊急用海水取水管，緊急用海水ポ

ンプピット，格納容器圧力逃がし装置用配管カルバート，緊急時

対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎及び可搬型設備用軽油タン

ク基礎並びに波及影響防止のために耐震評価する土木構造物とす

る。また，津波防護施設である防潮堤，構内排水路逆流防止設

備，貯留堰も本評価では屋外重要土木構造物として扱うことと

し，評価対象に含める（「4.4 津波防護施設，浸水防止設備及び

津波監視設備」参照）。 

屋外重要土木構造物を構造形式ごとに分類し，構造形式ごとに

作用すると考えられる荷重を整理し，荷重が作用する構造部材の

配置等から水平２方向及び鉛直方向地震力による影響を受ける可

能性のある構造物を抽出する。 

抽出された構造物については，従来設計手法での評価対象断面

（弱軸方向）の地震応答解析に基づく構造部材の照査において，

評価対象断面（弱軸方向）に直交する断面（強軸方向）の地震応

答解析に基づく構造部材の発生応力等を適切に組み合わせること

で，水平２方向及び鉛直方向地震力による構造部材の発生応力を

算出し，構造物が有する耐震性への影響を確認する。 

 

 

 

構造物が有する耐震性への影響が確認された場合は詳細な手法

を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

 

 

4.1.2.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針

 
洞道において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せを

考慮した場合に影響を受ける可能性がある構造物の評価を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洞道を構造形式ごとに分類し，構造形式ごとに作用すると

考えられる荷重を整理し，荷重が作用する構造部材の配置等

から水平２方向及び鉛直方向地震力による影響を受ける可能

性のある構造物を抽出する。 

抽出された構造物について，従来設計手法での評価対象断

面(弱軸方向)に直交する断面(強軸方向)の応答が評価対象断

面(弱軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材の照査に影響

を与える場合には，評価対象断面(弱軸方向)の地震応答解析

に基づく構造部材の照査において，評価対象断面(弱軸方向)

に直交する断面(強軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材

の発生応力を適切に組み合わせることで，水平２方向及び鉛

直方向地震力による構造部材の発生応力を算出し，構造物が

有する耐震性への影響を確認する。 

構造物が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細

な手法を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

 
 

 

 

 

 

 

評価対象は洞道

のみであるため

記載していな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価上の取り扱

いが明確となる

よう記載を充実

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306



別紙４－６ 
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【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針）(20／22) 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
4.3.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

 

屋外重要土木構造物において，水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せの影響を受ける可能性があり，水平１方向及び鉛直方向

の従来評価に加え，更なる設計上の配慮が必要な構造物につい

て，構造形式及び作用荷重の観点から影響評価の対象とする構造

物を抽出し，構造物が有する耐震性への影響を評価する。影響評

価のフローを図4-5 に示す。 

(1) 影響評価対象構造物の抽出 

① 構造形式の分類 

評価対象構造物について，各構造物の構造上の特徴や従来

設計手法の考え方を踏まえ，構造形式ごとに大別する。 

② 従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重

の整理 

従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重

を抽出する。 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される構造物形式の抽

出 

②で整理した荷重に対して，構造形式ごとにどのように作

用するかを整理し，耐震性に与える影響程度を検討した上

で，水平２方向及び鉛直方向地震力の影響が想定される構造

形式を抽出する。 

④ 従来設計手法における評価対象断面以外の３次元的な応答

特性が想定される箇所の抽出 

③で抽出されなかった構造形式について，従来設計手法に

おける評価対象断面以外の箇所で，水平２方向及び鉛直方向

地震力の影響により３次元的な応答が想定される箇所を抽出

する。 

⑤ 従来設計手法の妥当性の確認 

④で抽出された箇所が，水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せに対して，従来設計手法における評価対象断面の

耐震評価で満足できるか検討を行う。 

4.1.2.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

法 

洞道において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの

影響を受ける可能性があり，水平１方向及び鉛直方向の従来

評価に加え，更なる設計上の配慮が必要な構造物について，

構造形式及び作用荷重の観点から影響評価の対象とする構造

物を抽出し，構造物が有する耐震性への影響を評価する。影

響評価フローを第 4.1-4 図に示す。 

(1) 影響評価対象構造形式の抽出 

① 構造形式の分類 

洞道について，各構造物の構造上の特徴や従来設計手

法の考え方を踏まえ，構造形式ごとに大別する。 

② 従来設計手法における評価対象断面に対して直交する

荷重の整理 

従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重

を抽出する。 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される構造形式の

抽出 

②で整理した荷重に対して，構造形式ごとにどのよう

に作用するかを整理し，耐震性に与える影響程度を検討

した上で，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影

響が想定される構造形式を抽出する。 

④ 従来設計手法における評価対象断面以外の３次元的な

応答特性が想定される箇所の抽出 

③で抽出されなかった構造形式について，従来設計手

法における評価対象断面以外の箇所で，水平２方向及び

鉛直方向地震力の組合せの影響により３次元的な応答が

想定される箇所を抽出する。 

⑤ 従来設計手法の妥当性の確認 

④で抽出された箇所が，水平２方向及び鉛直方向地震

力の組合せに対して，従来設計手法における評価対象断

面の耐震評価で満足できるか検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設にお

いては，評価対

象は洞道のみで

あり，各洞道の

構造形式に応じ

て評価対象か否

かがを分類する

ことから「構造

形式」とした。 
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【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針）(21／22) 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(2) 影響評価手法 

⑥ 水平２方向及び鉛直方向地震力の影響評価 

評価対象として抽出された構造物について，従来設計手法

での評価対象断面（弱軸方向）の地震応答解析に基づく構造

部材の照査において，評価対象断面（弱軸方向）に直交する

断面（強軸方向）の地震応答解析に基づく構造部材の発生応

力等を適切に組み合せることで，水平２方向及び鉛直方向地

震力による構造部材の発生応力を算出すると共に構造部材の

設計上の許容値に対する評価を実施し，構造物が有する耐震

性への影響を確認する。 

 

 

 

評価対象部位については，屋外重要土木構造物が明確な弱

軸・強軸を示し，地震時における構造物のせん断変形方向が

明確であることを考慮し，従来設計手法における評価対象断

面（弱軸方向）における構造部材の耐震評価結果及び水平２

方向の影響の程度を踏まえて選定する。 

 

⑦ 機器・配管系への影響検討 

③及び⑤にて，水平2 方向及び鉛直方向地震力の組合せの

影響が確認された構造物が，耐震重要施設，常設耐震重要重

大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大

事故等対処施設の機器・配管系の間接支持構造物である場

合，機器・配管系に対して，水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せによる応答値への影響を確認する。 

 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への

影響が確認された場合，機器・配管系の影響評価に反映す

る。 

なお，④及び⑤の精査にて，屋外重要土木構造物の影響の

観点から抽出されなかった部位であっても，地震応答解析結

果から機器・配管系への影響の可能性が想定される部位につ

いては検討対象として抽出する。 

(3) 影響評価手法 

⑥ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価 

評価対象として抽出された構造形式について，従来設

計手法での評価対象断面(弱軸方向)に直交する断面(強

軸方向)の応答が評価対象断面(弱軸方向)の地震応答解

析に基づく構造部材の照査に影響を与える場合には，評

価対象断面(弱軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材

の照査において，評価対象断面(弱軸方向)に直交する断

面(強軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材の発生応

力等を適切に組み合せることで，水平２方向及び鉛直方

向地震力の組合せによる構造部材の設計上の許容値に対

する評価を実施し，構造部材が有する耐震性への影響を

確認する。 

評価対象構造物については，洞道が明確な弱軸・強軸

を示し，地震時における構造物のせん断変形方向が明確

であることを考慮し，従来設計手法における評価対象断

面(弱軸方向)における構造部材の耐震評価結果及び水平

２方向の影響の程度を踏まえて選定する。 

 

⑦ 機器・配管系への影響検討 

③及び⑤にて，水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組

合せの影響が確認された構造物が，耐震重要施設の機

器・配管系の間接支持構造物である場合，機器・配管系

に対して，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによ

る応答値への影響を確認する。 

 

 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値

への影響が確認された場合，機器・配管系の影響評価に

反映する。 

なお，④及び⑤の精査にて，洞道の影響の観点から抽出

されなかった構造物であっても，地震応答解析結果から機

器・配管系への影響の可能性が想定される構造物について

は検討対象として抽出する。 

 

記載の適正化と

して，添付書類

「Ⅳ-1-1 耐震

設計の基本方

針」に合わせた

記載とした。 

評価上の取り扱

いについては

4.1.1.2 と同

様。 

 

 

洞道の評価にお

いては個別部位

の評価ではなく

各構造部材の評

価により構造物

全体の評価を行

うことから「構

造物」と記載。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 
 

 

 

4.4 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備は，「機器・配管

系」又は「屋外重要土木構造物」に区分し設計をしていることか

ら，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価は，施設，

設備の区分に応じて「4.2 機器・配管系」又は「4.3 屋外重要土木

構造物」の方針に基づいて実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 4.1-4 図 屋外重要土木構造物(洞道)の水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せによる影響評価フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設にお

いては津波が敷

地高さに到達し

ないことを事業

変更許可申請書

に記載しており

該当はない。  
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(1／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針 

 

目次 

1. 概要  

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力  

3. 構造強度  

3.1 構造強度上の制限  

3.2 変位，変形の制限  

4. 機能維持  

4.1 動的機能維持  

4.2 電気的機能維持  

4.3 気密性の維持 

4.4 止水性の維持  

4.5 遮蔽性の維持  

4.6 支持機能の維持  

4.7 通水機能及び貯水機能の維持 

Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力 

3. 構造強度  

3.1 構造強度上の制限 

3.2 変位，変形の制限 

4. 機能維持 

4.1  動的機能維持 

4.2  電気的機能維持 

4.3  気密性の維持 

 

4.4  遮蔽性の維持 

4.5  支持機能の維持 

4.6  貯水機能の維持 後次回申請以降 

4.7  冷却機能の維持 

4.8  耐震重要施設のその他の機能維持 
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【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(2／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概

要」のうち「4. 設計用地震力」に示す設計用地震力の算定法

及び「5. 機能維持の基本方針」に示す機能維持の考え方に基

づき，設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の機能維持に

関する基本的な考え方を説明するものである。 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」の

うち「4. 設計用地震力」に示す設計用地震力の算定方法及び

「5. 機能維持の基本方針」に示す機能維持の考え方に基づ

き，安全機能を有する施設の機能維持に関する基本的な考え方

を説明するものである。 

なお，重大事故等対処施設の機能維持に関する基本的な考え

方については，後次回申請以降で申請する。 

 

第 1 回申請範囲

である安全機能

を有する施設に

対する記載と

し，重大事故等

対処施設につい

ては後次回申請

以降に示す。 

以降，本資料に

おいて重大事故

等対処施設の記

載有無による先

行炉との差異理

由は同様。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力 

機能維持の確認に用いる設計用地震力については，添付書類

「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」の「4. 設計用地震

力」に示す設計用地震力の算定法に基づくこととし，具体的な

算定法は表2-1 に示す。 

また，当該申請の工事計画における機器・配管系の設計用地

震力の算定に際しては，添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲

線の作成方針」に定める方法にて設定した設備評価用床応答曲

線を用いる。 

このため，表2-1 に示す設計用床応答曲線については，設備

評価用床応答曲線を含むものとして扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力 

機能維持の確認に用いる設計用地震力については，添付書類

「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「4. 設計用地震力」

に示す設計用地震力の算定方法に基づくこととし，具体的な算

定方法は第 2.-1 表に示す。 

また，当該申請における機器・配管系の設計用地震力の算定

に際しては，添付書類「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の

作成方針」に定める方法にて設定した設計用床応答曲線を用い

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化と

して添付書類

「Ⅳ-1-1 耐震

設計の基本方

針」の記載に合

わせた。 

東海第二におい

ては「設備評価

用床応答曲線」

を用いた評価を

実施している

が，再処理施設

においては「設

計用床応答曲

線」を用いた評

価を実施してい

るため，記載し

ていない。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

表2-1 設計用地震力 

(1) 静的地震力 

（設計基準対象施設） 

静的地震力及び必要保有水平耐力は，次の地震層せん断力係

数及び震度に基づき算定する。 

 

 

注記＊1：Ｃｉは標準せん断力係数を0.2 とし，建物・構築物の

振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値で

次式に基づく。 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０ 

Ｒｔ：振動特性係数 0.8 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃ０ ：標準せん断力係数 0.2 

＊2：Ｃｉは標準せん断力係数を1.0 とし，建物・構築物の

振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値で

次式に基づく。 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０ 

Ｒｔ：振動特性係数 0.8 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃ０ ：標準せん断力係数 1.0 

＊3：震度0.3とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種

 

 

第 2.-1 表 設計用地震力 

(1) 静的地震力 

（安全機能を有する施設） 

静的地震力及び必要保有水平耐力は，以下の地震層せん断力

係数及び震度に基づき算定する。 

 

 

注記＊1：Ｃｉは標準せん断力係数を0.2 とし，建物・構築物の

振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値で

次式に基づく。 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０  

Ｒｔ：振動特性係数 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃ０：標準せん断力係数 0.2 

＊2：Ｃｉは標準せん断力係数を 1.0 とし，建物・構築物の

振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値で

次式に基づく。 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０  

Ｒｔ：振動特性係数 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

種別 
耐震 

クラス 

地震層せん断力係数及

び水平震度 

地震層せん断力係数 

(必要保有水平耐力 

算出用) 

鉛直震

度 

建物 

・ 

構築物 

Ｓ 3.0・Ci＊1 1.0・Ci＊2 

1.0・Cv
＊3 

(0.240) 

Ｂ 1.5・Ci＊1 1.0・Ci＊2 － 

Ｃ 1.0・Ci＊1 1.0・Ci＊2 － 

機器 

・ 

配管系 

Ｓ 3.6・Ci＊1 － 

1.2・Cv
＊3 

(0.288) 

Ｂ 1.8・Ci＊1 － － 

Ｃ 1.2・Ci＊1 － － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書本

文における「Ⅰ-

１ 基本設計方

針」と同様に，

建物・構築物

は，建屋，屋外

重要土木構造物

(洞道)等の総称

としており，屋

外重要土木構造

物(洞道)につい

ても，建物・構

築物の項目にて

記載。以降同

様。 

 

Ｒｔは埋め込み深

さ，支持地盤の

せん断波速度に

より変動するた

め，0.8 に限定し

ない記載とし
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
類等を考慮し，高さ方向に一定とする。また次式より

求めた値を表に記載した。 

ＣＶ＝0.3・ＲＶ 

ＲＶ：振動特性係数 0.8 

Ｃ０：標準せん断力係数 1.0 

＊3：震度 0.3 とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種

類等を考慮し，高さ方向に一定とする。また次式より

求めた値を表に記載した。 

ＣV＝0.3・ＲＶ 

ＲＶ：振動特性係数 0.8 

 

た。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
（重大事故等対処施設） 

静的地震力は，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重

大事故防止設備，及び当該設備が設置される重大事故等対処施

設に適用するものとし，以下の地震層せん断力係数及び震度に

基づき算定する。 

 

 
 

 

 

 

注記 ＊1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

 

①：常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大

事故防止設備 

②：①が設置される重大事故等対処施設 

＊2：常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設

計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラ

ス 

＊3：Ｃｉは標準せん断力係数を0.2 とし，建物・構築物

の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる

値で次式に基づく。 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０ 

Ｒｔ：振動特性係数 0.8 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃ０ ：標準せん断力係数 0.2 

＊4：Ｃｉは標準せん断力係数を1.0 とし，建物・構築物

の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる

値で次式に基づく。 

（重大事故等対処施設）  

 重大事故等対処施設の静的地震力については，後次回申請以

降で申請する。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０ 

Ｒｔ：振動特性係数 0.8 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃ０ ：標準せん断力係数 1.0 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(2) 動的地震力 

（設計基準対象施設） 

動的地震力は，以下の入力地震動又は入力地震力に基づき算

定する。 

 

注記 ＊1：設計用床応答曲線は，弾性設計用地震動Ｓｄ及び

基準地震動Ｓｓに基づき作成した設計用床応答曲線

とする。 

＊2：水平方向及び鉛直方向の地震動に対して共振のお

それのある施設に適用する。 

(2) 動的地震力 

（安全機能を有する施設） 

動的地震力は，以下の入力地震動又は入力地震力に基づき算

定する。 

 

 

 

 

 

 

注記 ＊1：設計用床応答曲線は，弾性設計用地震動Ｓｄ及び

基準地震動Ｓｓに基づき作成した設計用床応答曲線

とする。 

＊2：水平方向及び鉛直方向の地震動に対して共振のお

それのある施設に適用する。 

 

 

 

 

 

 

種別 
耐震 

クラス 

入力地震動又は入力地震力＊1 

水平 鉛直 

建物 

・ 

構築物 

Ｓ 

弾性設計用地震動Ｓ

ｄ 
弾性設計用地震動Ｓｄ 

基準地震動Ｓｓ 基準地震動Ｓｓ 

Ｂ 
弾性設計用地震動 

Ｓｄ・1/2＊2 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ・1/2＊2 

機器 

・ 

配管系 

Ｓ 

設計用床応答曲線Ｓｄ 

又は 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

設計用床応答曲線Ｓｄ 

又は 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

設計用床応答曲線Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

設計用床応答曲線Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

Ｂ 
設計用床応答曲線 

Ｓｄ・1/2＊2 

設計用床応答曲線 

Ｓｄ・1/2＊2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申

請書において，

敷地に到達する

津波はないこと

を記載してお

り，津波防護施

設，浸水防止設

備，津波監視設

備に該当する施

設はない。以

降，本資料にお

ける津波防護施

設，浸水防止設
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

 

備，津波監視設

備の記載有無に

よる先行炉との

差異理由は同

様。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
（重大事故等対処施設） 

動的地震力は，重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分

に応じて，以下の入力地震動又は入力地震力に基づき算定す

る。 

 

 

 

 

 

注記 ＊1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

①：常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大

事故防止設備 

②：①が設置される重大事故等対処施設 

③：常設耐震重要重大事故防止設備 

④：③が設置される重大事故等対処施設 

⑤：常設重大事故緩和設備 

⑥：⑤が設置される重大事故等対処施設 

＊2：常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計

（重大事故等対処施設）  

重大事故等対処施設の動的地震力については，後次回申請以

降で申請する。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラス 

また，常設重大事故緩和設備については，当該クラ

スをＳと表記する。 

＊3：設計用床応答曲線は，弾性設計用地震動Ｓｄ及び基

準地震動Ｓｓに基づき作成した設計用床応答曲線と

する。 

＊4：放射性物質放出の 終障壁である原子炉格納容器に

適用する。 

＊5：水平方向及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそ

れのある施設に適用する。 

＊6：屋外重要土木構造物の機能を代替する重大事故等

対処施設に適用する。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(3) 設計用地震力 

（設計基準対象施設） 

 

(3) 設計用地震力 

種別 
耐震 

クラス 
水平 鉛直 摘要 

建物 

・ 

構築物 

Ｓ 

地震層せん断力

係数 

3.0・Ｃｉ 

静的震度 

（0.240） 

荷重の組合せは，水平

方向及び鉛直方向が静的

地震力の場合は同時に不

利な方向に作用させるも

のとする。 

水平方向及び鉛直方向

が動的地震力の場合は組

合せ係数法又は二乗和平

方根(SRSS)法による。屋

外重要土木構造物(洞道)

については，動的解析に

おいて水平方向及び鉛直

方向の動的地震力を同時

に考慮するものとする。 

弾性設計用地震

動Ｓｄ 

弾性設計用地震

動Ｓｄ 

基準地震動Ｓｓ 基準地震動Ｓｓ 

Ｂ 

地震層せん断力

係数 

1.5・Ｃｉ 

－ － 

弾性設計用地震

動 

Ｓｄ・1/2＊1 

弾性設計用地震

動 

Ｓｄ・1/2＊1 

荷重の組合せは，組合

せ係数法，二乗和平方根

(SRSS)法又は絶対値和法

による。屋外重要土木構

造物(洞道)については，

動的解析において水平方

向及び鉛直方向の動的地

震力を同時に考慮するも

のとする。 

Ｃ 

地震層せん断力

係数 

1.0・Ｃｉ 

－ － 

機器 

・ 

配管系 

Ｓ 

静的震度 

3.6・Ｃｉ 

静的震度 

（0.288） 

荷重の組合せは，水平

方向及び鉛直方向が静的

地震力の場合は同時に不

利な方向に作用させるも

のとする。 

水平方向及び鉛直方向

が動的地震力の場合は二

乗和平方根(SRSS)法又は

絶対値和法による。 

設計用床応答曲

線Ｓｄ 

又は 

弾性設計用地震

動Ｓｄ 

設計用床応答曲

線Ｓｄ 

又は 

弾性設計用地震

動Ｓｄ 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 
 

 

 

 

 

注記 ＊1：水平及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれ

のある施設に適用する。 

＊2：水平方向における動的と静的の大きい方の地震力

と，鉛直における動的と静的の大きい方の地震力

とを，絶対値和法で組み合わせてもよいものとす

る。 

＊3：絶対値和法で組み合わせてもよいものとする。 

＊4：水平方向における動的と静的の大きい方の地震力

と，鉛直における動的地震力とを，絶対値和法で組

み合わせてもよいものとする。 

（安全機能を有する施設） 

注記 ＊1：水平及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれの

ある施設に適用する。 

設計用床応答曲

線Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

設計用床応答曲

線Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

荷重の組合せは，二乗和

平方根(SRSS)法又は絶対

値和法による。 

Ｂ 

静的震度 

1.8・Ｃｉ 
－ 水平方向及び鉛直方向が

動的地震力の場合は二乗

和平方根(SRSS)法又は絶

対値和法による。 

設計用床応答曲

線 

Ｓｄ・1/2＊1 

設計用床応答曲

線 

Ｓｄ・1/2＊1 

Ｃ 
静的震度 

1.2・Ｃｉ 
－ － 

 

 

 

 

 

 

絶対値和法での

荷重の組合せに

おいて，動的地

震力と静的地震

力での組み合わ

せは行っていな

いため，記載し

ていない。な

お，絶対値和法

の適用について

は表内に記載し

た。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
（重大事故等対処施設） 

 
注記 ＊1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

①：常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重

大事故防止設備 

②：①が設置される重大事故等対処施設 

③：常設耐震重要重大事故防止設備 

④：③が設置される重大事故等対処施設 

⑤：常設重大事故緩和設備 

（重大事故等対処施設）  

重大事故等対処施設の設計用地震力については，後次回申請

以降で申請する。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
⑥：⑤が設置される重大事故等対処施設 

＊2：常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計

基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラス 

また，常設重大事故緩和設備については，当該ク

ラスをＳと表記する。 

 

＊3：放射性物質放出の 終障壁である原子炉格納容器に

適用する。 

＊4：水平方向及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそ

れのある施設に適用する。 

＊5：絶対値和法で組み合わせてもよいものとする。 

＊6：水平における動的と静的の大きい方の地震力と，鉛

直における動的地震力とを，絶対値和法で組み合わ

せてもよいものとする。 

＊7：屋外重要土木構造物の機能を代替する重大事故等

対処施設に適用する。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
3. 構造強度 

3.1 構造強度上の制限 

発電用原子炉施設の耐震設計については，添付書類「Ⅴ-2-

1-1 耐震設計の基本方針の概要」のうち「5.1 構造強度」に示

す考え方に基づき，設計基準対象施設における各耐震重要度及

び重大事故等対処施設の施設区分に応じた設計用地震力が加わ

った場合，これらに生じる応力とその他の荷重によって生じる

応力の合計値等を許容限界以下とする設計とする。 

許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，安全機能が維持

できるように十分に余裕を見込んだ値とする。 

地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対す

る許容値は，表3-1 に示す通りとする。 

 

機器・配管系のＳｄ又はＳｓ地震動のみによる疲労解析に用

いる等価繰返し回数は，設置場所等に関係なく複数の設備に対

して適用が可能になるように設定した値（Ｓｓ地震動：160

回，Ｓｄ地震動：320 回），又は設備ごとに個別に設定した値

を用いる。Ｓｄ地震動の疲労解析は，設備ごとに個別に設定し

たＳｄ地震動の等価繰返し回数がＳｓ地震動の疲労解析に用い

た等価繰返し回数以下であれば省略できる。 

 

また，建物・構築物の保有水平耐力は，必要保有水平耐力に

対して，妥当な安全余裕を有する設計とする。支持性能が必要

となる施設の基礎地盤については，接地圧が安全上適切と認め

られる規格及び基準等による地盤の支持力又は支持力度と比べ

て妥当な安全余裕を有する設計とし，設計基準対象施設におけ

る耐震重要度及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた許容

限界を設定する。 

 

耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪

荷重及び風荷重を組合せる。積雪荷重及び風荷重の設定フロー

を図3-1 に示す。積雪荷重については，屋外に設置されている

施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設，又は埋設構造

物等常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除

3. 構造強度 

3.1 構造強度上の制限 

再処理施設の耐震設計については，添付書類「Ⅳ－１－１ 

耐震設計の基本方針」のうち「5.1 構造強度」に示す考え方に

基づき，安全機能を有する施設における各耐震重要度に応じた

設計用地震力が加わった場合，これらに生じる応力とその他の

荷重によって生じる応力の合計値等を許容限界以下とする設計

とする。 

許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，安全機能が維持

できるように十分に余裕を見込んだ値とする。 

地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対す

る許容値は，第3.-1表に示す通りとする。 

 

機器・配管系のＳｄ又はＳｓ地震動のみによる疲労解析に用

いる等価繰返し回数は，設備ごとに個別に設定した値を用い

る。 

Ｓｄ地震動の疲労解析は，設備ごとに個別に設定したＳｄ地

震動の等価繰返し回数がＳｓ地震動の疲労解析に用いた等価繰

返し回数以下であれば省略できる。 

 

 

また，建物・構築物の保有水平耐力は，必要保有水平耐力に

対して，妥当な安全余裕を有する設計とする。支持性能が必要

となる施設の基礎地盤については，接地圧が安全上適切と認め

られる規格及び基準等による地盤の支持力又は支持力度と比べ

て妥当な安全余裕を有する設計とし，安全機能を有する施設に

おける耐震重要度に応じた許容限界を設定する。 

 

 

耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪

荷重及び風荷重を組合せる。積雪荷重及び風荷重の設定フロー

を第3.-1図に示す。積雪荷重については，屋外に設置されてい

る施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設，又は埋設構

造物等常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設にお

いては，設置場

所によらず複数

の設備に対して

適用可能な値を

設定していない

ことから，設備

ごとに設定する

ことを記載して

いる。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
き，地震力と組み合わせる。また，風荷重については，屋外に

設置されている施設のうち，コンクリート構造物等の自重が大

きい施設を除いて，風荷重の影響が地震力と比べて相対的に無

視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，地震

力と組み合わせる。表3-2 に施設の区分ごとの，積雪荷重及び

風荷重の組合せを示す。 

 

 

通常運転時の状態，運転時の異常な過渡変化時の状態及び事

故時の状態については，次のように定義される運転状態Ⅰ，運

転状態Ⅱ，運転状態Ⅲ，運転状態Ⅳ及び運転状態Ⅴのそれぞれ

の状態として考慮する。 

(1) 「運転状態Ⅰ」とは，発電用原子炉施設の通常運転時の状

態をいう。ここで通常運転とは，運転計画等で定める起動，停

止，出力運転，高温待機，燃料取替等の発電用原子炉施設の運

転をいう。 

(2) 「運転状態Ⅱ」とは，運転状態Ⅰから逸脱した運転状態で

あって，運転状態Ⅲ，運転状態Ⅳ，運転状態Ⅴ及び試験状態以

外の状態をいう。「試験状態」とは，耐圧試験により原子炉施

設に 高使用圧力を超える圧力が加えられている状態をいう。 

(3) 「運転状態Ⅲ」とは，発電用原子炉施設の故障，異常な作

動等により原子炉の運転の停止が緊急に必要とされる運転状態

をいう。 

(4) 「運転状態Ⅳ」とは，発電用原子炉施設の安全性を評価す

る観点から異常な状態を想定した運転状態をいう。 

(5) 「運転状態Ⅴ」とは，発電用原子炉施設が重大事故に至る

おそれがある事故，又は重大事故の状態で，重大事故等対処施

設の機能が必要とされる運転状態をいう。なお，添付書類「Ⅴ

-3 強度に関する説明書」に記載の「運転状態Ⅳを超える事

象」に相当するものである。 

使用済燃料乾式貯蔵容器については，次のように定義される

設計事象Ⅰ，設計事象Ⅱ，設計事象Ⅲ，設計事象Ⅳのそれぞれ

の状態を考慮する。 

(1) 「設計事象Ⅰ」とは，使用済燃料乾式貯蔵容器の通常の

除き，地震力と組み合わせる。また，風荷重については，屋外

に設置されている施設のうち，コンクリート構造物等の自重が

大きい施設を除いて，風荷重の影響が地震力と比べて相対的に

無視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，地

震力と組み合わせる。第3.-3表に施設の区分ごとの，積雪荷重

及び風荷重の組合せを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設にお

ける運転状態と

して，運転時の

状態，運転時の

異常な過渡変化

時の状態，設計

基準事故時の状

態を定義付けし

ているため，先

行炉における運

転状態Ⅰ～Ⅴの

解説は記載して

いない。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
取扱い時及び貯蔵時の状態をいう。 

(2) 「設計事象Ⅱ」とは，設計事象Ⅰ，設計事象Ⅲ，設計事

象Ⅳ及び試験状態以外の状態をいう。「試験状態」とは，耐

圧試験により使用済燃料乾式貯蔵容器に 高使用圧力を超え

る圧力が加えられている状態をいう。 

(3) 「設計事象Ⅲ」とは，使用済燃料乾式貯蔵容器又はその

取扱い機器等の故障，異常な作動等により，貯蔵又は計画さ

れた取扱いの停止が緊急に必要とされる状態をいう。 

(4) 「設計事象Ⅳ」とは，使用済燃料乾式貯蔵容器の安全設

計上想定される異常な事態が生じている状態をいう。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
表3-1 荷重の組合せ及び許容限界 

(1) 建物・構築物 

（設計基準対象施設） 

a.建物・構築物（原子炉格納容器を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔記号の説明〕 

Ｇ  ：固定荷重 

Ｐ  ：積載荷重 

 

第 3.-1 表 荷重の組合せ及び許容限界 

(1) 建物・構築物 

（安全機能を有する施設） 

 
 

耐震 

クラス 
荷重の組合せ 

許容限界 

建物・構築物 

基礎地盤

の支持性

能 

建

物

・

構

築

物 

Ｓクラ

ス 

＊1 

Ｄ＋Ｌ＋Ｓｄ 

質点系モデルによる地震応答

解析の 大せん断ひずみ度が

おおむね弾性状態に留まる範

囲で耐えること又は部材に生

じる応力が短期許容応力度に

基づく許容値又は CCV 規格＊2

における荷重状態Ⅲの許容値

を超えないこととする。 

地盤の短

期許容支

持力度と

する。 

Ｄ＋Ｌ＋Ｓｓ 

質点系モデルによる地震応答

解析の 大せん断ひずみ度が

2.0×10-3を超えないこと又は

部材に生じる応力が終局耐力

に対し妥当な安全余裕を有し

ていることあるいは部材に生

じる応力又はひずみが CCV 規

格＊2における荷重状態Ⅳの許

容値を超えないこととする。 

地盤の極

限支持力

度に対し

て妥当な

安全余裕

を持たせ

る。 

Ｂクラ

ス 
Ｄ＋Ｌ＋ＳＢ 

部材に生じる応力が短期許容

応力度に基づく許容値を超え

ないこととする。 

地盤の短

期許容支

持力度と

する。 

Ｃクラ

ス 
Ｄ＋Ｌ＋ＳＣ 

部材に生じる応力が短期許容

応力度に基づく許容値を超え

ないこととする。 

地盤の短

期許容支

持力度と

する。 

 

 

 

記号の説明 

Ｄ ：固定荷重 

Ｌ ：積載荷重 

 

 

 

原子炉格納容器

に該当する設備

はない。 

 

記号は機器・配

管系とも揃えた

記載とした。以

下同様。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
Ｋｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

ＫＳ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

ＫＢ  ：耐震Ｂクラスの施設に適用される静的地震力又は動

的地震力 

ＫＣ ：耐震Ｃクラスの施設に適用される静的地震力 

 

注記＊1：設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重のうち

長時間その作用が続く荷重は，弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力又は静的地震力と組み合わせる。 

＊2：発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容

器規格（（社）日本機械学会，2003） 

 

 

 

Ｓｓ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

Ｓｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

ＳＢ ：耐震Ｂクラスの施設に適用される地震力 

 

ＳＣ ：耐震Ｃクラスの施設に適用される地震力 

 

注記＊1： 地震力と組み合わせる荷重には，この他，建物・

構築物の実況に応じて，土圧，水圧等を考慮するものと

する。 

＊2： 発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容

器規格((社)日本機械学会，2003) 

 

 

 

 

 

 

設計基準事故時

の状態で施設に

作用する荷重に

ついては，運転

時の状態で施設

に作用する荷重

を超えるもの及

び長時間施設に

作用するものが

ないため，事業

変更許可申請に

合わせて記載し

た。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
b.原子炉格納容器 

 
〔記号の説明〕 

Ｄ ：死荷重 

Ｌ ：活荷重 

Ｐ１：運転時圧力荷重 

Ｔ１：運転時温度荷重 

Ｐ２：異常時圧力荷重 

Ｔ２：異常時温度荷重 

Ｈ ：水力学的動荷重 

Ｋｄ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

ＫＳ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

 

注記＊1：冷却材喪失事故時の荷重として圧力の 大値は考慮

しない。 

＊2：原子炉格納容器は原子炉冷却材喪失時の 終障壁と

なることから，構造体全体としての安全余裕を確認

する意味で，原子炉冷却材喪失後の 大内圧とＳｄ

（又は静的地震力）との組合せを考慮するものと

し，内圧は安全側に原子炉格納容器の 高使用圧力

に置き換えるものとする。 

＊3：発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容

器規格（（社）日本機械学会，2003） 

 

 

 

再処理施設にお

いては該当する

設備がないため

記載していな

い。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(22／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
（重大事故等対処施設） 

a.建物・構築物（原子炉格納容器を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔記号の説明〕 

Ｇ ：固定荷重 

Ｐ ：積載荷重 

Ａ ：重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，

地震によって引き起こされるおそれのある事象によ

る荷重，又は重大事故等時の状態で施設に作用する

荷重のうち長期的な荷重 

ＫＳ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

ＫＢ：耐震Ｂクラスの施設に適用される静的地震力又は動

的地震力 

ＫＣ：耐震Ｃクラスの施設に適用される静的地震力 

 

注記＊1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

①：常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事

故防止設備 

②：①が設置される重大事故等対処施設 

③：常設耐震重要重大事故防止設備 

④：③が設置される重大事故等対処施設 

⑤：常設重大事故緩和設備 

⑥：⑤が設置される重大事故等対処施設 

＊2：常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計

基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラス 

（重大事故等対処施設）  

重大事故等対処施設の荷重の組合せ及び許容限界について

は，後次回申請以降で申請する。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(23／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
また，常設重大事故緩和設備については，当該クラス

をＳと表記する。 

333



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(24／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
b.原子炉格納容器 

 
〔記号の説明〕 

Ｄ ：死荷重 

Ｌ ：活荷重 

Ｐ１：運転時圧力荷重 

Ｐ２：異常時圧力荷重 

Ｔ２：異常時温度荷重 

Ｐ３：重大事故等時圧力荷重（重大事故等時の状態で長期的

（以下「SA（L）時」という。）に作用する荷重） 

Ｐ４：重大事故等時圧力荷重（SA 時の状態でSA（L）時より更

に長期的（以下「SA（LL）時」という。）に作用する荷

重） 

Ｈ ：水力学的動荷重 

Ｋｄ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

ＫＳＡｄ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力 

ＫＳ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

 

注記＊1：冷却材喪失事故時の荷重として圧力の 大値は考慮

しない。 

＊2：発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容

器規格（（社）日本機械学会，2003） 

＊3：重大事故等時の状態 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(25／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(2) 機器・配管系 

a. 記号の説明 

Ｄ : 死荷重 

Ｐ : 地震と組み合わすべきプラントの運転状態（地震との組

合せが独立な運転状態Ⅳ，Ⅴは除く）における圧力荷重 

Ｍ : 地震及び死荷重以外で地震と組み合わすべきプラントの

運転状態（地震との組合せが独立な運転状態Ⅳ，Ⅴは除

く）で設備に作用している機械的荷重各［運転状態にお

けるＰ及びＭについては，安全側に設定された値（ 高

使用圧力，設計機械荷重等）を用いてもよい。］ 

ＰＬ : 地震との組合せが独立な運転状態Ⅳの事故の直後を除

き，その後に生じている圧力荷重 

ＭＬ : 地震との組合せが独立な運転状態Ⅳの事故の直後を除

き，その後に生じている死荷重及び地震荷重以外の機

械的荷重 

ＰＤ : 地震と組み合わすべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ（運

転状態Ⅲ及び地震従属事象として運転状態Ⅳに包絡す

る状態がある場合にはこれを含む｡）又は当該設備に設

計上定められた 高使用圧力による荷重 

ＭＤ : 地震と組み合わすべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ（運

転状態Ⅲ及び地震従属事象として運転状態Ⅳに包絡す

る状態がある場合にはこれを含む｡）又は当該設備に設

計上定められた機械的荷重 

Ｐｄ : 当該設備に設計上定められた 高使用圧力による荷重 

 

Ｍｄ : 当該設備に設計上定められた機械的荷重 

ＰＳＡＬ : 重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）で長期的（長期

（Ｌ））に作用する圧力荷重 

ＭＳＡＬ : 重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）で長期的（長期

（Ｌ））に作用する機械的荷重 

ＰＳＡＬＬ : 重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）で長期的（長期

（Ｌ））より更に長期的（長期（ＬＬ））に作

用する圧力荷重 

ＭＳＡＬＬ : 重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）で長期的（長期

(2) 機器・配管系 

記号の説明 

Ｄ ：死荷重(自重) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐｄ ：当該設備に設計上定められた 高使用圧力による荷  

重 

Ｍｄ ：当該設備に設計上定められた機械的荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(26／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
（Ｌ））より更に長期的（長期（ＬＬ））に作

用する機械的荷重 

ＰＳＡＤ : 重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）における運転状

態等を考慮して当該設備に設計上定められた設計

圧力による荷重 

ＭＳＡＤ : 重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）における運転状

態等を考慮して当該設備に設計上定められた機械

的荷重 

Ｓｄ : 弾性設計用地震動Ｓｄにより定まる地震力 

Ｓｄ* : 弾性設計用地震動Ｓｄにより定まる地震力又はＳクラ

ス設備に適用される静的地震力 

Ｓｓ : 基準地震動Ｓｓにより定まる地震力 

ＳＢ : 耐震Ｂクラス設備に適用される地震動により定まる地震

力又は静的地震力 

ＳＣ : 耐震Ｃクラス設備に適用される静的地震力 

 

 

 

ⅢＡＳ: 発電用原子力設備規格（設計・建設規格（2005 年版

（2007 年追補版含む。））ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－

2005/2007）（日本機械学会 2007 年9 月）（以下

「設計・建設規格」という。）の供用状態Ｃ相当の許

容応力を基準として，それに地震により生じる応力に

対する特別な応力の制限を加えた許容応力状態 

ⅣＡＳ: 設計・建設規格の供用状態Ｄ相当の許容応力を基準と

して，それに地震により生じる応力に対する特別な応

力の制限を加えた許容応力状態 

ⅤＡＳ:運転状態Ⅴ相当の応力評価を行う許容応力状態を基本と

して，それに地震により生じる応力に対する特別な応

力の制限を加えた許容応力状態 

ＢＡＳ: 耐震Ｂクラス設備の地震時の許容応力状態 

ＣＡＳ : 耐震Ｃクラス設備の地震時の許容応力状態 

Ⅰ＋Ｓｄ* 設計事象Ⅰの貯蔵時の状態において，Ｓｄ*地震力

が作用した場合の許容応力区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

 

 

Ｓｓ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

ＳＢ ：Ｂクラスの施設に適用される地震力 

 

ＳＣ ：Ｃクラスの施設に適用される地震力 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(27／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
Ⅰ＋Ｓｓ 設計事象Ⅰの貯蔵時の状態において，Ｓｓ地震力が

作用した場合の許容応力区分 

 

Ｓｙ : 設計降伏点 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8 

に規定される値 

 

 

Ｓｕ : 設計引張強さ 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9 

に規定される値 

Ｓｍ : 設計応力強さ 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表1 

に規定される値。 ただし，耐圧部テン

ションボルトにあっては設計・建設規格 

付録材料図表 Part5 表2 に規定される

値 

Ｓ : 許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5 

又は表6 に規定される値 

ただし，クラスＭＣ容器にあっては設

計・建設規格 付録材料図表Part5 表3 に

規定される値 

また，耐圧部テンションボルトについて

は，クラスＭＣにあっては設計・建設規

格 付録材料図表 Part5 表4 に規定され

る値。その他については設計・建設規格 

付録材料図表 Part5 表7 に規定される値 

Ｆ : 設計・建設規格 SSB-3121.1(1)により規定される値 

Ｆ＊ : 設計・建設規格 SSB-3121.3 の規定により，SSB-

3121(1)a.におけるＳｙ及びＳｙ（ＲＴ）を1.2Ｓｙ及び

1.2Ｓｙ（ＲＴ）に読み替えた値 

Ｓｈ: 高使用温度における許容引張応力  

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6 に規

定される値 

ｆｔ: 許容引張応力 支持構造物（ボルト等を除く｡）に対して

設計・建設規格SSB-3121.1(1)により規定

される値｡ボルト等に対して設計・建設規

 

 

 

Ｓｙ ：設計降伏点「発電用原子力設備規格 設計・建設規格

(2005 年版(2007 年追補版を含む))JSME S NC1-2005/2007」(以

下「JSME S NC1」という。)付録材料図表 Part5 表 8に規定さ

れる値 

Ｓｕ ：設計引張強さ「JSME S NC1」付録材料図表 Part5 表 9 に

規定される値 

Ｓｍ ：設計応力強さ「JSME S NC1」付録材料図表 Part5 表 1 に

規定される値 

 

 

 

Ｓ：許容引張応力「JSME S NC1」付録材料図表 Part5 表 5 又は

表 6に規定される値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆｔ：許容引張応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して

「JSME S NC1」SSB-3121.1 により規定される値 

ボルト等に対しては，「JSME S NC1」SSB-3131により規定され

 

 

 

引用文献を明確

化し，記載の適

正化として図書

内での表現を統

一した。以下同

様。 

 

 

 

 

 

記載の適正化と

して，図書内で

の表現を統一し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

337



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(28／136) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
格 SSB-3131(1)により規定される値 

ｆｓ : 許容せん断応力 支持構造物（ボルト等を除く。）に対

して設計・建設規格SSB-3121.1(2)に

より規定される値。ボルト等に対して

は，設計・建設規格SSB-3131(2)によ

り規定される値 

ｆｃ : 許容圧縮応力 支持構造物（ボルト等を除く｡）に対して

設計・建設規格SSB-3121.1(3)により規

定される値 

ｆｂ : 許容曲げ応力 支持構造物（ボルト等を除く。）に対し

て設計・建設規格SSB-3121.1(4)により

規定される値 

ｆｐ : 許容支圧応力 支持構造物（ボルト等を除く。）に対し

て設計・建設規格SSB-3121.1(5)により

規定される値 

ｆｔ
＊，ｆｓ

＊，ｆｃ
＊，ｆｂ

＊，ｆｐ
＊： 

上記のｆｔ，ｆｓ，ｆｃ，ｆｂ，ｆｐの値を算出する際に

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8 に規定する

値とあるのを設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表

8に規定する値の1.2 倍の値と読み替えて計算した

値。ただし，その他の支持構造物の上記ｆｔ～ｆｐ
＊に

おいては，設計・建設規格 SSB-3121.1(1)a のＦ値は

Ｓｙ及び0.7Ｓｕのいずれか小さい方の値。ただし，使

用温度が40℃を超えるオーステナイト系ステンレス鋼

及び高ニッケル合金にあっては，1.35Ｓｙ，0.7Ｓｕ又

はＳｙ(RT)のいずれか小さい方の値。また，Ｓｙ(RT)

は40℃における設計降伏点の値 

ＴＬ : 形式試験により支持構造物が破損するおそれのある荷重

る値 

ｆｓ：許容せん断応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対

して「JSME S NC1」SSB-3121.1 により規定される値 

ボルト等に対しては，「JSME S NC1」SSB-3131により規定され

る値 

ｆｃ：許容圧縮応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して

「JSME S NC1」SSB-3121.1 により規定される値 

ｆｂ：許容曲げ応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して

「JSME S NC1」SSB-3121.1 により規定される値 

ｆｐ：許容支圧応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して

「JSME S NC1」SSB-3121.1 により規定される値 

ｆｔ
*，ｆｓ

*，ｆｃ
*，ｆｂ

*，ｆｐ
*： 

上記のｆｔ，ｆｓ，ｆｃ，ｆｂ，ｆｐの値を算出する際

に「JSME S NC1」SSB-3121.1(1)a.本文中「Ｓｙ」及び

「Ｓｙ(RT)」とあるのを「1.2Ｓｙ」及び「1.2Ｓｙ

(RT)」と読み替えて算出した値(「JSME S NC1」SSB-

3121.3及びSSB-3133)。ただし，その他の支持構造物

の上記ｆｔ～ｆｐ
＊においては，設計・建設規格 SSB-

3121.1(1)a のＦ値はＳｙ及び0.7Ｓｕのいずれか小さい

方の値。ただし，使用温度が40℃を超えるオーステナ

イト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあっては，

1.35Ｓｙ，0.7Ｓｕ又はＳｙ(RT)のいずれか小さい方の

値。また，Ｓｙ(RT)は40℃における設計降伏点の値。

なお，上記において「JSME S NC1」付録材料図表

Part5表1，表5，表6，表8及び表9に値の記載がない場

合は，別途定められた規格・基準等を準用することと

する。 

ＴＬ : 形式試験により支持構造物が破損するおそれのある荷重

記載の適正化と

して，図書内で

の表現を統一し

た。 

記載の適正化と

して，図書内で

準用規格の表現

を統一した。
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(29／136) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(N)（同一仕様につき3 個の試験の 小値又は1 個の試

験の90%） 

Ｓｙｄ : 高使用温度における設計降伏点  

設計・建設規格 付録材料図表Part5 表8 に規定され

る値 

Ｓｙｔ : 試験温度における設計降伏点  

設計・建設規格 付録材料図表Part5 表8 に規定され

る値 

ＡＳＳ : オーステナイト系ステンレス鋼 

ＨＮＡ : 高ニッケル合金 

Ｌ : 活荷重 

Ｐ１ : 運転時圧力荷重 

Ｒ１ : 運転時配管荷重 

Ｔ１ : 運転時温度荷重 

Ｐ２ : 異常時圧力荷重 

Ｒ２ : 異常時配管荷重 

Ｔ２ : 異常時温度荷重 

Ｐ３ : 重大事故等時圧力荷重（重大事故等時の状態で長期的

（長期（Ｌ））に作用する圧力荷重） 

Ｒ３ : 重大事故等時配管荷重（重大事故等時の状態で長期的

（長期（Ｌ））に作用する配管荷重） 

Ｐ４ : 重大事故等時圧力荷重（重大事故等時の状態で長期的

（長期（Ｌ））より更に長期的（長期（ＬＬ））に作

用する圧力荷重） 

Ｒ４ : 重大事故等時配管荷重（重大事故等時の状態で長期的

（長期（Ｌ））より更に長期的（長期（ＬＬ））に作

用する配管荷重） 

Ｋｄ : 弾性設計用地震動Ｓｄにより定まる地震力又はＳクラス

設備に適用される静的地震力 

ＫＳＡｄ : 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力 

ＫＳ : 基準地震動Ｓｓにより定まる地震力 

Ｆｃ : コンクリートの設計基準強度 

(N)（同一仕様につき3 個の試験の 小値又は1 個の試

験の90%） 

Ｓｙｄ : 高使用温度における設計降伏点  

設計・建設規格 付録材料図表Part5 表8 に規定される

値 

Ｓｙｔ : 試験温度における設計降伏点  

設計・建設規格 付録材料図表Part5 表8 に規定される

値 

ＡＳＳ : オーステナイト系ステンレス鋼 

ＨＮＡ : 高ニッケル合金 

なお，重大事故等対処施設の記号の説明については，後次回

申請以降で申請する。 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(30／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 
 

 (比較対象無し) 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(31／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 
 

 (比較対象無し) 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(32／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(33／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

 (比較対象無し) 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(34／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(35／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(36／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(37／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

 (比較対象無し) 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(38／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

① 容器 

a．Ｓクラス 
耐

震 

重

要

度 

荷重の 

組合せ 

許容限界＊1 

一次一般膜

応力 

一次膜応力

＋一次曲げ

応力 

一次＋ 

二次応力 

一次＋ 

二次＋ 

ピーク応力 

Ｓ 

Ｄ＋ 

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

Ｓｄ 

Ｓｙと 0.6Ｓ

ｕの小さい

方。 

ただし，Ａ

ＳＳ及びＨ

ＮＡについ

ては上記値

と 1.2Ｓと

の大きい

方。 

左欄の 1.5

倍の値 

Ｓｄ又はＳＳ地震動のみに

よる疲労解析を行い，疲労

累積係数が 1.0 以下である

こと。ただし，地震動のみ

による一次＋二次応力の変

動値が 2Ｓｙ以下であれば

疲労解析は不要。＊2 
Ｄ＋ 

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

ＳＳ 

0.6Ｓｕ 
左欄の 1.5

倍の値 

 

＊1：座屈に対する評価が必要な場合には，JEAG4601—1987 第

2 種容器(クラス MC 容器)の座屈に対する計算式による。 

＊2：２Syを超える場合は弾塑性解折を行う。この場合，

「JSME S NC1」PVB-3300(PVB-3313 を除く。Smは 2／3 Syと

読み替える。)の簡易弾塑性解析を用いる。 

 

 

 

 

事業変更許可申

請書との整合性

を図るために

「Ⅳ-1-1 耐震設

計の基本方針」

に合わせた記載

とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化と

して，図書間の

整合を図るため

に「Ⅳ-1-1 耐震

設計の基本方

針」に合わせた

記載とした。 

 

非常用炉心冷却

系等に用いるＰＤ

及びＭＤについて

は，運転状態が

規定されている
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(39／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
先行炉特有の条

件であり，再処

理施設において

はＰＤ及びＭＤの

荷重を用いた設

計は行わないこ

とから記載して

いない。 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(40／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 

ｂ．（重大事故等対処設備(Ｓクラス)）  

重大事故等対処設備の荷重の組合せ及び許容限界について

は，後次回申請以降で申請する。 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(41／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(42／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(43／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

② 配管系 

ａ．Ｓクラス 

 

設

備

分

類 

荷重

の 

組合

せ 

許   容   限   界 

一次一般膜

応 力 

一次応力 

(曲げ応力

を含む。) 

一 次 ＋ 

二次応力 

一 次 ＋ 

二 次 ＋ 

ピーク応

力 

配
管(

ダ
ク
ト
を
除
く
。)

 

Ｓ 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

Ｓｄ 

Ｓｙと 0.6

Ｓｕの小さ

い方。 

ただし，Ａ

ＳＳ及びＨ

ＮＡについ

ては上記値

と 1.2Ｓと

の大きい

方。＊1  

Ｓｙ 

ただし，Ａ

ＳＳ及びＨ

ＮＡについ

ては上記値

と 1.2Ｓと

の大きい

方。 

Ｓｄ又はＳＳ地震動のみ

による疲労解析を行

い，疲労累積係数が

1.0 以下であること。

ただし，地震動のみに

よる一次＋二次応力の

変動値が 2Ｓｙ以下であ

れば疲労解析は不要。＊

2 
Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

ＳＳ 

0.6Ｓｕ
＊1 

左欄の 1.5

倍の値 

ダ 

ク 

ト 

Ｓ 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

Ｓｄ 

地震時の加

速度及び相

対変位に対

し機能が保

たれるよう

サポートの

スパン長＊3

を 大許容

ピッチ以下

に確保する

こと。 

－ － － 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

ＳＳ 

 

＊1：軸力による全断面平均応力については，配管(ダクトを除

く。)におけるＳｄとの荷重の組合せの一次一般膜応力の許

容値の 0.8 倍の値とする。 

＊2：２Ｓｙを超える場合は弾塑性解折を行う。この場合，

「JSME S NC1」PPB-3536(1)，(2)，(4)及び(5) (ただし，

Smは 2／3 Syと読み替える。)の簡易弾塑性解析を用いる。 

 

 

 

 

事業変更許可申

請書との整合性

を図るために

「Ⅳ-1-1 耐震設

計の基本方針」

に合わせた記載

とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダクトについて

は 46/136 ページ

に記載。 

 

 

 

 

 

 

 

非常用炉心冷却

系等に用いるＰＤ

及びＭＤについて

は，運転状態が

規定されている
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(44／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
＊3：支持間隔を座屈限界長さ以下に設定する。 

 

先行炉特有の条

件であり，再処

理施設において

はＰＤ及びＭＤの

荷重を用いた設

計は行わないこ

とから記載して

いない。 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(45／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

ｂ．（重大事故等対処設備（Ｓクラス）） 

重大事故等対処設備の荷重の組合せ及び許容限界について

は，後次回申請以降で申請する。 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(46／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

【再掲】※ダクト部分の比較 

② 配管系 

a．Ｓクラス 

 

耐

震 

重

要

度 

荷重

の 

組合

せ 

許   容   限   界 

一次一般膜

応 力 

一次応力 

(曲げ応力

を含む。) 

一 次 ＋ 

二次応力 

一 次 ＋ 

二 次 ＋ 

ピーク応

力 

配
管(

ダ
ク
ト
を
除
く
。)

 

Ｓ 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

Ｓｄ 

Ｓｙと 0.6

Ｓｕの小さ

い方。 

ただし，Ａ

ＳＳ及びＨ

ＮＡについ

ては上記値

と 1.2Ｓと

の大きい

方。＊1  

Ｓｙ 

ただし，Ａ

ＳＳ及びＨ

ＮＡについ

ては上記値

と 1.2Ｓと

の大きい

方。 

Ｓｄ又はＳＳ地震動のみ

による疲労解析を行

い，疲労累積係数が

1.0 以下であること。

ただし，地震動のみに

よる一次＋二次応力の

変動値が 2Ｓｙ以下であ

れば疲労解析は不要。＊

2 
Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

ＳＳ 

0.6Ｓｕ
＊1 

左欄の 1.5

倍の値 

ダ 

ク 

ト 

Ｓ 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

Ｓｄ 

地震時の加

速度及び相

対変位に対

し機能が保

たれるよう

サポートの

スパン長＊3

を 大許容

ピッチ以下

に確保する

こと。 

－ － － 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

ＳＳ 

 

＊1：軸力による全断面平均応力については，配管(ダクトを除

く。)におけるＳｄとの荷重の組合せの一次一般膜応力の許

容値の 0.8 倍の値とする。 

＊2：２Ｓｙを超える場合は弾塑性解折を行う。この場合，

「JSME S NC1」PPB-3536(1)，(2)，(4)及び(5) (ただし，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダクトについて

第 5種管

（JEAG4601）の

規定を準用した

記載とした。 

 

 

非常用炉心冷却

系等に用いるＰＤ

及びＭＤについて

は，運転状態が
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(47／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
Smは 2／3 Syと読み替える。)の簡易弾塑性解析を用いる。 

＊3：支持間隔を座屈限界長さ以下に設定する。 

規定されている

先行炉特有の条

件であり，再処

理施設において

はＰＤ及びＭＤの

荷重を用いた設

計は行わないこ

とから記載して

いない。 

ダクトにおける

機能が保たれる

サポートのスパ

ン長とは支持間

隔が座屈限界長

さ以下のスパン

長にすることに

ついて記載し

た。 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(48／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

 (比較対象無し) 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(49／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

 (比較対象無し) 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(50／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

 (比較対象無し) 

360



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(51／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

③ ポンプ 

ａ．Ｓクラス 
耐

震 

重

要

度 

荷重

の 

組合

せ 

許   容   限   界 

一次一般

膜応力 
一次応力 

一 次 ＋ 

二 次 応 力 

一 次 ＋ 

二 次 ＋ 

ピ ー ク 応 力 

Ｓ 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

Ｓｄ 

Ｓｙと 0.6

Ｓｕの小

さい方。 

ただし，

ＡＳＳ及

びＨＮＡ

について

は上記値

と 1.2Ｓ

との大き

い方。 

左欄の 

1.5 倍の値 

Ｓｄ又はＳｓ地震動のみによる疲

労解析を行い，疲労累積係数が 1.0

以下であること。ただし，地震動

のみによる一次＋二次応力の変動

値が２Sy以下であれば疲労解析は不

要。＊1 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

ＳＳ 

0.6Ｓｕ 
左欄の 

1.5 倍の値 

 

＊1：２Syを超える場合は弾塑性解折を行う。この場合，

「JSME S NC1」PVB-3300(PVB-3313 を除く。Smは 2／3 Sy

と読み替える。)の簡易弾塑性解析を用いる。 

 

ポンプについて

第 3種ポンプ

（JEAG4601）の

規定を準用した

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常用炉心冷却

系等に用いるＰＤ

及びＭＤについて

は，運転状態が

規定されている

先行炉特有の条

件であり，再処

理施設において

はＰＤ及びＭＤの

荷重を用いた設

計は行わないこ

とから記載して

いない。 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(52／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 

ｂ．（重大事故等対処設備（Ｓクラス）） 

重大事故等対処設備の荷重の組合せ及び許容限界について

は，後次回申請以降で申請する。 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(53／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 

363



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(54／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 

364



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(55／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

 (比較対象無し) 

365



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(56／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

 (比較対象無し) 

366



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(57／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
比較対象無し 

 

④ 弁(弁箱) 

耐震 

重要

度 

荷重

の 

組合

せ 

許   容   限   界 

一次一般

膜応力 
一次応力 

一 次 ＋ 

二次応力 

一 次 ＋ 

二 次 ＋ 

ピ ー ク 応 力 

Ｓ 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

Ｓｄ 

――――――――――――――――――       ＊1 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

ＳＳ 

Ｂ 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

ＳＢ 

Ｃ 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

ＳＣ 

 

＊：バルブの肉厚が接続配管と同等の場合で，特に大きな駆動

部を有する電動弁，空気作動弁については，「JSME S 

NC1」VVB-3300 の評価を行う。ただし，地震時に過大な応

力の発生を防ぐ処置が講じられているものは，この限りで

はない。 

弁について，そ

の他の弁の規定

を準用した記載

とした。 

 

367



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(58／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 

368



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(59／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 

369



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(60／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 

370



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(61／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 

371



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(62／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 

372



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(63／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 

373



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(64／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 

374



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(65／136) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(比較対象無し) 

375



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(66／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 

376



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(67／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 

377



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(68／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

 

 

 

 

支持構造物につ

いて，その他の

支持構造物を準

用した記載とし

た。 

378



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(69／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 

379



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(70／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

 (比較対象無し) 

380



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(71／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 

381



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(72／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

 (比較対象無し) 

382



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(73／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 

383



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(74／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (比較対象無し) 

384



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(75／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 (比較対象無し) 

385



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(76／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 

 

 先行炉における

文章での記載内

容を表の形式に

纏めて記載し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

386



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(77／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 

 

76/136 に纏めて

記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

387



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(78／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 
 

 

76/136 に纏めて

記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

388



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(79／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 
 

76/136 に纏めて

記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

389



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(80／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 
 

 

 

 

76/136 に纏めて

記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(81／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 
 

 

 

 

 

 

76/136 に纏めて

記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

391



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(82／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 
 

 

 

76/136 に纏めて

記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

392



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(83／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 
 

 

 

76/136 に纏めて

記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

393



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(84／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 

 

 

76/136 に纏めて

記載した。 

394



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(85／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
ナ. 燃料集合体（燃料被覆管） 

 
注記＊1：せん断ひずみエネルギー説に基づく相当応力に対し

て評価する。 

＊2：使用温度及び照射の効果を考慮して許容値を設定す

る。 

 

 再処理施設にお

いては未臨界状

態で核燃料物質

を取り扱うこ

と，原子炉格納

容器のような高

温，高圧環境で

の取り扱いが無

いことから記載

していない。 

395



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(86／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

① 容器 

ｃ．Ｂ，Ｃクラス 
耐震 

重要度 

荷重の 

組合せ 

許容限界 

一次一般膜応力 一次応力 

Ｂ 
Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋ＳＢ 

Ｓｙと 0.6Ｓｕの小さい

方。 

ただし，ＡＳＳ及びＨ

ＮＡについては上記値

と 1.2Ｓとの大きい

方。 

Ｓｙ 

ただし，ＡＳＳ及びＨ

ＮＡについては上記値

と 1.2Ｓとの大きい

方。 Ｃ 
Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋ＳＣ 

 

 

 

 

差異なし。 

396



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(87／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
  

ｄ．（重大事故等対処設備（Ｂ，Ｃクラス）） 

重大事故等対処設備の荷重の組合せ及び許容限界について

は，後次回申請以降で申請する。 

 

 

 

397



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(88／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

 (比較対象無し) 

398



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(89／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 

399



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(90／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 

② 配管系 

ｃ．Ｂ，Ｃクラス 

 

耐

震

重

要

度 

荷重の 

組合せ 

許   容   限   界 

一 次 一 般 膜 応 力 一 次 応 力 

配
管(

ダ
ク
ト
を
除
く
。)

 

Ｂ 
Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋ＳＢ Ｓｙと 0.6Ｓｕの小さい

方。 

ただし，ＡＳＳ及びＨ

ＮＡについては上記値

と 1.2Ｓとの大きい方
＊1。 

Ｓｙ 

ただし，ＡＳＳ及びＨ

ＮＡについては上記値

と 1.2Ｓとの大きい

方。 

Ｃ 
Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋ＳＣ 

ダ
ク
ト 

Ｂ 
Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋ＳＢ 地震時の加速度及び相

対変位に対し機能が保

たれるようサポートの

スパン長＊2を 大許容

ピッチ以下に確保する

こと。 

－ 

Ｃ 
Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋ＳＣ 

 

＊1：軸力による全断面平均応力については，Ｓクラスの配管

(ダクトを除く。)におけるＳｄとの荷重の組合せの一次一

般膜応力の許容値の 0.8 倍の値とする。 

＊2：支持間隔を座屈限界長さ以下に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化と

して図書内での

表現を統一した 

 

400



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(91／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
  

ｄ．（重大事故等対処設備（Ｂ，Ｃクラス）） 

重大事故等対処設備の荷重の組合せ及び許容限界について

は，後次回申請以降で申請する。 

 

 

 

401



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(92／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 

 

402



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(93／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

③ ポンプ 

b．Ｂ，Ｃクラス 

耐

震 

重

要

度 

荷重の 

組合せ 

許  容  限  界 

一次一般膜応力 
一 次 応 力 

(曲げ応力を含む。) 

Ｂ 
Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋ＳＢ Ｓｙと 0.6Ｓｕの 

小さい方。 

ただし，ＡＳＳ及びＨＮ

Ａについては上記値と

1.2Ｓとの大きい方。 

Ｓｙ 

ただし，ＡＳＳ及びＨＮ

Ａについては上記値と

1.2Ｓとの大きい方。 

Ｃ 
Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋ＳＣ 

 

差異無し。 

403



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(94／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 

 

 

 

(比較対象無し) 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(95／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(96／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

 支持構造物につ

いて，その他の

支持構造物を準

用した記載とし

た。 

 

 

406



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(97／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
  

ｂ．重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備の荷重の組合せ及び許容限界について

は，後次回申請以降で申請する。 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(98／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 
 

 (比較対象無し) 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(99／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 
 

 

 

 

(比較対象無し) 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(100／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 

 

 

(比較対象無し) 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(101／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

 (比較対象無し) 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(102／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(103／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 

 (比較対象無し) 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(104／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(105／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(106／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(107／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 (比較対象無し) 

 

417



別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(108／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

 

（4）地盤 

（安全機能を有する施設） 
 荷重の組合せ 許容限界 

Ｓクラス 

Ｄ＋Ｌ＋Ｓｄ 短期許容支持力度とする。 

Ｄ＋Ｌ＋Ｓｓ 
極限支持力度に対して妥当な安全

余裕を持たせる。 

Ｂクラス Ｄ＋Ｌ＋ＳＢ 短期許容支持力度とする。 

Ｃクラス Ｄ＋Ｌ＋ＳＣ 短期許容支持力度とする。 

記号の説明 

Ｄ ：固定荷重 

Ｌ ：積載荷重 

Ｓｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

Ｓｓ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

ＳＢ ：耐震Ｂクラスの施設に適用される地震 

ＳＣ ：耐震Ｃクラスの施設に適用される地震力 

 

記号は図書内で

統一した記載と

した。 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(109／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

（重大事故等対処施設）  

重大事故等対処設備の荷重の組合せ及び許容限界について

は，後次回申請以降で申請する。 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(110／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
  

第 3.-2 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設 荷重

の組合せ及び許容限界  

(1) 建物・構築物  

地震を要因とする重大事故等に対する施設の荷重の組合せ及

び許容限界については，後次回申請以降で申請する。 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(111／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 (2) 機器・配管系  

記号の説明 

地震を要因とする重大事故等に対する施設の記号の説明につ

いては，後次回申請以降で申請する。 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(112／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
  

 

① 容器  

地震を要因とする重大事故等に対する施設の荷重の組合せ及

び許容限界については，後次回申請以降で申請する。 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(113／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
  

② 配管系  

地震を要因とする重大事故等に対する施設の荷重の組合せ及

び許容限界については，後次回申請以降で申請する。 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(114／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 ③ ポンプ  

地震を要因とする重大事故等に対する施設の荷重の組合せ及

び許容限界については，後次回申請以降で申請する。 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(115／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 ④ 弁(弁箱) 

地震を要因とする重大事故等に対する施設の荷重の組合せ及

び許容限界については，後次回申請以降で申請する。 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(116／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
  

⑤支持構造物  

地震を要因とする重大事故等に対する施設の荷重の組合せ及

び許容限界については，後次回申請以降で申請する。 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(117／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
  

⑥埋め込み金物  

地震を要因とする重大事故等に対する施設の荷重の組合せ及

び許容限界については，後次回申請以降で申請する。 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(118／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
  

第 3.-3 表 地震力と積雪荷重及び風荷重の組合せ 

（1）考慮する荷重の組合せ 

項目 
施設の配

置 

荷重 

積雪荷重 1) 風荷重 1) 

建物・構

築物 
屋外 2) 〇3) 〇4) 

機器・配

管系 

屋内 － － 

屋外 2) 〇3) 〇4) 

1)：組み合わせる荷重は，添付書類「Ⅵ－１－１

－１－１－１ 再処理施設の自然現象等によ

る損傷の防止に関する基本方針」に基づくも

のとし，積雪荷重については，六ヶ所村統計

書における観測記録上の極値 190 cm に，「建

築基準法施行令」第八十二条に定めるところ

の建築基準法の多雪区域における積雪荷重と

地震荷重の組合せを適用して，平均的な積雪

荷重を与えるための係数 0.35 を考慮する。ま

た，風荷重については，「Ｅの数値を算出す

る方法並びにＶＤ及び風力係数を定める件」

(平成 12 年 5 月 31 日建設省告示第 1454 号)

に定められた六ヶ所村の基準風速 34 m/s とす

る。なお，風荷重は平均的な風荷重とするた

め，ガスト影響係数 Gf は 1 とする。 

 

図書内で表現を

統一した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次頁の内容を包

括して記載し

た。 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(119／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
2)：風荷重の影響が大きいと考えられる鉄骨架構

及びそれに類する構造物について，組合せを

考慮する。 

3)：積雪による受圧面積が小さい施設，又は埋設

構造物等常時の荷重に対して積雪荷重の割合

が無視できる施設を除く。 

4)：屋外に設置されている施設のうち，コンクリ

ート構造物等の自重が大きい施設を除く。 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(120／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 

（2）検討対象の施設・設備 

 
施設・設備※ 

風荷重 積雪荷重 

建物・構築物 
・安全冷却水Ｂ冷却塔

飛来物防護ネット 

・安全冷却水Ｂ冷却塔

飛来物防護ネット 

機器・配管系  安全冷却水Ｂ冷却塔  安全冷却水Ｂ冷却塔 

※後次回申請以降の設備については，後次回申請において示す。 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(121／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

 

 
 

図書内で表現を

統一した。 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(122／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
3.2 変位，変形の制限 

発電用原子炉施設として設置される建物・構築物，機器・配

管系の設計に当たっては，剛構造とすることを原則としてお

り，地震時にこれらに生じる応力を許容応力値以内に抑えるこ

とにより，変位，変形に対しては特に制限を設けなくても機能

は十分維持されると考えられる。 

しかしながら，地震により生起される変位，変形に対し設計

上の注意を要する部分については以下のような配慮を行い，設

備の機能維持が十分果たされる設計とする。 

 

(1) 建物間相対変位に対する配慮 
原子炉格納容器を貫通する配管，ダクト等，又は異なった建

物間を渡る配管等の設計においては，十分安全側に算定された

建物間相対変位に対し，配管ルート，支持方法又は伸縮継手の

採用等でこれを吸収できるように配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 燃料集合体の変位に対する配慮 

地震時における原子炉スクラム時，燃料集合体の地震応答変

位は制御棒の挿入時間に影響を与える。そのため，炉心を模擬

した実物大の部分モデルによる加振時制御棒挿入試験結果から

挿入機能に支障を与えない 大燃料集合体変位を求め，地震応

答解析から求めた燃料集合体変位がその 大燃料集合体変位を

下回ることを確認する。 

 

 

 

 

 

4. 変位，変形の制限 

再処理施設として設置される建物・構築物，機器・配管系の

設計に当たっては，剛構造とすることを原則としており，地震

時にこれらに生じる応力を許容応力値以内に抑えることによ

り，変位，変形に対しては特に制限を設けなくても機能は十分

維持されると考えられる。 

しかしながら，地震により生起される変位，変形に対し設計

上の注意を要する部分については以下のような配慮を行い，設

備の機能維持が十分果たされる設計とする。 

 

4.1  建物間相対変位に対する配慮 

異なった建物間を渡る配管系の設計においては，十分安全側

に算定された建物間相対変位に対し配管ルート，支持方法又は

伸縮継手の採用等でこれを吸収できるように考慮する。 

 

4.2  形状寸法管理に対する配慮 

形状寸法管理を行う設備のうち，平常運転時その破損又は機

能喪失により臨界を起こすおそれのあるものであって，地震時

において発生する変形量を制限する必要があるものは，これら

を配慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界防止の安全

機能を維持する

ための設計上の

配慮事項を記載

した。 

 

 

再処理施設で

は，先行炉のよ

うに未臨界へ移

行させる機能を

有する制御棒に

類似した施設は

存在しないもの

の，未臨界状態

で核燃料物質を

取り扱う施設で

あることから

「4.2 形状寸法
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(123／136) 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ライナ部のひずみに対する配慮 

原子炉格納容器の底部に設置されるライナ部はコンクリート

部の変形及びコンクリートとの温度差により生じる強制ひずみ

に対し，原子炉格納容器の気密性に影響するような有意なひず

みが生じることはない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理に対する配

慮」に基づき，

燃料貯蔵ラック

等に臨界安全設

計上の制限寸法

を設定して未臨

界を維持する設

計としている。 

 

原子炉格納容器

のように，設計

基準事故時にお

いて温度が大き

く変化し，気密

性に影響を与え

るような施設は

存在しないこと

から記載してい

ない。 
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別紙４－７ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(124／136) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
4. 機能維持

4.1 動的機能維持

動的機能が要求される機器は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設

計の基本方針の概要」のうち「5.2(1) 動的機能維持」の考え

方に基づき，地震時及び地震後において，その機器に要求され

る安全機能を維持するため，設計基準対象施設の耐震重要度分

類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震動に対し

て，その機能種別により制御棒挿入機能に係る機器，回転機器

及び弁に分類し，それぞれについて，以下の方法により機能維

持を満足する設計とする。 

(1) 制御棒挿入機能に係る機器

地震時における制御棒の挿入性（制御棒が目安とする設計時

間内に挿入できること）については，炉心を模擬した実物大の

部分モデルによる加振時制御棒挿入試験結果等から駆動機能が

地震時にも維持されることを確認する。 

(2) 回転機器及び弁

地震時及び地震後に動作機能の維持が要求される回転機器及

び弁については，設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大

事故等対処施設の施設区分に応じた地震動による応答加速度

が，加振試験等の既往の研究によって機能維持を確認した加速

度（以下「動的機能確認済加速度」という。）以下とするか，

もしくは応答加速度による解析等により機能維持を満足する設

計とする。動的機能確認済加速度を超える場合には，詳細検討

により機能維持を満足する設計とする。標準的な機種の動的機

能確認済加速度を表4-1に示す。 

表4-1の適用形式を外れる場合は，地震時の応答加速度が地

震動を模擬した加振試験又は設備が十分に剛であることを踏ま

え，地震動による応答を模擬した静的荷重試験によって得られ

る，機能維持を確認した加速度以下であること，又は既往知見

に基づいた解析により機能維持を満足する設計とする。 

4. 機能維持

4.1  動的機能維持

動的機能が要求される機器は，添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震

設計の基本方針」のうち「5.2(1) 動的機能維持」の考え方に

基づき，地震時及び地震後において，その機器に要求される安

全機能を維持するため，安全機能を有する施設の耐震重要度分

類に応じた地震力に対して，その機能種別により回転機器及び

弁に分類し，それぞれについて，以下の方法により機能維持を

満足する設計とする。

具体的な評価手順については第 5.-1 図に示す。

(1) 回転機器及び弁

地震時及び地震後に動作機能の維持が要求される回転機器及

び弁については，設計基準対象施設の耐震重要度分類に応じた

地震動による応答加速度が，加振試験等の既往の研究によって

機能維持を確認した加速度（以下「動的機能確認済加速度」と

いう。）以下とするか，もしくは応答加速度による解析等によ

り機能維持を満足する設計とする。動的機能確認済加速度を超

える場合には，詳細検討により機能維持を満足する設計とす

る。標準的な機種の動的機能確認済加速度を第4.1-1表に示

す。 

第4.1-1表の適用形式を外れる場合は，地震時の応答加速度

が地震動を模擬した加振試験又は設備が十分に剛であることを

踏まえ，地震動による応答を模擬した静的荷重試験によって得

られる，機能維持を確認した加速度以下であること，又は既往

知見に基づいた解析により機能維持を満足する設計とする。 

再処理施設にお

いて制御棒挿入

機能に係る機器

は存在しないこ

とから記載して

いない。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
具体的な動的機能維持評価について，以下に示す。 

a. クラス２ポンプ，クラス３ポンプ，その他のポンプ及び重

大事故等クラス２ポンプ（クラス２，３，その他のポンプ）に

ついて 

地震時及び地震後に動的機能維持を要求されるポンプについ

ては，次のいずれかにより，必要な機能を有することを確認す

る。また，クラス１ポンプについては，地震時及び地震後にお

いて，動的機能を必要としないが，地震によって軸固着が生じ

ないことを同様の方法で確認する。 

(a) 計算による機能維持の評価 

静的若しくは動的解析により地震荷重を求め，軸受に負荷す

る荷重が，軸受の許容荷重以内であることを確認する。また，

その他の必要な機能についても計算により確認する。 

 

 

(b) 実験による機能維持の評価 

地震を模擬した加振試験又は地震時に作用する相当荷重を模

擬した静的実験により，機能維持の確認をする。 

 

b. クラス１弁，クラス２弁及び重大事故等クラス２弁（クラ

ス１弁，クラス２弁）について 

地震時及び地震後に動的機能維持を要求される弁について

は，次のいずれかにより，必要な機能を有することを確認す

る。 

(a) 計算による機能維持の評価 

次にいずれかにより，弁の設計荷重を決める。 

イ. 配管系の解析により，弁の 大加速度を求める。 

ロ. あらかじめ弁に対して許容設計加速度を定める。 

これらのいずれかにより，与えられた設計荷重により，ヨー

ク，弁本体，ステム等のうち，もっとも機能に影響の強い部分

（一般にはボンネット付根部）の応力等が降伏点，又は機能維

持に必要な限界値を超えないことを確認する。 

 

(b) 実験による機能維持の評価 

具体的な動的機能維持評価について，以下に示す。 

a. ポンプ，ブロワ類について 

 

 

地震時及び地震後に動的機能維持を要求されるポンプにつ

いては，次のいずれかにより，必要な機能を有することを確

認する。 

 

 

(a) 計算による機能維持の評価 

静的若しくは動的解析により地震荷重を求め，軸受に負

荷する荷重が，軸受の許容荷重以内であることを確認す

る。また，その他の必要な機能についても計算により確認

する。 

 

(b) 実験による機能維持の評価 

地震を模擬した加振試験又は地震時に作用する相当荷重

を模擬した静的実験により，機能維持の確認をする。 

 

b. 弁について 

 

地震時及び地震後に動的機能維持を要求される弁について

は，次のいずれかにより，必要な機能を有することを確認す

る。 

(a) 計算による機能維持の評価 

次にいずれかにより，弁の設計荷重を決める。 

イ. 配管系の解析により，弁の 大加速度を求める。 

ロ. あらかじめ弁に対して許容設計加速度を定める。 

これらのいずれかにより，与えられた設計荷重により，

ヨーク，弁本体，ステム等のうち，もっとも機能に影響の

強い部分（一般にはボンネット付根部）の応力等が降伏

点，又は機能維持に必要な限界値を超えないことを確認す

る。 

(b) 実験による機能維持の評価 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
地震を模擬した加振試験又は地震時に作用する相当荷重を模

擬した静的実験により，機能維持の確認をする。 

地震を模擬した加振試験又は地震時に作用する相当荷重

を模擬した静的実験により，機能維持の確認をする。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
  

 
注記 ＊1：加振試験より得た機能確認済加速度等を含む 

＊2：補強・交換等による対策 

 

第 4.1-1 図 評価手順 

再処理施設にお

ける動的機能維

持の評価手順を

記載した。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 
 

第 4.1-1 表 動的機能確認済加速度 

種別 機種 
加速度 

確認部位 

機能確認済加速度 

(×9.8ｍ/ｓ2) 

水平 

方向 

鉛直 1) 

方向 

横形ポン

プ 1) 

横形単段遠心式ポン

プ 

軸位置 

3.2 

(軸直角

方向) 

1.4 

(軸方向) 

1.0 
横形多段遠心式ポン

プ 

電動機 

横形ころがり軸受電

動機 

軸受部 

4.7 

1.0 

横形すべり軸受電動

機 
2.6 

立形ころがり軸受電

動機 
2.5 

立形すべり軸受電動

機 

ファン 

遠心直結型ファン 

メカニカル

シールケー

シング 2.3 

1.0 

軸受部 
遠心直動型ファン 2.6 

軸流式ファン 2.4 

冷凍機 

ターボ式冷凍機 
圧縮機軸受

部 
2.2 

1.0 
スクリュー式冷凍機 圧縮機部 2.25 

往復動式冷凍機 シリンダ部 1.9 

非常用 

ディーゼ

ル 

発電機 

高速形ディーゼル機

関 2) 

機関重心位

置 
1.1 

1.0 

ガバナ取付

位置 
1.8 

中速形ディーゼル機

関(1)2) 

機関重心位

置 
1.1 

ガバナ取付

位置 
1.8 

中速形ディーゼル機

関(2)2) 

機関重心位

置 
1.71) 

ガバナ取付

位置 
1.81) 

制御用 Ⅴ形２気筒圧縮機 シリンダ部 2.2 1.0 

第 1 回申請にお

いては，後次回

申請範囲を含め

た全体像を示す

必要があるた

め，東海第二の

記載に合わせ，

再処理施設に用

いている動的機

能確認済加速度

について記載し

た。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
空気 

圧縮機 
立形単気筒圧縮機 

弁 

一般弁 3) 

駆動部 
6.0 

6.0 一般弁(逆止弁) 

ゴムダイヤフラム弁 2.7  

ダンパ 

空気作動式ダンパ 

ケーシング 

重心位置 
3.6 

1.0 

ベーン取付

位置 
5.0 

電動式ダンパ 

ケーシング 

重心位置 
3.2 

ベーン取付

位置 
3.5 

ブロワ ルーツ式ブロワ 

軸シール 

(メカニカ

ル) 

2.3 1.0 

軸シール 

(オイル) 
1.2 1.0 

1)：既往の研究等において試験等により妥当性が確認されてい

る値。 

2)：軸継手は電動機にスラスト軸受がなく軸方向荷重がポンプ

側に作用する形式のうち，ギヤカップリングを使用している場

合に評価する。 

3)：高速形及び中速形(1) ；原子力発電技術機構の耐震信頼性

実証試験においてＢＷＲ用として評価された形式。中速型

(2)；同実証実験においてＰＷＲ用として評価された形式。 

4)：空気作動及び電動のグローブ弁，ゲート及びバタフライ弁 

(参考文献) 

電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に関す

る研究(H10～H13)」 

「ルーツブロアの地震時の動的機能維持評価に関する研究」平

成６年 12 月 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
4.2 電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器については，添付書類「Ⅴ-2-

1-1 耐震設計の基本方針の概要」のうち「5.2(2) 電気的機能

維持」の考え方に基づき，地震時及び地震後において，その機

器に要求される安全機能を維持するため，設計基準対象施設の

耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地

震動による応答加速度が各々の盤，器具等に対する加振試験等

により機能維持を確認した加速度（以下「電気的機能確認済加

速度」という。）以下であること，あるいは解析による 大発

生応力が許容応力以下であることにより，機能維持を満足する

設計とする。 

上記加振試験では，まず，掃引試験により固有振動数を確認

する。その後，加振試験を実施し，当該機器が設置される床に

おける加速度以上での動作確認を実施する。または，実機を模

擬した機器を当該機器が設置される床における模擬地震波によ

り加振して，動作確認を実施する。 

 

 

 

 

 

4.3 気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐

震設計の基本方針の概要」のうち「5.2(3) 気密性の維持」の

考え方に基づき，地震時及び地震後において，放射線業務従事

者の放射線障害防止，発電所周辺の空間線量率の低減，居住性

の確保及び放射線障害から公衆を守るため，事故時に放射性気

体の放出，流入を防ぐことを目的として，設計基準対象施設の

耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地

震動に対して，「3.1 構造強度上の制限」等による構造強度を

確認すること，及び同じく地震動に対して機能を維持できる設

計とする換気設備とあいまって，気密性維持の境界において気

圧差を確保することで必要な気密性を維持する設計とする。 

 

4.2  電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器は，添付書類「Ⅳ－１－１ 耐

震設計の基本方針」のうち「5.2(2) 電気的機能維持」の考え

方に基づき，地震時及び地震後において，その機器に要求され

る安全機能を維持するため，安全機能を有する施設の耐震重要

度に応じた地震動による応答加速度が各々の盤，器具等に対す

る加振試験等により機能維持を確認した加速度（以下「電気的

機能確認済加速度」という。）以下であること，あるいは解析

による 大発生応力が許容応力以下であることにより，機能維

持を満足する設計とする。 

 

上記加振試験では，まず，掃引試験により固有振動数を確認

する。その後，加振試験を実施し，当該機器が設置される床に

おける加速度以上での動作確認を実施する。又は，実機を模擬

した機器を当該機器が設置される床における模擬地震波により

加振して，動作確認を実施する。 

 

なお，重大事故等対処施設の機能維持方針については，後次

回申請以降で申請する。 

 

 

4.3  気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅳ－１－１ 

耐震設計の基本方針」のうち「5.2(3) 気密性の維持」の考え

方に基づき，地震時及び地震後において，放射線業務従事者の

放射線障害防止，再処理施設周辺の空間線量率の低減，居住性

の確保及び放射線障害から公衆を守るため，事故時に放射性気

体の放出，流入を防ぐことを目的として，安全機能を有する施

設の耐震重要度分類に応じた地震動に対して，「3.1 構造強度

上の制限」等による構造強度を確認すること，及び同じく地震

動に対して機能を維持できる設計とする換気設備とあいまっ

て，気密性維持の境界において気圧差を確保することで必要な

気密性を維持する設計とする。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
気密性の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造

の施設は，施設区分に応じた地震動に対して，地震時及び地震

後において，耐震壁のせん断ひずみがおおむね弾性状態にとど

まることを基本とする。その状態にとどまらない場合は，地震

応答解析による耐震壁のせん断ひずみから算定した空気漏えい

量が，設置する換気設備の性能を下回ることで必要な気密性を

維持する設計とする。 

 

 

 

気密性の維持が要求される施設のうち，鋼製の構造物を含む

原子炉格納容器バウンダリは，設計基準事故及び重大事故等時

における内圧と地震力との組合せを考慮した荷重に対しても，

「3.1 構造強度上の制限」による構造強度を確保する設計とす

る。この場合，格納容器貫通部においては相対変位量を考慮し

た処置を施す等，相対変位量を考慮した設計を行う。また，使

用材料，製作及び保守に関しても管理を行うことで，地震時及

び地震後において，気密性維持の境界において気圧差を確保し

十分な気密性を維持する設計とする。 

原子炉建屋原子炉棟の鉄筋コンクリート造の部分において，

耐震壁については，「3.構造強度」に定める建物・構築物の許

容限界であるせん断ひずみを用いて空気漏えい量を算定し，事

故時に原子炉格納容器から漏えいした空気を非常用ガス処理系

で処理できることを確認することで，スラブについては，地震

時に生じる応力に対して弾性域内にとどまる設計とすること

で，気密性維持の境界において気圧差を確保し，気密性を維持

する設計とする。 

緊急時対策所，中央制御室待避室及び第二弁操作室は，地震

時及び地震後においてもその機能を維持できるように，耐震壁

については，せん断ひずみがおおむね弾性域内にとどまる設計

とすることで，スラブについては，地震時に生じる応力に対し

て弾性域内にとどまる設計とすることで，気密性維持の境界に

おいて気圧差を確保し，居住性を維持する設計とする。 

中央制御室は，地震時及び地震後においてもその機能を維持

気密性の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造

の施設は，施設区分に応じた地震動に対して，地震時及び地震

後において，耐震壁のせん断ひずみがおおむね弾性状態にとど

まることを基本とする。その状態にとどまらない場合は，地震

応答解析による耐震壁のせん断ひずみから算定した空気漏えい

量が，設置する換気設備の性能を下回ることで必要な気密性を

維持する設計とする。 

 

なお，重大事故等対処施設の機能維持方針については，後次

回申請以降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所，中央制御室は，地震時及び地震後においても

その機能を維持できるように，耐震壁については，せん断ひず

みがおおむね弾性域内にとどまること又は「3. 構造強度」に

定める建物・構築物の許容限界であるせん断ひずみを用いて空

気漏えい量を算定し，設置する換気設備の性能以下であること

を確認することで，スラブについては，地震時に生じる応力に

対して弾性域内にとどまる設計とすることで，気密性維持の境

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器

バウンダリに該

当する施設はな

いため記載して

いない。 

 

 

 

 

原子炉建屋原子

炉棟に該当する

施設はないため

記載していな

い。 

 

 

 

中央制御室待避

室及び第二弁操

作室に該当する

施設はない。ま

た，先行炉では

設計結果に合わ

せて書き分けて
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
できるように，耐震壁については，「3. 構造強度」に定める

建物・構築物の許容限界であるせん断ひずみを用いて空気漏え

い量を算定し，設置する換気設備の性能以下であることを確認

することで，スラブについては，地震時に生じる応力に対して

弾性域内にとどまる設計とすることで，気密性維持の境界にお

いて気圧差を確保し，居住性を維持する設計とする。 

 

 

 

 

4.4 止水性の維持 

止水性の維持が要求される施設は，津波防護施設及び浸水防

止設備であり，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概

要」のうち「5.2(4) 止水性の維持」の考え方に基づき，地震

時及び地震後において，防護対象設備を設置する建物及び区画

に，津波に伴う浸水による影響を与えないことを目的として，

基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，「3.1 構造強度上の制

限」に示す構造強度の確保に加え，主要な構造体の境界部に設

置する材料については，有意な漏えいが生じない変形に留める

ことで，止水性を維持する設計とする。 

具体的には，止水性の維持が要求される施設の母材部につい

ては，基準地震動Ｓｓによる地震力に伴い生じる荷重又は応力

に対して，おおむね弾性状態に留まることを計算により確認す

る。 

加えて，止水性の維持が要求される施設の取付部及び閉止部

等のうち，間隙が生じる可能性のある境界部に設置した材料に

ついては，境界部において基準地震動Ｓｓによる地震力に伴い

生じる相対変位量が，材料の試験により確認した止水性が維持

できる変位量未満であることを計算により確認する。更に，鋼

製防護壁に設置される止水機構のうち一次止水機構について

は，止水性が要求される部材の追従性についても解析及び実規

模大の試験により確認する。 

また，止水性の維持が要求される施設が取付けられた，建

物・構築物及び土木構造物の壁など，止水性の維持が要求され

界において気圧差を確保し，居住性を維持する設計とする。 

 

なお，緊急時対策所の機能維持方針については，後次回申請

以降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いるが，緊急時

対策所及び中央

制御室の設計結

果は後次回申請

にて示すことか

ら，共通の方針

として記載し

た。 

 

 

津波に起因する

止水性について

は，事業変更許

可申請書におい

て，敷地に到達

する津波はない

ことを記載して

いるため，当該

事項に係る内容

は記載していな

い。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
る部位についても，基準地震動Ｓｓによる地震力に伴い生じる

荷重又は応力に対して，おおむね弾性状態に留まることを計算

により確認する。 

各施設の母材部並びに取付部及び閉止部等の境界部は，使用材

料，製作及び保守に関しても十分な管理を行い，止水性が維持

できるよう考慮する。 

 

4.5 遮蔽性の維持 

遮蔽性の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐

震設計の基本方針の概要」のうち「5.2(5) 遮蔽性の維持」の

考え方に基づき，地震時及び地震後において，放射線業務従事

者の放射線障害防止，発電所周辺の空間線量率の低減，居住性

の確保及び放射線障害から公衆を守るため，鉄筋コンクリート

造として設計することを基本とし，遮蔽性の維持が要求される

生体遮蔽装置については，設計基準対象施設の耐震重要度分類

及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震動に対して，

「3.1 構造強度上の制限」による構造強度を確保し，遮蔽体の

形状及び厚さを確保することで，地震後における残留ひずみを

小さくし，ひび割れがほぼ閉鎖し，貫通するひび割れが直線的

に残留しないこととすることで，遮蔽性を維持する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  遮蔽性の維持 

遮蔽性の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅳ－１－１ 

耐震設計の基本方針」のうち「5.2(4) 遮蔽性の維持」の考え

方に基づき，地震時及び地震後において，放射線業務従事者の

放射線障害防止，再処理施設周辺の空間線量率の低減，居住性

の確保及び放射線障害から公衆を守るため，鉄筋コンクリート

造として設計することを基本とし，遮蔽性の維持が要求される

生体遮蔽装置については，安全機能を有する施設の耐震重要度

分類に応じた地震動に対して，「3.1 構造強度上の制限」によ

る構造強度を確保し，遮蔽体の形状及び厚さを確保すること

で，地震後における残留ひずみを小さくし，ひび割れがほぼ閉

塞し，貫通するひび割れが直線的に残留しないこととすること

で，遮蔽性を維持する設計とする。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
4.6 支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を支持する機能の維持が要求される施

設は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」のう

ち「5.2(6) 支持機能の維持」の考え方に基づき，地震時及び

地震後において，被支持設備が設計基準対象施設の場合は耐震

重要度分類，重大事故等対処施設の場合は施設区分に応じた地

震動に対して，以下に示す通り，支持機能を維持する設計とす

る。 

 

 

(1) 建物・構築物の支持機能の維持 

 

建物・構築物の支持機能の維持については，地震動に対し

て，被支持設備の機能を維持できる構造強度を確保する設計と

する。 

具体的には，Ｓクラス設備等の支持機能の維持が要求される

建物・構築物が鉄筋コンクリート造の場合は，基準地震動Ｓｓ

に対して，耐震壁の 大せん断ひずみが「3.1 構造強度上の制

限」による許容限界を超えない設計とすること，又は基礎等を

構成する部材に生じる応力若しくはひずみが「3.1 構造強度上

の制限」による許容限界を超えない設計とすることで，Ｓクラ

ス設備等の支持機能が維持できる設計とする。鉄骨造の場合

は，基準地震動Ｓｓに対して，部材に発生する応力が「3.1 構

造強度上の制限」による許容限界を超えない設計とすることで

Ｓクラス設備等の支持機能が維持できる設計とする。 

耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震壁がせん

断ひずみの許容限界を満足している場合は，耐震壁の変形に追

従する建物・構築物の部位の健全性も確保されており，支持機

能を確保していると考えることができる。 

また，各建物間に生じる地震時相対変位について，各建物が

相互に干渉しないよう適切な間隔を設けると同時に，各建物に

渡る設備からの反力に対しても十分な構造強度を確保する設計

とする。 

 

4.5  支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求

される施設は，添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」

のうち「5.2(7) 支持機能の維持」の考え方に基づき，地震時

及び地震後において，被支持設備が安全機能を有する施設の場

合は耐震重要度分類に応じた地震動に対して，以下に示す通

り，支持機能を維持する設計とする。 

なお，重大事故等対処施設の機能維持方針については，後次

回申請以降で申請する。 

 

(1) 建物・構築物（屋外重要土木構造物(洞道)以外）の支持機

能の維持 

建物・構築物の支持機能の維持については，地震動に対し

て，被支持設備の機能を維持できる構造強度を確保する設計と

する。 

具体的には，Ｓクラス設備等の支持機能の維持が要求される

建物・構築物が鉄筋コンクリート造の場合は，基準地震動Ｓｓ

に対して，耐震壁の 大せん断ひずみが「3.1 構造強度上の制

限」による許容限界を超えない設計とすること，又は基礎等を

構成する部材に生じる応力若しくはひずみが「3.1 構造強度上

の制限」による許容限界を超えない設計とすることで，Ｓクラ

ス設備等の支持機能が維持できる設計とする。鉄骨造の場合

は，基準地震動Ｓｓに対して，部材に発生する応力が「3.1 構

造強度上の制限」による許容限界を超えない設計とすることで

Ｓクラス設備等の支持機能が維持できる設計とする。 

耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震壁がせん

断ひずみの許容限界を満足している場合は，耐震壁の変形に追

従する建物・構築物の部位の健全性も確保されており，支持機

能を確保していると考えることができる。 

また，各建物間に生じる地震時相対変位について，各建物が

相互に干渉しないよう適切な間隔を設けると同時に，各建物に

渡る設備からの反力に対しても十分な構造強度を確保する設計

とする。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(2) 屋外重要土木構造物の支持機能の維持 

Ｓクラスの機器・配管系の間接支持機能を求められる屋外重

要土木構造物については，地震動に対して，構造部材の曲げに

ついては限界層間変形角，終局曲率又は許容応力度，せん断に

ついてはせん断耐力又は許容せん断応力度を許容限界とする。

なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界に

対しては妥当な安全余裕をもたせることとし，それぞれ安全余

裕については各施設の機能要求等を踏まえた設定とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 車両型の間接支持構造物における支持機能の維持 

車両型の間接支持構造物については，地震動に対して，被支

持設備の機能を維持できる構造強度を確保する設計とする。 

また，地震時に車両等の転倒を防止するよう，加振試験等で

車両全体が安定性を有し，転倒しないことを確認する設計，若

しくは地震応答解析から得られた重心相対変位が転倒条件の相

対変位以下となるよう設計することで，設置箇所における機能

維持を満足する設計とする。 

 

4.7 通水機能及び貯水機能の維持 

通水機能及び貯水機能の維持が要求される施設は，添付書類

「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」のうち「5.2(7) 通水

機能及び貯水機能の維持」の考え方に基づき，非常時に冷却す

(2) 屋外重要土木構造物(洞道)の支持機能の維持 

Ｓクラスの機器・配管系等の間接支持機能を求められる屋外

重要土木構造物(洞道)については，地震動に対して，構造部材

の曲げについては限界層間変形角，終局曲率又は許容応力度，

せん断についてはせん断耐力又は許容せん断応力度を許容限界

とする。なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許

容限界に対しては妥当な安全余裕をもたせることとし，それぞ

れ安全余裕については屋外重要土木構造物(洞道)の機能要求等

を踏まえた設定とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 車両型の間接支持構造物における支持機能の維持 

車両型の間接支持構造物における支持機能の維持について

は，後次回申請以降で申請する。。 

 

 

 

 

 

 

5.7  貯水機能の機能維持  

貯水機能の機能維持方針については，後次回申請以降で申請

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設にお

いて屋外重要土

木構造物は洞道

のみであること

から具体的に記

載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常時に海水を

確保するための

通水機能の維持

が要求される非
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
る海水を確保するための通水機能及び貯水機能の維持が要求さ

れる非常用取水設備は，地震時及び地震後において，通水機能

及び貯水機能を維持するため，基準地震動Ｓｓによる地震力に

対して，構造強度を確保することで，通水機能及び貯水機能が

維持できる設計とする。 

地震力が作用した場合において，構造部材の曲げについては限

界層間変形角，終局曲率又は許容応力度，せん断についてはせ

ん断耐力又は許容せん断応力度を許容限界とする。なお，限界

層間変形角，終局曲率及びせん断耐力に対しては妥当な安全余

裕を持たせることとし，通水機能及び貯水機能が維持できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8  冷却機能の維持 

冷却機能の維持が要求される施設については，添付書類「Ⅳ

－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち「5.2(5) 冷却機能の

維持」の考え方に基づき，地震時及び地震後において，ガラス

固化体から発生する崩壊熱を，その熱量により生じる通風力に

より流れる冷却空気で適切に除去するために，耐震重要度に応

じた地震力に対して構造強度を確保する設計とする。 

 

5.9  耐震重要施設のその他の機能維持 

安全冷却水及び冷水の漏えいを防止，閉じ込め機能，耐震重

要施設の計測制御系への空気供給の阻害防止，耐震重要施設と

一体構造である設備等は，添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震設計の

基本方針」のうち「5.2(6) 耐震重要施設のその他の機能維

持」の考え方に基づき，耐震重要施設の性能，機能の維持又は

当該機能を阻害することを防止するために，耐震重要施設に適

用される基準地震動Ｓｓによる地震力により構造強度を確保す

る設計とする。 

 

 

常用取水設備に

該当する設備は

ないため，重大

事故等への対処

に必要となる水

を確保するため

の貯水機能の維

持について記載

した。また，地

震力は基準地震

動 Ss に限らない

ため施設の分類

に応じた地震力

として記載し

た。 

 

動的機能による

機能維持と異な

る冷却機能の設

計上の対応につ

いて記載した。 

 

 

 

基準地震動 Ss に

よる地震力によ

り構造強度を確

保することで，

耐震重要施設の

機能維持又は機

能の阻害を防止

する設計対応に

ついて記載し

た。  
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【Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点】(1／11) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
Ⅴ-2-1-10 ダクティリティに関する設計方針 

 

目次 

1． 概要 

2． 構造計画 

2.1 建物・構築物 

2.2 機器・配管系 

3. 材料の選択 

3.1 建物・構築物 

3.2 機器・配管系 

4． 耐力，強度等に対する制限 

4.1 建物・構築物 

4.2 機器・配管系 

5． 品質管理上の配慮 

5.1 建物・構築物 

5.2 機器・配管系 

 

Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点 

 

目次 

1. 概要 

2. 構造計画 

2.1  建物・構築物 

2.2  機器・配管系 

3. 材料の選択 

3.1  建物・構築物 

3.2  機器・配管系 

4. 耐力・強度等に対する制限 

4.1  建物・構築物 

4.2  機器・配管系 

5. 品質管理上の配慮 

5.1  建物・構築物 

5.2  機器・配管系 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
1. 概要 

発電所の各施設は，安全性及び信頼性の見地から，通常運

転時荷重に対してのみならず地震時荷重等の短期間に作用す

る荷重に対しても耐えられるよう設計する必要がある。 

これらの設計荷重は，強度設計の立場から，安全側の値と

して定められているが，重要施設の構造安全性を一層高める

ためには，その構造体のダクティリティ＊を高めるように設

計することが重要である。 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概

要」のうち，「8. ダクティリティに関する考慮」に基づ

き，各施設のダクティリティを維持するために必要と考えら

れる構造計画，材料の選択，耐力・強度等に対する制限及び

品質管理上の配慮を各項目別に説明するものである。 

なお，構造特性等の違いから，施設を建物・構築物と機

器・配管系に分けて示す。 

注記＊：地震時を含めた荷重に対して，施設に生じる応力

値等が，ある値を超えた際に直ちに損傷に至らないこと，又

は直ちに損傷に至らない能力・特性。 

 

2. 構造計画 

2.1 建物・構築物 

(1) 原子炉格納容器内構造物（原子炉本体の基礎及びダイヤ

フラム・フロア） 

原子炉格納容器内構造物は，構造形態に合った解析法に

よって解析され，構造設計が行われる。ダイヤフラム・フ

ロアは，コンクリート構造物であり，設計では異常時圧力

荷重，温度荷重，地震時荷重等を適切に組み合わせる。原

子炉本体の基礎には，機能上開口部が多いが，応力集中に

対して十分考慮した設計を行う。 

(2) 原子炉建屋 

原子炉建屋は，原子炉建屋原子炉棟と耐震上の観点から

その周囲に配置された原子炉建屋付属棟より構成する。主

体構造は鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）の建物であ

1. 概要 

再処理施設は，安全性及び信頼性の見地から，通常運転時

荷重に対してのみならず，地震時荷重等の短期間に作用する

荷重に対して耐えるように設計する必要がある。 

これらの設計荷重は，強度設計の立場から，安全側の値と

して定められているが，重要施設の構造安全性を一層高める

ためには，その構造体のダクティリティ＊を高めるように設

計することが重要である。 

本資料は，添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」

のうち，「8. ダクティリティに関する考慮」に基づき，各

施設のダクティリティを維持するために必要と考えられる構

造計画，材料の選択，耐力・強度等に対する制限及び品質管

理上の配慮を各項目別に説明するものである。 

なお，構造特性等の違いから施設を建物・構築物と機器・

配管系に分けて示す。 

注記 ＊：地震時を含めた荷重に対して，施設に生じる応

力値等が，ある値を超えた際に直ちに損傷に至らないこと，

又は直ちに損傷に至らない能力・特性。 

 

2. 構造計画 

2.1  建物・構築物 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

再処理施設の主要建屋は，主体構造が鉄筋コンクリート

造(一部鉄骨造)の建物である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器

内構造物に類す

る施設はないた

め，原子炉建屋

と比較し同等の

記載とした。 

 

 

 

原子炉棟及び付

属棟による構成

に類する施設は
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
る。 

構造方式としては，壁構造とし，その床及び壁体は機器

の配置を考慮しながらつとめて剛構造体となるよう配置

し，鉛直荷重がスムーズに基礎に伝達されるように配慮し

構造壁の有効性を高める。 

内外壁は放射線遮蔽壁としての機能を要求されることが

多く，そのために壁厚も厚く，地震時水平力はこの壁で分

担する。 

また，床スラブも壁同様，放射線遮蔽上の考慮と建屋の

耐震一体構造化の配慮から厚くするため，このスラブの剛

性は大きくなっている。 

構造全体としての剛心と重心の偏心によるねじれモーメ

ントができる限り小さくなるように壁の配置及び壁厚を定

め，ダクティリティを確保するために最も重要なせん断に

対する耐力を増加させるよう十分な配筋を行う。 

基礎はべた基礎で上部構造に生じる応力を支持地盤に伝

達させるに十分な剛性を持ち，原則として岩盤に支持させ

る。 

 

構造方式としては，壁構造とし，その床及び壁体は機器

の配置を考慮しながらつとめて剛構造体となるよう配置

し，鉛直荷重がスムーズに基礎に伝達されるように配慮し

構造壁の有効性を高める。 

内外壁は放射線遮蔽壁としての機能を要求されることが

多く，そのために壁厚も厚く，地震時水平力はこの壁で分

担する。 

また，床スラブも壁同様，放射線遮蔽上の考慮と建屋の

耐震一体構造化の配慮から厚くするため，このスラブの剛

性は大きくなっている。 

構造全体としての剛心と重心の偏心によるねじれモーメ

ントができる限り小さくなるように壁の配置及び壁厚を定

め，ダクティリティを確保するために最も重要なせん断に

対する耐力を増加させるよう十分な配筋を行う。 

基礎はべた基礎で上部構造に生じる応力を支持地盤に伝

達させるに十分な剛性を持ち，原則として岩盤に支持させ

る。 

ない。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
2.2 機器・配管系 

機器・配管系に対して十分なダクティリティを持たせる

ために構造及び配置上，次の点に注意する。 

 

 

機器・配管系は，構造上，過度な応力集中が生じるよう

な設計は避けるとともに，さらに，製作，施工面から溶接

及び加工しやすい構造，配置とし，十分な施工管理を行

う。 

また，熱処理等によりできる限り残留応力を除去する製

作法を採用する。 

また，疲労累積のレベルをできるだけ低く保つ設計と

し，必要な場合には疲労評価を行い，疲労破壊に対して十

分な余裕を持つことを確認する。 

 

配管系に関しては，同一経路内で著しく剛性が異なるこ

となく，応力集中が生じないような全体のバランスのとれ

た配管経路及び支持構造計画を立て，系全体の強度設計の

余裕を向上させるものとする。 

2.2  機器・配管系 

機器・配管系に対して十分なダクティリティを持たせる

ために構造及び配置上，次の点に注意する。 

 

 

機器・配管系は，構造上，過度な応力集中が生じるよう

な設計は避けるとともに，さらに，製作，施工面から溶接

及び加工しやすい構造，配置とし，十分な施工管理を行

う。 

また，熱処理等によりできる限り残留応力を除去する製

作法を採用する。 

また，疲労累積のレベルをできるだけ低く保つ設計と

し，必要な場合には疲労解析を行い，疲労破壊に対して十

分な余裕を持つことを確認する。 

 

配管系に関しては，同一経路内で著しく剛性が異なるこ

となく，応力集中が生じないような全体のバランスのとれ

た配管経路及び支持構造計画を立て，系全体の強度設計の

余裕を向上させるものとする。 
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